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１ 賦課徴収に関する規定の形式

(１) 地方税法（以下「法」という。）は、各税目ごとに課税客体、納税義務者又は特別徴収義務者、
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課税標準、税率、賦課期日、納期、納付又は納入の方法及びそれらの手続、罰則その他の制裁規

定、滞納処分の手続、犯則取締り等賦課徴収に関する規定を網羅的に規定しているが、これは納

税者にわかりやすいものとし、その協力を得ることによって税務行政の円滑な運営を図ろうとす

る趣旨によるものであること。

(２) 条例の制定に当たっては、法律が条例の定めるところによることとしている事項及び法律が地

方団体に選択的判断を許容している事項のみならず、法律、政令及び規則において明確に規定さ

れ、各地方団体ごとの選択判断の余地のないものについても、住民の理解のうえで最少限度必要

なものにあっては、重複をいとわず総合的に規定することが適当であること。（法３）

(３) 臨時特定の費用に充てるために、増税を行う場合においては、一般的条例改正の形式によるこ

となく、別個に臨時増徴条例によって規定することが望ましいものであること。（法３）

(４) 地方団体の長は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）の規定によって、一般にその権限に

属する事務の一部を規則によって委任することができるものとされているが、地方税法に規定す

る地方団体の長の権限に属する事務は、更正、決定、地方税の減免、納期限の延長、過料処分等

の納税者又は特別徴収義務者の権利義務に極めて重要な関係を有するものが多いので、地方団体

の長がこの事務の一部を委任するには、一般原則にはよらないで、条例の定めるところにより、

かつ、支庁、地方事務所、指定都市の区の事務所又は税務事務所の長に限ってすることができる

ものとされていること。（法３の２）

２ 課税免除等

租税負担の合理化を図るため、非課税規定は、これを最少限度にとどめているのであるが、地方団

体が自ら行う課税免除、不均一課税、租税の減免等についても、その内容について徹底的検討を加え、

濫用することがないよう特に留意すること。（法６・７）

なお、地方団体において納税義務者に係る一定の事由に該当することを理由として一律かつ無条件

に当該税負担を軽減するような措置を講ずることのないよう留意すること。

３ 税率

税率については、一定税率を法定するもの、標準税率とともに制限税率をも法定するもの、標準税

率を定めるにとどめるもの等に区分されているが、標準税率（制限税率を併せて定めるものを含

む。）を規定する税目について超過課税を行う場合においては、超過課税が納税者に対して通常以上

の負担を求めるものであることを踏まえ、議会において十分に議論をし、納税者に対して十分に説明

を行い、理解を得るべきものであること。

また、標準税率を超える税率で課税する場合においては、税目の性格に応じ、市町村税との関係に

ついても、十分に考慮すべきものであること。

４ 課税権の承継

市町村の廃置分合又は境界変更があった場合においては、承継市町村又は新市町村がその区域によ

って消滅市町村又は旧市町村に係る地方団体の徴収金の徴収を目的とする権利（以下「徴収金に係る

権利」という。）を承継するものであること。（法８の２・８の３）

この場合において、次の諸点に留意すること。

(１) 承継市町村又は新市町村が消滅市町村又は旧市町村の徴収金に係る権利を承継する場合におい

ては、その徴収金に係る権利の行使については、別段の定めをしない限り、消滅市町村又は旧市
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町村の条例、規則その他の定めの例によるものとされているが、必要に応じ、承継市町村又は新

市町村の条例等で消滅市町村又は旧市町村の条例等について特別の定めをすることは、もとより

妨げないものであること。（法８の２④）

(２) 前号の場合において、消滅市町村又は旧市町村がした賦課徴収その他の手続は承継市町村又は

新市町村がした賦課徴収その他の手続と、消滅市町村又は旧市町村に対してした申告、不服申立

てその他の手続は承継市町村又は新市町村に対してした申告、不服申立てその他の手続とみなさ

れるものとされているので、承継市町村又は新市町村は消滅市町村又は旧市町村の地方団体の徴

収金で消滅市町村又は旧市町村に収入されていないものを徴収することができるとともに、既に

消滅市町村又は旧市町村に収入された地方団体の徴収金で過納又は誤納に係るものについては、

承継市町村又は新市町村がこれを還付することとなるものであることに留意すること。（法８の

２①後段・④）

(３) 承継市町村が消滅市町村の徴収金に係る権利を承継する場合において、消滅市町村が市町村法

定外普通税又は法定外目的税を設定しているときは、承継市町村は、当該消滅市町村の区域を限

り、当該消滅市町村に係る法定外普通税又は法定外目的税を引き続いて課税するのには法第６６

９条又は第７３１条第２項の規定による総務大臣への協議を要しないものであること。（法８の

２④）

(４) 新市町村が旧市町村の徴収金に係る権利を承継する場合においては、申告納付又は申告納入の

方法によって徴収される地方税に係る地方団体の徴収金にあっては、境界変更又は廃置分合があ

った日前に納期限の到来しないもので旧市町村に収入されていないものに限り、新市町村に承継

されることとなるのであるから、既に納期限の到来しているもの又は納期限は到来しないが既に

旧市町村に収入されているものは、新市町村に承継されないものであること。この場合において、

納期限は、法令に定められた納期限をいうものであるから、法令の規定に基づき納期限が延長さ

れているときは、その延長された納期限によるが、法第１５条の規定に基づく徴収猶予をしてい

る場合においては、その徴収猶予期間は納期限の延長とは認められないので、所定の納期限によ

ることとなるものであること。

なお、特別徴収の方法によって徴収する個人の市町村民税は、申告納入の方法によって徴収する

地方税には含まれないので、旧市町村に収入されていないものに限り、新市町村に承継されるも

のであること。（法８の３①）

(５) 承継市町村が消滅市町村の徴収金に係る権利を承継する場合において、既に消滅市町村が特別

徴収義務者に通知した特別徴収税額を２以上の承継市町村が承継することとなるとき又は新市町

村が旧市町村の徴収金に係る権利を承継する場合において、既に旧市町村が特別徴収義務者に通

知した特別徴収税額があるときは、承継市町村又は新市町村は、遅滞なく、特別徴収義務者に対

し、その納入すべき特別徴収税額等を通知するものであること。（令１の２）

５ 納期

道府県民税、事業税、自動車税及び鉱区税については、納期が法定されているが、これは、国税の

徴収時期との競合をできる限り避けるとともに、財政経理の円滑を期する趣旨によるものであるから、

特別の事由がない限り、できるかぎりこれによることが望ましいこと。

６ 事務所又は事業所
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(１) 事務所又は事業所（以下６において「事務所等」という。）とは、それが自己の所有に属する

ものであるか否かにかかわらず、事業の必要から設けられた人的及び物的設備であって、そこで

継続して事業が行われる場所をいうものであること。この場合において事務所等において行われ

る事業は、当該個人又は法人の本来の事業の取引に関するものであることを必要とせず、本来の

事業に直接、間接に関連して行われる附随的事業であっても社会通念上そこで事業が行われてい

ると考えられるものについては、事務所等として取り扱って差し支えないものであるが、宿泊所、

従業員詰所、番小屋、監視所等で番人、小使等のほかに別に事務員を配置せず、専ら従業員の宿

泊、監視等の内部的、便宜的目的のみに供されるものは、事務所等の範囲に含まれないものであ

ること。

(２) 事務所等と認められるためには、その場所において行われる事業がある程度の継続性をもった

ものであることを要するから、たまたま２、３か月程度の一時的な事業の用に供する目的で設け

られる現場事務所、仮小屋等は事務所等の範囲に入らないものであること。

７ 金融機関の指定

道府県税は、会計管理者若しくは出納職員又は指定金融機関、指定代理金融機関若しくは収納代理

金融機関に納付又は納入するのであるが、道府県は、道府県税を納付又は納入する者の便宜を図るた

め、指定代理金融機関又は収納代理金融機関をできるだけ多く指定するよう配慮すること。

８ 口座振替による納付又は納入

申告納付又は申告納入に係る道府県税が、口座振替の方法により一定の日までに納付され又は納入

された場合には、その納付又は納入が納期限後である場合においても、納期限においてされたものと

みなして、延滞金に関する規定を適用するものとされているものであること。（法２０の５の４、令

６の１８の２）

なお、申告納付又は申告納入に係る税目に限らず、徴収率の向上、徴収事務の効率化等を促進する

観点から、道府県の実情に即しつつ、口座振替による納付又は納入の推進に努めることが望ましいも

のであること。

第２節 納税義務の承継

９ 相続による納税義務の承継

相続の開始があった場合には、相続人及び相続財産法人は、被相続人の納税義務を無限に承継する

ことを原則とし、限定承認をした相続人は、相続によって得た財産の限度で承継するものであること。

なお、相続人が２人以上あるときは、各相続人は、その相続分によりあん分して計算した地方団体

の徴収金の納付又は納入義務を承継することとし、その相続によって得た財産の価額がその相続人が

納付し、又は納入すべき地方団体の徴収金の額を超えているときは、その相続人はその超える価額を

限度として、他の相続人が納付し、又は納入すべき地方団体の徴収金を納付し、又は納入すべき責任

を負うものであること。（法９）

１０ 相続人からの徴収手続

納税者又は特別徴収義務者につき相続の開始があった場合においてこれらの者に送達すべき書類は、

各相続人の承継額につき個別に送達するのが原則であるが、地方団体及び納税者等相互間の徴税及び

納税手続の便宜を考慮し、相続人は、地方団体の徴収金の賦課徴収（滞納処分を除く。）及び還付に
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関する書類を受領する代表者を定め、この旨を地方団体の長に届け出たときは、その代表者がこれら

の処分に関する書類を受領することができるものであること。

なお、すべての相続人又は相続分のうちに明らかでないものがあり、かつ、相当の期間内に当該届

出がないときは、地方団体の長は、相続人の１人を指定し、その者を代表者とすることができるもの

であること。（法９の２、令２）

第３節 連帯納税義務等

１１ 連帯納税義務

共有者、共同事業者等は、共有物、共同事業等に係る地方団体の徴収金について、それぞれ連帯納

付義務又は連帯納入義務を負うものであること。この場合において、連帯納付義務又は連帯納入義務

の効力等については、民法（明治２９年法律第８９号）に定められている連帯債務に関する規定が準

用されるものであること。（法１０・１０の２、令３）

１１の２ 法人の合併等の無効判決に係る連帯納税義務

合併又は分割（以下この項において「合併等」という。）を無効とする判決が確定した場合には、

当該合併等をした法人は、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割により事業

を承継した法人の当該合併等の日以後に納付し、又は納入する義務の成立した地方団体の徴収金につ

いて、連帯して納付し、又は納入する義務を負うものであること。（法１０の３）

１１の３ 法人の分割に係る連帯納税の責任

法人が分割（分社型分割を除く。以下この項において同じ。）をした場合には、当該分割により営

業を承継した法人が、当該分割をした法人から承継した財産の価額を限度として、当該分割をした法

人の地方税について連帯して納付し、又は納入する責任を負うものであること。（法１０の４）

この場合において、次の諸点に留意すること。

(１) 連帯して納付し、又は納入する責任は、特段の手続をとることなく法人の分割により当然に発

生するものであること。

(２) 承継した財産の価額とは積極財産の価額をいうものであり、負債を差し引いた額とは異なるも

のであること。

(３) 連帯して納付し、又は納入する責任の対象となる地方税には、当該地方税に係る督促手数料、

延滞金等を含むものとされていることから、例えば分割の日から後に納期限が到来したが納付又

は納入が行われなかった地方税に係る督促手数料、延滞金等についても、当該分割により営業を

承継した法人が連帯して納付し、又は納入する責任を負う範囲に含まれるものであること。

第４節 第二次納税義務

１２ 第二次納税義務制度

第二次納税義務の制度は、その財産は形式的には第三者に帰属している場合であっても、実質的に

は納税者又は特別徴収義務者にその財産が帰属していると認めても、公平を失しないときにおいて形

式的な権利の帰属を否認して、私法秩序を乱すことを避けつつ、その形式的に権利が帰属している者

に対して補充的に納税義務を負担させることにより、徴収の合理化を図るために認められている制度

であること。
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１３ 同族会社の第二次納税義務

滞納者が同族会社の株式又は出資を有している場合において、その株式又は出資を公売しても買受

人がないか、又は定款等によりその譲渡が制限されているため、その株式等を売却できず、かつ、滞

納者の他の財産につき滞納処分をしてもなお徴収すべき地方団体の徴収金に不足すると認められると

きは、その株式又は出資の価額を限度として、同族会社に対し、その滞納に係る地方団体の徴収金に

つき、第二次納税義務を負わせることができるものであること。ただし、株式又は出資につき、その

滞納に係る地方団体の徴収金の法定納期限の１年前までに取得したものについては、その適用が除外

されているものであるが、この法定納期限とは、①法又はこれに基づいて定められた条例に規定して

いる納付又は納入期限であって、②納期を分けている地方税、例えば個人事業税にあっては、その第

１期分の納期限をいうものであり、③修正申告、期限後申告、更正、決定、繰上徴収、徴収の猶予、

普通徴収の方法によって徴収する地方税の賦課もれ若しくは追徴に係る賦課決定若しくは換価の猶予

をした場合の納期限又は法第７２条の２５第２項から第５項まで（これらの規定を法第７２条の２８

第２項において準用する場合を含む。）若しくは法第７４条の１１第１項の規定による納期限は除か

れるものであること。④また、督促手数料、延滞金、過少申告加算金、不申告加算金、重加算金及び

滞納処分費については、その徴収の基因となった地方税の当該期限をいうものであること。（法１１

の４、令３の２）

１４ 実質課税額等の第二次納税義務

(１) 事業税等の課税においては、登記又は登録等による私法上の権利関係の如何にかかわらず、収

益が実質的に帰属する者に対し、いわゆる実質課税が行われることにかんがみ、課税と徴収の一

体化を図る趣旨から、その実質課税に係る地方団体の徴収金につき滞納処分をしてもなおその徴

収すべき額に不足すると認められるときは、その事業税等の賦課の基因となった収益が法律上帰

属するとみられる者に対し、その収益が生じた財産を限度として、その滞納に係る地方団体の徴

収金につき、第二次納税義務を負わせることができるものであること。

(２) 同族会社の行為若しくは計算又は合併等によりその有する資産等の移転を行った法人若しくは

当該資産等の移転を受けた法人若しくはこれらの法人の株主等である法人の行為若しくは計算に

つきこれを容認した場合には、事業税等の負担を不当に減少させる結果となると認められるとき

は、その行為又は計算を否認して課税することができることとされているのであるが、その否認

された行為又は計算により利益を受けたとみなされる者に対しても、(１)の趣旨に準じ、その受

けた利益の額を限度として、第二次納税義務を負わせることができるものであること。（法１１

の５、令４）

１５ 共同的な事業者の第二次納税義務

納税者又は特別徴収義務者の事業の遂行に欠くことのできない重要な財産が、納税者又は特別徴収

義務者と生計を一にする配偶者その他の親族の所有となっており、かつ、これらの者がその事業から

所得を受けているときは、その納税者又は特別徴収義務者がその供されている事業に係る地方団体の

徴収金を滞納し、その地方団体の徴収金につき滞納処分をしてもなおその徴収すべき額に不足すると

認められるときは、その配偶者その他の親族に対し、その財産を限度として、その滞納に係る地方団

体の徴収金につき、第二次納税義務を負わせることができるものであること。

また、納税者又は特別徴収義務者が同族会社である場合においては、その判定の基礎となった株主
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又は社員に対し、上記と同様に第二次納税義務を負わせることができるものであること。（法１１の

６）

１６ 事業を譲り受けた特殊関係者の第二次納税義務

納税者又は特別徴収義務者が生計を一にする親族その他納税者又は特別徴収義務者と特殊の関係の

ある個人又は被支配会社に事業を譲渡（その譲渡が滞納に係る地方団体の徴収金の法定納期限より１

年以上前にされているものを除く。）し、かつ、その譲受人が同一又は類似の事業を営んでいる場合

において、納税者又は特別徴収義務者のその事業に係る地方団体の徴収金につき滞納処分をしてもな

おその徴収すべき額に不足すると認められるときは、その譲受人に対し、その譲受財産の価額を限度

として、その滞納に係る地方団体の徴収金につき、第二次納税義務を負わせることができるものであ

ること。（法１１の７、令５）

１７ 無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務

滞納者の地方団体の徴収金につき滞納処分をしてもなおその徴収すべき額に不足すると認められる

場合において、その不足すると認められることが、無償又は著しく低い額の対価による譲渡等の処分

（地方団体の徴収金の法定納期限の１年前に譲渡等の処分が行われているものを除く。）に基因する

と認められるときは、これらの処分により権利を取得し又は義務を免れた者に対し、これらの処分に

より受けた利益が現に存する限度（これらの者がその処分の時にその滞納者の親族その他滞納者と特

殊の関係のある個人又は同族会社であるときは、これらの処分により受けた利益の限度）において、

その滞納に係る地方団体の徴収金の第二次納税義務を負わせることができるものであること。（法１

１の８、令６）

１８ 自動車の売主の第二次納税義務

(１) 法第１４７条第１項の規定の適用を受ける売買契約に係る自動車（以下「所有権留保付自動

車」という。）については、当該自動車の買主を所有者とみなして自動車税の種別割を課すること

とされているが、当該買主が当該自動車に対して課する自動車税の種別割に係る地方団体の徴収金

を滞納した場合において、その者の財産につき滞納処分をしてもなおその徴収すべき額に不足する

と認められるときは、当該自動車の売主に対し、当該自動車の引渡しと同時にその代金の受渡しを

行うものとした場合の価額（現金販売価格）を限度として、当該滞納に係る地方団体の徴収金の第

二次納税義務を負わせることができるものであること。（法１１の９①、令６の２）

(２) 売主に対する所有権留保付自動車に係る第二次納税義務の告知は、当該自動車について売主が

所有権を留保している間に限り行うことができるものであること。

なお、当該自動車の売主が自動車の登録上所有者とされている場合であっても既に当該自動車に

係る賦払金等が完済されているときは、売主に対し、当該自動車に係る第二次納税義務を課さな

いものとすることが適当であること。

(３) 所有権留保付自動車の所在及び買主の住所又は居所が不明である場合において、当該自動車の

売主が当該自動車の売買に係る代金の全部又は一部を受け取ることができなくなったと認められ

るときは、当該受け取ることができなくなったと認められる額を限度として、当該自動車の売主

の第二次納税義務に係る地方団体の徴収金の納付の義務を免除するものとされているが、その運

用に当たっては、免除の事由に該当するかどうかの認定につき適正を期するよう留意すること。

（法１１の９②）
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(４) 「受け取ることができなくなつたと認められるとき」とは、一般的には、当該受け取ることが

できなくなった賦払金について税務計算上損金又は必要経費として処理された場合をいうもので

あること。

なお、売主からの申出により税務計算上損金又は必要経費として処理するまでに相当の日時を要

すると認められる場合は、納付の催告書の発付を留保する等適切な措置を講ずることが適当であ

ること。

(５) 売主が法第１１条の９第３項の規定により第二次納税義務に係る地方団体の徴収金の納付義務

の免除の規定の適用があるべき旨の申告をするに当たっては、免除の事由に該当する事実等を記

載した書面を提出させるとともに、これと併せて次に掲げるような免除の認定に関し必要と認め

られる書類又はその写しを提出させることが適当であること。

ア 当該自動車に係る売買契約書

イ 当該自動車の所在についての調査記録等自動車の所在が不明であることを証する書類

ウ 返戻された買主あて自動車代金払込催告書に係る配達証明郵便物等買主の住所又は居所が不明

であることを証する書類

エ 支払いを拒絶された手形及び貸倒損失に関する会計上の記録等自動車代金の全部又は一部を売

主が受け取ることができないことを証する書類

第５節 人格のない社団等の納税義務

１９ 人格のない社団等の納税義務

(１) 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあり、かつ、収益事業又は法人課税信託

（法第２４条第１項第４号の２に規定する法人課税信託をいう。）の引受けを行うものに対して

は、法人とみなして住民税及び事業税を課する場合があるのであるが、この場合において次の各

号のいずれかに該当するときは代表者又は管理人の定めのあるものと認められるものであること。

ア 法人でない社団又は財団の規約、規則等において代表者又は管理人を置くものとし、当該規約、

規則等に基づいて代表者又は管理人が定められているとき。

イ 当該規約、規則等に基づかないものであっても法人でない社団又は財団の事業活動を代表する

者又は管理する者が定められていると認められるとき。

ウ ア及びイのいずれにも該当しないが、例えば、その経理の収支が法人でない社団又は財団の一

定の者の名においてのみ行われ、又は一定の者が法人でない社団又は財団の行為として行った

ものが通常その法人でない社団又は財団の行為として認められる等外部的にみてその社団又は

財団を代表し又は管理する者があると認められるとき。

(２) ２以上の個人が組合契約等により共同して事業を経営する場合においても、代表者又は管理人

の定めがあるときは、法人でない社団又は財団とすること。

(３) 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあり、かつ、収益事業又は法人課税信託

の引受けを行うもの（以下この節において「人格のない社団等」という。）については、法第１

章の総則においては、これを法人とみなして、法人に関する規定がこれに適用されるものである

こと。

(４) 法人が人格のない社団等の財産に属する権利義務を承継する場合には、その法人はその人格の
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ない社団等の納税義務を承継するものであること。

(５) 人格のない社団等が地方団体の徴収金を滞納した場合において、これに属する財産（第三者が

名義人となっているため、当該第三者に法律上帰属するとみられる財産を除く。）につき滞納処

分をしてもなおその徴収すべき額に不足すると認められるときは、その第三者に対し、その法律

上帰属するとみられる財産を限度として、その滞納に係る地方団体の徴収金につき、第二次納税

義務を負わせることができるものであること。（法１２・１２の２）

第６節 納税の告知等

２０ 納税の告知

(１) 納税の告知は、文書をもってし、その文章は納税通知書のように法に別段の定めがあるものを

除くほか、納付又は納入の金額、納付又は納入の期限、納付又は納入の場所その他必要な事項を

記載する要式行為であること。

なお、滞納処分費はその性質上事前に納税の告知をすることが困難であることにかんがみ除かれ

ているものであること。（法１３①）

(２) 地方団体の徴収金（滞納処分費を除く。）が完納され、滞納処分費だけが未納となっている場

合において、その滞納処分費につき滞納者の財産を差し押さえようとするときは、滞納処分費の

徴収の基因となった地方団体の徴収金の年度及び税目、納付すべき金額、納期限並びに納付場所

を記載した文書で納付の告知をしなければならないこと。

なお、滞納処分費につき直ちに滞納処分をしなければならないときは、徴税吏員に口頭で行わせ

ることができるものであること。（法１３②、令６の２の２）

２１ 繰上徴収

繰上徴収とは、既に納付又は納入の義務の確定している者について、その租税債権の納期限の到来

を待っては徴収すべき地方団体の徴収金の全額を徴収することができないと認められる特定の事情が

生じた場合には、直ちに地方団体の徴収金を徴収することをいうものであること。

なお、上記の納付又は納入の義務の確定している地方団体の徴収金とは、次に掲げるものであるこ

と。（法１３の２、令６の２の３）

(１) 納付又は納入の告知をした地方団体の徴収金

(２) 申告又は更正若しくは決定の通知があった申告納付に係る地方税

(３) 特別徴収義務者が徴収した個人の住民税

(４) 課税すべき売渡し又は消費その他の処分があった道府県たばこ税

(５) 課税すべき行為又は事実があった特別徴収の方法によって徴収される地方税

２２ 強制換価の場合の道府県たばこ税等の徴収

道府県たばこ税等の課税対象となる製造たばこ等について強制換価手続により換価される場合にお

いては、新たな課税原因が発生することとなり、またこの場合の道府県たばこ税額等は売買価格の一

部を構成しているところから、このような場合には、その道府県たばこ税額等をその強制換価を行っ

た執行機関等から直接徴収することができる途が開かれているものであること。この場合において、

その道府県たばこ税額等は、他のすべての地方団体の徴収金、国税及びその他の債権に優先して徴収

するものであること。
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なお、法定外普通税又は法定外目的税のうち、その課税客体が、売渡し又は引取りに係る物件等道

府県たばこ税等に類するもので、法第１３条の３を適用しようとするときは、あらかじめ総務大臣に

申請してその指定を受けることを要するものであること。（法１３の３・１４の４、令６の３）

第７節 地方税の優先権等

２３ 地方税の優先の原則

地方団体の徴収金の徴収順位は、国税と全く同順位であり、国税及び地方団体の徴収金以外の他の

一切の公課及び債権に対して優先するものであること。ただし、近代担保制度における公示の原則を

尊重する趣旨から、地方団体の徴収金と担保付債権との優先劣後を決定する時期を原則として法定納

期限とするとともに、質権、抵当権のほかに私法が担保制度として認めている先取特権又は留置権に

ついてもそれに応じた優先権を認めている反面、担保的作用を営む仮登記及び譲渡担保についてはそ

れに応じた効力の制限が附されていることに留意すること。

２４ 共益費用の優先

強制換価手続の費用及び直接の滞納処分費（督促手数料を含む。）は、共益費用優先の原則に従い、

優先権が与えられているものであること。（法１４の２・１４の３）

２５ 地方団体の徴収金のうちの優先順位

(１) 地方団体の徴収金を滞納処分により徴収する場合において、当該地方団体の徴収金に配当され

た金銭を地方税及び当該地方税の延滞金、過少申告加算金、不申告加算金又は重加算金に充てる

べきときは、その金銭は、まず地方税に充てるものとすること。（法１４の５①）

(２) 滞納処分費（督促手数料を含む。）については、その徴収の基因となった地方団体の徴収金に

先立って、強制換価手続により配当すべき金銭を配当し、又は過誤納金及び過誤納金以外の法の

規定による還付金を充当するものであること。（法１４の５②）

２６ 租税相互間の優先順位

(１) 納税者又は特別徴収義務者の財産につき地方団体の徴収金の滞納処分による差押をした場合に

おいて、他の地方団体の徴収金又は国税の交付要求があったときは、その差押に係る地方団体の

徴収金は、その換価代金につき、これらの交付要求に係る地方団体の徴収金又は国税に先立って

徴収するものであること（差押先着手主義）。（法１４の６）

(２) 納税者又は特別徴収義務者の財産につき強制換価手続が行われた場合において、地方団体の徴

収金及び国税の交付要求があったときは、その換価代金につき、先にされた交付要求に係る地方

団体の徴収金は、後にされた交付要求に係る地方団体の徴収金又は国税に先立って徴収するもの

であること（交付要求先着手主義）。（法１４の７）

(３) 地方団体の徴収金につき徴した担保財産があるときは、前記(１)及び(２)にかかわらずその地

方団体の徴収金は、その換価代金につき、他の地方団体の徴収金及び国税に先立って徴収するも

のであること。（法１４の８）

２７ 質権及び抵当権の優先

納税者又は特別徴収義務者がその財産上に質権又は抵当権を設定している場合において、その質権

又は抵当権が地方団体の徴収金の法定納期限等以前に設定されているものであるときは、その地方団

体の徴収金は、その換価代金につき、その質権又は抵当権により担保される債権に次いで徴収するも
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のであること。

この場合において、法定納期限等とは、納税者又は特別徴収義務者の財産上に質権又は抵当権を設

定しようとする第三者がその地方団体の徴収金の存在を認識することができる時期を定めたものであ

って、原則として法定納期限（第４節１３参照）をいうものであるが、期限後申告、更正及び決定等

に係る地方団体の徴収金又は国税の所得税及び法人税の課税に基づいて課税される住民税（当該法人

税に係る個別帰属法人税額を課税標準として課する住民税を含む。）及び事業税に係る地方団体の徴

収金については、次のような特例が規定されていることに留意すること。（法１４の９①・②・１４

の１０）

(１) 法定納期限後にその納付し、又は納入すべき税額が確定した地方税その他法定納期限において

地方団体の徴収金の存在が明らかでないものについては、これが明らかになる日

(２) 国税の所得税又は法人税の課税に基づいて課税される住民税（当該法人税に係る個別帰属法人

税額を課税標準として課する住民税を含む。）及び事業税については、所得税又は法人税の存在

が明らかになる日において同時に明らかとなるから、その住民税及び事業税については、国税徴

収法（昭和３４年法律第１４７号）第１５条第１項に定められている所得税又は法人税の法定納

期限等

２８ 質権等の証明

質権又は抵当権の証明は、登記又は登録されている質権及び抵当権については、登記簿等により設

定の事実が確認できるから、この証明は要しないものであること。また、登記又は登録制度のない質

権については、取引慣行を尊重して証明手続の簡素化を図るため、公正証書のほか、登記所若しくは

公証人役場において日付のある印章が押されている私署証書、又は内容証明郵便によることもできる

とともに、有価証券を目的とする質権については、その設定の事実の証明で足りるものであること。

なお、質権者は、適法に証明しなかったため地方団体の徴収金に劣後する金額の範囲内においては、

地方団体の徴収金に優先する後順位の質権者に対して優先権を行使することができないものであるこ

と。（法１４の９③・④・⑤、令６の４）

２９ 担保権付財産が譲渡された場合の地方税の徴収

(１) 納税者又は特別徴収義務者が質権又は抵当権の設定されている財産を譲り受けたときは、その

財産の譲受人である納税者又は特別徴収義務者の地方団体の徴収金は、その換価代金につき、そ

の質権又は抵当権により担保される債権に次いで徴収するものであること。（法１４の１１）

(２) 納税者又は特別徴収義務者に、他に十分な財産がない場合において、その者が地方団体の徴収

金に劣後する質権又は抵当権の設定されている財産を第三者に譲渡したときは、納税者又は特別

徴収義務者の財産につき滞納処分をしてもなお地方団体の徴収金に不足すると認められるときに

限り、質権者又は抵当権者がその財産の強制換価手続において配当を受けるべき金額のうちから、

その地方団体の徴収金を徴収することができるものであること。（法１４の１６、令６の６①・

②）

３０ 根質等の優先額の限度等

根質又は根抵当が地方団体の徴収金の法定納期限等以前に設定されている場合においては、私法上

の制度によれば換価時における債権額の全額がその地方団体の徴収金に優先するのであるが、一般の

質権又は抵当権との調整を図る趣旨からその優先する範囲は原則として、滞納処分による差押又は交
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付要求の通知を受けた時における債権額を限度とするものであること。また、根質金又は根抵当の極

度金額を増額した場合には、その増額分の根質又は根抵当権は、地方団体の徴収金との関係において

は、増額の登記がされた時において新たに設定したものとみなして、その優先順位を定めるものであ

ること。（法１４の１２）

３１ 先取特権の優先

先取特権のうち、不動産保存の先取特権及び不動産工事の先取特権等財産の価値保存又は増価等を

行ったものの先取特権が納税者又は特別徴収義務者の財産上にあるときはその成立時期にかかわらず

その地方団体の徴収金は、その換価代金につき、その先取特権により担保される債権に次いで徴収す

るものであること。（法１４の１３、令６の５）

なお、不動産賃貸の先取特権その他質権と同一又はこれに優先する権利を有する動産に関する特別

の先取特権、不動産売買の先取特権及び登記された一般の先取特権等により担保される債権について

は、質権又は抵当権により担保される債権に準じて（２７参照）地方団体の徴収金との優先順位が定

められているものであること。（法１４の１４）

３２ 留置権の優先

留置権が納税者又は特別徴収義務者の財産上にある場合において、その財産を滞納処分により換価

したときは、その成立の時期にかかわらずその地方団体の徴収金は、その換価代金につき、その留置

権により担保されていた債権に次いで徴収するものであること。（法１４の１５）

３３ 仮登記により担保される債権の優先等

(１) 地方団体の徴収金の法定納期限等以前に納税者又は特別徴収義務者の財産につき、その者を登

記義務者（登録義務者を含む。）として、仮登記担保契約に関する法律（昭和５３年法律第７８

号）第１条に規定する仮登記担保契約に基づく仮登記又は仮登録（以下「担保のための仮登記」

という。）がされているときは、その地方団体の徴収金は、その換価代金につき、その担保のた

めの仮登記により担保される債権に次いで徴収するものであること。（法１４の１７①）

(２) 担保のための仮登記がされた財産の上に、先取特権、抵当権、質権又は担保のための仮登記が

ある場合における仮登記担保契約に関する法律第３条第１項（同法第２０条において準用する場

合を含む。）に規定する清算金に係る換価代金についての、これらにより担保される債権と地方

団体の徴収金との優先劣後の関係は、次によるものであること。（法１４の１７②）

ア 清算金の支払請求権に対して物上代位権の行使をした法第１４条の１３第１項各号に掲げる先

取特権により担保される債権は、清算金に係る換価代金につき、常に地方団体の徴収金に優先

するものであること。

イ 清算金の支払請求権に対して物上代位権の行使をした法第１４条の１４第１項各号に掲げる先

取特権の登記（仮登記を含む。）が地方団体の徴収金の法定納期限等以前にされているときは、

その先取特権により担保される債権は、清算金に係る換価代金につき、地方団体の徴収金に優

先するものであること。

ウ 清算金の支払請求権に対して物上代位権の行使をした質権若しくは抵当権の登記（仮登記を含

む。）又は担保のための仮登記が地方団体の徴収金の法定納期限等以前にされているときは、

その質権、抵当権又は担保のための仮登記により担保される債権は、清算金に係る換価代金に

つき、地方団体の徴収金に優先するものであること。
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(３) 納税者又は特別徴収義務者が担保のための仮登記がされた財産を譲り受けたときは、その財産

の譲受人である納税者又は特別徴収義務者の地方団体の徴収金は、その換価代金につき、その担

保のための仮登記により担保される債権に次いで徴収するものであること。（法１４の１７③・

１４の１１①）

(４) 納税者又は特別徴収義務者に、他に十分な財産がない場合において、その者が地方団体の徴収

金に劣後する担保のための仮登記がされている財産を第三者に譲渡したときは、納税者又は特別

徴収義務者の財産につき滞納処分をしてもなお地方団体の徴収金に不足すると認められるときに

限り、担保のための仮登記の権利者がその財産の強制換価手続において配当を受けるべき金額の

うちから、その地方団体の徴収金を徴収することができるものであること。（法１４の１７③・

１４の１６、令６の６③）

なお、担保のための仮登記の権利者は、競売を請求する権利を有していないため、担保のための

仮登記に関しては、抵当権又は質権が設定されている場合のように地方団体の長がその権利を代

位して実行をするという制度はないものであること。

(５) 仮登記担保契約で、消滅すべき金銭債務がその契約の時に特定されていないものに基づく担保

のための仮登記（いわゆる根担保仮登記）は、地方団体の徴収金の滞納処分においては、その効

力を有しないものであること。（法１４の１７④）

３４ 譲渡担保権者の物的納税責任

譲渡担保は、所有権は移転するが、それは単に法律形式を借りるにとどまり、その経済的実質にお

いては債権担保である点に着目し、納税者又は特別徴収義務者の財産について滞納処分をしてもなお

徴収できないと認められるときに限り、その滞納に係る地方団体の徴収金につき譲渡担保権者を第二

次納税義務者とみなして、その財産につき滞納処分をすることができるものであること。

なお、地方団体の徴収金の法定納期限等以前にされた譲渡担保については、本条の適用がないこと

に留意すること。（法１４の１８、令６の８・６の９）

３５ 地方税及び国税等と私債権との競合の調整

地方税及び国税等と私債権との三者間の優先順位が競合する場合における調整方法は、①まず強制

換価手続の費用、直接の滞納処分費及び不動産保存の先取特権等特別の優先権をもつ債権の金額を定

め、②次に地方税、国税と私債権との関係において、地方税、国税の差押先着手主義又は交付要求先

着手主義にかかわりなく地方税、国税の法定納期限等と担保権の設定時期（担保のための仮登記にあ

っては、仮登記又は仮登録の時期）とにより地方税、国税に充てるべき金額の総額と私債権に充てる

べき金額の総額を定め、③次に、地方税、国税に充てるべき金額の総額については、地方税、国税の

差押先着手主義及び交付要求先着手主義の順位により配当順位を定め、私債権に充てるべき金額の総

額については民法その他の法律の規定により順次私債権に充てるものであること。（法１４の２０）

第８節 納税の猶予

３６ 納税の猶予制度は、納税者の申請又は届出による猶予、特別徴収義務者の申請による猶予及び地

方団体の長の職権による猶予とがあり、いずれも納税者又は特別徴収義務者の個別的、具体的な事情

に即応して地方税の徴収を緩和することをその目的とするものであること。また、法において認めら

れている納税の猶予は、徴収の猶予、換価の猶予及び滞納処分の停止に限るものであり、これらの猶
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予に該当しない事実上の猶予は、法の認めるところではないことに留意すること。

３７ 徴収の猶予

(１) 納税者又は特別徴収義務者に災害、疾病、事業の休廃止等納税を困難とさせる法定の事由が発

生した場合においては、その申請により１年以内の期間を限って徴収を猶予することができるも

のとされ、また地方団体の徴収金の法定納期限から１年を経過した後にその納付し、又は納入す

べき地方団体の徴収金の額が確定した場合においては、その申請により当該地方団体の徴収金の

納期限から、１年以内の期間を限って徴収を猶予することができるものであるが、この場合にお

いては、法に定める担保を徴しなければならないものであること。

なお、この徴収の猶予の期間は、納税者又は特別徴収義務者にやむを得ない特別の理由があると

きは、更に１年以内の期間に限り、徴収の猶予の期間を延長することができるものであること。

したがって、その運営については、徴収確保の見地から濫用することがないよう十分留意するこ

と。（法１５・１６）

(２) ２以上の道府県において事務所又は事業所を有する法人が道府県民税又は事業税の修正申告書

を提出した場合等において、その道府県民税及び事業税の額の合計額が２千円未満であるときは、

次の納付に関する期限まで徴収を猶予するものとされているが、その運用に当たっては、次の諸

点に留意すること。（法１５の４、令６の９の２）

ア 地方税法施行令（以下「令」という。）第６条の９の２第２項第１号の「税額が完納されてい

ないとき」には、法第１５条の規定による徴収の猶予によって未納となっている場合も含まれ

るものであること。

イ 徴収を猶予するのは、２以上の道府県において事務所又は事業所を有する法人から届出書（地

方税法施行規則（以下「規則」という。）第１条の４第２項の規定により届出書に代わるもの

を含む。）の提出があった場合に限るものであること。

３８ 換価の猶予

滞納者が納税について誠実な意思を有する場合において、事業の継続又は生活の維持を困難にする

等の事由があるときは、地方団体の長は職権又は滞納者の申請により換価の猶予をすることができる

ものとされていること。

なお、この場合においては、法に定める担保を徴しなければならないものであること。（法１５の

５・１５の６・１６）

３９ 滞納処分の停止

滞納者が、無財産であるとき、あるいは滞納処分を執行することにより滞納者の生活を著しく窮迫

の状態に陥れるおそれのある場合等においては、滞納処分の執行を停止することができるものである

こと。この場合において、その滞納処分の停止が３年間継続したときは、納税義務は消滅するもので

あること。

なお、滞納処分の執行を停止した場合において、その地方団体の徴収金が限定承認に係るものであ

るときその他その地方団体の徴収金を徴収することができないことが明らかであるときは、地方団体

の長はその納税義務を直ちに消滅させることができるものとされているのであるが、その運営に当た

っては特に慎重に取り扱われたいこと。（法１５の７）
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第９節 納税の猶予に伴う担保等

４０ 納付又は納入の委託

納税者又は特別徴収義務者が次に掲げる地方団体の徴収金を納付し、又は納入するため、地方団体

の長が定める有価証券を提供してその証券の取立てと、その取り立てた金額による当該地方団体の徴

収金の納付又は納入を委託しようとする場合には、徴税吏員は、その証券が最近において確実に取り

立てることができるものであると認められるときに限り、その委託を受けることができるものである

こと。

(１) 徴収の猶予若しくは換価の猶予を受けた場合におけるその猶予に係る地方団体の徴収金

(２) 納付又は納入の委託をしようとする有価証券の支払期日以後に納期限の到来する地方団体の徴

収金

(３) 滞納に係る地方団体の徴収金（(１)に掲げるものを除く。）で、その納付又は納入につき納税

者又は特別徴収義務者が誠実な意思を有し、かつ、その納付又は納入の委託を受けることが地方

団体の徴収金の徴収上有利と認められるもの

なお、上記(１)の徴収金について納付又は納入の委託があったときは、その証券は徴収の猶予又

は換価の猶予が認められた場合に徴される担保とみなすことができるものであること。（法１６

の２）

４１ 保全担保

道府県たばこ税等法第１６条の３第１項各号に掲げる地方税に係る地方団体の徴収金を納税者又は

特別徴収義務者が滞納した場合において、その後その者に課されるべきこれらの地方団体の徴収金の

徴収を確保することができないと認められるときは、地方団体の長は、その地方団体の徴収金の担保

として、金額（原則として前月分のその地方団体の徴収金の額の３倍に相当する金額を限度とす

る。）及び期限を指定してその納税者又は特別徴収義務者に担保の提供を命ずることができ、この担

保の提供命令に応じないときは、納税者又は特別徴収義務者の財産のうち抵当権を設定できるものに

つき地方団体の長が一方的にその抵当権を設定することができるものであること。

また、この担保を徴した後その地方団体の徴収金の滞納がない期間が継続して３月に達したときは、

その担保を解除しなければならないものであるから留意すること。（法１６の３、令６の１０・６の

１１）

４２ 保全差押

地方団体の徴収金につき、納付又は納入の義務があると認められる者が、不正に地方団体の徴収金

を免れ、又は地方団体の徴収金の還付を受けたことの嫌疑に基づき、法第１章第１６節（犯則事件の

調査及び処分）の規定による差押若しくは領置又は刑事訴訟法（昭和２３年法律第１３１号）の規定

による押収、領置若しくは逮捕を受けた場合において、その処分に係る地方団体の徴収金の納付し、

又は納入すべき額の確定後においてはその地方団体の徴収金の徴収を確保することができないと認め

られるときは、地方団体の長は、その調査等に係る地方団体の徴収金の確定前においてその税額を仮

に決定し、徴税吏員は、その金額（以下この項において「保全差押金額」という。）を限度として、

その者の財産を直ちに差し押さえることができるものであること。この場合において、保全差押金額

に相当する金銭又は担保の提供があったときには、その差押ができず、既に差し押さえている場合は、

その差押を解除することとし、また保全差押金額の決定の通知後６か月を経過した日までに、その差
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押に係る地方団体の徴収金又はその保全差押金額について提供されている担保に係る地方団体の徴収

金の納付し、又は納入すべき額が確定しないときは、その差押又はその担保を解除しなければならな

いものであること。

また、その差押後地方団体の徴収金を納付し、又は納入する義務がないこととなった場合には、地

方団体は、その差押により損害を受けた者に対して、無過失の場合においても、その損害を賠償しな

ければならないものであるから、運営に当たっては、慎重を期すること。

なお、所得税、法人税又は消費税について国税通則法（昭和３７年法律第６６号）第３８条第３項

の規定による差押がなされた場合において、その所得税の課税標準を基準として課する個人住民税、

その法人税の課税に基づいて課する法人住民税（当該法人税に係る個別帰属法人税額を課税標準とし

て課する住民税を含む。）、その所得税若しくは法人税の課税標準を基準として課する事業税又はそ

の消費税の課税に基づいて課する地方消費税について、その納付義務の確定後においてはその徴収を

確保することができないと認められるときには、保全差押についての規定が準用されるものであるこ

と。（法１６の４、令６の１２）

第１０節 還付

４３ 過誤納金の還付及び充当

(１) 地方団体の長は、納税者又は特別徴収義務者の過誤納金がある場合においては、これをその納

税者又は特別徴収義務者に遅滞なく還付しなければならないものであること。（法１７）

(２) 地方団体の長は、(１)の場合において、その納税者又は特別徴収義務者につき、未納に係る地

方団体の徴収金がある場合においては、過誤納金をこれに充当しなければならないものであるこ

と。（法１７の２①・１７の４、令６の１３）

(３) 道府県が個人の道府県民税と併せて徴収した個人の市町村民税に係る地方団体の徴収金又は市

町村が個人の市町村民税と併せて徴収した個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金で納税者又

は特別徴収義務者の過誤納金があるときは、道府県知事又は市町村長は、その過誤納金をそれぞ

れその道府県又は市町村の地方団体の徴収金に係る過誤納金とみなして、それぞれその納税者又

は特別徴収義務者の未納に係る道府県又は市町村の地方団体の徴収金に充当しなければならない

ものであること。（法１７の２②）

(４) 過誤納金を充当する場合において、未納に係る地方団体の徴収金のうちに延滞金があるときは、

まず延滞金の額の計算の基礎となる地方税に充当しなければならないものであること。（法１７

の２③）

なお、過誤納金以外の法の規定による還付金を未納に係る地方団体の徴収金に充当する場合にお

いても同様の取扱いをすべきものであること。

(５) 充当の時期は、充当適状となった時であり、充当適状となった時とは、原則として、未納に係

る地方団体の徴収金が納期限を経過する時と過誤納金が発生した時（還付加算金については、そ

の計算の基礎となった過誤納金が生じた時）とを比較し、いずれか遅い時をいうものであること。

（法１７の２④、令６の１４）

(６) 地方団体の長は、過誤納金の充当をしたときは、その旨を納税者又は特別徴収義務者に通知し

なければならないものであること。（法１７の２⑤）
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４４ 還付加算金

(１) 過誤納金を還付し、又は充当する場合に加算すべき還付加算金の計算に当たっては、過誤納金

を過納金と誤納金とに区分するとともに、過納金については原則として過納に係る地方団体の徴

収金の額が地方団体の更正、決定若しくは賦課決定によって確定したものであるか納税者の申告

によって確定したものであるかによって区分し、それぞれその計算期間の始期を異ならせること

とされているものであること。（イに該当する場合を除く。）

なお、還付加算金の計算に当たっては次の諸点に留意すること。（法１７の４、令６の１３③・

６の１５）

ア 法第１７条の４第１項第１号の更正により納付し、又は納入すべき額が確定した地方団体の徴

収金に係る過納金とは、増額の更正により納付し、又は納入すべきことが確定した増加額につ

いて減額の更正があったことにより生じた過納金をいうものであること。

なお、第二次納税義務者が納付し、又は納入した地方団体の徴収金の額につき生じた過納金は、

法第１７条の４第１項第１号の過納金とみなされているものであること。

イ 法第１７条の４第１項第３号の所得税の更正又は所得税の申告書の提出に基因してされた賦課

決定により納付し、又は納入すべき額が減少した地方税に係る過納金とは、所得税の課税標準

である所得を基準として課した道府県民税若しくは市町村民税の所得割又は個人の事業税につ

き所得税における減額の更正（更正又は決定により納付すべき税額が確定した所得税額につき

行われた更正にあっては、更正の請求に基づくものに限る。）に基因して減額の賦課決定がな

されたことにより生じた過納金をいうものであり、これら以外の税目（国民健康保険税等）に

つき減額の賦課決定がなされたことにより生じた過納金は含まれないものであること。この場

合における過納金に係る還付加算金については、これらの税が所得税の課税標準である所得を

基準として課したものであることにかんがみ、所得税の更正の通知が発せられた日の翌日から

起算して１か月を経過する日又は所得税の申告書の提出がされた日の翌日から起算して１か月

を経過する日の翌日をもってその計算期間の始期とされているものであること。

ウ 地方団体の徴収金に係る誤納金はすべて法第１７条の４第１項第４号の規定の適用を受けるも

のであること。

(２) 法第１７条の４第５項の規定の適用がある場合において普通徴収に係る地方税について減額の

賦課決定前に納税者から税額が過納となる旨の申出があったときは、減額の賦課決定の遅延によ

って納税者に不利になることを避けるためその申出の日を還付加算金の計算期間の始期の基準と

することとされているものであるが、この場合における申出については、申出の日が明確になる

よう文書により行うよう措置することが適当であること。

４５ 地方税の予納

納税の便宜を図るため、納税者又は特別徴収義務者は、納付し、又は納入すべき額が確定している

地方団体の徴収金でその納期が到来していないもの又は最近において納付し、若しくは納入すべき額

の確定が確実であると認められる地方団体の徴収金については、あらかじめ納付し、又は納入するこ

とができるものであること。（法１７の３）

第１１節 更正、決定等の期間制限及び消滅時効
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４６ 更正、決定等の期間制限

租税債権を確定させる処分をすることができる地方団体の権利は、地方団体の徴収金の徴収を目的

とする地方団体の権利と性質が異なるので両者を明確に区別するとともに、租税債権は、納税者、地

方団体の双方にとってできる限り速やかに確定することが望ましいので、租税債権を確定させる処分

をすることができる期間を制限したものであること。（法１７の５・１７の６、令６の１６）

(１) 更正若しくは決定又は加算金の決定は、原則として、法定納期限（不動産取得税等随時に課す

る地方税については、不動産の取得があった日等その地方税を課することができることとなった

日。以下(３)から(５)まで及び４７において同じ。）の翌日から起算して５年を経過した日以後

はすることができないものであること。

(２) (１)により更正をすることができないこととなる日前６か月以内にされた法第２０条の９の３

第１項の規定による更正の請求に係る更正は、（１）にかかわらず、当該更正の請求があった日

から６か月を経過する日まで、することができるものであること。当該更正に伴う加算金の決定

をすることができる期間についても、同様であること。

(３) 賦課決定（普通徴収の方法によって徴収する地方税の税額を確定する処分をいい、特別徴収の

方法によって徴収する個人の住民税に係る特別徴収税額を確定する処分を含む。）は、法定納期

限の翌日から起算して３年を経過した日以後においては、することができないものであること。

(４) (３)にかかわらず次に掲げる賦課決定は、課税の公平又は適正を期するため、法定納期限の翌

日から起算して５年を経過する日まで行うことができるものであること。

ア 地方税の課税標準又は税額を減少させる賦課決定

イ 不動産取得税、固定資産税及び都市計画税に係る賦課決定

(５) (１)により決定をすることができないこととなる日前３月以内にされた申告納付又は申告納入

に係る地方税の申告書の提出（調査による更正決定を予知してされたものを除く。）に伴って行

われることとなる不申告加算金についてする決定は、(１)にかかわらず、当該申告書の提出があ

った日から３月を経過する日まで、することができるものであること。

(６) (１)から(５)までにかかわらず、偽りその他不正の行為により税額を免れ若しくは税額の還付

を受けた地方税（当該脱税が地方税の一部である場合は当該地方税の全部）についての更正、決定

若しくは賦課決定又はその地方税に係る加算金の決定は、特に課税の適正化を図り、税負担の公平

を確保する必要があるため、法定納期限の翌日から起算して７年を経過する日まで行うことができ

るものであること。

(７) (１)から(６)までによる期間制限によることとしたのではかえって課税の公平を欠くこととな

る次のような特殊な場合における更正、決定等は、(１)から(６)までに規定した更正、決定等をす

ることができる期間経過後においても、次に定める日まではすることができるものであること。

ア 更正、決定若しくは賦課決定に係る不服申立て又は訴えについての決定、裁決又は判決によっ

て原処分に異動を生じたことによってその決定等を受けた者（当該決定等を受けた者が分割等に

係る分割法人等である場合には当該分割等に係る分割承継法人等を含むものとし、当該決定等を

受けた者が分割等に係る分割承継法人である場合には当該分割等に係る分割法人等を含むものと

し、当該受けた者が連結親法人である場合には当該連結親法人に係る連結子法人を含むものとし、

当該受けた者が連結子法人である場合には当該連結子法人に係る他の連結法人を含むものとす
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る。）に対して行われる更正、決定若しくは賦課決定又は加算金の決定 その裁決等があった日

の翌日から起算して６か月間

イ 課税権の帰属その他について関係地方団体の長の意見が異なる場合等になされる決定、裁決又

は判決に基づいてする更正、決定又は賦課決定 その決定、裁決又は判決があった日の翌日か

ら起算して６か月間

ウ 課税標準の計算の基礎となった事実について行為の無効が確認され又はその事実のうちに含ま

れていた取り消しうべき行為が取り消されたこと等の理由に基づいて行われる課税標準又は税

額を減少させる更正若しくは賦課決定又はその更正がなされた地方税に係る加算金の決定 そ

の理由が生じた日の翌日から起算して３年間

エ 更正の請求期間について、災害等により期限延長され、又は期間の満了日が日曜日・祝日等

に当たりその翌日が期限とみなされる場合における更正の請求に係る更正又はその更正に伴う

加算金の決定 その更正の請求があった日の翌日から起算して６か月間

(８) 所得税の課税標準を基準として課する個人住民税、法人住民税、事業税（収入金額を課税標準

として課するもの及び法人税が課されない法人に対して課するもの並びに法第７２条の５０第２項

の規定により課するものを除く。）又は地方消費税についての更正、決定若しくは賦課決定又は加

算金の決定は、国税の確定と関連しているので、(１)から(７)までに掲げる期間経過後においても、

①所得税、法人税又は消費税について更正又は決定があった場合は、その更正又は決定の通知が発

せられた日の翌日から、②所得税、法人税又は消費税についての期限後申告書又は修正申告書の提

出があった場合は、その提出があった日の翌日から、③所得税、法人税又は消費税に係る不服申立

て又は訴えについての決定、裁決又は判決があった場合は、その裁決等があった日の翌日からそれ

ぞれ起算して２年間行うことができるものであること。

４７ 消滅時効

(１) 地方団体の徴収金の徴収を目的とする地方団体の権利（以下「地方税の徴収権」という。）は、

原則として、法定納期限の翌日から起算して５年を経過したときに、時効により消滅するもので

あること。

なお、この時効は援用を必要とせず、また、その利益を放棄することができないものであること。

（法１８）

(２) 地方税の徴収権の時効は、納付若しくは納入に関する告知、督促又は交付要求に係る地方団体

の徴収金については、納付又は納入に関する期限までの期間等それぞれ所定の期間は完成せず、

その期間を経過した時から新たにその進行を始めるものであること。また、徴収の猶予又は差押

財産の換価の猶予がされている期間内は進行しないものであること。（法１８の２）

(３) 地方税の徴収権で、偽りその他不正の行為により税額を免れ又は税額の還付を受けた地方税

（当該免れ又は還付を受けた税額が当該地方税の一部である場合は当該地方税の全部）に係るも

のの時効は、原則として、その地方税の法定納期限の翌日から起算して２年間は、進行しないも

のであること。（法１８の２③）

(４) 地方税についての時効が完成せず、又は新たにその進行を始めるときは、その完成せず、又は

新たにその進行を始める地方税に係る延滞金についての時効は、完成せず、又は新たにその進行を

始めるものであること。また、地方税が納付されたときは、その納付された地方税に係る延滞金に
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ついての時効は、その納付の時から新たに進行を始めるものであること。（法１８の２⑤・⑥）

なお、これらの場合、時効が完成せず、若しくは新たにその進行を始める地方税又は納付された

地方税に係る延滞金の全額について時効が完成せず、又は新たにその進行を始めるものであること。

(５) 地方団体の徴収金の過誤納金等の還付請求権は、その請求をすることができる日から５年を経

過したときは、時効により消滅するものであること。（法１８の３）

第１２節 不服審査及び訴訟

４８ 不服審査

(１) 地方団体の徴収金の賦課徴収又は還付に関する処分についての不服申立てについては、法に特

別の定めがあるもののほかは、行政不服審査法（昭和３７年法律第１６０号）の定めるところに

よるものであること。（法１９）

(２) 法においては、地方団体の徴収金の賦課徴収又は還付に関する処分が大量的、反復的な処分で

あり、かつ、迅速な確定を要する処分である等の特色を有しているので、執行停止等について行

政不服審査法に対する特例を定めているものであること。（法１９の２から１９の１０まで）

４９ 訴訟

(１) 地方団体の徴収金の賦課徴収又は還付に関する処分についての訴訟については、法の特別の定

めがあるもののほかは、行政事件訴訟法（昭和３７年法律第１３９号）その他の一般の行政事件

訴訟に関する法律の定めるところによるものであること。（法１９の１１）

(２) 地方団体の徴収金の賦課徴収又は還付に関する処分についての訴訟については、その対象とな

る処分が大量的であり、かつ、専門的、技術的な内容をもつものが多いこと等にかんがみ、直接

裁判所の判断に委ねるよりも行政庁により審査させる方が適当であるので、出訴につき不服申立

て前置とされているものであること。（法１９の１２）

５０ 原告が行うべき証拠の申出

地方税の更正、決定等に対する取消訴訟において、訴えを提起した者は、一定の場合に相手方当事

者が当該処分の基礎となった事実を主張した日以後遅滞なくそれと異なる事実の主張及び証拠の申出

をしなければならないものであること。

なお、この規定は裁判手続における訴訟経済に資する観点から設けられたものであること。（法１

９の１４）

第１３節 雑則

５１ 書類の送達

地方団体の徴収金の賦課徴収又は還付に関する書類は、郵便又は民間事業者による信書の送達に関

する法律（平成１４年法律第９９号）第２条第６項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第９項

に規定する特定信書便事業者による同条第２項に規定する信書便（以下「信書便」という。）による

送達又は交付送達により、その送達を受けるべき者の住所、居所、事務所又は事業所に送達するもの

であること。ただし、納税管理人があるときは、地方団体の徴収金の賦課徴収（滞納処分を除く。）

又は還付に関する書類に限り、その住所、居所、事務所又は事業所に送達することができるものであ

ること。（法２０・２０の２）
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５２ 課税標準額、税額等の端数計算

地方団体の徴収金の端数計算については、法に完結的に規定され、国等の債権債務等の金額の端数

計算に関する法律（昭和２５年法律第６１号）の適用はないものであること。（法２０の４の２、令

６の１７）

５３ 期間の計算及び期限の特例

期間の計算については、民法第１３９条から第１４１条まで及び第１４３条の規定が準用されるも

のであること。また、期限が休日、土曜日又は１２月２９日、同月３０日若しくは同月３１日に該当

するときは、民法の期間の計算に関する規定によって律することができないので、これらの日の翌日

をもってその期限とみなされるものであること。（法２０の５、令６の１８・６の１９）

５４ 災害等による期限の延長

災害その他やむを得ない理由により、期限内に書類の提出又は納付若しくは納入をすることができ

ないと認められるときには、法第２０条の５の２第２項の規定の適用がある場合を除き、条例で定め

るところによって、地方団体の長は、これらの期限を延長することができるものであること。この場

合において、条例には、地方団体の長が職権によって又は申請に基づいてこれらの期限を延長するこ

とができる旨を規定することが適当であること。

なお、不服申立てに関する書類の提出期限については行政不服審査法に規定されているので法第２

０条の５の２第１項の規定の適用はないものであること。（法２０の５の２①）

５５ 郵送等に係る書類の提出時期の特例

地方団体の徴収金に関する書類の提出については、到達主義をもって原則とするが、納税者の便宜

を考慮し、申告、徴収の猶予の申請又は更正の請求に関する書類が郵便又は信書便により提出された

ときには、特例的に発信主義を認めることとしたものであること。この場合において、徴収の猶予の

申請に関する書類には、法第１５条の４第２項の届出書も含めて取り扱うこととすること。

なお、税金が郵送等によって納付又は納入された場合（現金の送付があった場合のほか当地払の小

切手、郵便為替証書等の送付があった場合を含む。）には、郵便又は信書便による書類の提出につい

て発信主義がとられたことと関連して、その郵便物又は民間事業者による信書の送達に関する法律第

２条第３項に規定する信書便物（以下「信書便物」という。）の通信日付印により表示された日（そ

の表示がないとき、又はその表示が明らかでないときは、その郵便物又は信書便物について通常要す

る送付日数を基準としたときにその日に相当するものと認められる日）が納期限（期限内申告、修正

申告（法第７２条の３１第３項の規定によるものに限る。）に係る納期限又は納税通知書に指定され

た納期限をいう。）前であれば、その到達の日が納期限後であっても、その税金に係る延滞金額はこ

れを徴収しないこと。（法２０の５の３）

５６ 第三者納付等

地方団体の徴収金は、納税者又は特別徴収義務者のために、第三者は、何らの条件を必要とせず納

付し、又は納入することができるものであること。

なお、地方団体の徴収金の納付若しくは納入について正当な利益を有する第三者又は納税者若しく

は特別徴収義務者の同意を得た第三者が納税者又は特別徴収義務者に代わってこれを納付し又は納入

した場合において、その地方団体の徴収金を担保するため抵当権が設定されていたときは、これらの

者は、その納付又は納入により、その抵当権が根抵当である場合においてその担保すべき元本の確定
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前に納付又は納入があったときを除き、その抵当権につき地方団体に代位することができることに留

意すること。（法２０の６、令６の２０）

５７ 相殺

地方団体の徴収金と地方団体に対する一般債権とは、地方団体の徴収金の特殊性にかんがみ、法律

に別段の定めがある場合を除き、相殺することができないものであること。（法２０の９）

５８ 更正の請求

申告納付又は申告納入に係る地方税について申告書を提出した者は、原則として法定納期限から５

年以内に限り更正の請求をすることができるものであるが、その運用については次の諸点に留意する

こと。（法２０の９の３）

(１) 法第２０条の９の３第１項の規定による更正の請求は、申告に係る課税標準等又は税額等に関

し更正があった場合には、当該更正後においてもすることができるものであるが、この場合にお

いても申告書に記載した課税標準等又は税額等についてのみ更正の請求をすることができるもの

であること。

(２) 法第２０条の９の３第１項第３号に規定する「当該申告書に記載したこの法律の規定による還

付金」とは、道府県民税若しくは市町村民税の法人税割の中間納付額に係る還付金又は法人事業税

の中間納付額に係る還付金をいうものであること。

(３) 法第２０条の９の３第２項各号に規定する後発的な理由がある場合は、同条第１項の更正の請

求期間経過後においても更正の請求をすることができるものであるが、この場合においては申告

書に記載した課税標準等又は税額等のみならず更正又は決定に係る課税標準等又は税額等につい

ても更正の請求をすることができるものであること。

５９ 一部納付又は納入があった場合の延滞金の計算等

(１) 延滞金の額を計算する場合において、その計算の基礎となる地方税の一部が納付され又は納入

されているときは、その納付又は納入の日の翌日以後の期間に係る延滞金の額の計算の基礎とな

る税額は、その納付され又は納入された税額を控除した金額とするものであること。（法２０の

９の４①）

(２) 納税者又は特別徴収義務者が延滞金をその額の計算の基礎となる地方税に加算して納付し、又

は納入すべき場合において、納税者又は特別徴収義務者が納付し、又は納入した金額がその延滞

金の額の計算の基礎となる地方税の額に達するまでは、その納付し、又は納入した金額は、まず

その計算の基礎となる地方税に充てられたものとすること。（法２０の９の４②）

６０ 納税証明書の交付等

地方団体の長は、納税者又は特別徴収義務者等が法令に掲げられている事項につき納税証明書の交

付を求めたときは、これを交付しなければならないものであるが、これは、融資の円滑化を通じ、債

権者及び納税者又は特別徴収義務者等の保護を図ろうとするのがその主たる目的であるので、その運

営に当たっては遺憾のないよう十分留意されたいこと。

なお、納税証明書の交付に係る手数料は、地方自治法第２２７条の規定に基づき徴収することがで

きるものであること。（法２０の１０、令６の２１）

６１ 特別徴収義務者に対する徴収取扱費

特別徴収制度は、その特別徴収義務者の特殊な立場にかんがみ、その徴収義務を課せられたもので
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あるから、特別徴収義務者に対しては、徴収取扱費は交付すべきでないことは当然であること。

６２ 事業者等への協力要請

徴税吏員は、地方税に関する調査について必要があるときは、事業者等に簿書及び資料の閲覧又は

提供その他の協力を求めることができるものであるが、その運用については次の諸点に留意すること。

（法２０の１１）

(１) 法第２０条の１１の規定は、事業者等に対する徴税吏員の協力要請に法的根拠を与えるもので

あること。

(２) 法第２０条の１１に規定する「特別の定め」とは、法第４６条第４項及び第５項、第６３条第

１項、第７２条の５９、第１４４条の４３、第３２５条、第６０５条及び第７０１条の５５の規

定をいうものであること。

(３) 法第２０条の１１の規定は、地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）等に規定されている

守秘義務を解除するものではないが、この規定により地方団体が協力を求められた場合には、で

きるだけ協力していくべきものであること。

第１４節 滞納処分及び犯則取締処分

６３ 滞納処分

滞納処分については、国税徴収法第５章の規定が準用されるものであること。

なお、その詳細な取扱いについては、別途通知するところによられたいこと。

６４ 犯則取締処分

(１) 道府県は、間接地方税とする法定外税を当該道府県の条例で指定することができるものである

こと。（法２２の７、令６の２２の４）

なお、その指定に当たっては、間接地方税として取り扱われる法定税の性格を踏まえ、その税目

の税負担の転嫁の有無、課税の方式などから、通告処分を導入することが妥当と思われる法定外税

について、指定するものであること。

(２) 法第１章第１６節の規定により道府県知事が行うこととされている職務について、法第３条の

２の規定により、条例で定めるところにより委任を行うことで、当該道府県の条例で設置する支庁、

地方事務所又は税務に関する事務所の長に行わせることができるものであること。

第１５節 延滞金及び還付加算金の割合等の特例

６５ 延滞金及び還付加算金の割合等の特例

(１) 法附則第３条の２第１項に規定する延滞金特例基準割合は、平均貸付割合（租税特別措置法第

９３条第２項に規定する平均貸付割合をいう。以下同じ。）に年１％の割合を加算した割合をいう

ものであること。（法附則３の２①）

なお、平均貸付割合については、租税特別措置法の規定により、毎年１１月３０日までに告示さ

れるものであること。

(２) 法附則第３条の２第２項の規定の適用を受ける場合の延滞金の割合は、各年の平均貸付割合に

年０．５％の割合を加算した割合であること。（法附則３の２②）

(３) 法附則第３条の２第３項に規定する猶予特例基準割合は、平均貸付割合に年０．５％の割合を
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加算した割合をいうものであること。（法附則３の２③）

(４) 法附則第３条の２第４項に規定する還付加算金特例基準割合は、平均貸付割合に年０．５％の

割合を加算した割合をいうものであること。（法附則３の２④）

(５) (１)から(４)までの規定の適用がある場合における延滞金及び還付加算金の額の計算において、

(１)から(４)までに規定する加算した割合（延滞金特例基準割合を除く。）が年０．１％未満の割

合であるときは年０．１％の割合とするものであること。（法附則３の２⑤）

なお、(１)から(４)までの特例の適用がある場合の各年における延滞金及び還付加算金の割合に

ついては、各地方団体においては、納税者に対し十分な周知を図るよう努めるべきものであること。

第２章 道府県民税

第１節 通則

第１ 納税義務者

１ 個人の道府県民税の賦課徴収は、市町村長が当該市町村における市町村民税の賦課徴収の例によっ

て行うものであるから、納税義務者の住所の認定、非課税規定の適用等については、道府県又は市町

村が特に法第６条又は第７条の規定による課税免除等の措置を講じている場合を除き、道府県民税と

市町村民税との間に異なる取扱いをすることはできないものであること。したがって、均等割の納税

義務者の範囲は市町村民税における均等割の納税義務者の範囲と一致するものであること。

２ 法人でない社団又は財団で収益事業を行わないものに対する均等割は非課税であること。

３ 法人の道府県民税の課税については、次の諸点に留意すること。

(１) 外国法人の事務所又は事業所は、法第２３条第１項第１８号に規定する恒久的施設とすること。

なお、租税に関する二重課税の回避又は脱税の防止のための条約の恒久的施設に関する規定が道

府県民税に適用される場合において、当該恒久的施設の範囲が法第２３条第１項第１８号イからハ

までに掲げるものと異なるときは、当該条約において恒久的施設とされた場所（国内にあるものに

限る。）をもって外国法人に係る事務所又は事業所とすることとされているので留意すること。

（法２３①XⅧ）

(２) 公益法人等（法人税法（昭和４０年法律第３４号）第２条第６号の公益法人等並びに防災街区

整備事業組合、管理組合法人及び団地管理組合法人、マンション建替組合及びマンション敷地売

却組合、地方自治法第２６０条の２第７項に規定する認可地縁団体、政党交付金の交付を受ける

政党等に対する法人格の付与に関する法律（平成６年法律第１０６号）第７条の２第１項に規定

する法人である政党等並びに特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）第２条第２項に規

定する特定非営利活動法人をいう。以下この章において同じ。）のうち、法第２５条第１項第２

号に掲げる者以外のもの及び法第２４条第６項の規定により法人とみなされたものに対する法人

税割は、これらの法人の収益事業又は法人課税信託（法第２４条第１項第４号の２に規定する法

人課税信託をいう。以下この章において同じ。）の信託事務を行う事務所又は事業所所在の道府

県において課するものであるが、退職年金等積立金に対する法人税に係る法人税割については、

収益事業を行う事務所又は事業所所在の道府県に限らず課されるものであること。（法２４①・

⑤）

なお、均等割については、収益事業又は法人課税信託の信託事務を行う事務所又は事業所に限ら
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ず、これらの法人の事務所、事業所又は寮等（寮、宿泊所、クラブその他これらに類する施設を

いう。以下この章において同じ。）所在の道府県において課されるものであること。

※マンションの管理の適正化の推進に関する法律及びマンションの建替え等の円滑化に関する法律の

一部を改正する法律（令和２年法律第６２号）の施行の日以後に開始する事業年度分の法人の道

府県民税について適用

(２) 公益法人等（法人税法（昭和４０年法律第３４号）第２条第６号の公益法人等並びに防災街

区整備事業組合、管理組合法人及び団地管理組合法人、マンション建替組合、マンション敷地売

却組合及び敷地分割組合、地方自治法第２６０条の２第７項に規定する認可地縁団体、政党交付

金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律（平成６年法律第１０６号）第７条

の２第１項に規定する法人である政党等並びに特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）

第２条第２項に規定する特定非営利活動法人をいう。以下この章において同じ。）のうち、法第

２５条第１項第２号に掲げる者以外のもの及び法第２４条第６項の規定により法人とみなされた

ものに対する法人税割は、これらの法人の収益事業又は法人課税信託（法第２４条第１項第４号

の２に規定する法人課税信託をいう。以下この章において同じ。）の信託事務を行う事務所又は

事業所所在の道府県において課するものであるが、退職年金等積立金に対する法人税に係る法人

税割については、収益事業を行う事務所又は事業所所在の道府県に限らず課されるものであるこ

と。（法２４①・⑤）

なお、均等割については、収益事業又は法人課税信託の信託事務を行う事務所又は事業所に限

らず、これらの法人の事務所、事業所又は寮等（寮、宿泊所、クラブその他これらに類する施設

をいう。以下この章において同じ。）所在の道府県において課されるものであること。

(３) 法人課税信託の受託者に係る法人税割については、原則として各法人課税信託の信託資産等及

び固有資産等ごとにそれぞれ別の者とみなして取り扱うものであること。なお、均等割について

は、原則として固有法人の申告と併せて行うものであること。（法２４の２）

(４) 民法第６６７条の規定による組合は、当該組合の組合員である法人に対して、事務所又は事業

所所在の道府県において道府県民税を課するものであること。有限責任事業組合契約に関する法

律（平成１７年法律第４０号）第２条の規定による有限責任事業組合（ＬＬＰ）についても同様

であること。

この場合、当該法人ごとに、第１章第１節６における事務所又は事業所の判定をするものである

こと。

４ 住所を有する市町村以外の市町村に事務所、事業所又は家屋敷を有する個人は、当該事務所等を有

する市町村においてもその市町村ごとに道府県民税の均等割の納税義務を有するものであるが、法人

にあっては、２以上の市町村において事務所又は事業所を有する場合においても、同一道府県に対し

ては、常に一の納税義務を有するにとどまるものであること。（法２４⑦）

５ 公益法人等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税の特例の対象となる法人が寄附を受

けた財産が公益目的事業の用に供されなくなったこと等一定の事由により非課税承認が取り消された

場合には、当該寄附を受けた公益法人等に対して、寄附時の譲渡所得等に係る個人住民税の所得割を

課するものであること。（法附則３の２の４①）

なお、この場合における当該公益法人等の住所は、当該公益法人等の主たる事務所又は事業所の所
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在地にあるものとすること。（令附則３の２の３①）

第２ 徴税吏員の質問検査権

６ 個人の道府県民税に関する徴税吏員の質問検査権については、市町村民税に関する質問検査権の規

定があれば十分であるために、これを規定していないものであること。

第３ 納税管理人

７ 個人の市町村民税の納税管理人は法律上当然に個人の道府県民税の納税管理人となるものであり、

別に申告等の手続をすることを要しないものであること。

なお、同一人が２以上の市町村において市町村民税の納税管理人を定めた場合においては、それら

の者は、それぞれ当該市町村を通じて納付すべき道府県民税について納税管理人となるものであるこ

と。（法２８）

第２節 個人の道府県民税

第４ 課税標準及び税率

８ 所得割の課税標準の基礎となる総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算及び所得控除の

計算は、市町村民税の場合と全く同様であり、これと異なる計算を行うことはできないものであるこ

と。したがって、課税総所得金額、課税退職所得金額又は課税山林所得金額は、市町村民税の場合と

同額となるものであること。

９ 所得割の納税義務者の平成１７年度以後の各年度分の道府県民税に係る譲渡所得の金額の計算上生

じた居住用財産の譲渡損失の金額については、一定の要件の下で、法附則第３４条第１項後段及び第

３項第２号の規定は適用しないこととされているため、当該損失の金額と他の所得との通算及び当該

損失の金額の翌年度以降への繰越しを行うことができるものであること。（法附則４②）

なお、この場合においては、次の諸点に留意すること。

(１) 居住用財産の譲渡損失の金額とは、当該個人が平成１１年１月１日から令和３年１２月３１日

までの間に所有期間５年超の一定の居住用資産（以下この項において「譲渡資産」という。）の譲

渡（親族等に対するものを除く。）をした場合において、一定の期間内に買換資産（買換え等によ

り取得した一定の居住用財産をいう。）の取得をして、翌年１２月３１日までの間に当該個人の居

住の用に供したときにおける当該譲渡資産の譲渡による譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額

のうち、当該譲渡をした日の属する年の末日の属する年の翌年度分の道府県民税に係る長期譲渡所

得の金額及び短期譲渡所得の金額の計算上控除してもなお控除することができない額をいうもので

あること。（法附則４①Ⅰ）

(２) 所得割の納税義務者の前年前３年内の年に生じた通算後譲渡損失の金額（前年前において控除

されたものを除く。）は、一定の要件の下で、長期譲渡所得の金額、短期譲渡所得の金額、総所

得金額、土地等に係る事業所得等の金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上控除するもの

であること。ただし、前年の合計所得金額（上場株式等に係る配当所得等の金額、土地等に係る

事業所得等の金額、長期譲渡所得の金額、短期譲渡所得の金額、一般株式等に係る譲渡所得等の

金額、上場株式等に係る譲渡所得等の金額又は先物取引に係る雑所得等の金額がある場合には、
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これらの金額を含む。）が３千万円を超える年度分の道府県民税の所得割については、この限り

ではないこと。（法附則４④、令附則４⑧）

ここでいう通算後譲渡損失の金額とは、所得割の納税義務者の純損失の金額のうち、居住用財産

の譲渡損失の金額に係るもの（当該居住用財産の譲渡損失の金額に係る譲渡資産である土地等のう

ちその面積が５００平方メートルを超える部分に相当する金額を除く。）をいうものであること。

（法附則４①Ⅱ）

(３) 居住用財産の譲渡損失の金額がある場合における損益通算及び繰越控除の適用については、所

要の調整措置が講じられているものであること。（法附則４⑤～⑦・⑭～⑯）

９の２ 所得割の納税義務者の平成１７年度以後の各年度分の道府県民税に係る譲渡所得の金額の計算

上生じた特定居住用財産の譲渡損失の金額については、一定の要件の下で、法附則第３４条第１項後

段及び第３項第２号の規定は適用しないこととされているため、当該損失の金額と他の所得との通算

及び当該損失の金額の翌年度以降への繰越しを行うことができるものであること。（法附則４の２

②）

なお、この場合においては、次の諸点に留意すること。

(１) 特定居住用財産の譲渡損失の金額とは、当該個人が平成１６年１月１日から令和３年１２月３

１日までの間に所有期間５年超の一定の居住用資産（以下この項において「譲渡資産」という。）

の譲渡（親族等に対するものを除く。）をした場合（一定の日において当該譲渡資産に係る住宅借

入金等の残高を有する場合に限る。）における当該譲渡資産の譲渡による譲渡所得の金額の計算上

生じた損失の金額のうち、当該譲渡をした日の属する年の末日の属する年の翌年度分の道府県民税

に係る長期譲渡所得の金額及び短期譲渡所得の金額の計算上控除してもなお控除することができな

い額をいうものであるが、特定居住用財産の譲渡損失の金額の計算に当たっては、当該譲渡に係る

契約を締結した日の前日における当該譲渡資産に係る住宅借入金等の金額の合計額から当該譲渡資

産の譲渡の対価の額を控除した残額を限度とされているものであること。（法附則４の２①Ⅰ）

(２) 所得割の納税義務者の前年前３年内の年に生じた通算後譲渡損失の金額（前年前において控除

されたものを除く。）は、一定の要件の下で、長期譲渡所得の金額、短期譲渡所得の金額、総所

得金額、土地等に係る事業所得等の金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上控除するもの

であること。ただし、前年の合計所得金額（上場株式等に係る配当所得等の金額、土地等に係る

事業所得等の金額、長期譲渡所得の金額、短期譲渡所得の金額、一般株式等に係る譲渡所得等の

金額、上場株式等に係る譲渡所得等の金額又は先物取引に係る雑所得等の金額がある場合には、

これらの金額を含む。）が３千万円を超える年度分の道府県民税の所得割については、この限り

ではないこと。（法附則４の２④、令附則４の２⑦）

ここでいう通算後譲渡損失の金額とは、所得割の納税義務者の純損失の金額のうち、特定居住用

財産の譲渡損失の金額に係るものをいうものであること。（法附則４の２①Ⅱ）

(３) 特定居住用財産の譲渡損失の金額がある場合における損益通算及び繰越控除の適用については、

所要の調整措置が講じられているものであること。（法附則４の２⑤～⑦）

９の３ 地方税法等の一部を改正する法律（平成１８年法律第７号）により、損害保険料控除が改組さ

れ、地震保険料控除が創設されたことに伴い、所得割の納税義務者が、平成１９年以後の各年におい

て、平成１８年１２月３１日までに締結した長期損害保険契約等に係る損害保険料を支払った場合に
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ついては、次のとおり経過措置が講じられていることに留意すること。

(１) 前年中に支払った地震保険料等（地震保険料及び長期損害保険契約等に係る損害保険料をいう。

以下この項において同じ。）に係る契約のすべてが損害保険契約等（地震等による損害により生

じた損失の額をてん補する保険金等が支払われる損害保険契約等をいう。以下この項において同

じ。）に該当するものである場合には、その支払った地震保険料の金額の合計額の２分の１に相

当する金額を控除するものであること（最高２万５千円）。

(２) 前年中に支払った地震保険料等に係る契約のすべてが長期損害保険契約等に該当するものであ

る場合には、旧法第３４条第１項第５号の３の規定により控除を行うものであること（最高１万

円）。

(３) 前年中に支払った地震保険料等に係る契約のうちに損害保険契約等と長期損害保険契約等とが

ある場合には、合わせて最高２万５千円を控除するものであること。

(４) 一の契約が損害保険契約等又は長期損害保険契約等のいずれにも該当するときは、法第４５条

の２第１項の道府県民税に関する申告書又は給与支払報告書に記載されたところにより、いずれ

か一の契約に該当するものとして扱うものであること。（法３４①ⅤのⅢ、平成１８年改正法附

則５⑤・⑥）

９の４ 所得税については、居住者と非居住者とにより控除を認められる所得控除の範囲が異なってい

るが、個人の道府県民税については、前年中に非居住者であった期間を有する者についても所得控除

の範囲は異ならないものであるから留意すること。

１０ 所得割の税率は比例税率でなければならないこと。すなわち、所得金額を区分し、当該区分ごと

に異なる税率を定めることはできないものであること。（法３５）

１１ 均等割又は所得割の標準税率と異なる税率を定めるに当たっては、均等割又は所得割の賦課徴収

を市町村に委任している点を考慮すべきであること。（法３５・３８）

１２ 調整控除の適用に当たっては、次の諸点に留意すること。（法３７）

(１) 合計課税所得金額は、課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額であ

り、上場株式等に係る課税配当所得等の金額、土地等に係る課税事業所得等の金額、課税長期譲渡

所得金額、課税短期譲渡所得金額、一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額、上場株式等に係る課

税譲渡所得等の金額又は先物取引に係る課税雑所得等の金額を含まないものであること。

(２) この控除の額は、他の税額控除に先立ち、税率適用後の所得割の額から控除するものであるこ

と。

１２の２ 道府県は、所得割の納税義務者が、前年中に次に掲げる寄附金（(３)から(７)までに掲げる

ものに関しては、それぞれ当該道府県の条例で定めるものに限る。）を支出し、当該寄附金の額の合

計額（当該合計額が前年の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の１００分の３０に

相当する金額を超える場合には、当該１００分の３０に相当する金額）が２千円を超える場合には、

その超える金額の１００分の４（当該納税義務者が地方自治法第２５２条の１９第１項の市（以下こ

の章において「指定都市」という。）の区域内に住所を有する場合は、１００分の２）に相当する金

額（当該納税義務者が前年中に法第３７条の２第２項に規定する特例控除対象寄附金（以下「特例控

除対象寄附金」という。）を支出し、当該特例控除対象寄附金の額の合計額が２千円を超える場合に

は、当該１００分の４（当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、１００分の
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２）に相当する金額に同条第１１項に規定する特例控除額を加算した金額）を当該納税義務者の法第

３５条及び第３７条の規定を適用した場合の所得割の額から控除するものであること。この場合にお

いて、当該控除額が当該所得割の額を超えるときは、当該控除額は、当該所得割の額に相当する金額

とすること。（法３７の２①）

(１) 都道府県、市町村又は特別区に対する寄附金（当該納税義務者がその寄附によって設けられた

設備を専属的に利用することその他特別の利益が当該納税義務者に及ぶと認められるものを除

く。）

(２) 社会福祉法（昭和２６年法律第４５号）第１１３条第２項に規定する共同募金会（その主たる

事務所を当該納税義務者に係る賦課期日現在における住所所在の道府県内に有するものに限

る。）に対する寄附金又は日本赤十字社に対する寄附金（当該納税義務者に係る賦課期日現在に

おける住所所在の道府県内に事務所を有する日本赤十字社の支部において収納されたものに限

る。）で、令第７条の１７各号の規定により定められたもの

(３) 所得税法（昭和４０年法律第３３号）第７８条第２項第２号の規定に基づき財務大臣が指定し

た寄附金

(４) 次に掲げる法人に対する当該法人の主たる目的である業務に関連する寄附金（出資に関する業

務に充てられることが明らかなものを除く。）

ア 所得税法施行令（昭和４０年政令第９６号）第２１７条第１号に規定する独立行政法人

イ 所得税法施行令第２１７条第１号の２に規定する地方独立行政法人（地方独立行政法人法第

２１条第１号又は第３号から第６号までに掲げる業務を主たる目的とするものに限る。）

ウ 所得税法施行令第２１７条第２号に規定する法人（(２)に掲げるものを除く。）

エ 所得税法施行令第２１７条第３号に規定する公益社団法人及び公益財団法人（所得税法施行令

の一部を改正する政令（平成２０年政令第１５５号）附則第１３条第２項の規定によりなおそ

の効力を有するものとされる改正前の所得税法施行令第２１７条第１項第２号及び第３号に規

定する民法法人を含む。）

オ 所得税法施行令第２１７条第４号に規定する学校法人

カ 所得税法施行令第２１７条第５号に規定する社会福祉法人

キ 所得税法施行令第２１７条第６号に規定する更生保護法人

(５) 所得税法第７８条第３項に規定する特定公益信託の信託財産とするために支出した金銭

(６) 租税特別措置法第４１条の１８の２第２項に規定する特定非営利活動法人に関する寄附金（そ

の寄附をした者に特別の利益が及ぶと認められるもの、出資に関する業務に充てられることが明

らかなもの及び(７)に掲げる寄附金を除く。）

(７) 特定非営利活動促進法第２条第２項に規定する特定非営利活動法人（以下「特定非営利活動法

人」という。）に対する当該特定非営利活動法人の行う同条第１項に規定する特定非営利活動に

係る事業に関連する寄附金（特別の利益が当該納税義務者に及ぶと認められるものを除く。）

１２の３ 法第３７条の２第１項第４号の規定に基づく寄附金（以下「控除対象寄附金」という。）に

ついては、次の諸点に留意すること。

(１) 控除対象寄附金を受け入れる法人（以下「控除対象特定非営利活動法人」という。）に対して

は、寄附者名簿（各事業年度に当該法人が受け入れた寄附金の支払者ごとに当該支払者の氏名又
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は名称及びその住所又は事務所の所在地並びにその寄附金の額及び受け入れた年月日を記載した

書類をいう。以下同じ。）の保存義務など一定の義務が課せられるため、法人からの申出があっ

た場合において適切と認められるときに条例において定めるものであること。（法３７の２⑫）

(２) 控除対象寄附金を支出する住民及び控除対象特定非営利活動法人並びに認定特定非営利活動法

人及び特例認定特定非営利活動法人（以下「認定特定非営利活動法人等」という。）の認定機関

等が各地方団体による指定の状況を確認できる必要があること、また控除対象特定非営利活動法

人が認定特定非営利活動法人等となった場合、その影響は国税である所得税及び法人税、更には

他の地方団体にも及ぶため、より慎重な手続きが求められるとともに、住民の福祉の増進に寄与

するものであることを当該地方団体の団体意思として明確にする必要があるため、条例において

控除対象特定非営利活動法人の名称及び主たる事務所の所在地を明らかにしなければならないも

のであること。（法３７の２⑫）

(３) 控除対象特定非営利活動法人は、寄附者名簿を控除対象寄附金の受入れをした事業年度ごとに

作成し、当該事業年度終了の日の翌日以後３月を経過する日から５年間その主たる事務所の所在

地に保存しなければならないものであること。

なお、寄附者名簿の作成・保存義務は認定特定非営利活動法人等と同様のものであるが、認定

特定非営利活動法人等は認定の有効期間内の日を含む各事業年度に作成することとされているが、

控除対象特定非営利活動法人には認定期間がないため寄附金の受入れをした事業年度ごとに作成

するものであること。（法３７の２⑬、則１の１８）

(４) 道府県知事は、控除対象寄附金による控除すべき金額の計算のために必要があると認められる

ときには、控除対象特定非営利活動法人に対し、控除対象寄附金の受入れに関し報告又は寄附者

名簿その他の資料の提出をさせることができるものであること。（法３７の２⑭）

１２の４ 法第３７条の２の規定に基づく寄附金税額控除の適用に当たっては、次の諸点に留意するこ

と。

(１) 特例控除対象寄附金であるかどうかの判定は、所得割の納税義務者が法第３７条の２第１項第

１号に掲げる寄附金を支出した時に当該寄附金を受領した都道府県、市町村又は特別区が同条第２

項の規定による指定をされているかどうかにより行うものであり、同項の規定による指定を受けて

いた都道府県、市町村又は特別区が同条第６項の規定により指定を取り消された日以後に当該都道

府県、市町村又は特別区に対して支出した寄附金については、特例控除対象寄附金とはならないも

のであること。

(２) 共同募金会又は日本赤十字社に対する寄附金で寄附金税額控除の対象となるのは、賦課期日現

在の住所所在の都道府県内に主たる事務所を有する共同募金会に対する寄附金又は賦課期日現在の

住所所在の都道府県内に事務所を有する日本赤十字社の支部において収納された寄附金に限られ、

住所地以外の都道府県共同募金会及び中央共同募金会に対する寄附金並びに住所地以外の日本赤十

字社の支部及び日本赤十字社の本社において収納された寄附金は対象とならないこと。

(３) 金銭以外の財産により寄附がなされた場合においては、所得税における寄附金控除と同様、そ

の財産の取得費等必要経費に相当する金額が、寄附金税額控除の対象となる金額となるものである

こと。

(４) 平成２６年度から令和２０年度までの各年度分の個人の道府県民税についての法第３７条の２
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第１項及び第１１項並びに附則第５条の５第１項（これらの規定を法附則第５条の７第１項の規定

により読み替えて適用する場合を含む。）の規定については、法附則第５条の６の規定により読み

替えて適用すること。（法附則５の６①）

(５) 特定寄附信託の委託者が、当該特定寄附信託契約に基づき寄附金税額控除の対象となる公益法

人等に対して寄附した金額のうち、非課税となった利子所得に相当する金額に係る部分は、寄附金

税額控除は適用しないこととすること。なお、非課税となった利子所得に相当する金額は、前年中

の非課税となっている特定寄附信託に係る利子等の金額に、同年中に特定寄附信託の信託財産から

支出した道府県民税の寄附金税額控除の対象となる寄附金の合計額の同年中に当該信託財産から支

出した所得税の寄附金控除の対象となる寄附金の合計額に対する割合を乗じて得た金額（当該金額

に１円未満の端数があるとき、又は当該金額の全額が１円未満であるときは、その端数金額又はそ

の全額を切り捨てた金額）とすること。（法附則５の７①、令附則４の６①）

１２の５ 法附則第７条及び第７条の２の規定の適用に当たっては、次の諸点に留意すること。

(１) 申告特例対象寄附者とは、特例控除対象寄附金を支出する者のうち、次に掲げる事項に該当す

ると見込まれる者をいうこと。（法附則７①）

ア 特例控除対象寄附金を支出する年の年分の所得税について所得税法第１２０条第１項の規定に

よる申告書を提出する義務がない者又は同法第１２１条（第１項ただし書を除く。）の規定の適

用を受ける者

イ 特例控除対象寄附金を支出する年の翌年の４月１日の属する年度分の道府県民税の所得割につ

いて、当該寄附金に係る寄附金税額控除額の控除を受ける目的以外に、地方税法第４５条の２の

規定による申告書の提出（当該申告書の提出がされたものとみなされる確定申告書の提出を含

む。）を要しない者

(２) 申告特例の求めは、特例控除対象寄附金を支出する際行うことができるものであること。（法

附則７①）

(３) 申告特例申請書の提出を受ける地方団体は、当該申請書に記載された事項が申告特例通知書に

より通知され課税資料となることに鑑み、適切に対応すること。（法附則７①）

(４) 申告特例対象寄附者が同一年に同一の地方団体に対して複数回寄附金を支出する場合、これら

の寄附金に係る寄附金税額控除を受けるためには、寄附金を支出する毎に申告特例の求めを行う必

要がある。この場合の申告特例の求めを行う都道府県の知事又は市町村若しくは特別区の長（以下

「都道府県知事等」という。）の数は、同一年に同一の都道府県知事等に対して行われた申告特例

の求めについては、一であること。（法附則７②）

(５) 申告特例申請書及び申告特例申請事項変更届出書の様式は、総務省令に定められているので、

この様式に従って道府県において作成された申請書により提出するものであること。これらの様式

を総務省令で定めることとしたのは、できる限り納税義務者の負担を避けるため、全国的に統一し

た様式によろうとするものであるから、道府県は必ず法定された様式によらなければならないもの

であること。

また、当該申請書に基づき寄附金税額控除が適用されるものであることから、総務省令で定めら

れた様式にあるとおり、当該申請書の提出に当たっては、納税義務者の記名が必要であり、当該申

請書は書面（正本に限る。）によらなければならないものであること。
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ただし、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律（平成１４年法律第１５１号）第６

条第１項の規定により電子情報処理組織を使用する場合は、当該申請書の提出が書面により行われ

たものとみなすものであること。この場合、当該電子情報処理組織を使用する申告特例対象寄附者

は、当該申請書を書面により提出するときに記載すべきこととされている事項を、申告特例対象寄

附者の使用に係る電子計算機から入力することにより申請しなければならないこと。（法附則７③

・④）

(６) 申告特例の求めを受けた都道府県知事等は、申告特例対象年の翌年１月１０日までは申告特例

申請事項変更届出書が提出される可能性があるため、申告特例通知書は申告特例対象年の翌年１月

１１日以降１月３１日までに送付すること。

また、同一年に同一の申告特例対象者から複数の申告特例の求めを受けた都道府県知事等は、こ

れらの申告特例の求めに係る特例控除対象寄附金の額については、一の通知においてその合計額を

通知するものとすること。（法附則７⑤）

(７) 申告特例通知書の様式は、総務省令に定められているので、この様式に従って道府県において

作成されたものを送付するものであること。（法附則７⑤）

なお、これらの様式を総務省令で定めることとしたのは、できる限り申告特例通知書の送付を受

ける市町村の負担を避けるため、全国的に統一した様式によろうとするものであるから、道府県は

必ず法定された様式によらなければならないものであること。

(８) 申告特例の求めを行った者が、申告特例対象年の翌年の４月１日の属する年度分の道府県民税

の所得割について申告書の提出（当該申告書の提出がされたものとみなされる確定申告書の提出を

含む。以下(８)から(12)までにおいて同じ。）をしたときは、当該申告書の記載内容及び提出時期

にかかわらず、当該申告特例の求めを行った者が申告特例対象年に支出した特例控除対象寄附金に

係る申告特例の求め及び申告特例通知書の送付については全てなかったものとみなされ、当該通知

書の送付に基づく控除は適用されなくなるものであること。（法附則７⑥）

(９) 申告特例の求めを行った者が申告特例対象年に支出した特例控除対象寄附金について、申告特

例通知書を送付した都道府県知事等の数が５を超えた場合は、申告特例の求め及び申告特例通知書

の送付は、５を超えた部分に限らず全てなかったものとみなされ、当該通知書の送付に基づく控除

は適用されなくなるものであること。（法附則７⑥）

(10) (８)又は(９)等の場合において、申告特例通知書の送付を受けていた市町村長は、申告特例の

求め及び申告特例通知書の送付がなかったものとみなされた者について、当該通知書の送付に基づ

く控除が適用されなくなるものであること及び当該申告特例通知書に係る寄附金についての控除の

適用は寄附金控除に関する事項を記載した申告書の提出等によって受けることとなることに鑑み、

当該納税義務者が改めて必要な手続を行う契機等となるよう、申告特例の求め及び申告特例通知書

の送付がなかったものとされた旨の通知その他必要な措置（寄附金控除を受けるための手続に関す

る解説等）を講ずるべきものであること。（法附則７⑥）

(11) 申告特例の求めを行った者が申告特例控除額の控除を受けていた場合については、地方税の税

額を増加させる賦課決定であっても、法定納期限の翌日から起算して５年を経過する日までするこ

とができるものであること。（法１７の５③、法附則７の２③）

(12) 法附則第７条に規定する事務の遂行に当たっては、これらの事務が申告書の提出に代えて行わ
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れるものであることに鑑み、納税義務者の個人情報を厳格に管理すること。

１２の６ ふるさと納税に関する事務の遂行に当たっては、次の諸点に留意すること。

(１) ふるさと納税に関する寄附金の募集については、法第３７条の２第２項及び第３１４条の７第

２項に規定する基準に適合するよう行われるべきものであり、その詳細な取扱いについては、別途

「ふるさと納税に係る指定制度の運用について」（平成３１年４月１日付総税市第１７号）を参照

されたいこと。

このほか、ふるさと納税に関する事務の遂行に当たっての留意事項については、別途「ふるさと

納税に係る返礼品の送付等について」（平成２９年４月１日付総税市第２８号）及び「ふるさと納

税に係る返礼品の送付等について」（平成３０年４月１日付総税市第３７号）に示されている事項

についても参照し、その趣旨を踏まえた適切な対応を行うべきものであること。

(２) 各地方団体においては、自団体がふるさと納税の対象であるかどうか（法第３７条の２第２項

及び第３１４条の７第２項の規定による指定を受けているかどうか）について、ふるさと納税を行

おうとする所得割の納税義務者が、明確に把握できるよう適切な措置を講ずること。

１３ 法第３７条の３の規定の適用に当たっては、次の諸点に留意すること。（法３７の３、令７の１

９）

(１) 所得割の納税義務者が、外国において外国の所得税等を課された場合には、当該外国について

課された外国の所得税等の額のうち、所得税法第９５条第１項の控除限度額（当該年において同法

第２条第１項第５号に規定する非居住者であった期間を有する者が、当該期間内に生じた所得に対

して外国の所得税等を課された場合にあっては、当該年の所得税法施行令第２５８条第４項第１号

に規定する控除限度額）を超える額があるときは、当該国税の控除限度額に１００分の１２（当該

納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合は、１００分の６）を乗じて得た額以内の額に

ついて所得割の額から税額控除が認められているものであるが、その運用に当たっては、４７を参

照すること。ただし、前年以前３年内の各年のうち翌年の１月１日に非居住者であるため所得割を

課されない年に課された外国の所得税等の額は、繰り越して控除することができないこと。

(２) 外国の所得税等の額のうち所得割の額を超えるため控除することができなかった額があるとき

は、所得税の場合と異なり、その控除することができなかった額を還付することなく、その額を３

年度に限って繰越控除することとなるが、この場合において控除することができなかった額が前年

度以前３年度内の２以上の年度に生じたものから成るときは、これらの年度のうち最も前の年度に

生じた額から順次控除するものであること。

(３) 控除余裕額は、次に掲げる場合には、前年以前３年内の各年の住所地にかかわらず、当該課税

年度の賦課期日現在の住所地により計算するものであること。

ア 所得割の納税義務者が賦課期日現在において指定都市に住所を有する場合で、前年以前３年内

の各年のうちに、その翌年の１月１日に指定都市以外の市町村に住所を有した年があるとき。

イ 所得割の納税義務者が賦課期日現在において指定都市以外の市町村に住所を有する場合で、前

年以前３年内の各年のうちに、その翌年の１月１日に指定都市に住所を有した年があるとき。

１３の２ 道府県は、所得割の納税義務者が、法第３２条第１３項の申告書に記載した特定配当等に係

る所得の金額の計算の基礎となった特定配当等の額について配当割額を課された場合又は同条第１５

項の申告書に記載した特定株式等譲渡所得金額に係る所得の計算の基礎となった特定株式等譲渡所得
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金額について株式等譲渡所得割額を課された場合には、当該配当割額又は当該株式等譲渡所得割額に

５分の２を乗じて得た金額を、その者に係る所得割の額から控除するものであること。（法３７の

４）

１３の３ 法附則第５条の４の規定に基づく住宅借入金等特別税額控除の適用に当たっては、次の諸点

に留意すること。（法附則５の４①～⑤、⑪～⑬）

(１) この控除は、取得した住宅を居住の用に供した年（以下「居住年」という。）が平成１８年以

前である所得割の納税義務者を対象とするものであり、居住年が平成１９年以後である所得割の

納税義務者は対象とならないものであること。また、２以上の居住年に係る住宅借入金等を有す

る所得割の納税義務者については、その居住年が平成１８年以前である住宅借入金等のみを対象

とし、居住年が平成１９年以後である住宅借入金等はないものとして、控除すべき額を計算する

ものであること。

(２) 法附則第５条の４第１項第２号には、前年分の所得につき平成１８年度税制改正における税源

移譲前の税率を適用した場合の所得税額が、同項第３号には、前年分の所得税額が規定されてい

るものであるが、これらの金額は、いずれも住宅借入金等特別税額控除を行う前の段階の所得税

額であること。

(３) この控除の適用を受けようとする所得割の納税義務者は、適用を受けようとする年度ごとに、

賦課期日現在における住所所在地の市町村長に適用を受けようとする旨及び道府県民税の住宅借

入金等特別税額控除額に関する事項を記載した道府県民税住宅借入金等特別税額控除申告書を提

出する必要があるものであること。したがって、年末調整によって所得税における住宅借入金等

特別税額控除の適用を受けた所得割の納税義務者についても、道府県民税住宅借入金等特別税額

控除申告書を提出する必要があるものであること。

(４) 所得税の確定申告をする所得割の納税義務者は、税務署長を経由して、(２)の道府県民税住宅

借入金等特別税額控除申告書を提出することができるものであること。

(５) 当該道府県民税住宅借入金等特別税額控除申告書は、毎年３月１５日までに提出される必要が

あるが、その提出期限後においても道府県民税の納税通知書が送達される時までに提出された場

合には、この控除の適用を受けることができるものであること。

(６) 市町村長は、当該市町村の区域を管轄する税務署長に対し、(２)の申告書に記載された事項に

ついて確認を求め、控除すべき額を決定するものであること。

１３の３の２ 法附則第５条の４の２の規定に基づく住宅借入金等特別税額控除の適用に当たっては、

次の諸点に留意すること。（法附則５の４の２①～④）

(１) この控除は、居住年が平成１８年以前又は平成２１年から令和３年までの各年である所得割の

納税義務者を対象とするものであり、居住年が平成１９年又は平成２０年である所得割の納税義

務者は対象とならないものであること。また、２以上の居住年に係る住宅借入金等を有する所得

割の納税義務者については、その居住年が平成１８年以前又は平成２１年から令和３年までの各

年である住宅借入金等のみを対象とし、居住年が平成１９年又は平成２０年である住宅借入金等

はないものとして、控除すべき額を計算するものであること。

(２) この控除は、法附則第５条の４の規定に基づく住宅借入金等特別税額控除の適用を受けた場合

には適用されないものであること。
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(３) 法附則第５条の４の２第１項第１号には、前年分の所得税に係る住宅借入金等特別税額控除額

が規定されているものであるが、この控除額は、租税特別措置法第４１条の３の２の規定（特定

の増改築等に係る住宅借入金等特別税額控除に係る控除額の特例の規定）については適用しない

で計算するものであること。

(４) 法附則第５条の４の２第１項第２号には、前年分の所得税額が規定されているものであるが、

この金額は、住宅借入金等特別税額控除を行う前の段階の所得税額であること。

(５) 市町村は、給与支払報告書等の記載により、控除額を算出するために必要な情報を把握するも

のであること。

１３の４ 所得税については、居住者と非居住者とにより控除を認められる所得控除の範囲が異なって

いるが、個人の道府県民税については、前年中に非居住者であった期間を有する者についても所得控

除の範囲は異ならないものであるから留意すること。

第５ 申告

１４ 個人の道府県民税について申告すべき者の範囲は市町村民税の場合と全く同様であること。（法

４５の２）

１５ 個人の道府県民税の申告書は、個人の市町村民税の申告書と併せて提出すべきものであること。

併せて提出するとは、一体として提出すべき趣旨であって、総務省令で定める申告書の様式等につい

てもこの趣旨によって定められているものであること。

１５の２ 給与所得者の扶養親族申告書については、次の諸点に留意すること。（法４５の３の２）

(１) 給与所得者の扶養親族申告書は、この申告書により把握した１６歳未満の扶養親族の数を、給

与支払報告書の所定の欄に転記することに用いるものであること。

(２) 給与所得者の扶養親族申告書は、所得税の給与所得者の扶養控除等申告書（所得税法第１９４

条第１項の規定による申告書をいう。以下同じ。）と合わせて１枚用紙によるものとすること。当

該用紙の作成等については別途「個人住民税の給与所得者の扶養親族申告書等の作成等に関する取

扱いについて」（平成２２年８月２３日付け総税市第６１号）により取り扱うこと。

(３) 規則第２条の３の３第１０項の規定による国外扶養親族証明書類の提出は、給与所得者が給与

支払者を経由せずに市町村長に提出するものであること。ただし、所得税においては、給与所得者

が給与支払者に、扶養控除等の申告に当たって給与所得者の扶養控除等申告書を提出する場合、１

６歳以上の国外に居住する扶養親族が申告者の親族に該当すること及び申告者と生計を一にしてい

ることを証する書類の提出又は提示が義務付けられていることから、できる限り納税義務者の負担

を避ける観点から、１６歳未満の国外に居住する扶養親族に係る国外扶養親族証明書類の提出が必

要と見込まれる給与所得者が、給与支払者に個人住民税に係る扶養親族申告書を提出する際に、所

得税における書類の提出等と一連の手続として給与支払者に提出する形で、給与支払者を経由して

当該書類を提出することも妨げないこととしていること。

※令和６年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用

(３) 規則第２条の３の３第１０項の規定による国外扶養親族証明書類の提出は、給与所得者が給

与支払者を経由せずに市町村長に提出するものであること。ただし、所得税においては、給与所

得者が給与支払者に、扶養控除等の申告に当たって給与所得者の扶養控除等申告書を提出する場
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合、１６歳以上の国外に居住する控除対象扶養親族が申告者の親族に該当すること及び申告者と

生計を一にしていることを証する書類の提出又は提示が義務付けられていることから、できる限

り納税義務者の負担を避ける観点から、１６歳未満の国外に居住する扶養親族に係る国外扶養親

族証明書類の提出が必要と見込まれる給与所得者が、給与支払者に個人住民税に係る扶養親族申

告書を提出する際に、所得税における書類の提出等と一連の手続として給与支払者に提出する形

で、給与支払者を経由して当該書類を提出することも妨げないこととしていること。

(４) 給与所得者は、国外扶養親族証明書類を給与支払者を経由せずに市町村長に提出する場合にお

いても、給与所得者の扶養親族申告書に記載すべき全ての扶養親族について、当該申告書に記載す

ること。

(５) 給与支払者が給与支払報告書の所定の欄に転記する１６歳未満の扶養親族の数については、国

外扶養親族証明書類が給与支払者に対して提出されていない控除対象外国外扶養親族も含めて転記

すること。

(６) 給与所得者の扶養親族申告書に記載すべき扶養親族に該当するかどうかは、当該申告書を提出

する日の現況により判定すること。この場合において、次に掲げる事項については、それぞれ次に

よること。

ア その判定の要素となる所得金額 申告書を提出する日の現況により見積もったその年の合計所

得金額による。

イ その判定の要素となる年齢 その年１２月３１日（申告書を提出するときまでに死亡した者に

ついては、その死亡の時）の現況による。

(７) 給与支払者に提出された給与所得者の扶養親族申告書及び国外扶養親族証明書類は、その給与

支払者が保存するものとし、必要がある場合には市町村長に提出させるものであること。

(８) 給与所得者の扶養親族申告書の提出後、その記載内容に異動があったときは、その給与所得者

の扶養親族申告書について異動があった項目を異動後の内容に補正するか、別に異動申告書を提出

するものであること。

(９) 給与所得者の扶養親族申告書を提出した者が年の中途においてその提出を経由した給与支払者

のもとを退職した場合には、当該申告書はその退職により効力を失うものであること。

(10) その他給与所得者の扶養親族申告書の取扱いについては、所得税の給与所得者の扶養控除等申

告書の取扱いに準ずるものとすること。

１５の３ 公的年金等受給者の扶養親族申告書については、次の諸点に留意すること。（法４５の３の

３）

(１) 公的年金等受給者の扶養親族申告書は、この申告書により把握した１６歳未満の扶養親族の数

を、公的年金等支払報告書の所定の欄に転記することに用いるものであること。

(２) 公的年金等受給者の扶養親族申告書は、所得税の公的年金等の受給者の扶養親族等申告書（所

得税法第２０３条の６第１項の規定による申告書をいう。以下同じ。）と合わせて１枚用紙による

ものとすること。当該用紙の作成等については別途「個人住民税の給与所得者の扶養親族申告書等

の作成等に関する取扱いについて」（平成２２年８月２３日付け総税市第６１号）により取り扱う

こと。

(３) 規則第２条の３の６第９項の規定による国外扶養親族証明書類の提出は、公的年金等受給者が
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公的年金等支払者を経由せずに市町村長に提出するものであること。ただし、所得税においては、

公的年金等受給者が公的年金等支払者に、扶養控除等の申告に当たって公的年金等受給者の扶養親

族申告書を提出する場合、１６歳以上の国外に居住する扶養親族が申告者の親族に該当することを

証する書類の提出又は提示が義務付けられていることから、できる限り納税義務者の負担を避ける

観点から、１６歳未満の国外に居住する扶養親族に係る国外扶養親族証明書類の提出が必要と見込

まれる公的年金等受給者が、公的年金等支払者に個人住民税に係る扶養親族申告書を提出する際に、

所得税における書類の提出等と一連の手続として公的年金等支払者に提出する形で、公的年金等支

払者を経由して当該書類を提出することも妨げないこととしていること。

※令和６年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用

(３) 規則第２条の３の６第９項の規定による国外扶養親族証明書類の提出は、公的年金等受給者

が公的年金等支払者を経由せずに市町村長に提出するものであること。ただし、所得税において

は、公的年金等受給者が公的年金等支払者に、扶養控除等の申告に当たって公的年金等受給者の

扶養親族申告書を提出する場合、１６歳以上の国外に居住する控除対象扶養親族が申告者の親族

に該当することを証する書類の提出又は提示が義務付けられていることから、できる限り納税義

務者の負担を避ける観点から、１６歳未満の国外に居住する扶養親族に係る国外扶養親族証明書

類の提出が必要と見込まれる公的年金等受給者が、公的年金等支払者に個人住民税に係る扶養親

族申告書を提出する際に、所得税における書類の提出等と一連の手続として公的年金等支払者に

提出する形で、公的年金等支払者を経由して当該書類を提出することも妨げないこととしている

こと。

(４) 公的年金等受給者は、国外扶養親族証明書類を公的年金等支払者を経由せずに市町村長に提出

する場合においても、公的年金等受給者の扶養親族申告書に記載すべき全ての扶養親族について、

当該申告書に記載すること。

(５) 公的年金等支払者が公的年金等支払報告書の所定の欄に転記する１６歳未満の扶養親族の数に

ついては、国外扶養親族証明書類が公的年金等支払者に対して提出されていない控除対象外国外扶

養親族も含めて転記すること。

(６) 公的年金等受給者の扶養親族申告書に記載すべき扶養親族に該当するかどうかは、当該申告書

を提出する日の現況により判定すること。この場合において、次に掲げる事項については、それぞ

れ次によること。

ア その判定の要素となる所得金額 申告書を提出する日の現況により見積もったその年の合計所

得金額による。

イ その判定の要素となる年齢 その年１２月３１日（申告書を提出するときまでに死亡した者に

ついては、その死亡の時）の現況による。

(７) 公的年金等支払者に提出された公的年金等受給者の扶養親族申告書及び国外扶養親族証明書類

（規則第２条の２第６項第２号に掲げるものを除く。）は、その公的年金等支払者が保存するもの

とし、必要がある場合には市町村長に提出させるものであること。

(８) その他公的年金等受給者の扶養親族申告書の取扱いについては、所得税の公的年金等の受給者

の扶養親族等申告書の取扱いに準ずるものとすること。

１６ 給与支払報告書及び公的年金等支払報告書に関する規定については、市町村民税における給与支
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払報告書及び公的年金等支払報告書に関する規定があれば十分であるために、これを規定していない

ものであること。

第６ 市町村による賦課徴収

１７ 個人の道府県民税の賦課徴収は、法が特に例外と認めた場合を除いては、あたかも道府県民税と

市町村民税とが一つの税であるかのように、両者を併せて賦課徴収すべきものであり、そのために次

のような措置が講じてあること。

(１) 特別徴収の方法によるかどうか、普通徴収の納期をどのように定めるか、納期前納付に対して

交付する報奨金の額をどのように定めるか等の事項については、道府県民税についてこれを規定

するまでもなく、市町村で定めた市町村民税に関する条例や規則の規定の例によるものであるこ

と。（法４１①）

(２) 納税通知書、納期限変更告知書、特別徴収義務者及び特別徴収に係る納税義務者に交付する特

別徴収の方法によって徴収する旨の通知書、督促状その他の文書については、道府県民税に関す

る文書と市町村民税に関する文書とを一の文書として作成するものとすること。（法４３）

(３) 市町村長が法第２０条の５の２又は地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関

する法律の一部を改正する法律（昭和６１年法律第１４号）附則第７条第３項の規定によりなお

その効力を有することとされる同法第１条の規定による改正前の地方税法附則第３５条の２の２

若しくは地方税法の一部を改正する法律（平成７年法律第４０号）附則第１５条の規定によりな

おその効力を有することとされる同法の規定による改正前の地方税法附則第３５条の３の規定に

よって個人の市町村民税の納期限を延長した場合においては、当該納税者又は特別徴収義務者に

係る個人の道府県民税の納期限についても、同一期間延長されたものとすること。（法４４）

(４) 市町村長が法の規定に基づいて個人の市町村民税又は延滞金額を減免した場合においては、当

該納税者又は特別徴収義務者に係る個人の道府県民税又は延滞金額についても、当該市町村民税

又は延滞金額に対する減免額の割合と同じ割合によって当然に減免されたものとすること。

なお、市町村民税の減免の割合が所得割と均等割とで異なるときは、それぞれの減免率によって

道府県民税の所得割と均等割とが減免されるものであること。（法４５）

１８ 納税通知書には、納税者に対し道府県の経費を分担する趣旨を明らかにするために、総額につい

ては市町村民税の額と道府県民税の額とを明示するが、各納期ごとに徴収すべき額については、事務

の簡素化を図る見地から、これを区別することを要しないものとしてあること。（法４３）

１９ 個人の市町村民税及び道府県民税に係る地方団体の徴収金の納付又は納入があった場合において

は、市町村は、次の方法によって道府県民税に係る地方団体の徴収金を当該納付又は納入のあった月

の翌月１０日までに道府県に払い込むべきものであること。

(１) 毎月払い込むべき道府県民税に係る地方団体の徴収金の額は、前月中に納付又は納入のあった

個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金と個人の市町村民税に係る地方団体の徴収金との合算額

（督促手数料及び滞納処分費を除く。以下同じ。）を、当該市町村の当該年度の３月３１日現在に

おける当該年度の収入額となるべき「個人の道府県民税の課税額の合計額」と「個人の市町村民税

の課税額の合計額（これらの合計額には、更正又は決定があった場合の不足金額や、普通徴収によ

り徴収されることとなった税額を含む。）」との割合（以下「按分率」という。）によって按分し
あん
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た額によるべきであること。この場合において、法第３７条の４及び第３１４条の９の規定により

所得割の額から控除すべき金額で所得割の額から控除することができなかった金額及びこれに加算

すべき金額は、「個人の道府県民税の課税額の合計額」及び「個人の市町村民税の課税額の合計額

」に含まれないことに留意すること。

(２) (１)の按分率は、具体的には、当該年度分の市町村民税の課税額が最初に納付又は納入される

べき期限の到来する月（以下「最初の納期限の月」という。）の翌月から翌年の３月までの月にお

いて払い込む場合には、最初の納期限の月の末日現在において算定した当該市町村の当該年度の収

入額となるべき、「分離課税に係る所得割を除く個人の道府県民税の課税額の合計額」と「分離課

税に係る所得割を除く個人の市町村民税の課税額の合計額」との割合（以下「特定按分率」という

。）（最初の納期限の月の翌月以降において市町村の廃置分合又は境界変更その他の理由により特

定按分率に著しい変動を生ずることとなった場合においては、当該著しい変動を生ずることとなっ

た月の末日現在においてあらためて算定した特定按分率）によることができるものであり、当該年

度の翌年度の４月から最初の納期限の月までの月において払い込む場合には前年度の３月３１日現

在の按分率によるものであること。

(３) 個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金を道府県に払い込むべき時に適用される具体的按分

割合は(２)によるものであるが、最終的によるべきものは当該年度の３月３１日現在の按分率であ

るので、当該年度の収入額となるべき分として出納閉鎖日までに市町村に納付又は納入のあった個

人の道府県民税に係る地方団体の徴収金と個人の市町村民税に係る地方団体の徴収金との合算額を

当該年度の３月３１日現在の按分率によって按分した額のうち道府県に払い込むべき額と同日まで

に既に払い込んだ額（法第４８条第１項及び第２項（同条第８項において準用する場合を含む。）

の規定により道府県が自ら徴収した個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金がある場合には、当

該徴収金を含む。）との間に過不足がある場合には、４月から６月までの月において払い込むべき

額で清算するものであること。

(４) 指定都市以外の市町村から指定都市となった区域又は指定都市から指定都市以外の市町村とな

った区域（以下この項において「移行区域」という。）に係る滞納繰越分については、税率変更年

度から５年度間は、税率変更年度の４月１日現在における移行区域に係る滞納繰越分の額の合計額

で按分率を計算することに留意すること。

２０ 道府県に払い込むまでの間における道府県民税に係る地方団体の徴収金の取扱については(１)の

方法によることが適当であるが、(２)の方法によることも差し支えないものであること。

(１) 毎日の徴収額を１９の方法によって区分し、市町村民税に係る徴収金は直接市町村の一般会計

に繰り入れ、道府県民税に係る徴収金は歳入歳出外現金に繰り入れて翌月１０日までこれを保管

するものとすること。

(２) (１)により毎日道府県民税と市町村民税を区分することが困難な場合には、毎日の徴収額の相

当な期間分をとりまとめて按分することとして差し支えないものであること。この場合において、

当該按分するまでの間は、道府県民税に係る徴収金及び市町村民税に係る徴収金の合算額を歳入

歳出外現金として保管し、道府県民税に係る徴収金と市町村民税に係る徴収金を区分した後は、

(１)により処理するものであること。

２１ 市町村が既に徴収した道府県民税に係る地方団体の徴収金を失った場合において、天災その他避
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けることができない事由によるものと認めるときは、市町村の申請によって、失った道府県民税に係

る地方団体の徴収金に相当する金額を補償するものとすること。

２２ 道府県民税の賦課徴収の状況に関し、市町村が道府県に対してなすべき報告について、報告すべ

き事項、報告の時期方法等を道府県の決定に委ねたのは、必要最少限度の報告に止める趣旨であるこ

と。法第４６条第３項の個別報告及び同条第４項の書類の閲覧又は記録についても、上記と同様の趣

旨であること。（法４６）

２３ 市町村が行う賦課徴収事務に関し道府県がなすべき援助については、税額算定に関する事務の援

助、事業税を通じて捕捉した所得の通知による援助、滞納処分の執行に関する援助その他道府県と市

町村との間における徴収上の協力関係を増進するためのあらゆる援助をいうものであること。

おって、事業税を通じて捕捉した所得の通知による援助については、住民税の賦課事務との関連に

おいて時期を失することのないよう留意すること。（法４１③）

第７ 徴収取扱費の交付 （法４７）

２４ 徴収取扱費については、個人の道府県民税及び市町村民税の賦課徴収に要する経費の実情を踏ま

えて定めたものであること。

２５ 徴収取扱費の算定の基礎となる過誤納金に係る還付又は充当金額は、市町村がその予算を通じて

支出した額に限定されるものであること。

なお、道府県民税に係る過誤納金の還付又は充当については、市町村民税の場合と同様に、当該年

度前の各年度において収入されたものについてのみ市町村の予算を通じて支出すべきものであり、現

年度において収入したものに係るものについては市町村が保管する歳入歳出外現金から支出すべきも

のであること。

２６ 市町村が法の規定に基づかないで報奨金を支出した場合においては、これに相当する額を徴収取

扱費として交付することを要しないものであること。

２６の２ 道府県は、徴収取扱費の算定及び交付に関し必要な事項を、当該道府県の条例で定めるもの

であること。

なお、各交付時期において交付することができなかった金額があるとき、又は各交付時期において

交付すべき額を超えて交付した金額があるときは、当該道府県の条例で定めることにより、当該金額

を次の交付時期に交付すべき額に加算し、又はこれから減額することができるものであること。

第８ 道府県による徴収

２７ 法第４８条の規定は、個人の住民税の徴収の責任者は原則として市町村であることを前提としつ

つ、一定の場合において道府県による徴収又は滞納処分（以下「滞納処分等」という。）を認めるこ

ととし、もって道府県と市町村の協力体制の確立、徴収成績の向上等に寄与しようとする趣旨に基づ

くものであること。

２８ 道府県が行う滞納処分等の期間について、１市町村につき１年を超えない範囲内において定める

ものとしたのは、徴収の責任者は原則として市町村であることを明らかにする趣旨であること。

なお、道府県が滞納処分を行うことができる者の範囲を、法第４６条第２項又は第３項の規定によ

り市町村長から道府県知事に対し、道府県民税の滞納に関する報告があった者の一部に限ることがで
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きることとしたのは、市町村の徴収計画との調整を円滑に行うことができるよう配慮したものである

こと。（法４８①・⑧）

２９ 道府県が滞納処分等を行うにあたり、あらかじめ関係市町村長の同意を要するものとしたのは、

市町村における徴収計画を尊重し、また滞納処分等を実行することの適否についても市町村長の意見

を聴取することが適当であると認められたためであること。（法４８①）

３０ 道府県が行う滞納処分等について、徴収の引継ぎを受けた地方団体の徴収金に係る滞納者に係る

法第４８条第１項（同条第８項において準用する場合を含む。）に規定する一定の期間内の納期に係

る滞納分についても市町村長の同意を得て行うことができることとしたのは、同一の納税者につき、

滞納繰越分に加えて現年課税分にも滞納がある場合における事務執行の効率化を図る趣旨であること。

また、この場合において市町村長の同意を要するものとしたのは、２９と同趣旨によるものである

こと。（法４８②・⑧）

３０の２ ２７から３０までのほか、次の諸点に留意すること。

(１) 道府県が徴収の引継ぎを受けることができる滞納は、滞納繰越分及び現年課税分のいずれも対

象となるものであること。すなわち、滞納繰越分を有する滞納者の滞納繰越分については法第４

８条第１項により、当該滞納者の現年課税分については法第４８条第２項により、また、滞納繰

越分を有しない滞納者の現年課税分については法第４８条第８項において準用する同条第１項又

は第２項により徴収を引き継ぐことが可能であること。（法４８①・②・⑧）

(２) ｢徴収の引継ぎ」とは、個人の住民税について市町村の徴税吏員が有する徴収に関する権限

（督促、繰上徴収、滞納処分、徴収の猶予、換価の猶予、滞納処分の停止、これらの納税の猶予

処分に伴う延滞金又は延滞加算金の減免等をすることができる権限を含む。以下同じ。）を包括

的に道府県の徴税吏員に引き継ぐことをいうものであること。（法４８③）

(３) 徴収の引継ぎがあった場合、徴収の引継ぎを受けた地方団体の徴収金に係るすべての滞納者に

対し、道府県又は市町村の徴税吏員は、その旨を遅滞なく通知しなければならないこととしたの

は、滞納者に徴収の権限を行使する者が変わったことの認識を与え、かつ、自主納税の機会を与

える趣旨であること。

また、この場合には、徴収に関する権限が包括的に承継されるので、市町村（道府県）の徴税吏

員が、徴収の引継ぎをする時までに行った個人の住民税の徴収に関するすべての処分又は手続の

効果は、そのまま存続することとなり、また徴収の引継ぎを受けた徴税吏員は、自ら差押の登記

等の嘱託者となる等、自己の名においてその後の処分を続行できるものであること。

(４) 市町村の徴税吏員から道府県の徴税吏員に徴収の引継ぎをした地方団体の徴収金については、

滞納者が一定の場所に納付又は納入する場合以外は市町村の徴税吏員は徴収することができない

ものとされているが、この場合において、納付又は納入のあったときは、直ちにその旨を道府県

の徴税吏員に対して通知すること。なお、当該市町村の地方団体の徴収金に係る過誤納金等を未

納に係る個人の住民税に充当した場合においても、同様であること。

(５) 道府県の徴税吏員は、その徴収した個人の住民税に係る地方団体の徴収金の額から滞納処分費

及び道府県が督促した場合の督促手数料を控除した額を、令第８条第６項の規定により道府県民

税に係る地方団体の徴収金と市町村民税に係る地方団体の徴収金とに按分し、市町村民税に係る

ものを翌月１０日までに当該市町村に払い込むものであること。（法４８⑥）
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(６) 道府県は、(５)の払込方法によるほか、市町村長の同意を得たときは、道府県民税及び市町村

民税に係る地方団体の徴収金を市町村に払い込み、当該市町村が当該道府県民税に係る地方団体

の徴収金を払い込む方法により行うことができるものであること。この方法により当該市町村か

ら当該道府県に払い込まれる平成１８年度分以前の個人の住民税については、当該道府県は、地

方税法等の一部を改正する法律（平成１８年法律第７号）による改正前の法第４７条第１項第２

号に係る徴収取扱費に相当する額を当該市町村に交付することを要しないものであること。（令

８⑦）

(７) 道府県が行う滞納処分等の対象となるものについては、市町村において既に督促状を発してい

るべきはずのものであるが、何等かの事由により未だ督促状を発していないものについては、道

府県においてこれを発すべきものであること。なお、この場合の督促状には市町村民税について

も督促するものであることを明記することを要するものであり、また督促手数料は道府県の収入

となるものであること。

(８) 法第４８条第１項により、道府県が滞納処分等を行うこととなった滞納者が、同項の報告があ

った日の属する年の６月１日以後同項の一定の期間の末日までの間の納期限に係る個人の道府県

民税を滞納したときは、その旨を遅滞なく道府県知事に報告するものとされていること。（法４

８②）

(９) 法第４８条第８項において準用する同条第１項により、道府県が滞納処分等を行うこととなっ

た滞納者が、同項の報告があった日以後同項の一定の期間の末日までの間の納期限に係る個人の

道府県民税を滞納したときは、その旨を遅滞なく道府県知事に報告するものとされていること。

（法４８⑧）

３０の３ 徴収の引継ぎにあたり交付する文書については、平成１７年４月１日総税市第２９号「道府

県による個人の住民税の徴収について」によられたいこと。

第９ 退職所得の課税の特例

３１ 道府県内に住所を有する者が退職手当等の支払いを受ける場合には、当該退職手当等に係る所得

を他の所得と区分し、いわゆる分離課税の方法によつて所得割を課されるものであること。

なお、分離課税に係る所得割は、分離課税に係る所得割の課税対象となる退職手当等の支払いを受

けるべき日の属する年の１月１日現在におけるその支払いを受ける者の住所所在の道府県が課するも

のであること。（法５０の２）

３２ 分離課税に係る所得割の課税標準は、その年中の退職所得の金額であり、市町村民税における課

税標準と同一であること。（法５０の３）

３３ 分離課税に係る所得割の税率は、法第５０条の４に規定されているところによるものであり、道

府県においてこれと異なる定めをすることはできないものであること。（法５０の４）

第１０ 上場株式等に係る配当所得等に係る課税の特例

３３の２ 道府県民税の所得割の納税義務者が、平成２８年１月１日以後に支払を受けるべき租税特別

措置法第８条の４第１項に規定する上場株式等の配当等に係る配当所得等を有する場合、申告により

分離課税を選択することができるものとし、当該上場株式等の配当等に係る配当所得等の金額の１０
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０分の２（当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合は、１００分の１）に相当する金

額の所得割を課するものであること。（法附則３３の２①）

なお、この場合において次の諸点に留意すること。

(１) 申告分離課税を選択した場合には、配当控除は適用されないことに留意すること。

(２) 当該納税義務者が支払を受けるべき特定上場株式等の配当等に係る配当所得の金額について、

総合課税の適用を受けた場合には、他の特定上場株式等に係る配当所得について、申告分離課税は

適用しないこと。（法附則３３の２②）

(３) 平成２１年１月１日から平成２５年１２月３１日までの間に支払を受けるべき上場株式等の配

当等に係る配当所得の金額に対して課する所得割の額は、当該上場株式等の配当等に係る配当所得

の金額の１００分の１．２に相当する金額とされているものであること。（地方税法等の一部を改

正する法律（平成２０年法律第２１号。以下「平成２０年改正法」という。）附則３⑫）

第１１ 土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特例等

３４ 他の者から取得をした土地又は土地の上に存する権利で事業所得又は雑所得の基因となるものの

うち、譲渡等のあった年の１月１日において所有期間が５年以下であるものの譲渡等による事業所得

又は雑所得については、当分の間、総所得金額から分離して所得割が課税されるものであること。

（法附則３３の３）

３５ 土地の譲渡等に係る事業所得等に係る所得割の額の算定に当たっては、法附則第３３条の３第１

項の規定のとおり、道府県民税又は市町村民税ごとに適用するものであり、道府県民税については、

同項第１号の規定の適用がある場合であっても市町村民税については同項第２号の規定が適用される

場合があることに留意すること。（法附則３３の３、令附則１６の３①・②）

３６ ただし、平成１０年１月１日から令和５年３月３１日までの間にした土地の譲渡等については、

法附則第３３条の３第１項の特例措置は適用されないことに留意すること。（法附則３３の３④）

第１２ 譲渡所得の課税の特例

３７ 土地若しくは土地の上に存する権利又は建物及びその附属設備若しくは構築物（以下「土地建物

等」という。）の譲渡による譲渡所得については、当分の間、譲渡のあった年の１月１日において当

該土地建物等の所有期間が５年を超えるかどうかにより長期譲渡所得と短期譲渡所得との区分を行い、

それぞれ総所得金額から分離して所得割が課税されるものであること。（法附則３４・３５）

３８ 長期譲渡所得に係る所得割の課税に当たっては、次の諸点に留意すること。

(１) 長期譲渡所得の金額は、所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算するもの

であるが、短期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、当該計算した金額を限

度として当該損失の金額を控除した後の金額とされているものであること。（法附則３４②）

(２) 長期譲渡所得に係る所得割の額は、長期譲渡所得の金額に係る課税長期譲渡所得金額の１００

分の２（所得割の納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合は、１００分の１）に相当す

る金額とされているが、課税長期譲渡所得金額の計算に当たっては、租税特別措置法第３３条の４

第１項若しくは第２項、第３４条第１項、第３４条の２第１項、第３４条の３第１項、第３５条第

１項、第３５条の２第１項、第３５条の３第１項又は第３６条の規定に該当する場合には、(１)の
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長期譲渡所得の金額から、これらの規定により同法第３１条第１項の長期譲渡所得の金額から控除

すべき金額を控除した金額とされているものであること。（法附則３４①）

(３) 長期譲渡所得のうちその譲渡所得の基因となる土地等の譲渡が優良住宅地等の造成等のための

譲渡に該当するときにおける当該譲渡所得に係る課税長期譲渡所得金額に対して課する所得割の税

率は、(２)にかかわらず、法附則第３４条の２第１項に定めるところにより軽減されているもので

あること。ただし、当該譲渡所得につき租税特別措置法第３３条から第３３条の４まで、第３４条

から第３５条の３まで、第３６条の２、第３６条の５、第３７条、第３７条の４から第３７条の６

まで、第３７条の８又は第３７条の９の規定の適用を受けるときは、当該軽減税率の適用はないも

のであること。（法附則３４の２③）

(４) 長期譲渡所得のうちに居住用財産の譲渡所得に該当するものがあるときにおける当該譲渡所得

に係る課税長期譲渡所得に係る所得割の税率は、(２)及び(３)にかかわらず、法附則第３４条の

３第１項に定めるところにより軽減されているものであること。

(５) 長期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額（短期譲渡所得の金額があるときは当該短期譲

渡所得の金額を限度として当該損失の金額を控除してもなお控除することができない部分の金

額）があるときは、道府県民税に関する規定の適用については、当該損失の金額は生じなかった

ものとみなされ、当該損失の金額と他の所得との通算及び当該損失の金額の翌年度以降への繰越

しを行うことはできないものであること。また、長期譲渡所得以外の所得の金額の計算上生じた

損失の金額は、長期譲渡所得の金額との通算はできないものであること。ただし、長期譲渡所得

の金額の計算上生じた損失の金額が居住用財産の譲渡損失の金額又は特定居住用財産の譲渡損失

の金額である場合には、一定の要件の下で、当該損失の金額と他の所得との通算及び当該損失の

金額の翌年度以降への繰越しを行うことができるものであること。（法附則４、４の２、３４①

・③Ⅱ）

３９ 短期譲渡所得に係る所得割の課税に当たっては、次の諸点に留意すること。

(１) 短期譲渡所得の金額は、所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算するもの

であるが、長期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、当該計算した金額を限

度として当該損失の金額を控除した後の金額とされているものであること。（法附則３５②）

(２) 短期譲渡所得に係る所得割の額は、短期譲渡所得の金額に係る課税短期譲渡所得金額の１００

分の３．６（所得割の納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合は、１００分の１．

８）に相当する金額とされているが、課税短期譲渡所得金額の計算に当たっては、租税特別措置

法第３３条の４第１項若しくは第２項、第３４条第１項、第３４条の２第１項、第３４条の３第

１項、第３５条第１項又は第３６条の規定に該当する場合には、(１)の短期譲渡所得金額から、

これらの規定により同法第３２条第１項の短期譲渡所得の金額から控除すべき金額を控除した金

額とされているものであること。（法附則３５①）

(３) 短期譲渡所得のうちその譲渡所得の基因となる土地等の譲渡が国又は地方公共団体等に対する

譲渡に該当するときにおける当該譲渡所得に係る課税短期譲渡所得金額に対して課する所得割の税

率は、(２)にかかわらず、当該課税短期譲渡所得金額の１００分の２（所得割の納税義務者が指定

都市の区域内に住所を有する場合は、１００分の１）に軽減されているものであること。（法附則

３５③）
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(４) 短期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額（長期譲渡所得の金額があるときは当該長期譲

渡所得の金額を限度として当該損失の金額を控除してもなお控除することができない部分の金

額）があるときは、道府県民税に関する規定の適用については、当該損失の金額は生じなかった

ものとみなされ、当該損失の金額と他の所得との通算及び当該損失の金額の翌年度以降への繰越

しを行うことはできないものであること。また、短期譲渡所得以外の所得の金額の計算上生じた

損失の金額は、短期譲渡所得の金額との通算はできないものであること。（法附則３５①・④

Ⅱ）

第１３ 株式等に係る譲渡所得等に係る課税の特例

４０ 株式等の譲渡による譲渡所得については、一般株式等に係る譲渡所得等と上場株式等に係る譲渡

所得等との区分を行い、それぞれ総所得金額から分離して所得割が課税されるものであること。（法

附則３５の２・３５の２の２）

４０の２ 一般株式等に係る所得割の課税に当たっては、次の諸点に留意すること。

(１) 一般株式等に係る譲渡所得等に係る所得割の額は、法附則第３５条の２第１項の規定により政

令で定めるところにより計算した金額に係る一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額の１００分の

２（所得割の納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合は、１００分の１）に相当する金

額とされているが、同項の政令で定めるところにより計算した金額とは、所得税法その他の所得税

に関する法令の規定（租税特別措置法施行令第２５条の１２第７項及び第２６条の２８の３第６項

の規定を除く。４０の３（１）において同じ。）の例により計算した一般株式等の譲渡による事業

所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額の合計額であること。

(２) 一般株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上生じた損失の金額は、一般株式等の譲渡による所

得の金額からは控除できるが、それ以外の他の所得から控除できないこととされ、また、一般株式

等の譲渡による所得以外の所得の金額の計算上生じた損失の金額は、一般株式等の譲渡による事業

所得、譲渡所得及び雑所得の金額から控除できないものであること。（法附則３５の２①・④Ⅱ）

(３) 地方税法等の一部を改正する法律（平成２０年法律第２１号。以下「平成２０年改正法」とい

う。）の公布の日（平成２０年４月３０日）前までに払込みにより取得した特定株式の譲渡（平成

２０年改正法第１条の規定による改正前の法附則第３５条の３第１８項各号に定める譲渡に該当す

るものであって、その譲渡の日において当該特定株式の所有期間が３年を超える場合に限る。）に

係る一般株式等に係る譲渡所得等の金額は、当該特定株式に係る譲渡所得等の金額の２分の１に相

当する金額であること。（平成２０年改正法附則３②）

４０の３ 上場株式等に係る所得割の課税に当たっては、次の諸点に留意すること。

(１) 上場株式等に係る譲渡所得等に係る所得割の額は、法附則第３５条の２の２第１項の規定によ

り政令で定めるところにより計算した金額に係る上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額の１００

分の２（所得割の納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合は、１００分の１）に相当す

る金額とされているが、同項の政令で定めるところにより計算した金額とは、所得税法その他の所

得税に関する法令の規定の例により計算した上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の

金額及び雑所得の金額の合計額であること。

(２) 上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上生じた損失の金額は、上場株式等の譲渡による所
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得の金額からは控除できるが、それ以外の他の所得から控除できないこととされ、また、上場株式

等の譲渡による所得以外の所得の金額の計算上生じた損失の金額は、上場株式等の譲渡による事業

所得、譲渡所得及び雑所得の金額から控除できないものであること。（法附則３５の２の２①・

④）

(３) 特定株式等譲渡所得金額に係る所得を有する者に係る上場株式等に係る譲渡所得等の金額は、

法第３２条第１５項の規定に適用がある場合を除き、当該特定株式等譲渡所得金額に係る所得の金

額を除外して算定するものであること。（法３２⑭）

(４) 法附則第３５条の２の６第２項に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額については、上場

株式等に係る配当所得等の金額を限度として損益通算が認められるものであること。（法附則３５

の２の６①）

(５) 前年前３年内に生じた法附則第３５条の２の６第６項に規定する上場株式等に係る譲渡損失の

金額については、上場株式等に係る譲渡所得等の金額及び上場株式等に係る配当所得の金額を限度

として繰越控除が認められるものであること。（法附則３５の２の６⑤）

なお、この場合における上場株式等の譲渡損失の金額については、令附則第１８条の５第４項の

規定により順次控除するものであること。

４０の４ 前年前３年内に生じた法附則第３５条の３第６項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額

については、一般株式等に係る譲渡所得等の金額及び上場株式等に係る譲渡所得等の金額を限度とし

て繰越控除が認められるものであること。（法附則３５の３⑤）

第１４ 先物取引に係る雑所得等に係る課税の特例

４１ 当分の間、先物取引に係る雑所得等に係る所得割の額は、法附則第３５条の４第１項の規定によ

り政令で定めるところにより計算した金額に係る先物取引に係る課税雑所得等の金額の１００分の２

（所得割の納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合は、１００分の１）に相当する金額と

されているが、同項の政令で定めるところにより計算した金額とは、所得税法その他の所得税に関す

る法令の規定の例により計算した先物取引に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額

の合計額であること。

なお、この場合において次の諸点に留意すること。

(１) 先物取引に係る雑所得等の金額の計算上生じた損失の金額は、先物取引に係る所得の金額から

は控除できるが、それ以外の他の所得の金額から控除できないこととされ、また、先物取引に係

る所得以外の所得の金額の計算上生じた損失の金額は、先物取引に係る事業所得、譲渡所得及び

雑所得の金額から控除できないことに留意すること。（法附則３５の４①・②Ⅱ）

(２) 前年前３年内に生じた法附則第３５条の４の２第２項に規定する先物取引の差金等決済に係る

損失の金額については、先物取引に係る雑所得等の金額を限度として繰越控除が認められるもの

であること。（法附則３５の４の２①）

第３節 法人の道府県民税

４２ 均等割の課税に当たっては、次の諸点に留意すること。

(１) 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものが収益事業を行うこととなった
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場合における法第５３条第１項の申告書に係る法人税割額と合算して納付すべき均等割額は、収益

事業を開始した日の属する月の初日から当該法人税割の課税標準となる法人税額の課税標準の算定

期間の末日までの期間に対応するものであること。

(２) 公益法人等が収益事業を行うこととなった場合における法第５３条第１項の申告書に係る法人

税割額と合算して納付すべき均等割額は、収益事業を開始した日の属する月の初日から当該法人税

割の課税標準となる法人税額の課税標準の算定期間の末日までの期間に対応するものであるが、法

第２５条第１項第２号に掲げる者以外のものについては、４月から当該収益事業を開始した日の属

する前月までの期間に対応する均等割額をも、併せて納付すべきものであること。

４３ 保険業法（平成７年法律第１０５号）に規定する相互会社（以下この節において「相互会社」と

いう。）に係る均等割の税率の適用区分の基準である純資産額の算定に当たっては、次の諸点に留意

すること。（法２３①ⅣのⅤホ・５２①、令６の２５）

(１) 「総負債」には、税務計算上損金に算入されるか否かにかかわらず、相互会社がその決算上損

金経理により計上した支払備金、責任準備金、社員配当準備金、貸倒引当金、退職給与引当金、税

金未払金等を含むものであること。ただし、相互会社の貸借対照表において負債として計上されて

いる価格変動準備金については、その性格上総負債には含まれないものであること。

(２) 「総資産の帳簿価額」及び「総負債の帳簿価額」は、法人税における交際費等の損金不算入額

を計算する場合のこれらの金額と同一のものであるから、その取扱いについては国の税務官署の取

扱いに準ずるものであること。

４３の２ 法第２３条第１項第４号の５の資本金等の額とは、法第５３条第１項に規定する法人税額の

課税標準の算定期間の末日現在における法人税法第２条第１６号に規定する資本金等の額によるもの

であり、これらの具体的な算定については、法人税の例によるものであるが、会社法（平成１７年法

律第８６号）に規定する剰余金を同法の規定により資本金とした場合又は同法に規定する資本金を同

法の規定により損失の塡補に充てた場合などについては、この限りではないこと。また、外国法人の

各事業年度の資本金等の額については、当該事業年度終了の日の電信売買相場の仲値により換算した

円換算額によるものであること。なお、電信売買相場の仲値は、原則として、その法人の主たる取引

金融機関のものによることとするが、その法人が、同一の方法により入手等をした合理的なものを継

続して使用している場合には、これによることを認めるものであること。

また、法第２３条第１項第４号の５イからニの規定により計算した金額が、当該算定期間終了の日

における資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額を下回る場合には、資本金の額及び

資本準備金の額の合算額又は出資金の額を均等割の税率適用区分の基準とすること。（法２３①Ⅳの

Ⅴ、法５２④・⑤・⑥）

４３の３ 法第２３条第１項第４号の５に規定する資本金等の額の算定に当たっては、同号イ(２)及び

(３)に掲げる金額についてその内容を証する書類を添付した申告書を提出した場合に限り、同号イ

(２)及び(３)に掲げる金額を減算することができるものであること。

４４ ２以上の道府県において事務所又は事業所を有する法人が、法第５３条第１項前段又は第２項の

規定により中間申告をする場合の前事業年度分又は前連結事業年度分として事業年度（連結事業年度

に該当する期間を除く。以下この節において同じ。）又は連結事業年度開始の日から６月を経過した

日の前日までに各道府県ごとに納付した法人税割額及び納付すべきことが確定した法人税割額の計算
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の基礎となる前事業年度又は前連結事業年度に係る法人税割額には、前事業年度に係るものにあって

は租税特別措置法第４２条の６第５項、第４２条の９第４項、第４２条の１２の４第５項、第６２条

第１項、第６２条の３第１項若しくは第９項又は第６３条第１項の規定により加算された金額に係る

部分は含まれないものであり、前連結事業年度に係るものにあっては個別帰属特別控除取戻税額等に

係る部分は含まれないものであることに留意すること。（法５３①前段・②、令８の６①・⑦・８の

８）したがって、前事業年度分又は前連結事業年度分として各道府県ごとに納付した法人税割額及び

納付すべきことが確定した法人税割額の合計額の算定に当たっては、前事業年度分又は前連結事業年

度分として各道府県ごとに納付した法人税割額及び納付すべきことが確定した法人税割額の合計額か

ら、前事業年度に係るものにあっては当該法人税割額の課税標準である法人税額に前事業年度の法人

税割の税率を乗じて得た金額に当該法人税額に対する租税特別措置法第４２条の６第５項、第４２条

の９第４項、第４２条の１２の４第５項、第６２条第１項、第６２条の３第１項若しくは第９項又は

第６３条第１項の規定により加算された金額の割合を乗じて得た額を、前連結事業年度に係るものに

あっては当該法人税割額の課税標準である個別帰属法人税額に前事業年度の法人税割の税率を乗じて

得た金額に当該個別帰属法人税額に対する個別帰属特別控除取戻税額等の割合を乗じて得た額を控除

する取扱いとすること。

４４の２ 法第５３条第２項に規定する連結法人に係る予定申告書について、次に掲げる場合には、そ

の提出を要しないものであること。（法５３②）

(１) 連結法人の前連結事業年度の連結法人税個別帰属支払額で当該連結事業年度開始の日から６月

を経過した日の前日までに確定した当該前連結事業年度の連結確定申告書に記載すべき法人税法第

８１条の２２第１項第２号に掲げる金額に係るもの（当該連結法人税個別帰属支払額のうちに租税

特別措置法第６８条の１１第５項、第６８条の１３第４項、第６８条の１５の５第５項、第６８条

の６７第１項、第６８条の６８第１項若しくは第９項又は第６８条の６９第１項の規定により加算

された金額のうち当該法人に係る金額に相当する金額がある場合には、当該相当する金額を控除し

た金額）の６倍の金額を当該前連結事業年度の月数で除して得た金額が１０万円以下である場合又

は当該金額がない場合（令８の９①）

(２) 連結法人の当該連結事業年度開始の日の前日の属する事業年度の確定申告書に記載すべき法人

税法第７４条第１項第２号に掲げる金額で当該連結事業年度開始の日から６月を経過した日の前日

までに確定したもの（当該金額のうちに租税特別措置法第４２条の６第５項、第４２条の９第４項、

第４２条の１２の４第５項、第６２条第１項、第６２条の３第１項若しくは第９項又は第６３条第

１項の規定により加算された金額がある場合には、当該加算された金額を控除した額）の６倍の金

額を当該連結事業年度開始の日の前日の属する事業年度の月数で除して得た金額が１０万円以下で

ある場合又は当該金額がない場合（令８の１０①）

４５ 法第５３条第１項後段の規定によって申告書の提出があったものとみなされる法人には、法人税

法第７１条第２項又は第３項の規定の適用を受ける適格合併に係る合併法人が含まれるものであり、

法第５３条第３項の規定によって申告書の提出があったものとみなされる法人には、令第８条の９第

２項及び第３項（これらの規定を令第８条の１０第２項において準用する場合を含む。）の規定の適

用を受ける適格合併に係る合併法人が含まれるものであることに留意すること。

４６ 法人（法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあり、かつ、収益事業を行うもの（
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当該社団又は財団で収益事業を廃止したものを含む。（以下この章中「人格のない社団等」という。

））又は法人課税信託の引受けを行うものを含む。）の道府県民税の徴収の方法については、おおむ

ね市町村民税の場合と同様であること。

なお、法人税を課されない法人については、申告もれになるおそれがあるので、周知方に努力すべ

きこと。（法５３①）

４６の２ 内国法人が各事業年度又は各連結事業年度において租税特別措置法第６６条の７第５項及び

第１１項又は第６８条の９１第４項及び第１０項の規定の適用を受ける場合において、当該事業年度

又は連結事業年度の控除対象所得税額等相当額（同法第６６条の７第５項に規定する控除対象所得税

額等相当額をいう。以下４６の２において同じ。）又は個別控除対象所得税額等相当額（同法第６８

条の９１第４項に規定する個別控除対象所得税額等相当額をいう。以下４６の２において同じ。）の

うち、同法第６６条の７第５項に規定する法人税の額及び同条第１１項に規定する所得地方法人税額

の合計額又は同法第６８条の９１第４項に規定する法人税の額及び同条第１０項に規定する所得地方

法人税額の合計額を超える額があるときは、法人税割額から税額控除が認められているものであるが、

その運用に当たっては、次の諸点に留意すること。（法５３㉔）

(１) 法人税において、控除対象所得税額等相当額又は個別控除対象所得税額等相当額の税額控除が

行われた結果全額法人税額及び地方法人税額から控除することができる場合には、道府県民税の法

人税割額から控除すべき控除対象所得税額等相当額又は個別控除対象所得税額等相当額はないもの

であること。

(２) 本税額控除においては、外国税額控除における控除余裕額、控除限度超過額等の繰越に相当す

る制度は設けられていないものであること。

(３) ２以上の道府県において事務所又は事業所を有する法人の関係道府県ごとの法人税割額から控

除すべき控除対象所得税額等相当額又は個別控除対象所得税額等相当額の計算は、法第５７条第２

項に規定する従業者の数に按分して算定するものであること。

なお、２以上の道府県において事業所等を有する法人が令第９条の７第７項ただし書の規定によ

り外国税額控除に係る道府県民税の控除限度額を計算した場合には、当該従業者の数は、令第９条

の６の２第１項及び規則第３条の２第１項の規定により補正することとされているものであること。

（令９の６の２①・則３の２①）

(４) 法第５３条第２４項の規定による控除をされるべき金額の計算の基礎となる所得税等の額（租

税特別措置法第６６条の７第５項又は第６８条の９１第４項に規定する所得税等の額をいう。以下

(４)において同じ。）は、所得税等の額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記

載した総務省令で定める書類に当該計算の基礎となる当該所得税等の額として記載された金額を限

度とするものであること。（令９の６の２②）

４７ 内国法人又は外国法人が外国において外国の法人税等（外国法人にあっては、法人税法第１３８

条第１項第１号に掲げる国内源泉所得につき外国の法令により課されたものに限る。）を課された場

合には、当該外国において課された外国の法人税等の額のうち、法人税法第６９条第１項の控除限度

額若しくは同法第１４４条の２第１項の控除限度額又は同法第８１条の１５第１項の連結控除限度個

別帰属額及び法人税法施行令（昭和４０年政令第９７号）第１４２条の３の地方法人税の控除限度額

若しくは同令第１９７条第５項第１号に規定する地方法人税の控除限度額又は同令第１５５条の３０
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の地方法人税の控除限度個別帰属額の合計額を超える額があるときは、令第９条の７第７項の規定に

より計算した道府県民税の控除限度額以内の額について法人税割額（外国法人にあっては、法人税法

第１４１条第１号イに掲げる国内源泉所得に対する法人税額を課税標準として課するものに限る。）

から税額控除が認められているものであるが、その運用に当たっては、次の諸点に留意すること。（

法５３㉖）

(１) 「外国の法人税等」とは、おおむね、外国の法令に基づき外国又はその地方公共団体により法

人の所得を課税標準として課される税をいうものであるが、その範囲については法人税法施行令第

１４１条に規定するところによるものであり、控除の対象となる外国の法人税等の額は法人税法第

６９条第１項に規定する控除対象外国法人税の額若しくは同法第１４４条の２第１項に規定する控

除対象外国法人税の額又は同法第８１条の１５第１項に規定する個別控除対象外国法人税の額の計

算の例によるものであること。（令９の７①）

なお、内国法人が、租税特別措置法第６６条の６第１項、第６項若しくは第８項、第６６条の９

の２第１項、第６項若しくは第８項、第６８条の９０第１項、第６項若しくは第８項又は第６８条

の９３の２第１項、第６項若しくは第８項の規定により外国関係会社又は外国関係法人に係る課税

対象金額、部分課税対象金額、金融子会社等部分課税対象金額又は金融関係法人部分課税対象金額

を当該事業年度の所得又は当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入した場合

に令第９条の７第３項の規定により外国の法人税等とみなされる額も外国の法人税等の額に含まれ

るものであること。（令９の７③）

(２) 道府県民税の控除限度額は、原則として法人税の控除限度額に１００分の１を乗じて計算した

額とされているが、標準税率を超える税率で法人税割を課する道府県に事業所等を有する法人にあ

っては、当該法人の選択により、法人税の控除限度額に当該税率に相当する割合を乗じて計算した

額とすることができるものとされていること。（令９の７⑦）

(３) 道府県民税の法人税割から控除することができる外国の法人税等の額は、当該外国の法人税等

の額のうち、法人税法第６９条第１項の控除限度額若しくは同法第１４４条の２第１項に規定する

控除限度額又は同法第８１条の１５第１項の連結控除限度個別帰属額及び法人税法施行令第１４２

条の３の地方法人税の控除限度額若しくは同令第１９７条第５項第１号に規定する地方法人税の控

除限度額又は同令第１５５条の３０の地方法人税の控除限度個別帰属額の合計額を超える額のうち

道府県民税の控除限度額以内の額に限られるものであること。したがって、法人税において、当該

外国の法人税等の額の税額控除が行われた結果全額法人税額及び地方法人税額から控除することが

できる場合には、道府県民税の法人税割額から控除すべき外国の法人税等の額はないものであるか

ら留意すること。

なお、各事業年度又は各連結事業年度において道府県民税の控除余裕額を生じた場合は、当該事

業年度若しくは連結事業年度の開始の日前３年以内に開始した各事業年度若しくは各連結事業年度

（以下(３)において「前３年以内の各事業年度又は各連結事業年度」という。）における控除限度

額を超える外国税額のうち令第９条の７第２項に規定する額を当該事業年度又は連結事業年度にお

いて課された外国の法人税等の額とみなし、当該事業年度又は連結事業年度へ繰り越して外国の法

人税等の額を控除することとされているものであること。（令９の７②）

また、各事業年度又は各連結事業年度において課された外国の法人税等の額が当該事業年度又は
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連結事業年度の国税、道府県民税及び市町村民税の控除限度額の合計額を超える場合は、前３年以

内の各事業年度又は各連結事業年度における道府県民税の控除余裕額のうち令第９条の７第８項に

規定する額を当該事業年度分又は連結事業年度分の道府県民税の控除限度額に加算して外国の法人

税等の額を控除することとされているものであること。（令９の７⑧）

なお、次に掲げる事業年度又は連結事業年度における控除限度額を超える外国税額及び道府県民

税の控除余裕額は、前３年以内の各事業年度又は各連結事業年度における控除限度額を超える外国

税額及び道府県民税の控除余裕額に含まれないものであること。

ア 法人が外国の法人税等の額を法人税の課税標準である所得の計算上損金に算入した事業年度が

あるときは、当該損金に算入した事業年度以前の事業年度又は連結事業年度

イ 法人が外国の法人税等の額を法人税の課税標準である連結所得の計算上損金に算入した連結事

業年度があるとき、又は当該法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人が外国の法人税

等の額を法人税の課税標準である連結所得の計算上損金に算入した連結事業年度があるときは、

当該損金に算入した連結事業年度以前の連結事業年度又は事業年度

(４) 内国法人又は外国法人が適格合併、適格分割又は適格現物出資（以下(４)及び(６)において「

適格合併等」という。）により被合併法人、分割法人又は現物出資法人（(６)において「被合併法

人等」という。）から事業の全部又は一部の移転を受けた場合には、当該内国法人又は外国法人の

当該適格合併等の日の属する事業年度又は連結事業年度以後の各事業年度又は各連結事業年度にお

いては、次に掲げる適格合併等の区分に応じ次に定める金額は、当該内国法人又は外国法人の当該

事業年度又は連結事業年度開始の日前３年以内に開始した各事業年度又は各連結事業年度（(６)に

おいて「前３年内事業年度等」という。）の控除限度超過額及び道府県民税の控除余裕額とみなす。

（令９の７⑨～⑱）

ア 適格合併 当該適格合併に係る被合併法人の当該適格合併の日前３年以内に開始した各事業年

度又は各連結事業年度の控除限度超過額及び道府県民税の控除余裕額

イ 適格分割又は適格現物出資（以下イ及び(６)イにおいて「適格分割等」という。） 当該適格

分割等に係る分割法人又は現物出資法人（(６)イにおいて「分割法人等」という。）の当該適格

分割等の日の属する事業年度又は連結事業年度開始の日前３年以内に開始した各事業年度又は各

連結事業年度の控除限度超過額及び道府県民税の控除余裕額のうち、当該適格分割等により当該

内国法人又は外国法人が移転を受けた事業に係る部分の金額

(５) 外国の法人税等の額のうち、道府県民税の法人税割の額を超えるため控除することができなか

った額（以下(５)及び(６)において「控除未済外国法人税等額」という。）があるときは、法人税

と異なり、当該控除未済外国法人税等額はこれを還付することなく、その額を３年間に限って繰越

控除するものであること。（令９の７⑳）

(６) 令第９条の７第２０項に規定する所得等申告法人（以下(６)において「所得等申告法人」とい

う。）が、適格合併等により被合併法人等から事業の全部又は一部の移転を受けた場合には、当該

所得等申告法人の当該合併等の日の属する事業年度又は連結事業年度以後の各事業年度又は各連結

事業年度においては、次に掲げる適格合併等の区分に応じ次に定める金額は、当該所得等申告法人

の前３年内事業年度等の控除未済外国法人税等額とみなす。（令９の７㉑～㉘）

ア 適格合併 当該適格合併に係る被合併法人の当該適格合併の日前３年以内に開始した各事業年
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度又は各連結事業年度の控除未済外国法人税等額

イ 適格分割等 当該適格分割等に係る分割法人等の当該適格分割等の日の属する事業年度又は連

結事業年度開始の日前３年以内に開始した各事業年度又は各連結事業年度の控除未済外国法人税

等額のうち、当該適格分割等により当該所得等申告法人が移転を受けた事業に係る部分の金額

(７) ２以上の道府県において事務所又は事業所を有する法人の関係道府県ごとの法人税割額から控

除すべき外国の法人税等の額の計算は、法第５７条第２項に規定する従業者の数に按分して算定す

るものであること。

なお、２以上の道府県において事業所等を有する法人が令第９条の７第７項ただし書の規定によ

り道府県民税の控除限度額を計算した場合には、当該従業者の数は、同条第２９項及び規則第３条

の２第１項の規定により補正することとされているものであること。（令９の７㉙・則３の２①）

(８) 法第５３条第２６項の規定による控除をされるべき金額の計算の基礎となる当該事業年度又は

連結事業年度において課された外国の法人税等の額その他の規則第３条の２第４項で定める金額は、

道府県知事において特別の事情があると認める場合を除くほか、外国の法人税等の額の控除に関す

る事項を記載した規則第７号の２様式に当該計算の基礎となる金額として記載された金額を限度と

する。（令９の７㉚・則３の２④）

４８ 各事業年度又は各連結事業年度の開始の日前に開始した事業年度又は連結事業年度の内国法人の

法人税割額について減額更正をした場合において、当該更正により減少する部分の金額のうち事実を

仮装して経理した金額に係るもの（以下４８において「仮装経理法人税割額」という。）については、

当該各事業年度又は当該各連結事業年度（当該更正の日以後に終了する事業年度又は連結事業年度に

限る。）の法人税割額から（５）に掲げる場合に還付又は充当すべきこととなった金額を除いて控除

することとされているが、その運用に当たっては、次の諸点に留意すること。（法５３㉗・㉝～㊲）

(１) 仮装経理法人税割額とは、法人税において事実を仮装して経理した金額に係る法人税額又は連

結法人税額として算定された法人税法第１３５条第１項に規定する仮装経理法人税額に対応する法

人税割額をいうものであること。（令９の８）この場合において、法人税にあっては、仮装経理に

基づく過大申告の場合の更正に伴って、前１年以内の法人税額又は連結法人税額を限度とする還付

の制度があるが、法人の道府県民税については、この制度をとっていないので、法人税法第１３５

条第２項の規定により還付される金額を含めた法人税額又は連結法人税額に係る個別帰属法人税額

に対応する法人税割額を控除するものであることに留意すること。（法人税法１３５②）

(２) 控除は、更正の日以後に終了する事業年度又は連結事業年度の確定申告に係る法人税割額（当

該確定申告に係る申告書を提出すべき事業年度又は連結事業年度の修正申告及び更正又は決定によ

る法人税割額を含む。）から行うものであること。（法５３㉗）

(３) 法第５５条第１項又は第３項の規定による更正をした場合において、仮装経理法人税割額があ

るときは、法第５５条第４項の規定による通知の際に当該金額を併せて通知すること。（法人税法

１２９②参照）

(４) 各事業年度又は各連結事業年度の終了の日以前に行われた適格合併に係る被合併法人の当該適

格合併の日前に開始した事業年度又は連結事業年度の法人税割につき更正を受けた場合の仮装経理

法人税割額についても、合併法人の法人税割額から控除されるものであること。（法５３㉗）

(５) 仮装経理法人税割額の還付又は充当については次の場合について行うものとすること。



- 56 -

ア 更正の日の属する事業年度又は連結事業年度開始の日から５年を経過する日の属する事業年度

又は連結事業年度の法人の道府県民税の確定申告書の提出期限が到来した場合（法５３㉞）

イ 残余財産が確定したときは、その残余財産の確定の日の属する事業年度の法人の道府県民税の

確定申告書の提出期限が到来した場合（法５３㉞）

ウ 合併による解散（適格合併による解散を除く。）をしたときは、その合併の日の前日の属する

事業年度の法人の道府県民税の確定申告書の提出期限が到来した場合（法５３㉞）

エ 破産手続開始の決定による解散をしたときは、その破産手続開始の決定の日の属する事業年度

の法人の道府県民税の確定申告書の提出期限が到来した場合（法５３㉞）

オ 普通法人又は協同組合等が法人税法第２条第６号に規定する公益法人等に該当することとなっ

たときは、その該当することとなった日の前日の属する事業年度の法人の道府県民税の確定申告

書の提出期限が到来した場合（法５３㉞）

カ アからオまでの場合において、法人の道府県民税の確定申告書の提出期限後に当該法人の道府

県民税の確定申告書の提出があった場合、又は当該法人の道府県民税の確定申告書に係る事業年

度若しくは連結事業年度の法人税割について法第５５条第２項の規定による決定があった場合

（法５３㉞）

キ 法第５３条第３５項各号に掲げる事実が生じたときに、その事実が生じた日以後１年以内に法

人から還付の請求があり、その請求に理由がある場合（法５３㊲）

４９ 道府県は、法人税額又は個別帰属法人税額に係る租税条約の実施に係る還付すべき金額が生ずる

ときは、当該金額を更正の日の属する事業年度若しくは連結事業年度の開始の日から１年以内に開始

する各事業年度若しくは各連結事業年度の法人税割額から順次控除することとされているが、その運

用に当たっては、次の諸点に留意すること。（法５３㉘～㉜・㊳）

(１) 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律（昭和４４年

法律第４６号）第７条第１項に規定する合意に基づき国税通則法第２４条又は第２６条の規定によ

る更正が行われた場合とは、同項の規定により税務署長が国税通則法第２４条又は第２６条の規定

により更正をした場合をいうものであること。（法５３㉘・㉙）

(２) 更正の請求があった日の翌日から起算して３月を経過した日以後に更正を行った場合には、法

第５３条第２８項及び第２９項の規定は適用されないものであること。

なお、更正の請求がなく更正を行った場合には、常にこれらの規定は適用されるものであること。

（法５３㉘・㉙）

(３) 法第５５条第１項又は第３項の規定による更正をした場合において、法第５３条第２８項又は

第２９項の規定の適用を受ける金額があるときは、法第５５条第４項の通知の際に法第５３条第２

８項又は第２９項の規定の適用がある旨及びこれらの規定により繰越控除の対象となる金額を併せ

て通知するものであること。

(４) 法人が適格合併により解散をした後に法第５３条第２８項から第３０項までに規定する法第５

５条第１項又は第３項の規定による更正があった場合にも控除が認められるものであること。（法

５３㉛）

(５) 繰越控除は、各事業年度又は各連結事業年度の確定申告に係る法人税割額からのみ行うもので

あること。
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なお、法人税割額からの税額控除としては、控除対象所得税額等相当額又は個別控除対象所得税

額等相当額の控除、外国税額控除、仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う法人税割額の控

除及び租税条約の実施に係る還付すべき金額の控除があるが、まず控除対象所得税額等相当額又は

個別控除対象所得税額等相当額、外国税額、仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う法人税

割額の順に控除をし、既に納付すべきことが確定している法人税割額がある場合にはこれを控除し

た後に、租税条約の実施に係る還付すべき金額を控除するものであること。（法５３㉜）

４９の２ 道府県は、地域再生法の一部を改正する法律（平成２８年法律第３０号）の施行の日から令

和７年３月３１日までの間に、法人税法の規定による青色申告書の提出の承認を受けている法人又は

連結親法人（法人税法第２条第１２号の６の７に規定する連結親法人をいう。以下４９の２において

同じ。）若しくは当該連結親法人との間に連結完全支配関係（法人税法第２条第１２号の７の７に規

定する連結完全支配関係をいう。）がある連結子法人（法人税法第２条第１２号の７に規定する連結

子法人をいい、同条第１６号に規定する連結申告法人に限る。以下４９の２において同じ。）が、地

域再生法（平成１７年法律第２４号）第８条第１項に規定する認定地方公共団体（以下４９の２にお

いて「認定地方公共団体」という。）に対して当該認定地方公共団体が行うまち・ひと・しごと創生

寄附活用事業（当該認定地方公共団体の作成した同項に規定する認定地域再生計画に記載されている

同法第５条第４項第２号に規定するまち・ひと・しごと創生寄附活用事業をいう。）に関連する寄附

金（その寄附をした者がその寄附によって設けられた設備を専属的に利用することその他特別の利益

がその寄附をした者に及ぶと認められるものを除く。以下４９の２において「特定寄附金」とい

う。）を支出した場合には、当該特定寄附金を支出した日を含む事業年度（解散（合併による解散を

除く。）の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。以下４９の２において「寄附金支出事

業年度」という。）又は当該特定寄附金を支出した日を含む連結事業年度（以下４９の２において

「寄附金支出連結事業年度」という。）において、法附則第８条の２の２第１項から第６項までの規

定による控除（以下４９の２において「特定寄附金税額控除」という。）を行うこととされているが、

その運用に当たっては、次の諸点に留意すること。

(１) 次に掲げる連結親法人又は連結子法人は、特定寄附金税額控除の適用を受けられないものであ

ること。（法附則８の２の２④）

ア 連結親法人の解散の日を含む連結事業年度における当該連結親法人

イ 連結子法人の解散の日を含む連結事業年度におけるその解散した連結子法人

ウ 清算中の連結子法人

(２) 特定寄附金税額控除は、法第５３条第１項（同項に規定する予定申告法人に係る部分を除

く。）、第４項、第２２項又は第２３項の規定により申告納付すべき道府県民税の法人税割額から

のみ行うものであること。（法附則８の２の２①・③）

なお、特定寄附金税額控除の適用がある場合における法人税割額からの税額控除は、まず特定寄

附金税額控除による控除をし、次に控除対象所得税額等相当額又は個別控除対象所得税額等相当額、

外国税額、仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う法人税割額の順に控除をし、既に納付す

べきことが確定している法人税割額がある場合にはこれを控除した後に、租税条約の実施に係る還

付すべき金額を控除するものであること。（法附則８の２の２⑥）

(３) 特定寄附金税額控除による控除額は、特定寄附金の額の合計額（２以上の道府県において事務
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所又は事業所を有する法人にあっては、当該合計額を法第５７条第１項の規定による道府県民税の

法人税割の分割の基準となる従業者の数に按分して計算した金額）の１００分の５．７に相当する

金額とすること。ただし、当該控除額が当該法人の当該寄附金支出事業年度又は当該寄附金支出連

結事業年度の特定寄附金税額控除、控除対象所得税額等相当額又は個別控除対象所得税額等相当額

の控除、外国税額控除、仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う法人税割額の控除及び租税

条約の実施に係る還付すべき金額の控除をしないで計算した場合の道府県民税の法人税割額（当該

法人税割額のうちに法人税法第８９条（同法第１４５条の５において準用する場合を含む。）の申

告書に係る法人税額が含まれている場合には、当該法人税額をないものとして計算した場合の道府

県民税の法人税割額とする。）の１００分の２０を超えるときは、その控除する金額は当該１００

分の２０に相当する金額とすること。（法附則８の２の２①・③）

(４) 特定寄附金税額控除の適用を受けられるのは、仮決算に係る中間申告書、確定申告書（控除を

受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正

請求書を含む。）に控除の対象となる特定寄附金の額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関

する明細を記載した規則第７号の３様式及び当該書類に記載された寄附金が特定寄附金に該当する

ことを証する書類として認定地方公共団体が当該寄附金の受領について地域再生法施行規則（平成

１７年内閣府令第５３号）第１４条第１項の規定により交付する書類の写しの添付がある場合に限

ること。また、(３)の控除額の計算の基礎となる特定寄附金の額は、仮決算に係る中間申告書又は

確定申告書に添付されたこれらの書類に記載された特定寄附金の額を限度とすること。（法附則８

の２の２②・⑤）

５０ 法人税割の課税標準である法人税額とは、内国法人にあっては次に掲げる事項の適用前の法人税

額（法人税法第８１条の１９第１項（同法第８１条の２０第１項の規定が適用される場合を含む。）

及び第８１条の２２第１項の規定による申告書に係る法人税額を除く。）を、外国法人にあっては恒

久的施設帰属所得及び恒久的施設非帰属所得の区分ごとの次に掲げる事項（(14)及び(15)を除く。）

の適用前の法人税額をいうものであり、したがって法人が現実に納付すべき法人税額と異なる場合の

あることに留意すること。（法２３①Ⅳ）

※産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律（令和３年法律第 号）の施行の日以後に終了

する事業年度分の法人の道府県民税及び同日以後に終了する連結事業年度分の法人の道府県民税並

びに同日以後に終了する事業年度に係る法人の事業税について適用

５０ 法人税割の課税標準である法人税額とは、内国法人にあっては次に掲げる事項の適用前の法人

税額（法人税法第８１条の１９第１項（同法第８１条の２０第１項の規定が適用される場合を含

む。）及び第８１条の２２第１項の規定による申告書に係る法人税額を除く。）を、外国法人にあ

っては恒久的施設帰属所得及び恒久的施設非帰属所得の区分ごとの次に掲げる事項（(15)及び(16)

を除く。）の適用前の法人税額をいうものであり、したがって法人が現実に納付すべき法人税額と

異なる場合のあることに留意すること。（法２３①Ⅳ）

(１) 法人税額からの利子及び配当等に係る所得税額の控除（法人税法６８・１４４、措置法３の３

⑤・６③・８の３⑤・９の２④・９の３の２⑦・４１の９④・４１の１２④・４１の１２の２⑦・

４１の２２②）

(２) 法人税額からの外国税額の控除（法人税法６９・１４４の２、措置法６６の７①・６６の９の
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３①）

(３) 法人税額からの分配時調整外国税相当額の控除（法人税法６９の２・１４４の２の２、措置法

９の３の２⑦・９の６④・９の６の２④・９の６の３④・９の６の４④）

(４) 仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う法人税額の控除（法人税法７０）

(５) 試験研究費の総額に係る法人税額の特別控除及び特別試験研究費に係る法人税額の特別控除

（中小企業者等（租税特別措置法第４２条の４第４項に規定する中小企業者等をいう。以下５０及

び５０の２において同じ。）の試験研究費に係るものを除く。）（措置法４２の４、法附則８①・

②）

(６) 国家戦略特別区域において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除（措置法４２の１０②

・⑤・⑥）

(７) 国際戦略総合特別区域において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除（措置法４２の１

１②・⑥・⑦）

(８) 地域経済牽引事業の促進区域内において特定事業用機械等を取得した場合の法人税額の特別

控除（中小企業者等に係るものを除く。）（措置法４２の１１の２②・⑤・⑥、法附則８⑤）

(９) 地方活力向上地域等において特定建物等を取得した場合の法人税額の特別控除（中小企業者等

に係るものを除く。）（措置法４２の１１の３②・⑤・⑥、法附則８⑦）

(10) 地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除（中小企業者等

に係るものを除く。）（措置法４２の１２、法附則８⑨）

(11) 認定地方公共団体の寄附活用事業に関連する寄附をした場合の法人税額の特別控除（措置法４

２の１２の２）

(12) 給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除（中小企業者等に係るものを除く。）

（措置法４２の１２の５、法附則８⑪・⑬）

(13) 認定特定高度情報通信技術活用設備を取得した場合の法人税額の特別控除（中小企業者等に係

るものを除く。）（措置法４２の１２の５の２②・⑤・⑥、法附則８⑮）

(14) 法人税額からの外国関係会社に係る控除対象所得税額等相当額の控除（措置法６６の７④～⑥

・⑧～⑩）

(15) 法人税額からの外国関係法人に係る控除対象所得税額等相当額の控除（措置法６６の９の３④

・⑤・⑦～⑨）

※産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律（令和３年法律第 号）の施行の日以後に終

了する事業年度分の法人の道府県民税及び同日以後に終了する連結事業年度分の法人の道府県民

税並びに同日以後に終了する事業年度に係る法人の事業税について適用

(13) 認定特定高度情報通信技術活用設備を取得した場合の法人税額の特別控除（中小企業者等に

係るものを除く。）（措置法４２の１２の６②・⑤・⑥、法附則８⑮）

(14) 事業適応設備を取得した場合等の法人税額の特別控除（中小企業者等に係るものを除く。）

（措置法４２の１２の７④～⑥・⑨・⑩、法附則８⑰・⑲）

(15) 法人税額からの外国関係会社に係る控除対象所得税額等相当額の控除（措置法６６の７④～

⑥・⑧～⑩）

(16) 法人税額からの外国関係法人に係る控除対象所得税額等相当額の控除（措置法６６の９の３
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④・⑤・⑦～⑨）

５０の２ ５０(５)、(８)、(９)、(10)、(12)及び(13)における中小企業者等であるかどうかの判定の

時期については次の点に留意すること。

※産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律（令和３年法律第 号）の施行の日以後に終了

する事業年度分の法人の道府県民税及び同日以後に終了する連結事業年度分の法人の道府県民税並

びに同日以後に終了する事業年度に係る法人の事業税について適用

５０の２ ５０(５)、(８)、(９)、(10)、(12)、(13)及び(14)における中小企業者等であるかどうか

の判定の時期については次の点に留意すること。

(１) 法人が５０(５)、(10)及び(12)における中小企業者等に該当する法人であるかどうかは、当該

事業年度終了の時の現況により判定するものとする。

(２) 法人が５０(８)における中小企業者等に該当する法人であるかどうかは、その取得等をした特

定事業用機械等を事業の用に供した日の現況により判定するものとする。

(３) 法人が５０(９)における中小企業者等に該当する法人であるかどうかは、その取得等をした特

定建物等を事業の用に供した日の現況により判定するものとする。

(４) 法人が５０(13)における中小企業者等に該当する法人であるかどうかは、その取得等をした認

定特定高度情報通信技術活用設備を事業の用に供した日の現況により判定するものとする。

※産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律（令和３年法律第 号）の施行の日以後に終

了する事業年度分の法人の道府県民税及び同日以後に終了する連結事業年度分の法人の道府県民

税並びに同日以後に終了する事業年度に係る法人の事業税について適用

(５) 法人が５０(14)における中小企業者等に該当する法人であるかどうかは、租税特別措置法第

４２条の１２の７第４項の規定により控除された金額がある場合にあってはその取得等をした情

報技術事業適応設備を事業の用に供した日の現況により判定するものとし、同条第５項の規定に

より控除された金額がある場合にあっては当該事業年度終了の時の現況により判定するものとし

同条第６項の規定により控除された金額がある場合にあってはその取得等をした生産工程効率化

等設備等を事業の用に供した日の現況により判定するものとする。

５０の３ 法人税割の課税標準である個別帰属法人税額とは、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定

める額をいうものであること。（法２３①ⅣのⅡ）

(１) 個別帰属特別控除取戻税額等がない場合であって調整前個別帰属法人税額が０以上であるとき

又は、個別帰属特別控除取戻税額等がある場合であって調整前個別帰属法人税額が個別帰属特別控

除取戻税額等以上であるとき 調整前個別帰属法人税額

(２) 個別帰属特別控除取戻税額等がない場合であって調整前個別帰属法人税額が０を下回るとき

０

(３) 個別帰属特別控除取戻税額等がある場合であって調整前個別帰属法人税額が個別帰属特別控除

取戻税額等を下回るとき 個別帰属特別控除取戻税額等

５０の４ 調整前個別帰属法人税額とは、連結法人の法人税法第８１条の１８第１項の規定により計算

される法人税の負担額として帰せられる金額がある場合には、当該法人税の負担額として帰せられる

金額に次に掲げる金額のうち当該連結法人に係る金額に相当する金額の合計額を加算した額をいい、

連結法人の法人税法第８１条の１８第１項の規定により計算される法人税の減少額として帰せられる
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金額がある場合には、次に掲げる金額のうち当該連結法人に係る金額に相当する金額の合計額から当

該法人税の減少額として帰せられる金額を差し引いた額をいうものであること。（法２３①ⅣのⅢ）

(１) 法人税額からの利子及び配当等に係る所得税額の控除額（法人税法８１の１８①Ⅱ）

(２) 法人税額からの外国税額の控除額（法人税法８１の１８①Ⅲ）

(３) 法人税額からの分配時調整外国税相当額の控除額（法人税法８１の１８①Ⅳ）

(４) 連結欠損金の繰戻しによる還付額（法人税法８１の１８①Ⅴ）

(５) 試験研究費の総額に係る法人税額の特別控除及び特別試験研究費に係る法人税額の特別控除

（法附則第８条第３項に規定する中小連結親法人等（以下５０の４及び５０の６において「中小連

結親法人等」という。）の試験研究費に係るものを除く。）（措置法６８の９、法附則８③・④）

(６) 国家戦略特別区域において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除（措置法６８の１４②

・⑥・⑦）

(７) 国際戦略総合特別区域において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除（措置法６８の１

４の２②・⑥・⑦）

(８) 地域経済牽引事業の促進区域内において特定事業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控

除（中小連結親法人等に係るものを除く。）（措置法６８の１４の３②・④・⑥・⑦、法附則８

⑥）

(９) 地方活力向上地域等において特定建物等を取得した場合の法人税額の特別控除（中小連結親法

人等に係るものを除く。）（措置法６８の１５②・④・⑥・⑦、法附則８⑧）

(10) 地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除（中小連結親法

人等に係るものを除く。）（措置法６８の１５の２、法附則８⑩）

(11) 認定地方公共団体の寄附活用事業に関連する寄附をした場合の法人税額の特別控除（措置法６

８の１５の３）

(12) 給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除（中小連結親法人等に係るものを除く。

）（措置法６８の１５の６、法附則８⑫・⑭）

(13) 認定特定高度情報通信技術活用設備を取得した場合の法人税額の特別控除（中小連結親法人等

に係るものを除く。）（措置法６８の１５の６の２、法附則８⑯）

(14) 法人税額からの外国関係会社に係る個別控除対象所得税額等相当額の控除（措置法６８の９１

④・⑤・⑦～⑨）

(15) 法人税額からの外国関係法人に係る個別控除対象所得税額等相当額の控除（措置法６８の９３

の３④・⑤・⑦～⑨）

※産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律（令和３年法律第 号）の施行の日以後に終

了する事業年度分の法人の道府県民税及び同日以後に終了する連結事業年度分の法人の道府県民

税並びに同日以後に終了する事業年度に係る法人の事業税について適用

(14) 事業適応設備を取得した場合等の法人税額の特別控除（中小連結親法人等に係るものを除

く。）（措置法６８の１５の７、法附則８⑱・⑳）

(15) 法人税額からの外国関係会社に係る個別控除対象所得税額等相当額の控除（措置法６８の９

１④・⑤・⑦～⑨）

(16) 法人税額からの外国関係法人に係る個別控除対象所得税額等相当額の控除（措置法６８の９
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３の３④・⑤・⑦～⑨）

５０の５ 個別帰属特別控除取戻税額等とは、次に掲げる金額のうち当該連結法人に係る金額に相当す

る金額の合計額をいうものであること。（法２３①ⅣのⅣ、令６の２３）

(１) 中小連結法人が機械等を取得した場合の法人税額の特別控除額がある場合の連結納税の承認の

取消しによる取戻税額（措置法６８の１１⑤）

(２) 沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除額がある場合の連

結納税の承認の取消しによる取戻税額（措置法６８の１３④）

(３) 中小連結法人が特定経営力向上設備等を取得した場合の法人税額の特別控除額がある場合の連

結納税の承認の取消しによる取戻税額（措置法６８の１５の５⑤）

(４) 使途秘匿金の支出に対する法人税額（措置法６８の６７①）

(５) 土地譲渡利益金額に対する法人税額（措置法６８の６８①・⑨・６８の６９①）

５０の６ ５０の４(５)、(８)、(９)、(10)、(12)及び(13)における中小連結親法人等であるかどうか

の判定の時期については次の点に留意すること。

※産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律（令和３年法律第 号）の施行の日以後に終

了する事業年度分の法人の道府県民税及び同日以後に終了する連結事業年度分の法人の道府県民

税並びに同日以後に終了する事業年度に係る法人の事業税について適用

５０の６ ５０の４(５)、(８)、(９)、(10)、(12)、(13)及び(14)における中小連結親法人等であ

るかどうかの判定の時期については次の点に留意すること。

(１) 法人が５０の４(５)、(10)及び(12)における中小連結親法人等に該当する法人であるかどうか

は、当該連結事業年度終了の時の現況により判定するものとする。

(２) 法人が５０の４(８)における中小連結親法人等に該当する法人であるかどうかは、その取得等

をした特定事業用機械等を事業の用に供した日の現況により判定するものとする。

(３) 法人が５０の４(９)における中小連結親法人等に該当する法人であるかどうかは、その取得等

をした特定建物等を事業の用に供した日の現況により判定するものとする。

(４) 法人が５０の４(13)における中小連結親法人等に該当する法人であるかどうかは、その取得等

をした認定特定高度情報通信技術活用設備を事業の用に供した日の現況により判定するものとする

。

※産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律（令和３年法律第 号）の施行の日以後に終

了する事業年度分の法人の道府県民税及び同日以後に終了する連結事業年度分の法人の道府県民

税並びに同日以後に終了する事業年度に係る法人の事業税について適用

(５) 法人が５０の４(14)における中小連結親法人等に該当する法人であるかどうかは、租税特別

措置法第６８条の１５の７第４項の規定により控除された金額がある場合にあってはその取得等

をした情報技術事業適応設備を事業の用に供した日の現況により判定するものとし、同条第５項

の規定により控除された金額がある場合にあっては当該連結事業年度終了の時の現況により判定

するものとし、同条第６項の規定により控除された金額がある場合にあってはその取得等をした

生産工程効率化等設備等を事業の用に供した日の現況により判定するものとする。

５１ 道府県内に事務所又は事業所を有する法人は均等割及び法人税割の納税義務者であり、道府県内

に寮等のみを有する法人は均等割の納税義務者であり、法人課税信託の引受けを行うことにより法人
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税を課される個人で道府県内に事務所又は事業所があるものは法人税割の納税義務者となるものであ

ること。この場合において、寮等とは、寮、宿泊所、クラブ、保養所、集会所その他これらに類する

もので法人が従業員の宿泊、慰安、娯楽等の便宜等を図るために常時設けられている施設をいい、そ

れが自己の所有に属するものであると否とを問わないものであること。したがって寮、宿泊所、クラ

ブ等と呼ばれるものであっても、例えば独身寮、社員住宅等のように特定の従業員の居住のための施

設等は、もとよりこれに含まれないものであること。

なお、季節的に私人の住宅等を借り上げて臨時に開設する「海の家」等の施設までこれに含めよう

とする趣旨ではないものであること。

５２ 法人が解散（合併による解散を除く。）をした場合の法人税割又はこれと併せて納付する均等割

の取扱いについては、次の諸点に留意すること。

(１) 法人税割については、法人税において清算所得課税が廃止され、所得課税に移行したことに伴

い、税率は、法人税の課税標準の算定期間の末日現在における税率によること。（法５１②）

(２) 均等割については、その性格からして、清算期間中に現存する事務所、事業所、寮等に限って

納付するものであること。

５３ 法人が連結納税の適用を受ける場合には、法人税法第８１条の９第２項及び同条第４項に定める

場合を除くほか、当該法人の連結納税適用前に生じた欠損金額又は災害損失欠損金額は連結所得の計

算上損金の額に算入できないこととされているが、法人の道府県民税については、当該損金の額に算

入できない欠損金額又は災害損失欠損金額を基に算定した控除対象個別帰属調整額を１０年間に限っ

て法人税割の課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額から控除することとしていること。（法

５３⑤）

なお、この場合において次の諸点に留意すること。

(１) 控除対象個別帰属調整額の算定の基礎となる欠損金額には、法人税法第５７条第２項の規定に

より欠損金額とみなされたもの（最初連結事業年度の開始の日後に法人税法に規定する適格合併又

は法人との間に完全支配関係がある他の法人の残余財産が確定（以下５３、５３の２及び５３の３

において「適格合併等」という。）した場合の欠損金額は除く。）及び同条第６項の規定により欠

損金額とみなされたものを含み、同条第４項又は第５項の規定によりないものとされるものは含ま

ないものであること。また、控除対象個別帰属調整額の算定の基礎となる災害損失欠損金額には、

同法第５８条第２項の規定により災害損失欠損金額とみなされたもの（最初連結事業年度の開始の

日後に適格合併等が行われた場合の災害損失欠損金額を除く。）を含み、同条第３項の規定により

ないものとされたものを含まないものであること。

(２) 適格合併等が行われた場合において、被合併法人又は残余財産が確定した法人（以下５３、５

３の２及び５３の３において「被合併法人等」という。）について控除対象個別帰属調整額（当該

適格合併等の日前１０年以内に開始した事業年度に係る当該控除対象個別帰属調整額のうち、被合

併法人等において繰越控除された金額を控除した金額に限る。）があるときは、当該控除対象個別

帰属調整額は、合併法人又は残余財産が確定した法人の株主である法人（５３の２及び５３の３に

おいて「合併法人等」という。）の道府県民税の法人税割の課税標準である法人税額又は個別帰属

法人税額から繰越控除するものであること。（法５３⑦）

(３) 控除対象個別帰属調整額は、法人の最初連結事業年度において法人税法第８１条の９第２項の
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適用がないことを証する書類を添付した法人の道府県民税の確定申告書を提出し、かつ、その後連

続して法人の道府県民税の確定申告書を提出している場合に限り、法人税割の課税標準となる法人

税額又は個別帰属法人税額から控除することができるものであること。なお、２以上の最初連結事

業年度がある場合は、それぞれの連結適用前欠損金額又は連結適用前災害損失欠損金額が生じた事

業年度後最初の最初連結事業年度においてのみ法人税法第８１条の９第２項の適用がないことを証

する書類を添付した法人の道府県民税の確定申告書を提出することで足りるものであること。（法

５３⑧）

(４) 法人税法第８１条の９第２項の適用がないことを証する書類として確定申告書に添付するもの

には、連結親法人が最初連結事業年度において国の税務官署に提出する法人税の明細書（別表７の

２付表１）の写し、連結親法人の設立後に連結子法人が設立されたことを確認することができる書

類等が考えられること。

当該法人税の明細書の写しにより法人税法第８１条の９第２項の適用がないことを判定する場合

には、「連結法人名」の欄に当該法人の名称が記載されていないことを確認する必要があること。

なお、株式移転制度は平成１１年１０月１日から導入されたものであるから、同日前に設立され

た連結親法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人については、当該連結親法人の設立年月

日を確認することができる書類の添付で足りるものであること。（法５３⑧）

(５) 仮決算に係る中間申告書に係る法人税割の課税標準となる法人税額から控除した控除対象個別

帰属調整額は、確定申告に係る法人税割の課税標準である法人税額からも控除するものであること。

５３の２ 控除対象個別帰属税額（０（個別帰属特別控除取戻税額等がある場合にあっては、当該個別

帰属特別控除取戻税額等）から調整前個別帰属法人税額を差し引いた額で０を超えるものをいう。以

下５３の２において同じ。）が生じた場合においては、法人の道府県民税について、当該控除対象個

別帰属税額を１０年間に限って法人税割の課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額から控除す

ることとしていること。（法５３⑨）

なお、この場合において次の諸点に留意すること。

(１) 適格合併等が行われた場合において、被合併法人等について控除対象個別帰属税額（当該適格

合併等の日前１０年以内に開始した連結事業年度に係る当該控除対象個別帰属税額のうち、被合併

法人等において繰越控除された金額を控除した金額に限る。）があるときは、当該控除対象個別帰

属税額は、合併法人等の道府県民税の法人税割の課税標準である法人税額又は個別帰属法人税額か

ら繰越控除するものであること。（法５３⑩）

(２) 控除対象個別帰属税額は、当該控除対象個別帰属税額が生じた連結事業年度以後において連続

して法人の道府県民税の確定申告書を提出している場合に限り、法人税割の課税標準となる法人税

額又は個別帰属法人税額から控除することができるものであること。（法５３⑪）

(３) 仮決算に係る中間申告書に係る法人税割の課税標準となる法人税額から控除した控除対象個別

帰属税額は、確定申告に係る法人税割の課税標準である法人税額からも控除するものであること。

５３の３ 法人が法人税法第８０条又は第１４４条の１３の規定により法人税額について欠損金の繰戻

しによる還付を受けた場合又は同法第８１条の３１の規定により還付を受ける金額のうち当該法人に

帰せられる金額がある場合には、法人の道府県民税については、これらの制度をとらず、内国法人に

あっては、内国法人の控除対象還付法人税額又は控除対象個別帰属還付税額を法人税割の課税標準と



- 65 -

なる法人税額又は個別帰属法人税額から、外国法人にあっては、外国法人の恒久的施設帰属所得に係

る控除対象還付法人税額を恒久的施設帰属所得に対する法人税額から、外国法人の恒久的施設非帰属

所得に対する控除対象還付法人税額を恒久的施設非帰属所得に対する法人税額から、それぞれ１０年

間に限って控除することとしているのであるが、これは地方団体の財政規模が一般的に小さいために

損失の生じた年度において税収入の減少に加えて多額の還付金を生ずることが、その地方団体の財政

運営に支障をきたすものと考えられたことによるものであること。（法５３⑫・⑮）

なお、この場合において次の諸点に留意すること。

(１) 適格合併等が行われた場合において、被合併法人等について内国法人の控除対象還付法人税額、

外国法人の恒久的施設帰属所得に係る控除対象還付法人税額若しくは外国法人の恒久的施設非帰属

所得に対する控除対象還付法人税額（当該適格合併等の日前１０年以内に開始した事業年度（法人

税法第８０条第５項又は第１４４条の１３第１１項に規定する中間期間を含む。）に係る当該内国

法人の控除対象還付法人税額、当該外国法人の恒久的施設帰属所得に係る控除対象還付法人税額又

は当該外国法人の恒久的施設非帰属所得に対する控除対象還付法人税額のうち、被合併法人等にお

いて繰越控除された金額を控除した金額に限る。）又は控除対象個別帰属還付税額（当該適格合併

等の日前１０年以内に開始した連結事業年度（同法第８１条の３１第５項に規定する中間期間を含

む。）に係る控除対象個別帰属還付税額のうち、被合併法人等において繰越控除された金額を控除

した金額に限る。）があるときは、当該内国法人の控除対象還付法人税額、当該外国法人の恒久的

施設帰属所得に係る控除対象還付法人税額若しくは当該外国法人の恒久的施設非帰属所得に対する

控除対象還付法人税額又は控除対象個別帰属還付税額は、合併法人等の道府県民税について、内国

法人にあっては、内国法人の控除対象還付法人税額又は控除対象個別帰属還付税額を法人税割の課

税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額から、外国法人にあっては、外国法人の恒久的施設帰

属所得に係る控除対象還付法人税額を恒久的施設帰属所得に対する法人税額から、外国法人の恒久

的施設非帰属所得に対する控除対象還付法人税額を恒久的施設非帰属所得に対する法人税額から、

それぞれ繰越控除するものであること。（法５３⑬・⑯）

(２) 内国法人の控除対象還付法人税額、外国法人の恒久的施設帰属所得に係る控除対象還付法人税

額又は外国法人の恒久的施設非帰属所得に対する控除対象還付法人税額にあっては、当該内国法人

の控除対象還付法人税額、当該外国法人の恒久的施設帰属所得に係る控除対象還付法人税額又は当

該外国法人の恒久的施設非帰属所得に対する控除対象還付法人税額の計算の基礎となった欠損金額

に係る事業年度以後において連続して法人の道府県民税の確定申告書を提出している場合に限り、

控除対象個別帰属還付税額にあっては、当該控除対象個別帰属還付税額の計算の基礎となった連結

欠損金額に係る連結事業年度以後において連続して法人の道府県民税の確定申告書を提出している

場合に限り、内国法人にあっては、法人税割の課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額から、

外国法人にあっては、恒久的施設帰属所得に対する法人税額又は恒久的施設非帰属所得に対する法

人税額から、それぞれ控除することができるものであること。（法５３⑭・⑰）

(３) 仮決算に係る中間申告書に係る法人税割の課税標準となる法人税額から控除した内国法人の控

除対象還付法人税額、外国法人の恒久的施設帰属所得に係る控除対象還付法人税額若しくは外国法

人の恒久的施設非帰属所得に対する控除対象還付法人税額又は控除対象個別帰属還付税額は、確定

申告に係る法人税割の課税標準である法人税額からも控除するものであることに留意すること。
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５４ ５３、５３の２及び５３の３の場合の控除限度額は、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定め

る額とすること。（法５３⑤・⑨・⑫・⑮、令８の１３・８の１７・８の２０・８の２３）

(１) 連結申告法人以外の内国法人 法人税割の課税標準である法人税額について租税特別措置法第

４２条の６第５項、第４２条の９第４項、第４２条の１２の４第５項、第６２条第１項、第６２条

の３第１項若しくは第９項又は第６３条第１項の規定により加算された金額がある場合には、当該

法人税額から当該加算された金額を控除した額

(２) 連結申告法人 個別帰属法人税額について個別帰属特別控除取戻税額等がある場合には、当該

個別帰属法人税額から当該個別帰属特別控除取戻税額等を控除した額

(３) 恒久的施設帰属所得に対する法人税額の還付を受けた外国法人 法人税割の課税標準である法

人税法第１４１条第１号イに掲げる国内源泉所得に対する法人税額について租税特別措置法第６２

条第１項、第６２条の３第１項若しくは第９項又は第６３条第１項の規定により加算された金額が

ある場合には、当該法人税額から当該加算された金額を控除した額

(４) 恒久的施設非帰属所得に対する法人税額の還付を受けた外国法人 法人税割の課税標準である

法人税法第１４１条第１号ロに掲げる国内源泉所得に対する法人税額について租税特別措置法第６

２条第１項、第６２条の３第１項若しくは第９項又は第６３条第１項の規定により加算された金額

がある場合には、当該法人税額から当該加算された金額を控除した額

５４の２ 控除対象個別帰属調整額、控除対象個別帰属税額、内国法人の控除対象還付法人税額、外国

法人の恒久的施設帰属所得に係る控除対象還付法人税額及び外国法人の恒久的施設非帰属所得に対す

る控除対象還付法人税額並びに控除対象個別帰属還付税額の控除の順序については、まず控除対象個

別帰属調整額及び控除対象個別帰属税額を控除し、次に内国法人の控除対象還付法人税額、外国法人

の恒久的施設帰属所得に係る控除対象還付法人税額及び外国法人の恒久的施設非帰属所得に対する控

除対象還付法人税額並びに控除対象個別帰属還付税額を控除するものであること。（法５３⑱）

５５ 法人税法第８１条の２４第１項の規定により連結親法人の申告期限が延長された場合には、当該

連結親法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人の申告期限は連結親法人の申告期限と同じで

あるから（法５３④）、連結子法人の申告期限も同様に延長されるものであること。また、次に掲げ

る場合には、連結子法人についても都道府県知事に届出が必要であることに留意すること。（法５３

㊶）

(１) 連結親法人の申告期限の延長の処分があった場合

(２) 連結親法人の申告期限の延長の処分が変更又は取り消された場合

(３) 連結親法人が申告期限の延長の処分の適用を受けることをやめた場合

(４) 連結親法人が延長の処分を受けている期間内に法人税法第４条の３第１０項又は第１１項の規

定により連結納税の承認があったものとみなされた場合

５６ 法第５３条第１項、第２項、第４項又は第２２項の申告書を提出した法人は、課税標準の計算の

基礎となった法人税の額について国の税務官署の更正を受けた場合（同条第２項又は第４項の申告書

を提出した法人が連結子法人の場合にあっては、当該連結子法人との間に連結完全支配関係がある連

結親法人又は連結完全支配関係があった連結親法人が法人税の額について国の税務官署の更正を受け

た場合）には、法定納期限の翌日から起算して５年を経過した日以後においても、当該国の税務官署

が当該更正の通知をした日から２月以内に限って、法第２０条の９の３第１項の規定による更正の請
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求をすることができるものであること。この場合においては、同条第３項に規定する更正請求書には、

同項に規定する事項のほか、国の税務官署が当該更正の通知をした日を記載しなければならないもの

であること。（法５３の２）

５７ 延滞金の計算に当たってその計算の基礎となる期間から一定の期間を控除する規定は、法第５５

条第１項の規定によって行われた道府県民税の更正（当該更正に係る同条第３項の再更正を含む。）

に伴う不足税額に対する延滞金の計算について適用されるものであり、道府県民税の決定が行われた

場合における不足税額に対する延滞金の計算については適用されないものであること。

５８ ２以上の道府県において事務所又は事業所を有する法人の道府県民税の課税標準となるべき法人

税額又は個別帰属法人税額の分割の基準となる従業者の取扱いは、法人の事業税の分割基準の従業者

の取扱いと同様であること。

５９ ２以上の道府県において法第２４条第４項から第６項までの収益事業を行う公益法人等及び人格

のない社団等についてもその主たる事務所又は事業所は、原則として、当該法人の法人税の納税地と

一致させるものであること。

６０ ２以上の道府県において事務所又は事業所を有する外国法人については、法施行地において行う

事業の経営の責任者が主として執務する事務所又は事業所をもって主たる事務所又は事業所として取

り扱うものであること。

６１ 法人税について更正又は決定がなされた場合における法人税割額の捕捉を適確にするために、政

府は当該更正又は決定に係る所得及び連結所得の金額並びに法人税額及び連結法人税額を道府県知事

に通知すべきものとされたのであるが、この措置は、市町村民税及び事業税とも関係を有するので、

その趣旨において運用すべきものであること。（法６３）

第４節 利子等に係る道府県民税

第１５ 課税対象

６２ 利子割の課税対象となる利子等の範囲は、所得税における利子所得等の一律分離課税の対象とさ

れる利子等の範囲と一致するものであること。よって、私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に

係る配当等、国外私募公社債等運用投資信託等の配当等についてもこれに含まれるものであること。

（法２３①ⅩⅣホ）

第１６ 非課税の範囲

６３ 非居住者が支払いを受ける利子等については、住民税の性格等から利子割を非課税としているも

のであり、非課税の範囲について、この点のみが所得税における利子所得等の一律分離課税と一致し

ないものであること。（法２５の２）

６４ 障害者等の郵便貯金の利子、障害者等の少額預金の利子等又は勤労者財産形成住宅貯蓄・年金貯

蓄の利子等について、非課税とされるための手続は所得税に関する手続のみで足りるものであること。

６５ 所得税法等の規定によって所得税が非課税とされる当座預金の利子、こども銀行の預貯金の利子

等、オープン型の証券投資信託の収益の分配のうち一定のもの、公益信託又は加入者保護信託の信託

財産につき生ずる利子、特定寄附信託の信託財産につき生ずる利子、納税準備預金の利子及び納税貯

蓄組合預金の利子については、利子割も非課税としているものであること。（法７１の５②）



- 68 -

第１７ 課税標準及び税率

６６ 利子割の課税標準は、支払いを受けるべき利子等の額とするものであること。（法７１の５①）

６７ 勤労者財産形成住宅貯蓄・年金貯蓄につき目的外の払出等の要件違反の事実が生じた場合には、

当該事実が生じた日前５年以内に支払われた利子等については非課税とされず、当該事実が生じた日

において当該利子等の支払いがあったものとみなして、１００分の５の税率による課税が行われるも

のであること。（法７１の６②）

６８ 特定寄附信託契約又はその履行につき適正に実施されていないと認められる事実が生じた場合に

は、当該特定寄附信託契約の締結の時から当該事実が生じた日までの間に支払われた利子等について

は非課税とされず、当該事実が生じた日において当該利子等の支払いがあったものと、当該特定寄附

信託の受託者が当該利子等を支払ったものとそれぞれみなして、１００分の５の税率による課税が行

われるものであること。（法附則８の３の２）

第１８ 特別徴収

６９ 利子割の徴収については、特別徴収の方法によることとし、利子等の支払い又はその取扱いをす

る金融機関等で道府県内に利子等の支払いの事務又は利子等の支払いの取扱いの事務を行う営業所等

を有するものを、条例により特別徴収義務者として指定するものであること。（法７１の１０①）こ

の場合において、利子割の特別徴収義務者は、金融機関等である法人であって個々の営業所等ではな

いので、実際に特別徴収税額の納入日の事務を行う営業所等はどこであっても差し支えないものであ

ること。

７０ 特別徴収義務者は、一般的には「利子等の支払いをする者」、すなわち顧客に対し利子等の支払

いの債務を有する金融機関等とされるが、公社債利子等一定の金融商品に係る利子等については、

「利子等の支払いの取扱いをする者」、すなわち利子等の支払いの債務を有する金融機関等と顧客の

間に介在し利子等の支払いの取扱いを行う金融機関等がある場合にあっては、当該利子等の支払いの

取扱いを行う金融機関等とされるものであること。（法２４①Ⅴ・⑧・７１の１０①、令７の４の

２）

７１ 特別徴収義務者は、利子等の支払いの事務又は利子等の支払いの取扱いの事務を行う営業所等の

所在する道府県に特別徴収に係る税額を納入するものであるが、当該利子等の支払いの事務又は利子

等の支払いの取扱いの事務は、金融商品の種類ごとに特定されており、これによって金融商品の種類

ごとに利子割の納税先の道府県が特定されているものであること。（法２４①Ⅴ・⑧・７１の１０①、

令７の４の２、則１の１０）

第５節 特定配当等に係る道府県民税

第１９ 課税対象

７２ 配当割の課税対象となる特定配当等の範囲は、所得税における上場株式等に係る配当所得等の課

税の特例の対象とされる利子等及び配当等並びに割引債の差益金額に係る源泉徴収等の特例の対象と

される割引債の償還金の範囲と一致するものであること。（法２３①ⅩⅤ）
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第２０ 特別徴収

７３ 配当割の徴収については、特別徴収の方法によることとし、道府県は、特定配当等の支払いを受

けるべき日現在において当該道府県内に住所を有する個人に対して特定配当等の支払いをする者（当

該特定配当等が国外特定配当等、租税特別措置法第９条の３の２第１項に規定する上場株式等の配当

等又は同法第４１条の１２の２第３項に規定する特定割引債の償還金に係る差益金額である場合にお

いて、その支払いを取り扱う者があるときは、その者。以下この項において同じ。）を、当該道府県

の条例により包括的に指定するものであること。（法７１の３０・７１の３１①）この場合において、

特別徴収義務者は特定配当等の支払いをする者である法人であって、個々の支店、支社、営業所等で

はないこと。

７４ 削除

７５ 納入申告書の提出及び特別徴収税額の納入は、道府県の指定金融機関等公金収納機関においても

行うことができることとし、この場合には、７６により調製した納入申告書、納入済通知書、納入書

及び領収証書並びに特別徴収税額計算書を指定金融機関等公金収納機関に提出すること。

特別徴収税額の納入があった指定金融機関等公金収納機関は、納入済通知書に領収日付印を押した

うえ、納入申告書及び納入済通知書を指定金融機関を通じて道府県に送付すること。

道府県は、納入申告書が納入済通知書の領収日付印の日をもって受け付けられたものとみなし、当

該日付が提出期限内であれば、不申告加算金は課さないこと。

７６ 配当割に係る納入申告書、納入済通知書、納入書及び領収証書（以下本項において「納入申告書

等」という。）並びに特別徴収税額計算書は、規則において別々に定められているものを別添１のと

おり合体して用いること。この場合において、次の諸点に留意すること。

(１) 納入申告書等及び特別徴収税額計算書は、次の４片を次の順序に従って接着し、４枚複写とす

ること。

ア 納入申告書＋特別徴収税額計算書

イ 納入済通知書＋特別徴収税額計算書（写）

ウ 納入書

エ 領収証書＋特別徴収税額計算書（写）

(２) (１)による様式は、特別徴収義務者の利便性等を考慮し、全国共通の統一様式とし、具体的に

は、次に掲げるところにより調製すること。

ア 各片の大きさは、タテ１０１．６ミリメートル、ヨコ２２８．６ミリメートルとする。

イ 紙の色は、白とする。

ウ 印刷の色については、第１片、第３片及び第４片は紫とし、第２片は茶とする。

エ 第４片の裏面に、納入申告書及び特別徴収税額計算書の記載要領を印刷する。

オ 様式の調製をした道府県以外の道府県分の配当割に係る納入申告書等及び特別徴収税額計算書

として用いることができるようにするため、道府県において様式の調製をする際に、当該道府

県の知事名、口座番号及び加入者名等当該道府県に関する事項をあらかじめ記載しない。

(３) 特別徴収義務者は、金融商品の種類ごとに納入申告書等及び特別徴収税額計算書を作成する。

７６の２ 道府県民税の配当割の納税義務者が平成２２年１月１日以後に支払を受けるべき租税特別措

置法第３７条の１１の６第１項に規定する源泉徴収選択口座内配当等に係る配当割の特別徴収につい
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ては、その支払を取り扱う者を特別徴収義務者として指定するものであること。また、徴収した配当

割の納期限は、その徴収の日の属する年の翌年１月１０日とし、当該源泉徴収選択口座内配当等の支

払を受けるべき日の属する年の１月１日現在における個人の住所所在の道府県知事に対して納入する

ものであること。（法７１の３１①、法附則３５の２の５②）

７６の３ 特別徴収義務者が開設している源泉徴収選択口座において、その年中に交付をした源泉徴収

選択口座配当等の額の総額から法附則第３５条の２の５第３項各号に掲げる金額の合計額を控除して

もなお控除することができない金額がある場合には、当該控除することができない金額に１００分の

５を乗じて計算した金額に相当する配当割を当該源泉徴収選択口座に係る個人に還付するものである

こと。（法附則３５の２の５③・④、令附則１８の４の２⑥・⑦）

なお、この場合において次の諸点に留意すること。

(１) 令附則第１８条の４の２第５項に規定する営業の譲渡をした特別徴収義務者（以下「移管元の

特別徴収義務者」という。）は、法附則第３５条の２の５第３項各号に掲げる金額を控除するこ

となく配当割の額を計算して納入するものであること。（令附則１８の４の２③）

(２) 特別徴収義務者は、その源泉徴収選択口座配当等の交付の際に既に徴収した道府県民税の配当

割の額が１円未満の端数を切り捨てて計算して徴収しているため、法附則第３５条の２の５第３

項の規定を適用して計算した配当割の額に満たない場合は、当該満たない部分の金額に相当する

配当割を徴収して納入する義務を負わないものであること。（令附則第１８の４の２④）

(３) 令附則第１８条の４の２第５項に規定する営業の譲渡又は資産及び負債の移転を受けた特別徴

収義務者（以下「移管先の特別徴収義務者」という。）は、法附則第３５条の２の５第３項各号

に掲げる金額の合計額を控除してもなお控除することができない金額がある場合には、移管元の

特別徴収義務者が既に徴収して納入した配当割の額を控除するものであること。（令附則１８の

４の２⑤・⑧）

(４) (３)の後になお控除することができない金額がある場合には、当該源泉徴収選択口座内配当等

に係る配当割が納入された道府県の知事は、当該特別徴収義務者の請求に基づき株式等譲渡所得

割又は源泉徴収選択口座内配当等に係る配当割に係る更正を行い、当該控除することができない

金額に相当する金額を当該特別徴収義務者に還付し、当該還付を受けた特別徴収義務者は、当該

還付された金額を当該源泉徴収選択口座に係る個人に還付するものであること。（令附則１８の

４の２⑨）

(５) (４)による還付を行う場合には、道府県は、当該還付すべき金額に還付加算金を加算して行わ

なければならないものであること。この場合において、還付加算金の計算の始期は、株式等譲渡

所得割又は源泉徴収選択口座内配当等に係る配当割に係る更正があった日の翌日から起算して１

月を経過する日の翌日であること。（法１の４①Ⅳ、令６の１５①Ⅰ）

７６の４ 当分の間、源泉徴収選択口座内配当等に係る配当割について納入申告書を提出する場合には、

地方税法施行規則等の一部を改正する省令（平成２８年総務省令第３８号。以下７６の４及び７６の

５において「平成２８年改正省令」という。）第１条による改正前の規則第１２号の１３様式、第１

２号の１４様式及び第１２号の１５様式（７６の５において「旧様式」という。）によることができ

るものであること。（平成２８年改正省令附則２⑦）

７６の５ 未成年者口座等において契約不履行等事由が生じた場合における未成年者口座内上場株式等
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の配当等に係る配当割の納入申告書については、平成２８年改正省令第１条による改正後の規則第１

２号の１３様式、第１２号の１４様式及び第１２号の１５様式（以下７６の５において「新様式」と

いう。）によることとされているが、旧様式で印刷されたものであっても、ゴム印や手書き等により、

その題名部分を新様式の題名に修正する措置が講じられている場合には、新様式として用いることも

可能と解されること。

７７ 配当割の特別徴収義務者は複数の道府県に対して配当割の特別徴収義務を有する場合があるため、

道府県知事は、配当割の特別徴収義務者に対し配当割に係る更正又は決定の前提としての調査を行う

ときは、適宜、関係道府県の知事に協力を要請するなど、関係道府県の知事が十分に連携を図りなが

ら、これを進めることが望ましいものであること。（法７１の３２①・②・③）

７８ 不申告又は過少申告の区別等については、次の諸点に留意すること。

(１) 不申告又は過少申告の区別は、一の納入申告書によって申告納入することとされた特別徴収税

額ごとに行うこと。このため、一の金融商品について作成した納入申告書に係る特別徴収税額につ

き、不足額があれば過少申告、全く申告されていなければ不申告となるものであること。

(２) 延滞金の計算は、一の納入申告書によって申告納入することとされた特別徴収税額を基礎とし

て計算を行うこと。

(３) 督促状は、一の納入申告書によって申告納入することとされた特別徴収税額ごとに、当該特別

徴収義務者に送付すること。

なお、特別徴収義務者の取扱いについては、７３後段に留意すること。

第２１ 配当割の市町村に対する交付

７９ 道府県は、当該道府県に納入された配当割に相当する額に１００分の９９を乗じて得た額の５分

の３に相当する額を、当該道府県内の市町村（特別区を含む。）に対し、当該市町村に係る基準道府

県民税額の当該道府県に係る基準道府県民税額に対する割合の当該年度前３年度内の各年度に係るも

のの平均値により按分して交付すること。この場合において、「当該市町村に係る個人の道府県民税

の額」は、当該市町村から当該道府県に払い込まれた個人の道府県民税の額（当該道府県の決算ベー

ス）であること。（法７１の４７、令９の１８・９の１９、則３の１１・３の１１の２）

なお、配当割交付金の交付額の算定及びその交付に当たっては、次の諸点に留意すること。

(１) 基準道府県民税額は、個人の道府県民税の額のうちに指定都市に係る道府県民税所得割の額が

ある場合には、次に掲げる額の合計額とするものであること。（令９の１９、則３の１１の２）

ア 個人の道府県民税の額から指定都市に係る道府県民税所得割の額を控除した額。

イ 指定都市に係る道府県民税所得割の額に、指定都市以外の道府県民税所得割の税率を当該指定

都市以外の道府県民税所得割の税率から１００分の２を控除した率で除して得た数値を乗じて得

た額。

(２) 令第９条の１９第１項に規定する「配当割の収入額」は、当該算定期間中に実際に収入された

金額であり、納入申告書に記載された金額と実際に収入された金額が異なるときは、実際に収入さ

れた金額によること。

(３) 各交付時期において交付することができなかった金額があるとき、又は各交付時期において交

付すべき額を超えて交付した金額があるときは、当該金額は次の交付時期に交付すべき額に加算し、
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又はこれから減額すること。（令９の１９②）

第６節 特定株式等譲渡所得金額に係る道府県民税

第２２ 課税対象

８０ 株式等譲渡所得割の課税対象となる特定株式等譲渡所得金額の範囲は、所得税における特定口座

内保管上場株式等の譲渡による所得等に対する源泉徴収等の特例の対象とされる所得金額の範囲と一

致するものであること。（法２３①ⅩⅦ）

第２３ 特別徴収

８１ 株式等譲渡所得割の徴収については、特別徴収の方法によることとし、道府県は、選択口座が開

設されている金融商品取引業者等で当該選択口座に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡の対価又は

上場株式等の信用取引等に係る差金決済に係る差益に相当する金額の支払いを受けるべき日の属する

年の１月１日現在において当該道府県内に住所を有する者に対して当該譲渡の対価又は当該差金決済

に係る差益に相当する金額の支払いをするものを、当該道府県の条例により包括的に指定するもので

あること。（法７１の５０・７１の５１①）この場合において、特別徴収義務者は選択口座が開設さ

れている金融商品取引業者等で当該選択口座に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡の対価又は上場

株式等の信用取引等に係る差金決済に係る差益に相当する金額の支払いをするものである法人であっ

て、個々の支店、支社、営業所等ではないこと。

８２ 削除

８３ 納入申告書の提出及び特別徴収税額の納入は、道府県の指定金融機関等公金収納機関においても

行うことができることとし、この場合には、８４により調製した納入申告書、納入済通知書、納入書

及び領収証書並びに特別徴収税額計算書を指定金融機関等公金収納機関に提出すること。

特別徴収税額の納入があった指定金融機関等公金収納機関は、納入済通知書に領収日付印を押した

うえ、納入申告書及び納入済通知書を指定金融機関を通じて道府県に送付すること。

道府県は、納入申告書が納入済通知書の領収日付印の日をもって受け付けられたものとみなし、当

該日付が提出期限内であれば、不申告加算金は課さないこと。

８４ 株式等譲渡所得割に係る納入申告書、納入済通知書、納入書及び領収証書（以下本項において

「納入申告書等」という。）並びに特別徴収税額計算書は、規則において別々に定められているもの

を別添２のとおり合体して用いること。この場合において、次の諸点に留意すること。

(１) 納入申告書等及び特別徴収税額計算書は、次の４片を次の順序に従って接着し、４枚複写とす

ること。

ア 納入申告書＋特別徴収税額計算書

イ 納入済通知書＋特別徴収税額計算書（写）

ウ 納入書

エ 領収証書＋特別徴収税額計算書（写）

(２) (１)による様式は、特別徴収義務者の利便性等を考慮し、全国共通の統一様式とし、具体的に

は、次に掲げるところにより調製すること。

ア 各片の大きさは、タテ１０１．９ミリメートル、ヨコ２２８．６ミリメートルとする。
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イ 紙の色は、白とする。

ウ 印刷の色については、第１片、第３片及び第４片は黒とし、第２片は赤とする。

エ 第４片の裏面に、納入申告書及び特別徴収税額計算書の記載要領を印刷する。

オ 様式の調製をした道府県以外の道府県分の株式等譲渡所得割に係る納入申告書等及び特別徴収

税額計算書として用いることができるようにするため、道府県において様式の調製をする際に、

当該道府県の知事名、口座番号及び加入者名等当該道府県に関する事項をあらかじめ記載しな

い。

８５ 特別徴収義務者は、当該特別徴収義務者が開設している選択口座においてその年中に行われた対

象譲渡等により、当該対象譲渡等に係る源泉徴収口座内通算所得金額が源泉徴収口座内直前通算所得

金額に満たないこととなった場合には、その都度、当該選択口座に係る個人に対して当該満たない部

分の金額に１００分の５を乗じて計算した金額に相当する株式等譲渡所得割を還付しなければならな

いものであること。（法７１の５１③、法附則３５の３の２②）この場合においては、次の諸点に留

意すること。

※令和４年１月１日以後に行われる対象譲渡等について適用

８５ 特別徴収義務者は、当該特別徴収義務者が開設している選択口座においてその年中に行われ

た対象譲渡等により、当該対象譲渡等に係る源泉徴収口座内通算所得金額が源泉徴収口座内直前

通算所得金額に満たないこととなった場合又は納税義務者が投資一任契約に基づき金融商品取扱

業者に支払うべき特定費用の金額がある場合には、その都度、当該選択口座に係る個人に対して

当該満たない部分の金額又は当該特定費用の金額（当該特定費用の金額が選択口座においてその

年最後に行われた対象譲渡等に係る源泉徴収口座内通算所得金額を超える場合には、その超える

金額を控除した金額）に１００分の５を乗じて計算した金額に相当する株式等譲渡所得割を還付

しなければならないものであること。（法７１の５１③、法附則３５の３の２②）この場合にお

いては、次の諸点に留意すること。

(１) 当該還付は、次に掲げる金額から控除する方法により行うものとすること。（令９の２０②）

ア 特別徴収義務者がその年において選択口座に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡の対価又は

選択口座において処理された上場株式等の信用取引等の差金決済に係る差益に相当する金額から

徴収し、その徴収の日の属する年の翌年の１月１０日までに納入すべき金額

イ 特別徴収義務者がその年において源泉徴収選択口座内配当等から徴収し、その徴収の日の属す

る年の翌年１月１０日までに納入すべき金額

(２) 令第９条の２０第１項第１号から第３号までの規定により選択口座に係る株式等譲渡所得割又

は源泉徴収選択口座内配当等に係る配当割の納入金が道府県に納入されている場合で、当該選択口

座について営業の一部の譲渡等によりその事務の移管があり、かつ、当該移管を受けた特別徴収義

務者が(１)により控除することができない金額があるときは、当該選択口座に係る株式等譲渡所得

割又は源泉徴収選択口座内配当等に係る配当割が納入された道府県の知事は、当該特別徴収義務者

の請求に基づき当該選択口座に係る株式等譲渡所得割に係る更正を行い、当該控除することができ

ない金額に相当する金額を当該特別徴収義務者に還付し、当該還付を受けた特別徴収義務者は、当

該還付された金額を当該選択口座に係る個人に還付するものであること。（令９の２０③・④）

(３) (２)による還付を行う場合には、道府県は、当該還付すべき金額に還付加算金を加算して行わ
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なければならないものであること。この場合において、還付加算金の計算の始期は、選択口座に係

る株式等譲渡所得割に係る更正があった日の翌日から起算して１月を経過する日の翌日であること。

（法１７の４①Ⅳ、令６の１５①Ⅰ）

８６ 株式等譲渡所得割の特別徴収義務者は複数の道府県に対して株式等譲渡所得割の特別徴収義務を

有する場合があるため、道府県知事は、株式等譲渡所得割の特別徴収義務者に対し株式等譲渡所得割

に係る更正又は決定の前提としての調査を行うときは、適宜、関係道府県の知事に協力を要請するな

ど、関係道府県の知事が十分に連携を図りながら、これを進めることが望ましいものであること。

（法７１の５２①・②・③）

８７ 不申告又は過少申告の区別等については、次の諸点に留意すること。

(１) 不申告又は過少申告の区別は、一の納入申告書によって申告納入することとされた特別徴収

税額ごとに行うこと。

(２) 延滞金の計算は、一の納入申告書によって申告納入することとされた特別徴収税額を基礎とし

て計算を行うこと。

(３) 督促状は、一の納入申告書によって申告納入することとされた特別徴収税額ごとに、当該特別

徴収義務者に送付すること。

なお、特別徴収義務者の取扱いについては、８１後段に留意すること。

第２４ 株式等譲渡所得割の市町村に対する交付

８８ 道府県は、当該道府県に納入された株式等譲渡所得割に相当する額に１００分の９９を乗じて得

た額の５分の３に相当する額を、当該道府県内の市町村（特別区を含む。）に対し、当該市町村に係

る基準道府県民税額の当該道府県に係る基準道府県民税額に対する割合の当該年度前３年度内の各年

度に係るものの平均値により按分して交付すること。この場合において、「当該市町村に係る個人の

道府県民税の額」は、当該市町村から当該道府県に払い込まれた個人の道府県民税の額（当該道府県

の決算ベース）であること。（法７１の６７、令９の２２・９の２３、則３の１３・３の１３の２）

なお、株式等譲渡所得割交付金の交付額の算定及びその交付に当たっては、次の諸点に留意するこ

と。

(１) 基準道府県民税額は、個人の道府県民税の額のうちに指定都市に係る道府県民税所得割の額が

ある場合には、次に掲げる額の合計額とするものであること。（令９の２３、則３の１３の２）

ア 個人の道府県民税の額から指定都市に係る道府県民税所得割の額を控除した額。

イ 指定都市に係る道府県民税所得割の額に、指定都市以外の道府県民税所得割の税率を当該指定

都市以外の道府県民税所得割の税率から１００分の２を控除した率で除して得た数値を乗じて得

た額。

(２) 令第９条の２３第１項に規定する「株式等譲渡所得割の収入額」は、当該算定期間中に実際に

収入された金額であり、納入申告書に記載された金額と実際に収入された金額が異なるときは、実

際に収入された金額によること。

(３) 各年度において交付することができなかった金額があるとき、又は各年度において交付すべき

額を超えて交付した金額があるときは、当該金額は当該年度の翌年度に交付すべき額に加算し、又

はこれから減額すること。（令９の２３②）
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第７節 租税条約等

８９ 個人の道府県民税の課税に関しては、地方税法に定めるもののほか、わが国が締結している租税

条約の規定等により特別の取扱いをしなければならない場合があることに留意すること。

９０ わが国が締結している通商航海条約、租税条約等においては、原則として、租税に関し相互に内

国民待遇を与えるべきことを規定しているから、個人の道府県民税の課税に関しても、課税標準、税

率、申告手続、納付方法等について条例等により同様の状況にある日本国民よりも不利な取扱いとな

るような規定を定めることはできないことに留意すること。

第３章 事業税

第１節 通則

第１ 納税義務及び納税義務者

１の１ 事業税の納税義務者である法人については、内国法人であると外国法人であるとを問わず事業

税の納税義務があるのであるが、単に外国法人がこの法律の施行地（以下本章において「国内」とい

う。）に資産を有するのみで、事業を行わないものに対しては、事業税を課することはできないもの

であることに留意すること。（法７２の２）

１の２ 収入金額課税事業（法第７２条の２第１項第２号に掲げる事業をいう。以下この章において同

じ。）以外の事業のうち、資本金の額又は出資金の額が１億円を超える法人（法第７２条の４第１項

各号に掲げる法人（公共法人）、法第７２条の５第１項各号に掲げる法人（２の２において「公益法

人等」という。）、法第７２条の２４の７第６項各号に掲げる法人（特別法人）、法第７２条の２第

４項に規定する人格のない社団等（１の３において「人格のない社団等」という。）、投資信託及び

投資法人に関する法律（昭和２６年法律第１９８号）第２条第１２項に規定する投資法人、資産の流

動化に関する法律（平成１０年法律第１０５号）第２条第３項に規定する特定目的会社並びに一般社

団法人（非営利型法人（法人税法第２条第９号の２に規定する非営利型法人をいう。以下この章にお

いて同じ。）に該当するものを除く。）及び一般財団法人（非営利型法人に該当するものを除く。）

を除く。）が行う事業が、付加価値額及び資本金等の額による外形標準課税の対象となるものである

が、次の諸点に留意すること。（法７２の２①・②）

(１) 資本金の額又は出資金の額は、収入金額課税事業若しくは非課税事業を併せて行う法人、特定

内国法人（内国法人で、この法律の施行地外（以下この章において「外国」という。）において

事業を営んでいるものをいう。）又は外国法人であっても、当該法人の資本金の額又は出資金の

額の総額をいうものであること。

(２) 外国法人の資本金の額又は出資金の額は、当該事業年度終了の日の対顧客直物電信売相場と対

顧客直物電信買相場の仲値（以下１の２(２)及び４の６の１において「電信売買相場の仲値」と

いう。）により換算した円換算額によること。なお、電信売買相場の仲値は、原則として、その

法人の主たる取引金融機関のものによることとするが、その法人が、同一の方法により入手等を

した合理的なものを継続して使用している場合には、これによることを認めるものであること。

(３) 資本金の額又は出資金の額が１億円を超えるかどうかの判定は、各事業年度終了の日（法第７

２条の２６第１項ただし書の規定に基づく中間申告を行う法人についてはその事業年度開始の日
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から６月の期間の末日とし、清算中の法人についてはその解散の日とする。）の現況によること。

１の３ 人格のない社団等とは、民事訴訟法上当事者能力を有する非法人で収益事業又は法人課税信託

（法第７２条の２第４項に規定する法人課税信託をいう。以下この節において同じ。）の引受けを行

うものをいい、その収益事業及び法人課税信託の範囲は法人税における場合と同様であって、継続し

て事業場を設けてなすものに限られるのであり、その認定に当たっては、国の税務官署の取扱いに準

ずるものであること。（法７２の２④、令１５）

なお、収益事業の範囲のうち鉱物の掘採事業は課税されないものであることに留意すること。

１の４ 外国法人又は国内に主たる事務所若しくは事業所（以下本章において「事務所等」という。）

を有しない個人の行う事業に対しては、当該法人又は個人が国内に法第７２条第５号に掲げる恒久的

施設を有する場合に限り、事業税を課することができるものであること。（法７２の２⑥）

１の５ 事業を行う法人又は個人とは、当該事業の収支の結果を自己に帰属せしめている法人又は個人

をいうものであるが、その具体的判定に当たっては次の諸点に留意すること。

(１) 資産又は事業から生ずる収益が法律上帰属するとみられる者が単なる名義人にすぎない場合に

おいては、これらの名義人はこの資産又は事業から生ずる収支を自己に帰属せしめているもので

はないので、名義人以外の者でその資産又は事業から生ずる収益を享受する者に対して事業税を

課することとなるのであるから、事業の収支の帰属を十分に検討して課税上遺憾のないようにす

ること。この場合において資産又は事業から生ずる収益が法律上帰属するとみられる者が単なる

名義人にすぎない場合とは、およそ次に掲げるような場合をいうものであること。（法７２の２

の３）

ア 事業の名義人が事業の経営に関与せず何らの収益を得ていない場合

イ 事業の取引の収支が事業の名義人以外の者の名において行われている場合

ウ 事業の名義人は他の者の指示によって事業を経営するにすぎず、その収支は実質的には他の者

に帰属する場合

(２) 他の諸法規において雇傭者としての取扱いを受けているということのみの理由で直ちに地方税

法上「事業を行う者」に該当しないとはいえないのであるが、その事業に従事している形態が契

約によって明確に規制されているときは、雇傭関係の有無はその契約内容における事業の収支の

結果が自己の負担に帰属するかどうかによって判断し、また契約の内容が上記のごとく明確でな

いときは、その土地の慣習、慣行等をも勘案のうえ当該事業の実態に即して判断すること。

(３) 企業組合又はその組合員について実質上法人たる企業組合の存在と相容れない事実があるとき

は、その事実に係る取引から生ずる所得については、組合員個人が納税義務を負うものであるこ

と。この場合において、その認定に当たっては、国の税務官署の取扱いに準ずるものであること。

(４) 法人名義を仮装して社員等が個人で事業を行っているかどうかの判定については、国の税務官

署の更正又は決定した所得を基準として賦課する場合においては、国の税務官署の取扱いに従う

ものとし、都道府県がその自ら調査したところに基づいて賦課する場合においては、国の税務官

署の取扱いに準ずるものであること。

１の６ 民法第６６７条の規定による組合は、当該組合の組合員である法人又は個人に対して、事務所

等所在の道府県において事業税を課するものであること。有限責任事業組合契約に関する法律第２条

の規定による有限責任事業組合（ＬＬＰ）についても同様であること。
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この場合、当該法人又は個人ごとに、第１章第１節６における事務所等の判定をするものであるこ

と。

１の７ 法人課税信託の受託者に係る事業税については、原則として各法人課税信託の信託資産等及び

固有資産等ごとにそれぞれ別の者とみなして取り扱うものであること。なお、法第７２条の２第１項

第１号イ又は第３号イに規定する法人で受託法人である者に対しては、付加価値額及び資本金等の額

による外形標準課税を課することができないものであるが、同項第１号イに規定する法人で受託法人

である者に対する法第７２条の２４の７第１項及び第４項の規定の適用については、その他の法人の

区分が適用され、法第７２条の２第１項第３号イに規定する法人で受託法人である者に対する法第７

２条の２４の７第３項の適用については、法第７２条の２第１項第３号イに掲げる法人の区分が適用

され、事業税の額は法第７２条の２４の７第３項第１号イに定める金額とするものであることに留意

すること。（法７２の２の２）

第２ 課税客体及び非課税の範囲

２の１ 事業税の課税客体の認定については、次の諸点に留意すること。

(１) 金銭貸付業とは、通常一定の店舗その他の営業場を設けて金銭の貸付を継続して営む者をいう

のであって、親戚、小作人、縁故者等に対してたまたま金銭を貸し付けた事実によって、直ちに

金銭貸付業を行う者とはいえないものであること。（法７２の２⑧Ⅱ）

(２) 物品貸付業とは、対価の収得を目的として物品を貸し付ける事業をいうものであるが、この場

合において、物品とは、動植物その他通常物品といわないものを含むものであるから、乗馬、船

舶等の貸付業もこれに含まれるものであること。（法７２の２⑧Ⅲ）

(３) 不動産貸付業とは、継続して、対価の取得を目的として、不動産の貸付け（地上権又は永小作

権の設定によるものを含む。）を行う事業をいうものであること。

なお、不動産貸付業に該当するかどうかの認定に当たっては、所得税の取扱いを参考とするとと

もに次の諸点に留意すること。（法７２の２⑧Ⅳ）

ア アパート、貸間等の一戸建住宅以外の住宅の貸付けを行っている場合においては居住の用に供

するために独立的に区画された一の部分の数が、一戸建住宅の貸付けを行っている場合におい

ては住宅の棟数が、それぞれ１０以上であるものについては、不動産貸付業と認定すべきもの

であること。

イ 住宅用土地の貸付けを行っている場合においては、貸付け契約件数（一の契約において２画地

以上の土地を貸付けている場合はそれぞれを１件とする。） が１０件以上又は貸付総面積が２

千平方メートル以上であるものについては、不動産貸付業と認定すべきものであること。

ウ 一戸建住宅とこれ以外の住宅の貸付け又は住宅と住宅用土地の貸付けを併せて行っている場合

等については、ア又はイとの均衡を考慮して取り扱うことが適当であること。

(４) 塩田を中心とする個人の行うかん水製造業又は塩田業は、個人の行う農業又は林業との均衡を

考慮し、事業税を課さないものとすることが適当であること。ただし、かん水から塩を作るせん

ごうの部分は、製造業として課税するものであること。（法７２の２⑧Ⅴ）

(５) 電気通信事業（放送事業を含む。）とは、対価の取得を目的として、他人の需要に応ずるため

に、有線、無線その他の電磁的方法により、符号、音響又は影像を送り、伝え、又は受けるため
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の電気通信設備を用いて他人の通信を媒介し、又は電気通信設備を他人の通信の用に供する事業

をいうものであること。（法７２の２⑧Ⅷ）

(６) 駐車場業とは、対価の取得を目的として、自動車の駐車のための場所を提供する事業をいうも

のであること。

なお、建築物である駐車場を除き、駐車台数が１０台以上である場合には、駐車場業と認定すべ

きものであること。（法７２の２⑧ⅢⅩ）

(７) 請負業とは、その事業が通常請負契約によって行われるものをいうものであること。

なお、大工、左官、とび職等が請負業に該当するかどうかの認定に当たっては、国の税務官署の

取扱いに準ずるものであること。（法７２の２⑧ⅣⅩ）

(８) 畜産業とは、家きん又は家畜の繁殖、育成及び畜産物の生産を目的とした事業をいうものであ

ること。ただし、畜産業中、農業に付随して行われるものは、非課税の取扱いとされているので

あるが、この場合において、「農業に付随して行うもの」とは、家きん又は家畜の飼育が農業に

有機的に結合して一体としての経営単位をなし、かつ、畜産業収入が農業収入の一部にすぎない

程度のものをいうものであること。したがって、農耕用等の使用にあてている家きん又は家畜を

飼育するものは、畜産業に該当しないものであること。（法７２の２⑨Ⅰ）

(９) 水産業とは、海洋、河川、湖沼等により魚、貝又は海藻類の捕獲採取、養殖及びこれらのもの

の加工をなす事業をいうものであるが、特にその為の施設を設けないで行う収獲魚類の乾燥、塩

蔵等の原始加工を行う部門をも含むものであること。（法７２の２⑨Ⅱ）

(10) 第２種事業で主として自家労力を用いて行うものが第２種事業の課税客体から除外することと

されているのは、第２種事業の原始産業たる性格にかんがみ、特に零細なものにまで課税の範囲

を拡げることは不適当であると認められたことによるものであること。したがって、その認定に

当たっては、その趣旨に沿うように十分に留意するとともに、特に次の諸点に注意すること。

（法７２の２⑨）

ア 自家労力による稼動日数の判定は具体的には極めて困難であるが、その事業形態、収支金額、

支出経費の分析等の方法により客観的に判定するように努めること。

イ 農繁期、盛漁期等に応援の目的をもってなされる近隣の手伝程度のものは雇傭労力とみなすべ

きものではないので、これを事業を行う者の自家労力以外の労力の計算から除外すること。

ウ 共同事業を行う場合にあっては、当該事業の共同態様、資本の有無、設備の規模等の如何にか

かわらず、当該事業者個人ごとに自家労力の判定をするものであること。

(11) 個人の行う農業はすべて非課税の取扱いを受けるのであるが、農家が副業として畳表製造、藁

工品製造等を行っている場合にあっては、当該副業が主として自家労力によって行われ、かつ、

その収入が農業収入の総額の２分の１を超えない程度のものであるときは、非課税の取扱いをす

ることが適当であること。（法７２の２⑨Ⅲ）

(12) 薪炭製造業には、自己所有の原木を伐採して自ら薪炭を製造販売する場合のみでなく、他から

原木を仕入れて薪炭を製造販売するものを含むものであること。（令１２）

(13) 薬剤師業とは、次に掲げる事業のみをいうものであり、イの医薬品以外の医薬品を販売する事

業は物品販売業に該当するものであること。（法７２の２⑩Ⅲ）

ア 薬剤師が薬局（医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和３
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５年法律第１４５号）第２条第１２項に規定する薬局をいう。以下（13）において同じ。）に

おいて調剤する事業

イ 薬剤師が薬局において次に掲げる医薬品を販売する事業

(ア) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第４４条第１項又は

第２項に規定する毒薬又は劇薬

(イ) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第３６条の７第１

項第１号に規定する第一類医薬品

(ウ) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令（昭和３６年

政令第１１号）第３条に規定する薬局製造販売医薬品

(エ) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第４条第５項第３号

に規定する要指導医薬品

(14) 両眼の視力を喪失した者又は万国式試視力表により測定した両眼の視力（屈折異常のある者に

ついては矯正視力について測定したものをいう。）が、０・０６以下である者の行うあん摩、は

り、きゅう、その他の医業に類する事業を行うものに対しては、事業税を課税しないのであるが、

この場合において、矯正視力とは、近視、遠視等屈折異常のある者については、その者に適応し

た眼鏡を使用して矯正した場合の視力をいうものであること。（法７２の２⑩Ⅴ、令１３）

(15) コンサルタント業には、具体的には、企業診断士、経営士、経営管理士、経営調査士、財務管

理士等の名称を用いて行われる経営コンサルタント業、技術士、設計コンサルタント、建設コン

サルタント等の名称を用いて行われる技術コンサルタント業のほか、美容コンサルタント業、旅

行コンサルタント業等が該当するものであること。（法７２の２⑩ⅤⅩのⅢ）

(16) デザイン業とは、継続して、対価の取得を目的として、デザインの考案及び図上における設計

又は表現を行う事業をいうものであり、ここでいうデザインには芸術活動により創作される作品

は含まれないので、十分留意する必要があること。

なお、デザインには、具体的には、工業デザイン、クラフトデザイン、グラフィックデザイン、

パッケージデザイン、広告デザイン、インテリアデザイン、ディスプレイ、服飾デザイン及び庭

園等のデザインが該当するものであること。（ 法７２の２⑩ⅥⅩのⅢ）

(17) 諸芸師匠業とは、茶、生花、舞踊、音楽、和洋裁、角力、柔道、語学、囲碁、将棋等を対価を

得て教授する事業をいうものであるが、事業所等と認められるものを有しない程度の小規模なも

のについては、課税しないことが適当であること。

なお、法人でない各種学校については、法人たる各種学校が収益事業以外の事業の所得について

課税されないものであるのにかんがみ、その収益事業以外の事業の所得に対しては、課税しない

ことが適当であること。（法７２の２⑩ⅦⅩ）

(18) 公衆浴場業のうち特殊なものとして政令で定められているものは、具体的には「公衆浴場入浴

料金の統制額の指定等に関する省令（昭和３２年厚生省令第３８号）」に基づく都道府県知事の

価格の指定において、通常の公衆浴場入浴料金の額によっていない公衆浴場を経営する事業をい

うものであること。（法７２の２⑩ⅩⅩ）

(19) 印刷製版業とは、具体的には、原画を亜鉛板、石板等に描写する印刷版画業、地図、札等の精

密な描写を必要とするものを銅板に描写する銅板彫刻業、写真板の補筆修正業、木版工芸業、印
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刷用板の版下の整図を作成する版下整図業及び印刷版用の筆耕を行う実用書道業がこれに該当す

るものであること。（令１４Ⅵ）

２の２ 事業税の非課税の範囲の認定については、次の諸点に留意すること。

(１) 林業とは、土地を利用して養苗、造林、撫育及び伐採を行う事業をいうのであるが、養苗、造

林又は撫育を伴わないで、伐採のみを行う事業は含まれないものであること。したがって、伐採

のために立木を買い取ることを業とする者はいかなる意味においても林業に該当しないものであ

ること。また、林業はしいたけ栽培、うるし採取等のいわゆる林産業とはその範囲を異にするも

のであること。（ 法７２の４②Ⅰ）

(２) 公益法人等については、収益事業以外の事業の所得に対しては、事業税は課されないのである

が、その認定に当たっては、国の税務官署の取扱いに準ずるものであること。（法７２の５）

(３) 法第７２条の５第１項第５号に規定する特定農業協同組合連合会とは、法人税法施行令第２条

第１項第１号から第３号までに掲げる要件を満たし、かつ、同条第３項の指定を受けた農業協同組

合連合会をいうものであること。（法７２の５、令１９）

第２節 法人事業税

第３ 事業年度

３ 法人事業税の課税標準の算定期間である事業年度は、すべて法人税の課税標準の算定期間である事

業年度又は連結事業年度と同一なものとされているのであるから、その取扱いについても国の税務官

署の取扱いに準ずること。（法７２の１３②）

第４ 課税標準の算定

１ 付加価値額総論

４の１の１ 法第７２条の１２第１号の各事業年度の付加価値額とは、各事業年度の報酬給与額、純支

払利子（支払利子の額の合計額から受取利子の額の合計額を控除したもの）、純支払賃借料（支払賃

借料の合計額から受取賃借料の合計額を控除したもの）及び単年度損益の合計額であること。なお、

受取利子の額の合計額が支払利子の額の合計額を超える場合又は受取賃借料の合計額が支払賃借料の

合計額を超える場合には純支払利子又は純支払賃借料はそれぞれ０とするものであるが、単年度損益

は負となる場合であっても０とはしないことに留意すること。（法７２の１４・７２の１５①・７２

の１６①・７２の１７①）

４の１の２ 各事業年度の報酬給与額、支払利子又は支払賃借料は、原則として、法人が支払う給与、

利子又は賃借料のうち当該事業年度の法人税の所得又は連結所得の計算上損金の額に算入されるもの

に限るものであるが、棚卸資産、有価証券、固定資産又は繰延資産に係るものについては、当該事業

年度において法人が支払う給与、利子又は賃借料（法人税の所得又は連結所得の計算上損金の額に算

入されるべきものに限る。）を当該事業年度の報酬給与額、支払利子又は支払賃借料とするものであ

ること。また、各事業年度の受取利子又は受取賃借料は、法人が支払いを受ける利子又は賃借料のう

ち当該事業年度の法人税の所得又は連結所得の計算上益金の額に算入されるものに限るものであるこ

と。（法７２の１５・７２の１６①・７２の１７①、令２０の２・２０の２の４・２０の２の５・２

０の２の８）
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４の１の３ 報酬給与額、純支払利子又は純支払賃借料の計算に当たっては、消費税及び地方消費税

（以下４の１の３において「消費税等」という。）を除いた金額を基礎とするものであること。した

がって、例えば、派遣契約料に消費税等が含まれている場合には、派遣契約料から当該消費税等相当

額を控除した額に７５％を乗じた額が派遣先法人の報酬給与額となるものであること。

４の１の４ 組合（共同企業体（ＪＶ）を含む。以下４の１の４及び４の２の１６において同じ。）の

各事業年度の給与、利子又は賃借料については、その分配割合に基づいて各組合員に分配したものの

うち法人税の所得又は連結所得の計算上損金の額に算入されるものを、各組合員の報酬給与額、純支

払利子又は純支払賃借料として取り扱うものとすること。

２ 報酬給与額の算定

４の２の１ 法第７２条の１５第１項に規定する報酬給与額とは、雇用関係又はこれに準ずる関係に基

づいて提供される労務の提供の対価として支払われるものをいうのであり、定期・定額で支給される

ものと不定期・業績比例で支給されるものとを問わず、また、給料、手当、賞与等その名称を問わな

いものであること。（法７２の１５①）

４の２の２ 報酬給与額の対象となる役員又は使用人には、非常勤役員、契約社員、パートタイマー、

アルバイト又は臨時雇いその他名称を問わず、雇用関係又はこれに準ずる関係に基づき労務の提供を

行う者の全てが含まれるものであること。（法７２の１５①）

４の２の３ ４の２の１の報酬給与額とは、原則として、所得税において給与所得又は退職所得とされ

るものをいい、所得税において事業所得、一時所得、雑所得又は非課税所得とされるものは報酬給与

額とはならないものであること。ただし、いわゆる企業内年金制度に基づく年金や、死亡した者に係

る給料・退職金等で遺族に支払われるものについては、その性格が給与としての性質を有すると認め

られることから、所得税において給与所得又は退職所得とされない場合であっても、報酬給与額とし

て取り扱うものとすること。（法７２の１５①）

４の２の４ ４の２の３本文にかかわらず、内国法人が外国において勤務する役員又は使用人に対して

支払う給与は、当該役員又は使用人が所得税法に規定する非居住者であっても、報酬給与額となるも

のであること。この場合において、実費弁償の性格を有する手当等を支給しているときは、当該手当

等の額は、報酬給与額に含めないものとすること。

なお、当該役員又は使用人が外国で勤務する場所が恒久的施設に相当するものに該当する場合には、

当該給与は、当該法人の外国の事業に帰属する報酬給与額となるものであること。

４の２の５ 請負契約に係る代金は、労務の提供の対価ではなく、仕事の完成に対する対価であること

から、報酬給与額に含めないものとすること。

なお、名目上請負契約とされている場合であっても、仕事を請け負った法人が当該請負契約に係る

業務を行っているとは認められず、当該請負法人と注文者である法人が当該業務において一体となっ

ていると認められるときは、当該請負法人の使用人に対する労務の提供の対価に相当する金額は、注

文者である法人の報酬給与額として取り扱うことに留意すること。（法７２の１５①Ⅰ）

４の２の６ 法人が役員又は使用人のために給付する金銭以外の物又は権利その他経済的利益の取扱い

については、次の諸点に留意すること。（法７２の１５①Ⅰ）

(１) 所得税において給与所得又は退職所得として課税され、かつ、法人税の所得又は連結所得の計
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算上損金の額に算入される場合に限り、報酬給与額に含まれるものであること。（法７２の１５

①Ⅰ）

(２) 法人が賃借している土地又は家屋を当該法人の役員又は使用人に社宅等として賃貸している場

合の当該社宅等に係る賃借料については、４の４の９(１)において支払賃借料又は受取賃借料とさ

れていることから、４の２の６(１)にかかわらず、所得税において給与所得又は退職所得として課

税される場合であっても、報酬給与額には含めないものとすること。

４の２の７ 法人が、自己を契約者とし、役員又は使用人（これらの者の親族を含む。）を被保険者と

する養老保険（被保険者の死亡又は生存を保険事故とする生命保険をいい、傷害特約等の特約が付さ

れているものを含む。）、定期保険（一定期間内における被保険者の死亡を保険事故とする生命保険

をいい、傷害特約等の特約が付されているものを含む。）又は定期付養老保険（養老保険に定期保険

を付したものをいう。）等に加入してその保険料を支払う場合には、当該保険料の額のうち所得税に

おいて給与所得又は退職所得として課税されるものは報酬給与額とするものであること。（法７２の

１５①Ⅰ）

４の２の８ 通勤手当及び在勤手当のうち報酬給与額とされないものは、所得税において非課税とされ

る額に相当する金額であることに留意すること。（法７２の１５①Ⅰ、令２０の２の２）

４の２の９ 法人が役員又は使用人のために支出する掛金等のうち報酬給与額となるものは次に掲げる

ものであること。（法７２の１５①Ⅱ、令２０の２の３①）

(１) 独立行政法人勤労者退職金共済機構又は特定退職金共済団体が行う退職金共済制度に基づいて

その被共済者のために支出する掛金（特定退職金共済団体の要件に反して支出する掛金を除くも

のとし、中小企業退職金共済法（昭和３４年法律第１６０号）第５３条（従前の積立事業につい

ての取扱い）の規定により独立行政法人勤労者退職金共済機構に納付する金額を含む。）

(２) 確定給付企業年金法（平成１３年法律第５０号）に規定する確定給付企業年金に係る規約に基

づいて加入者のために支出する掛金等（当該掛金等のうちに加入者が負担する掛金が含まれてい

る場合には当該加入者が負担する掛金相当額を除くものとし、積立不足に伴い拠出する掛金、実

施事業所の増減に伴い拠出する掛金、確定給付企業年金を実施している事業主が２以上である場

合等の実施事業所の減少の特例により一括して拠出する掛金、確定給付企業年金の終了に伴い一

括して拠出する掛金、資産の移換に伴い一括して拠出する掛金及び積立金の額が給付に関する事

業に要する費用に不足する場合に拠出する掛金を含む。）

(３) 確定拠出年金法（平成１３年法律第８８号）に規定する企業型年金規約に基づいて企業型年金

加入者のために支出する同法第３条第３項第７号に規定する事業主掛金（同法第５４条第１項の規

定により移換する確定拠出年金法施行令第２２条第１項第５号に掲げる資産を含む。）

(４) 確定拠出年金法に規定する個人型年金規約に基づいて個人型年金加入者のために支出する同法

第６８条の２第１項の掛金

(５) 勤労者財産形成促進法（昭和４６年法律第９２号）に規定する勤労者財産形成給付金契約に基

づいて信託の受益者等のために支出する同法第６条の２第１項第１号に規定する信託金等

(６) 勤労者財産形成促進法に規定する勤労者財産形成基金契約に基づいて、信託の受益者等のため

に支出する信託金等及び同法第６条の３第３項第２号に規定する勤労者について支出する同項第

１号に規定する預入金等の払込みに充てるために同法第７条の２０の規定により支出する金銭
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(７) 厚生年金基金（公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改

正する法律（以下「平成２５年厚生年金等改正法」という。）附則第３条第１２号に規定する厚生

年金基金をいう。）の事業主として負担する平成２６年４月１日前の期間に係る掛金等（いわゆる

厚生年金代行部分を除く。以下（６）において同じ。）及び存続厚生年金基金（平成２５年厚生年

金等改正法附則第３条第１１号に規定する存続厚生年金基金をいう。）の事業主として負担する掛

金等

(８) 法人税法附則第２０条第３項に規定する適格退職年金契約に基づいて支出する掛金等（当該掛

金等のうちに受益者等が負担する掛金等が含まれている場合における当該受益者等が負担する掛

金等相当額を除くものとし、また、適格退職年金契約の要件に反して支出する掛金等を除く。）

４の２の１０ 特定退職金共済団体の要件に反して支出する掛金又は適格退職年金契約の要件に反して

支出する掛金等は、法第７２条の１５第１項第２号の掛金等には該当しないものであるが、所得税に

おいてその拠出段階で給与所得又は退職所得として課税されることから、拠出する事業年度における

報酬給与額となるものであることに留意すること。（法７２の１５①）

４の２の１１ ４の２の９にかかわらず、法人が役員又は使用人のために支出する掛金等のうち次に掲

げるものは報酬給与額とならないものであること。（法７２の１５①Ⅱ、令２０の２の３②）

(１) 厚生年金基金制度への移行に伴う積立金の移管に係る金額

(２) 確定給付企業年金制度への移行に伴う積立金の移管に係る金額

(３) 転籍等に伴う適格退職年金制度間の積立金の移管に係る金額

(４) 特定退職金共済制度への移行に伴う積立金の移管に係る金額

(５) 運用機関間の積立金の移管に係る金額

(６) 企業型確定拠出年金への移行に伴う積立金の移管に係る金額

(７) ４の２の１１(６)の移管の場合において、いったん返還された金額のうち適格退職年金に係る

過去勤務債務等の現在額に充てる額

４の２の１２ ４の２の９にかかわらず、年金給付及び一時金等の給付に充てるため以外の目的で支出

する事務費掛金等は、報酬給与額に含めないものとすること。

４の２の１３ 法人が退職給付信託を設定し、当該信託財産より確定給付企業年金契約の掛金等が拠出

された場合には、当該退職給付信託を設定した法人により掛金等の支払いが行われたものとして取り

扱うこと。（法７２の１５①Ⅱ）

４の２の１４ 法人の役員又は使用人が他の法人に出向した場合において、当該出向した役員又は使用

人（以下４の２の１４において「出向者」という。）の給与（退職給与その他これに類するものを除

く。以下４の２の１４において同じ。）については、当該給与の実質的負担者の報酬給与額とし、出

向者の退職給与その他これに類するものについては、当該退職給与その他これに類するものの形式的

支払者の報酬給与額とするものであるが、その具体的取扱いに当たっては、次の諸点に留意すること。

（法７２の１５）

(１) 出向者に対する給与を出向元法人（出向者を出向させている法人をいう。以下４の２の１４に

おいて同じ。）が支給することとしているため、出向先法人（出向元法人から出向者の出向を受

けている法人をいう。以下４の２の１４において同じ。）が自己の負担すべき給与に相当する金

額（経営指導料等の名義で支出する金額を含む。以下４の２の１４において「給与負担金」とい
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う。）を出向元法人に支出したときは、当該給与負担金は、出向先法人における報酬給与額とし

て取り扱うものとし、当該給与負担金に相当する額は、出向元法人の報酬給与額として取り扱わ

ないものとすること。

(２) 出向元法人が出向先法人との給与条件の較差を補てんするため出向者に対して支給した給与

（出向先法人を経て支給した金額を含む。）は、当該出向元法人における報酬給与額として取り

扱うものとすること。したがって、例えば、出向先法人が経営不振等で出向者に賞与を支給する

ことができないため出向元法人が当該出向者に対して支給する賞与の額は、当該出向元法人にお

ける報酬給与額となるものであること。

(３) 出向先法人が、出向元法人に対して、出向者に支給すべき退職給与その他これに類するものの

額に充てるため、あらかじめ定めた負担区分に基づき、当該出向者の出向期間に対応する退職給

与の額として合理的に計算された金額を定期的に支出している場合には、その支出する金額は当

該出向先法人の報酬給与額として取り扱わないものとすること。

ただし、出向元法人が確定給付企業年金契約等を締結している場合において、出向先法人があら

かじめ定めた負担区分に基づきその出向者に係る掛金、保険料等（過去勤務債務等に係る掛金及

び保険料等を含む。）の額を出向元法人に支出したときは、当該支出した金額は当該出向先法人

の報酬給与額として取り扱うものとすること。

４の２の１５ 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律（昭和６０年

法律第８８号）第２６条第１項又は船員職業安定法（昭和２３年法律第１３０号）第６６条第１項に

規定する労働者派遣契約又は船員派遣契約に基づき労働者派遣又は船員派遣を受けた法人は、派遣契

約料の７５％に相当する金額が報酬給与額となり、労働者派遣又は船員派遣をした法人は、派遣契約

料の７５％（派遣労働者又は派遣船員（以下４の２の１５及び４の６の１０において「派遣労働者

等」という。）に支払う給与等の額を限度とする。）に相当する金額が報酬給与額に含まれないもの

であるが、その取扱いに当たっては、次の諸点に留意すること。（法７２の１５②）

(１) 派遣契約料には、当該派遣労働者等に係る旅費等が含まれるものであること。

(２) 派遣労働者等が派遣元法人の業務にも従事している場合には、法第７２条の１５第２項第２号

の派遣労働者等に係る同項各号に掲げる金額の合計額には、当該派遣労働者等に支払う給与等の額

のうち当該派遣元法人の業務に係るものは含まれないものであること。

４の２の１６ ４の１の４の場合において、組合の組合員が、自社の社員を当該組合に出向させ、雇用

関係又はこれに準ずる関係に基づき自社から給与を一括して当該職員に支払っている場合についても、

同様の取扱いとすること。ただし、組合員から組合に社員を出向させる際の給与に関する協定（以下

４の２の１６において「給与協定」という。）が締結されている場合において、各組合員が給与とし

て当該職員に実際に支払った額と給与協定に基づき定められた額に差額が生じる場合には、各組合員

の報酬給与額にその差額分を加減算すること。

４の２の１７ 法附則第９条第１３項及び第１４項に規定する控除の要件については、原則として、法

人税と同様の取扱いとされているものであるが、当該事業年度の所得が欠損である等の理由により法

人税の特別控除を受けない法人についても、事業税においては、適用するものであること。また、連

結法人については、単体法人ごとに適用するものであることに留意すること。

なお、控除の要件の判定の基礎となる新規雇用者給与等支給額及び新規雇用者比較給与等支給額、
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控除対象新規雇用者給与等支給額並びに控除対象新規雇用者給与等支給額の計算に用いる雇用者給与

等支給額及び比較雇用者給与等支給額は、これらの給与等の支給額に、その給与等に充てるため他の

者から支払いを受けた金額がある場合には、当該金額を控除するものであり、その給与等に充てるた

めの雇用安定助成金額（国又は地方公共団体から受ける雇用保険法第６２条第１項第１号に掲げる事

業として支給が行われる助成金その他これに類するものの額をいう。以下４の２の１７において同

じ。）がある場合には、新規雇用者給与等支給額及び新規雇用者比較給与等支給額にあっては当該雇

用安定助成金額を控除しない金額であるが、控除対象新規雇用者給与等支給額、雇用者給与等支給額

及び比較雇用者給与等支給額にあっては当該雇用安定助成金額を控除した金額であることに留意する

こと。

非課税事業若しくは収入金額課税事業（以下この章において「非課税事業等」という。）、法第７

２条の２第１項第１号に掲げる事業（非課税事業を除く。以下この章において「所得等課税事業」と

いう。）又は同項第３号に掲げる事業（以下この章において「収入金額等課税事業」という。）のう

ち複数の事業を併せて行う法人の付加価値割の課税標準はそれぞれの事業ごとに算定するものであり、

法附則第９条第１３項及び第１４項（これらの規定を第１５項及び第１６項の規定により読み替えて

適用する場合を含む。）の規定により控除する金額については、次に掲げる法人の区分に応じ、それ

ぞれ次に掲げる金額によるものであること。（法附則９⑬～⑯、令附則６の２④・⑤）

(１) 所得等課税事業と収入金額等課税事業とを併せて行う法人 控除対象新規雇用者給与等支給額

を、雇用者給与等支給額のうちそれぞれの事業に係る額（当該額の計算が困難であるときは、雇用

者給与等支給額に、法人の法の施行地内に有する事務所又は事業所（外国法人にあっては、恒久的

施設）の従業者（事務所又は事業所に使用される者で賃金を支払われるものをいう。(３)において

同じ。）のうちそれぞれの事業に係る者の数を当該法人の法の施行地内に有する事務所又は事業所

の従業者の数で除して計算した割合を乗じて計算した金額）で按分したものに、それぞれの事業に

係る雇用安定控除調整率を乗じて計算した金額

なお、控除対象新規雇用者給与等支給額及び雇用者給与等支給額は、給与等の支給額に、その給

与等に充てるため他の者から支払いを受けた金額がある場合には、当該金額を控除するものであり、

その給与等に充てるための雇用安定助成金額がある場合には、当該雇用安定助成金額を控除した金

額であることに留意すること。

(２) 非課税事業等と所得等課税事業又は収入金額等課税事業とを併せて行う法人 法附則第９条第

１６項の規定により読み替えて適用される同条第１３項又は第１４項により計算した金額（特定雇

用者給与等支給額の計算が困難であるときは、令附則第６条の２第４項で定めるところにより計算

した金額）

(３) 非課税事業等、所得等課税事業及び収入金額等課税事業を併せて行う法人 (２)と同様に計算

した金額。この場合において、特定雇用者給与等支給額については、所得等課税事業と収入金額等

課税事業のそれぞれの事業ごとに計算するものであり、その計算が困難であるときは、令附則第６

条の２第４項で定めるところにより計算するものであるが、同項の非課税事業等以外の事業に係る

者の数は、所得等課税事業と収入金額等課税事業のそれぞれの事業ごとの従業者数を用いるもので

あること。

なお、従業者数については、４の６の１０の取扱いに準ずるものであること。
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３ 純支払利子の算定

４の３の１ 法第７２条の１６第２項に規定する支払利子には、主として次に掲げるものが該当するこ

とに留意すること。（法７２の１６②、令２０の２の６）

(１) 借入金の利息

(２) 社債の利息

(３) 社債の発行その他の事由により金銭債務に係る債務者となった場合に、当該金銭債務に係る収

入額がその債務額に満たないときにおけるその満たない部分の金額（法人税法施行令第１３６条の

２第１項の規定により損金の額に算入されるものに限る。）

(４) コマーシャル・ペーパーの券面価額から発行価額を控除した金額

(５) 受取手形の手形金額と当該受取手形の割引による受領金額との差額を手形売却損として処理し

ている場合の当該差額（手形に含まれる金利相当額を会計上別処理する方式を採用している場合に

は、手形売却損として帳簿上計上していない部分を含む。）

(６) 買掛金を手形によって支払った場合において、相手方に対して当該手形の割引料を負担したと

きにおける当該負担した割引料

(７) 従業員預り金、営業保証金、敷金その他これらに準ずる預り金の利息

(８) 金融機関の預金利息

(９) コールマネーの利息

(10) 信用取引に係る利息

(11) 現先取引及び現金担保付債券貸借取引に係る利息相当額

(12) 利子税並びに地方税法第６５条、第７２条の４５の２及び第３２７条の規定により徴収される

延滞金

(13) 内部取引において、（１）～（12）に掲げるものに相当するもの

４の３の２ 法第７２条の１６第３項に規定する受取利子には、主として次に掲げるものが該当するこ

とに留意すること。（法７２の１６③、令２０の２の７）

(１) 貸付金の利息

(２) 国債、地方債及び社債（会社以外の法人が特別の法律により発行する債券で利付きのものを含

む。）の利息

(３) 法人税法施行令第１１９条の１４に規定する償還有価証券（コマーシャル・ペーパーを含

む。）の調整差益

(４) 売掛金を手形によって受け取った場合において、相手方が当該手形の割引料を負担したときに

おける当該負担した割引料

(５) 営業保証金、敷金その他これらに準ずる預け金の利息

(６) 金融機関等の預貯金利息及び給付補てん備金

(７) コールローンの利息

(８) 信用事業を営む協同組合等から受ける事業分量配当のうち当該協同組合等が受け入れる預貯金

（定期積金を含む。）の額に応じて分配されるもの
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(９) 相互会社から支払いを受ける基金利息

(10) 生命保険契約（共済契約で当該保険契約に準ずるものを含む。）に係る据置配当の額及び未収

の契約者配当の額に付されている利息相当額

(11) 損害保険契約のうち保険期間の満了後満期返戻金を支払う旨の特約がされているもの（共済契

約で当該保険契約に準ずるものを含む。）に係る据置配当の額及び未収の契約者配当の額に付され

ている利息相当額

(12) 信用取引に係る利息

(13) 合同運用信託、公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託の収益として分配されるもの

(14) 現先取引及び現金担保付債券貸借取引に係る利息相当額

(15) 還付加算金

(16) 内部取引において、（１）～（15）に掲げるものに相当するもの

４の３の３ 金利の変動に伴って生ずるおそれのある損失を減少させる目的で法人税法第６１条の６の

規定により繰延ヘッジ処理を行っている場合又は特例金利スワップ取引等（法人税法施行規則第２７

条の７第２項に規定する取引をいう。以下４の３の３において同じ。）を行っている場合の支払利子

又は受取利子の計算は、当該繰延ヘッジ処理による繰延ヘッジ金額に係る損益の額又は特例金利スワ

ップ取引等に係る受払額のうち、当該繰延ヘッジ処理又は特例金利スワップ取引等の対象となった資

産等に係る支払利子の額又は受取利子の額に対応する部分の金額を加算又は減算した後の金額を基礎

とすることに留意すること。（法７２の１６②・③、令２０の２の６・２０の２の７）

４の３の４ 法人税法第６３条に規定するリース譲渡契約（これらに類する契約を含む。）によって購

入又は販売した資産に係る割賦期間分の利息相当額は、契約書等において購入代価又は販売代価と割

賦期間分の利息相当額とが明確かつ合理的に区分されているときは、支払利子及び受取利子として取

り扱うものとすること。（法７２の１６②・③、令２０の２の６・２０の２の７）

４の３の５ 法人税法第６４条の２第１項の規定によりリース取引の目的となる資産の売買があったも

のとされるリース取引に係るリース料の額の合計額の取扱いについては、当該リース料の額の合計額

のうち、賃貸人における取得価額と利息相当額とが明確かつ合理的に区分されている場合に、当該利

息相当額を支払利子及び受取利子として取り扱うものとすること。（法７２の１６②・③、令２０の

２の６・２０の２の７）

４の３の６ 法人税法第６４条の２第２項の規定により金銭貸借とされるリース取引に係る各事業年度

のリース料の額のうち通常の金融取引における元本と利息の区分計算の方法に準じて合理的に計算さ

れた利息相当額は支払利子及び受取利子として取り扱うものとすること。この場合において、リース

料の額のうちに元本返済額が均等に含まれているものとして利息相当額を計算しても差し支えないも

のであること。（法７２の１６②・③、令２０の２の６・２０の２の７）

４の３の７ 貿易商社が支払う輸入決済手形借入金の利息は、それが委託買付契約に係るもので、その

利息相当額を委託者に負担させることとしている場合であっても、当該貿易商社の支払利子となるも

のであること。この場合において、当該委託買付契約において当該利息相当額が明確かつ合理的に区

分されているときは、当該利息相当額は当該委託者の支払利子及び当該貿易商社の受取利子として取

り扱うものとすることに留意すること。（法７２の１６②・③、令２０の２の６・２０の２の７）

４の３の８ 遅延損害金（借入金の返済が遅れた場合に、遅延期間に応じて一定の利率に基づいて算定
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した上で支払うものをいう。）は、支払利子及び受取利子として取り扱うものとすること。（法７２

の１６②・③、令２０の２の６・２０の２の７）

４の３の９ 売上割引料（売掛金又はこれに準ずる債権について支払期日前にその支払いを受けたこと

により支払うものをいう。）は、支払利子及び受取利子として取り扱わないものとすること。（法７

２の１６②・③、令２０の２の６・２０の２の７）

４の３の１０ 国債、地方債又は社債（会社以外の法人が特別の法律により発行する債券で利付きのも

のを含む。）をその利息の計算期間の中途において購入した法人が支払った経過利息に相当する金額

（購入直前の利払期からその購入の時までの期間に応じてその債券の発行条件たる利率により計算さ

れる額をいう。以下４の３の１０において同じ。）は、支払利子として取り扱わないものとすること。

この場合において、法人が支払った経過利息に相当する金額を前払金として経理したときには、これ

らの債券の購入後最初に到来する利払期において支払いを受ける利息の額から、当該前払金額を差し

引いた金額が受取利子の額となるものであること。

なお、経過利息に相当する金額を受け取った法人が、当該金額を利息として経理した場合には、当

該金額は受取利子として取り扱うものとすることに留意すること。（法７２の１６②・③、令２０の

２の６・２０の２の７）

４の３の１１ 金銭債権を、その債権金額と異なる金額で取得した場合において、その債権金額とその

取得価額との差額に相当する金額（実質的な贈与と認められる部分の金額を除く。以下４の３の１１

において「取得差額」という。）の全部又は一部が金利の調整により生じたものと認められるときは、

当該金銭債権に係る支払期日までの期間の経過に応じ、利息法又は定額法に基づき当該取得差額の範

囲内において金利の調整により生じた部分の金額については、受取利子として取り扱うものとするこ

と。（法７２の１６①・③、令２０の２の６・２０の２の７）

４ 純支払賃借料の算定

４の４の１ 法第７２条の１７第２項に規定する支払賃借料及び同条第３項に規定する受取賃借料の対

象となる土地又は家屋には、これらと一体となって効用を果たす構築物又は附属設備が含まれること

から、固定資産税における土地又は家屋のほか、土地又は家屋に構築物が定着し、又は設備が附属し、

かつ、土地又は家屋とこれらの構築物等が一体となって取引されている場合には、これらの構築物等

を含むものであること。したがって、例えば、土地又は家屋の賃貸借契約と構築物等の賃貸借契約と

が別個の独立した契約である場合には、当該構築物等の賃借料は支払賃借料及び受取賃借料とはなら

ないものであること。

ただし、形式的に土地又は家屋の賃貸借契約と構築物等の賃貸借契約とが別個の契約とされている

場合であっても、当該構築物等と土地又は家屋とが物理的に一体となっている場合など、当該構築物

等と土地又は家屋とが独立して賃貸借されないと認められるときは、当該構築物等の賃借料は支払賃

借料及び受取賃借料となることに留意すること。（法７２の１７②・③）

４の４の２ 支払賃借料及び受取賃借料の対象となる土地又は家屋の使用又は収益を目的とする権利と

は、地上権、地役権、永小作権、土地又は家屋に係る賃借権、土地又は家屋に係る行政財産を使用す

る権利等をいい、鉱業権、土石採取権、温泉利用権、質権、留置権、抵当権等はこれに含まれないも

のであること。（法７２の１７②・③）
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４の４の３ 土地又は家屋の賃借権等（土地又は家屋の使用又は収益を目的とする権利をいう。４の４

の３から４の４の９までにおいて同じ。）の対価の額は、当該土地又は家屋を使用又は収益できる期

間が連続して１月以上であるものに限り、支払賃借料及び受取賃借料となるものであること。

なお、使用又は収益できる期間の判定は、契約等において定められた期間によるものとするが、当

該期間が連続して１月に満たない場合であっても、実質的に当該使用又は収益することのできる期間

が連続して１月以上となっていると認められる場合には、支払賃借料又は受取賃借料となるものであ

ること。（法７２の１７②・③）

４の４の４ 土地又は家屋の賃借権等の設定に係る権利金その他の一時金（更新料を含む。）は、支払

賃借料及び受取賃借料として取り扱わないものとすること。

なお、権利金等の名目であっても、契約等において賃借料の前払相当分が含まれていると認められ

る場合には、当該前払相当分は支払賃借料及び受取賃借料となるものであることに留意すること。

（法７２の１７②・③）

４の４の５ 土地又は家屋の賃借権等に係る役務の提供の対価の額と当該土地又は家屋の賃借権等の対

価の額とが、契約等において明確かつ合理的に区分されていない場合には、当該役務の提供の対価に

相当する額は支払賃借料及び受取賃借料となるものであること。（法７２の１７②・③、令２０の２

の９）

４の４の６ 土地又は家屋を使用又は収益するに当たり、その賃借料の全て又は一部が契約等において

賃借人の事業に係る売上高等に応じたものとされている場合であっても、土地又は家屋の賃借権等の

対価の額と認められる限り、支払賃借料及び受取賃借料となるものであること。（法７２の１７②・

③）

４の４の７ 土地又は家屋の明渡しの遅滞により賃借人が賃貸人に支払う違約金等（土地又は家屋の賃

借権等の対価としての性質を有するものに限る。）は支払賃借料及び受取賃借料として取り扱うもの

とすること。（法７２の１７②・③）

４の４の８ 内部取引において賃借権等の対価として支払う金額に該当することとなる額及び賃借権等

の対価として支払を受ける金額に該当することとなる額については、それぞれ支払賃借料及び受取賃

借料に該当するものであることに留意すること。（令２０の２の１０・２０の２の１１）

４の４の９ 支払賃借料及び受取賃借料の取扱いに当たっては、４の４の１から４の４の８までに掲げ

るもののほか、次の諸点に留意すること。（法７２の１７②・③）

(１) 法人が賃借している土地又は家屋を当該法人の役員又は使用人に社宅等として賃貸している場

合には、当該法人が支払う賃借料は当該法人の支払賃借料となり、役員又は使用人から支払いを

受ける賃借料は当該法人の受取賃借料となるものであること。

(２) 立体駐車場等の賃借料については、当該立体駐車場等が固定資産税において家屋に該当しない

ものであっても、当該立体駐車場等が土地と一体となっていると認められる場合には、土地又は

家屋の賃借権等の対価の額にあたるものとして支払賃借料及び受取賃借料として取り扱うものと

すること。

(３) 法人が自ら保有し、又は賃借している土地又は家屋に、構築物又は附属設備を別途賃借して設

置した場合の当該構築物等の賃借料は、当該法人の支払賃借料及び構築物等を賃貸した者の受取

賃借料とならないものであること。
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(４) 高架道路等の構築物については、高架下において別の土地の利用が可能であるから、土地又は

家屋の賃借権等と当該構築物が別個に取引されている場合には、 当該構築物の賃借料は支払賃借

料及び受取賃借料とならないものであること。

(５) 荷物の保管料については、契約等において１月以上荷物を預け、一定の土地又は家屋を使用又

は収益していると認められる場合には、土地又は家屋の賃借権等の対価の額にあたるものとして

支払賃借料又は受取賃借料となるものであること。

(６) 法人が自己の商品を他の法人の店舗等において販売するに当たり、いわゆる消化仕入契約（実

際に販売された商品のみを仕入れたこととする契約で、自己の商品を販売する法人に対し売上の

一定割合を控除した残額が支払われるものをいう。）に基づき販売しており、土地又は家屋の賃

借権等の対価に相当する額が、法人税の所得又は連結所得の計算上、自己の商品を販売する法人

の損金の額及び他の法人の益金の額に算入されていない場合には、売上から控除される土地又は

家屋の賃借権等の対価に相当する額は自己の商品を販売する法人の支払賃借料及び他の法人の受

取賃借料とならないものであること。

(７) 土地又は家屋の賃借権等に係る契約等において、水道光熱費、管理人費その他の維持費を共益

費等として支払っており、賃借料と当該共益費等とが明確かつ合理的に区分されている場合には、

当該共益費等は支払賃借料及び受取賃借料として取り扱わないものとすること。

(８) 土地又は家屋に係る取引であっても、４の３の５の資産の売買があったものとされるリース取

引及び４の３の６の金銭貸借とされるリース取引に係るリース料は支払賃借料及び受取賃借料と

して取り扱わないものとすること。

５ 単年度損益の算定

４の５の１ 各事業年度の単年度損益の算定については、法令に特別の定めがある場合を除くほか、次

に掲げる法人の区分に応じ、次に掲げる方法によるものとする。

(１) 連結申告法人以外の内国法人 法人税の課税標準である所得の計算の例による。

(２) 連結申告法人 法人税の課税標準である連結所得に係る個別所得金額の計算の例による。

(３) 外国法人 法人税の課税標準である恒久的施設帰属所得に係る所得の計算の例により算定した

当該恒久的施設帰属所得に係る所得の金額又は欠損金額及び法人税の課税標準である恒久的施設非

帰属所得に係る所得の計算の例により算定した当該恒久的施設非帰属所得に係る所得の金額又は欠

損金額の合算額とする。

４の５の２ 単年度損益の算定に当たっては、所得割の課税標準の算定と異なり、法人税法第５７条、

第５７条の２、第５８条、第８１条の９及び第８１条の１０並びに租税特別措置法第５５条（同条第

１項及び第９項に規定する特定株式等で法人税法施行令に定めるものに係る部分を除く。）、第５９

条の２、第６６条の５の３（第２項に係る部分を除く。）、第６８条の４３（同条第１項及び第８項

に規定する特定株式等で法人税法施行令に定めるものに係る部分を除く。）、第６８条の６２の２及

び第６８条の８９の３（第２項に係る部分を除く。）の規定の例によらないことに留意すること。

（法７２の１８）

４の５の３ 令第２０条の２の１２の規定により読み替えて適用される法人税法第５９条の規定による

会社更生等による債務免除等があった場合の欠損金の損金算入については、次の諸点に留意すること。
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（法７２の１８、令２０の２の１２）

(１) 対象となる欠損金額は、適用事業年度末における前事業年度以前の事業年度から繰り越された

欠損金額であり、適用事業年度において法人税法第５７条又は同法第５８条の規定により損金の額

に算入される欠損金額は控除を行わないものであること。

(２) 法人税の課税標準である所得又は連結所得の算定に当たり当該制度の適用を受けない場合であ

っても、単年度損益の算定に当たっては当該制度の適用を受ける場合があること。

(３) 事業税の確定申告書、修正申告書又は更正請求書に損金算入に関する明細を記載した書類及び

その事実を証する書類として法人税法施行規則第２６条の６に掲げる書類の添付がある場合に限り

適用されること。ただし、都道府県知事がこれらの書類の添付がなかったことについてやむを得な

いと認めるときはこの限りでないこと。

４の５の４ 法第７２条の４１の２の規定によって道府県知事が自主決定をする法人の単年度損益の具

体的算定についても、おおむね、国の税務官署の取扱いに準ずるものであること。（法７２の１８

①）

６ 資本金等の額の算定

４の６の１ 法第７２条の１２第２号の各事業年度の資本金等の額とは、各事業年度終了の日における

法人税法第２条第１６号に規定する資本金等の額又は同条第１７号の２に規定する連結個別資本金等

の額によるものであり、これらの具体的な算定については、法人税の例によるものであるが、会社法

に規定する剰余金を同法の規定により資本金とした場合又は同法に規定する資本金を同法の規定によ

り損失の塡補に充てた場合などについてはこの限りではないこと。また、外国法人の各事業年度の資

本金等の額については、法人税法第１４２条の４第１項に規定する外国法人の各事業年度の恒久的施

設に係る自己資本の額とは異なることに留意すること。なお、外国法人の各事業年度の資本金等の額

については、当該事業年度終了の日の電信売買相場の仲値により換算した円換算額によるものであり、

電信売買相場の仲値は、原則として、その法人の主たる取引金融機関のものによることとするが、そ

の法人が、同一の方法により入手等をした合理的なものを継続して使用している場合には、これによ

ることを認めるものであること。

また、法第７２条の２１第１項本文の規定により計算した金額が、各事業年度終了の日における資

本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額を下回る場合には、資本金の額及び資本準備金

の額の合算額又は出資金の額を資本割の課税標準とすること。（法７２の２１①・②）

４の６の２ 法第７２条の２１第１項に規定する資本割の課税標準の算定に当たっては、同項第２号及

び第３号に掲げる金額についてその内容を証する書類を添付した申告書を提出した場合に限り、法第

７２条の２１第１項第２号及び第３号に掲げる金額と各事業年度終了の日における法人税法第２条第

１６号に規定する資本金等の額又は同条第１７号の２に規定する連結個別資本金等の額について減算

することができるものであること。

４の６の３ 内国法人の資本金等の額の算定については、次に掲げる順序により行うこと。

(１) 収入金額課税事業以外の事業に係る資本金等の額の算定（令２０の２の２６①）

(２) 一定の要件を満たす持株会社の資本金等の額の算定（法７２の２１⑥、令２０の２の２２・２

０の２の２３）
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(３) 外国の事業以外の事業に係る資本金等の額の算定（法７２の２２①、令２０の２の２４）

(４) 非課税事業以外の事業に係る資本金等の額の算定（令２０の２の２６③）

(５) ４の６の３(１)から(４)までの計算の結果が１千億円を超えている場合における資本金等の額

の算定（法７２の２１⑦・⑧）

(６) 所得等課税事業と収入金額等課税事業とを併せて行う法人のそれぞれの事業に係る資本金等の

額の算定（令２０の２の２６⑥）

４の６の４ 外国法人の資本金等の額の算定については、次に掲げる順序により行うこと。

(１) 外国の事業以外の事業に係る資本金等の額の算定（法７２の２２②、令２０の２の２５）

(２) 収入金額課税事業又は非課税事業以外の事業に係る資本金等の額の算定（令２０の２の２６④

）

(３) ４の６の４(１)及び(２)の計算の結果が１千億円を超えている場合における資本金等の額の算

定（法７２の２１⑦・⑧）

(４) 所得等課税事業と収入金額等課税事業とを併せて行う法人のそれぞれの事業に係る資本金等の

額の算定（令２０の２の２６⑦）

４の６の５ 法第７２条の２１第６項第１号に規定する総資産の帳簿価額（以下４の６の５から４の６

の７まで及び４の６の９において「総資産の帳簿価額」という。）の計算については、次によること。

（法７２の２１⑥Ⅰ）

(１) 支払承諾見返勘定又は保証債務見返勘定のように単なる対照勘定として貸借対照表の資産及び

負債の部に両建経理されている金額がある場合には、当該資産の部に経理されている金額は、総

資産の帳簿価額から控除すること。

(２) 貸倒引当金勘定の金額が、金銭債権から控除する方法により取立不能見込額として貸借対照表

に計上されている場合にはその控除前の金額を、注記の方法により取立不能見込額として貸借対

照表に計上されている場合等にはこれを加算した金額を、それぞれの金銭債権の帳簿価額とする

こと。

(３) 退職給付信託における信託財産の額が、退職給付引当金勘定の金額と相殺されて貸借対照表の

資産の部に計上されず、注記の方法により貸借対照表に計上されている場合等には、当該信託財

産の額を加算した金額を総資産の帳簿価額とすること。

(４) 貸借対照表に計上されている返品債権特別勘定の金額（売掛金から控除する方法により計上さ

れているものを含む。）がある場合には、これらの金額を控除した残額を売掛金の帳簿価額とす

ること。

(５) 貸倒損失が金銭債権から控除する方法により取立不能見込額として貸借対照表に計上されてい

る場合には、これを控除した残額を金銭債権の帳簿価額とすること。

(６) 貸借対照表に計上されている補修用部品在庫調整勘定又は単行本在庫調整勘定の金額がある場

合には、これらの金額を控除した残額を当該補修用部品在庫調整勘定又は単行本在庫調整勘定に

係る棚卸資産の帳簿価額とすること。

４の６の６ 法人が税効果会計を適用している場合において、貸借対照表に計上されている繰延税金資

産の額があるときは、当該繰延税金資産の額は、総資産の帳簿価額に含めるものとすること。（法７

２の２１⑥Ⅰ）
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４の６の７ 法人が税効果会計を適用している場合には、総資産の帳簿価額から控除する剰余金の処分

により積み立てている圧縮積立金又は特別償却準備金の金額は、貸借対照表に計上されている圧縮積

立金勘定又は特別償却準備金勘定の金額とこれらの勘定に係る繰延税金負債の額との合計額となるこ

と。

なお、当該繰延税金負債が繰延税金資産と相殺されて貸借対照表に計上されていている場合には、

その相殺後の残額となることに留意すること。この場合、その相殺については、圧縮積立金勘定又は

特別償却準備金勘定に係る繰延税金負債の額が繰延税金資産の額とまず相殺されたものとして取り扱

うこと。（法７２の２１⑥Ⅰ）

４の６の８ 法第７２条の２１第６項第２号に規定する帳簿価額は税務上の帳簿価額によること。また、

同号に規定する特定子会社の判定に当たっては、次の諸点に留意すること。（法７２の２１⑥Ⅱ）

(１) 特定子会社は、内国法人に限らないものであり、外国法人も含めるものとすること。

(２) 内国法人の特定子会社が他の法人の発行済株式等の総数の１００分の５０を超える数の株式等

を直接又は間接に保有している場合には、当該他の法人は当該内国法人の特定子会社に該当する

ものであること。したがって、例えば、ある内国法人が他の法人の発行済株式等の総数の１００

分の５１の数の株式等を保有し、当該他の法人が別の法人の発行済株式等の総数の１００分の５

１の数の株式等を保有している場合には、当該別の法人は、当該他の法人の特定子会社に該当す

るとともに当該内国法人の特定子会社にも該当するものであること。

(３) 法第７２条の２１第６項第２号に規定する他の法人が有する自己の株式又は出資の数は、当該

他の法人の発行済株式又は出資の総数だけでなく、同号の当該内国法人が直接又は間接に保有す

る株式又は出資の数にも含まれないものであること。

４の６の９ 内国法人について、当該内国法人の特定子会社に対する貸付金がある場合又は当該特定子

会社の発行する社債を保有している場合には、当該内国法人が当該特定子会社の株式等を直接保有し

ているか否かにかかわらず、当該貸付金等は当該内国法人の総資産の帳簿価額には含まれないもので

あること。（令２０の２の２２Ⅳ）

なお、内国法人が特定子会社に対し、外国政府等を通じて間接に金銭の貸付けを行っている場合に

おいて、当該外国政府等が当該内国法人から貸し付けられた金銭の額と同額の貸付けを当該特定子会

社に対して行うことが契約等において明示されている場合には、当該貸付金は当該内国法人の総資産

の帳簿価額には含めないものとすること。

４の６の１０ 非課税事業等、所得等課税事業又は収入金額等課税事業のうち複数の事業を併せて行う

法人の資本金等の額の按分の基準となる従業者数については、以下の取扱いによるものであること。

（令２０の２の２６）

(１) 従業者とは、当該法人の事務所等に使用される役員又は使用人であり、原則として、当該法人

から報酬、給料、賃金、賞与、退職手当その他これらの性質を有する給与を支払われるものをい

うものであること。したがって、非常勤役員、契約社員、パートタイマー、アルバイト又は臨時

雇いその他名称を問わず、原則として雇用関係又はこれに準ずる関係に基づき労務の提供を行う

者の全てが含まれるものであること。

(２) ４の６の１０(１)にかかわらず、次に掲げる者については、それぞれ次に掲げる法人の従業者

として取り扱うものとすること。
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ア 派遣労働者等（イに掲げる者を除く。）派遣先法人

イ 派遣元法人の業務にも従事する派遣労働者等 派遣先法人及び派遣元法人

ウ 法人（出向先法人）の業務に従事するため、他の法人（出向元法人）から出向している従業者

（エに掲げる者を除く。）当該法人

エ 法人（出向先法人）の業務に従事するため、他の法人（出向元法人）から出向している従業者

で、当該他の法人の業務にも従事するもの当該法人及び当該他の法人

オ ４の２の５なお書により注文者である法人との間の雇用関係又はこれに準ずる関係があると認

められた仕事を請け負った法人の使用人当該注文者である法人

(３) ４の６の１０(１)及び(２)にかかわらず、次に掲げる者については、当該法人の従業者として

取り扱わないものとすること。

ア その勤務すべき施設が事務所等に該当しない場合の当該施設の従業者（例えば常時船舶の乗組

員である者、現場作業所等の従業者）

イ 病気欠勤者又は組合専従者等連続して１月以上の期間にわたってその本来勤務すべき事務所等

に勤務しない者

(４) 従業者数は、事業年度終了の日（仮決算による中間申告の場合には、事業年度開始の日から６

月を経過した日の前日）現在におけるそれぞれの事業の従業者数をいうものであり、法第７２条

の４８第４項第１号ただし書のような計算は行わないものであること。

ただし、次に掲げる場合には、当該事業年度に属する各月の末日現在における所得等課税事業又

は収入金額等課税事業（以下(４)及び(６)において「所得等課税事業等」という。）の従業者数を

合計した数を当該事業年度の月数で除して得た数（その数に１人に満たない端数を生じたときは、

これを１人とする。以下(４)において同じ。）を、当該得た数と当該事業年度に属する各月の末日

現在における非課税事業等の従業者数を合計した数を当該事業年度の月数で除して得た数とを合計

した数で除して得た値で按分し、所得等課税事業等に係る資本金等の額とすること。

ア 所得等課税事業等を行う法人が事業年度の中途において非課税事業等を開始した場合

イ 非課税事業等を行う法人が事業年度の中途において所得等課税事業等を開始した場合

ウ 非課税事業等と所得等課税事業等とを併せて行う法人が事業年度の中途において非課税事業等

又は所得等課税事業等を廃止した場合

また、次に掲げる場合には、それぞれの事業について、当該事業年度に属する各月の末日現在に

おける当該事業の従業者数を合計した数を当該事業年度の月数で除して得た数を、当該得た数と当

該事業年度に属する各月の末日現在における他方の事業の従業者数を合計した数を当該事業年度の

月数で除して得た数とを合計した数で除して得た値で按分し、それぞれの事業に係る資本金等の額

とすること。

ア 所得等課税事業を行う法人が事業年度の中途において収入金額等課税事業を開始した場合

イ 収入金額等課税事業を行う法人が事業年度の中途において所得等課税事業を開始した場合

ウ 所得等課税事業と収入金額等課税事業とを併せて行う法人が事業年度の中途において所得等課

税事業又は収入金額等課税事業を廃止した場合

(５) (４)の月数は、暦に従って計算し、１月に満たない端数を生じたときは、これを１月とするこ

と。
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(６) それぞれの事業に区分することが困難な従業者の数については、所得等課税事業等の付加価値

額及び所得の算定に用いた最も妥当と認められる基準により按分するものとすること。

この場合において、それぞれの事業の従業者数についてその数に１人に満たない端数を生じた場

合には、これを１人とするものであること。

７ 所得の算定

４の７の１ 益金とは、法令により別段の定めのあるもののほか、資本等取引以外において、純資産増

加の原因となるべき一切の事実をいい、損金とは、法令により別段の定めのあるもののほか、資本等

取引以外において純資産減少の原因となるべき一切の事実をいうものであること。

また、個別帰属益金額とは、各連結事業年度の益金の額のうち当該連結法人（連結親法人又は当該

連結親法人との間に連結完全支配関係がある法人をいう。以下この章において同じ。）に帰せられる

ものの合計額をいい、個別帰属損金額とは、各連結事業年度の損金の額のうち当該連結法人に帰せら

れるものの合計額をいうものであること。（法７２の２３①、法人税法８１の１８①参照）

４の７の２ 各事業年度の所得の算定については、法令に特別の定めがある場合を除くほか、次に掲げ

る法人の区分に応じ、次に掲げる方法によるものとする。

(１) 連結申告法人以外の内国法人 法人税の課税標準である所得の計算の例による。

(２) 連結申告法人 法人税の課税標準である連結所得に係る個別所得金額の計算の例による。

(３) 外国法人 法人税の課税標準である恒久的施設帰属所得に係る所得の計算の例により算定した

当該恒久的施設帰属所得に係る所得の金額及び法人税の課税標準である恒久的施設非帰属所得に係

る所得の計算の例により算定した当該恒久的施設非帰属所得に係る所得の金額の合算額とする。

４の７の３ 法人税法の規定による青色申告書を提出する法人の所得の算定も法人税の所得の計算の例

によるものであるから青色申告書の提出が取り消された場合において、これに基づいて国の税務官署

の更正又は決定が行われるときは、これを基準としてその所得を更正又は決定するものであること。

また、法第７２条の４１の規定によって道府県知事が自主決定をする法人の所得の具体的算定につ

いても、おおむね、国の税務官署の取扱いに準ずるものであること。（法７２の２３①）

４の７の４ 法人の前１０年以内に生じた繰越欠損金額又は繰越個別欠損金額及び法人の前１０年以内

に生じた法人税法第５８条に規定する災害による棚卸資産又は固定資産の損失の金額に係る繰越欠損

金額の取扱いについては、国の税務官署の取扱いに準ずるものであるが、次の諸点に留意すること。

（法７２の２３①・④、平成３０年改正法附則６⑨、令２０の３・２１・２１の２）

(１) 個別欠損金額とは、個別帰属損金額が個別帰属益金額を超える場合におけるその超える部分の

金額をいい、法人税法第８１条の１８第１項に規定する個別欠損金額とは異なるものであること。

（法７２の２３④）

(２) 各事業年度における欠損金額又は個別欠損金額の繰越控除が認められるもののうち、法人税に

おいて繰戻還付が行われている場合の繰越控除の計算は、その繰戻還付が行われなかったものと

して計算するものであること。（令２１①）

(３) 非課税事業等、所得等課税事業又は収入金額等課税事業のうち複数の事業を併せて行う法人の

所得の算定上生じた欠損金額又は個別欠損金額で、各事業年度の所得等課税事業又は収入金額等

課税事業（法第７２条の２第１項第３号ロに掲げる法人が行う事業に限る。）に係る所得の計算
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上繰越控除が認められる金額は、それぞれの事業について生じた欠損金額又は個別欠損金額に限

るものであること。

この場合において、地方税法等の一部を改正する法律（平成３０年法律第３号）附則第６条第９

項又は令第２１条の２の規定の適用を受ける法人にあっては、前１０年以内に生じた繰越欠損金額

又は繰越個別欠損金額について、これらの規定に規定する特定ガス供給業（以下(３)において「特

定ガス供給業」という。）に係る部分と一般ガス導管事業（ガス事業法（昭和２９年法律第５１

号）第２条第５項に規定する一般ガス導管事業をいう。４の９の４及び９の６の２において同

じ。）又は特定ガス導管事業（同条第７項に規定する特定ガス導管事業をいう。４の９の４及び９

の６の２において同じ。）に係る部分とを区分して特定ガス供給業の繰越欠損金額又は繰越個別欠

損金額を算定すべきであるが、区分が困難である場合には、前１０年以内に生じた繰越欠損金額又

は繰越個別欠損金額を、欠損金額又は個別欠損金額の生じた事業年度におけるそれぞれの事業の売

上金額等最も妥当と認められる基準により按分して特定ガス供給業の繰越欠損金額又は繰越個別欠

損金額を算定することが適当であること。（平成３０年改正法附則６⑨、令２１の２）

また、地方税法等の一部を改正する法律（令和２年法律第５号）附則第６条第２項の規定の適用

を受ける法人にあっては、前１０年以内に生じた繰越欠損金額又は繰越個別欠損金額について、同

項に規定する小売電気事業等又は発電事業等に係る部分と法第７２条の２第１項第２号に規定する

電気供給業に係る部分とを区分して小売電気事業等又は発電事業等の繰越欠損金額又は繰越個別欠

損金額を算定すべきであるが、区分が困難である場合には、前１０年以内に生じた繰越欠損金額又

は繰越個別欠損金額を、欠損金額又は個別欠損金額の生じた事業年度におけるそれぞれの事業の売

上金額等最も妥当と認められる基準により按分して小売電気事業等又は発電事業等の繰越欠損金額

又は繰越個別欠損金額を算定することが適当であること。（令和２年改正法附則６②）

(４) ア又はイに掲げる企業組織再編成が行われた場合における繰越欠損金額又は繰越個別欠損金額

の取扱いについても、４の７の４(２)及び(３)に留意するものであること。（法７２の２３①・④、

令２０の３・２１②）

ア 被合併法人等の繰越欠損金額等の引継ぎ

内国法人を合併法人とする適格合併が行われた場合又は当該内国法人との間に完全支配関係

（当該内国法人による完全支配関係又は法人税法第２条第１２号の７の６（定義）に規定する相

互の関係に限る。）がある他の内国法人で当該内国法人が発行済株式若しくは出資の全部若しく

は一部を有するものの残余財産が確定した場合において、当該適格合併に係る被合併法人又は当

該他の内国法人（以下４の７の４(４)アにおいて「被合併法人等」という。）の当該適格合併の

日前１０年以内に開始し、又は当該残余財産の確定の日の翌日前１０年以内に開始した各事業年

度（法人税法第８０条第５項又は第１４４条の１３第１１項に規定する中間期間を含む。）にお

いて生じた欠損金額又は個別欠損金額のうち、被合併法人等において繰越控除された金額を控除

した金額（以下４の７の４(４)ア及びイ（ア）において「未処理欠損金額等」という。）がある

ときは、その未処理欠損金額等は、当該内国法人の合併等事業年度以後の各事業年度における繰

越控除の適用において、その未処理欠損金額等の生じた被合併法人等の事業年度開始の日の属す

る当該内国法人の事業年度において生じた欠損金額又は個別欠損金額とみなすものであること。

（法人税法５７②参照）
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イ 繰越欠損金額等に係る制限

(ア) ４の７の４(４)アの適格合併に係る被合併法人（内国法人との間に支配関係を有するもの

に限る。）又は４の７の４(４)アの残余財産が確定した他の内国法人（以下４の７の４(４)

イ（ア）において「被合併法人等」という。）の未処理欠損金額等には、当該適格合併が共

同で事業を行うためのものに該当する場合又は当該内国法人の当該適格合併の日の属する事

業年度開始の日の５年前の日若しくは当該残余財産の確定の日の翌日の属する事業年度開始

の日の５年前の日、当該被合併法人等の設立の日若しくは当該内国法人の設立の日のうち最

も遅い日から継続して支配関係があると認められる場合のいずれにも該当しない場合には、

支配関係事業年度（当該被合併法人等と当該内国法人との間に最後に支配関係があることと

なつた日の属する事業年度をいう。）前に生じた欠損金額又は個別欠損金額及び支配関係事

業年度以後に生じた欠損金額又は個別欠損金額のうち特定資産の譲渡等損失額に相当する金

額からなるものは含まれないものであること。（法人税法５７③参照）

(イ) 内国法人と支配関係法人（当該法人との間に支配関係がある法人をいう。以下４の７の

４(４)イ（イ）において同じ。）との間で当該内国法人を合併法人、分割承継法人、被現物

出資法人又は被現物分配法人とする適格合併若しくは適格合併に該当しない合併で法人税法

第６１条の１３第１項（完全支配関係がある法人の間の取引の損益）の規定の適用があるも

の、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配（以下４の７の４(４)イ（イ）において「適

格組織再編成等」という。）が行われた場合（当該内国法人の当該適格組織再編成等の日の

属する事業年度（以下４の７の４(４)イ（イ）において「組織再編成事業年度」という。）

開始の日の５年前の日、当該内国法人の設立の日又は当該支配関係法人の設立の日のうち最

も遅い日から継続して当該内国法人と当該支配関係法人との間に支配関係があると認められ

る場合を除く。）において、当該適格組織再編成等が共同で事業を行うためのものに該当し

ないときは、当該内国法人の支配関係事業年度（当該内国法人と当該支配関係法人との間に

最後に支配関係があることとなつた日の属する事業年度をいう。）前に生じた当該内国法人

の欠損金額又は個別欠損金額及び支配関係事業年度以後に生じた欠損金額又は個別欠損金額

のうち特定資産の譲渡等損失額に相当する金額からなるものは、当該内国法人の組織再編成

事業年度以後の繰越控除においては、ないものとする。（法人税法５７④参照）

※産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律（令和３年法律第 号）の施行の日以後に終

了する事業年度分の法人の道府県民税及び同日以後に終了する連結事業年度分の法人の道府県民

税並びに同日以後に終了する事業年度に係る法人の事業税

(５) 令第２０条の３第１項又は第２項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第６６

条の１１の４の規定による認定事業適応法人の欠損金額又は個別欠損金額の損金の額又は個別帰

属損金額への算入についても４の７の４(２)及び(３)に留意するものであること。

また、次の諸点に留意すること。（令２０の３①・②）

ア 超過控除対象額の計算の基礎となる特例事業年度において生じた欠損金額又は個別欠損金額

には、令第２０条の３第１項又は第２項の規定により読み替えられた法人税法第５７条第２項

の規定により当該認定事業適応法人の欠損金額又は個別欠損金額とみなされた金額は含まれな

いものであること。
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イ 法人税の課税標準である所得又は連結所得の算定に当たり租税特別措置法第６６条の１１の

４又は同法第６８条の９６の２の規定の適用を受けない場合であっても、所得割の課税標準の

算定に当たっては、令第２０条の３第１項又は第２項の規定により読み替えて適用される租税

特別措置法第６６条の１１の４の規定の適用を受ける場合があること。

ウ 事業税の仮決算に係る中間申告書又は確定申告書に超過控除対象額及び当該超過控除対象額

の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り適用されること。

４の７の５ 法第７２条の２３第２項及び第３項の規定による医療法人又は医療施設に係る事業を行う

農業協同組合連合会（特定農業協同組合連合会を除く。）の所得の算定については、次の諸点に留意

すること。（法７２の２３②・③）

(１) 「療養の給付、更生医療の給付、養育医療の給付、療育の給付又は医療の給付」とは、それぞ

れ次に掲げるものをいうものであること。

ア 健康保険法（大正１１年法律第７０号）の場合にあっては、同法第３章に規定する被保険者の

疾病又は負傷に関して保険者が給付する同法第６３条第１項各号に掲げる給付及び同法第３条

に規定する日雇特例被保険者の疾病又は負傷に関して同法第１２９条において準用する同法第

６３条第１項各号に掲げる給付

イ 国民健康保険法（昭和３３年法律第１９２号）の場合にあっては、同法第５条及び第１９条並

びに国民健康保険法施行法（昭和３３年法律第１９３号）第４４条に規定する被保険者の疾病

又は負傷に関して保険者が給付する国民健康保険法第３６条第１項各号に掲げる療養の給付

ウ 高齢者の医療の確保に関する法律（昭和５７年法律第８０号）の場合にあっては、同法第４章

第２節に規定する被保険者の疾病又は負傷に関して保険者が給付する同法第６４条第１項各号

に掲げる療養の給付

エ 船員保険法（昭和１４年法律第７３号）の場合にあっては、同法第３章に規定する被保険者の

疾病又は負傷に対し同法第２９条第１項各号に掲げる療養の給付

オ 国家公務員共済組合法（昭和３３年法律第１２８号）の場合にあっては、同法第３章に規定す

る組合員の疾病又は負傷に関して組合が給付する同法第５４条第１項各号に掲げる療養の給付

（防衛省の職員の給与等に関する法律（昭和２７年法律第２６６号）第２２条第１項において

その例による場合の療養の給付を含む。）

カ 地方公務員等共済組合法（昭和３７年法律第１５２号）の場合にあっては、同法第３章に規定

する組合員の疾病又は負傷に関して組合が給付する同法第５６条第１項各号に掲げる療養の給

付

キ 私立学校教職員共済法（昭和２８年法律第２４５号）の場合にあっては、同法第４章に規定す

る加入者の疾病又は負傷に関して事業団が給付する同法第２０条の規定による療養の給付

ク 戦傷病者特別援護法（昭和３８年法律第１６８号）の場合にあっては、同法第１０条の規定に

基づく療養の給付及び同法第２０条の規定に基づく更生医療の給付

ケ 母子保健法（昭和４０年法律第１４１号）の場合にあっては、同法第２０条の規定に基づく養

育医療の給付

コ 児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）の場合にあっては、同法第２０条の規定に基づく療

育の給付
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サ 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律（平成６年法律第１１７号）の場合にあっては、同

法第１０条の被爆者に対する医療の給付

(２) 健康保険法第８５条、国民健康保険法第５２条、高齢者の医療の確保に関する法律第７４条、

船員保険法第６１条、国家公務員共済組合法第５５条の３、地方公務員等共済組合法第５７条の

３又は私立学校教職員共済法第２０条の規定によって支給し、負担し、又は支払うべき入院時食

事療養費は、保険者、組合又は事業団が支給し、又は支払うべきものに限らず、当該療養に要す

る費用の額としてこれらの規定により定める金額のうち、当該被保険者、組合員又は加入者が負

担する標準負担額を加えたその金額が課税標準算定上の特例の適用を受けるものであること。

(３) 健康保険法第８５条の２、国民健康保険法第５２条の２、高齢者の医療の確保に関する法律第

７５条、船員保険法第６２条、国家公務員共済組合法第５５条の４、地方公務員等共済組合法第

５７条の４又は私立学校教職員共済法第２０条の規定によって支給し、負担し、又は支払うべき

入院時生活療養費は、保険者、組合又は事業団が支給し、又は支払うべきものに限らず、当該療

養に要する費用の額としてこれらの規定により定める金額のうち、当該被保険者、組合員又は加

入者が負担する標準負担額を加えたその金額が課税標準算定上の特例の適用を受けるものである

こと。

(４) 健康保険法第８６条、国民健康保険法第５３条、高齢者の医療の確保に関する法律第７６条、

船員保険法第６３条、国家公務員共済組合法第５５条の５、地方公務員等共済組合法第５７条の

５又は私立学校教職員共済法第２０条の規定によって支給し、負担し、又は支払うべき保険外併

用療養費は、保険者、組合又は事業団が支給し、又は支払うべきものに限らず、当該療養に要す

る費用の額としてこれらの規定により定める金額のうち、当該被保険者、組合員又は加入者が負

担する療養費の額を加えたその金額が課税標準算定上の特例の適用を受けるものであること。

(５) 健康保険法第８８条、国民健康保険法第５４条の２、高齢者の医療の確保に関する法律第７８

条、船員保険法第６５条、国家公務員共済組合法第５６条の２、地方公務員等共済組合法第５８

条の２又は私立学校教職員共済法第２０条の規定によって支給し、負担し、又は支払うべき訪問

看護療養費は、保険者、組合又は事業団が支給し、又は支払うべきものに限らず、当該療養に要

する費用の額としてこれらの規定により定める金額のうち、当該被保険者、組合員又は加入者が

負担する療養費の額を加えたその金額が課税標準算定上の特例の適用を受けるものであること。

(６) 健康保険法第１１０条、船員保険法第７６条、国家公務員共済組合法第５７条、地方公務員等

共済組合法第５９条又は私立学校教職員共済法第２０条の規定によって支給し、負担し、又は支

払うべき家族療養費は、保険者、組合又は事業団が支給し、又は支払うべきものに限らず、当該

被保険者、組合員又は加入者が負担する療養費の額を加えたその金額が課税標準算定上の特例の

適用を受けるものであること。

(７) 健康保険法第１１１条、船員保険法第７８条、国家公務員共済組合法第５７条の３、地方公務

員等共済組合法第５９条の３又は私立学校教職員共済法第２０条の規定によって支給し、負担し、

又は支払うべき家族訪問看護療養費は、保険者、組合又は事業団が支給し、又は支払うべきもの

に限らず、当該療養に要する費用の額としてこれらの規定により定める金額のうち、当該被保険

者、組合員又は加入者が負担する療養費の額を加えたその金額が課税標準算定上の特例の適用を

受けるものであること。
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(８) 健康保険法第７４条、国民健康保険法第４２条、高齢者の医療の確保に関する法律第６７条、

船員保険法第５５条、国家公務員共済組合法第５５条第２項（私立学校教職員共済法第２５条に

おいて国家公務員共済組合法の規定を準用する場合を含む。）又は地方公務員等共済組合法第５

７条第２項の規定によって被保険者又は組合員が負担する一部負担金は、保険者又は組合がなす

療養の給付に要する費用の一部を被保険者又は組合員に負担させるものであり、保険者又は組合

と被保険者又は組合員との間の費用分担に関する内部関係にすぎないと考えられるので医療法人

又は医療施設に係る事業を行う農業協同組合連合会が保険者又は組合より「療養の給付につき支

払を受ける金額」中には、上記の一部負担金により支払われる金額を含むものであること。

(９) 生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）の規定に基づく「医療扶助のための医療」とは同法

第１５条各号に掲げる医療をいい、同法の規定に基づく「出産扶助のための助産」とは同法第１

６条各号に掲げる助産をいうものであること。

(10) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和２５年法律第１２３号）の規定に基づく医療

とは、同法第２９条及び第２９条の２の規定に基づく医療をいうものであること。

(11) 麻薬及び向精神薬取締法（昭和２８年法律第１４号）の規定に基づく医療とは、同法第５８条

の８の規定に基づく医療をいうものであること。

(12) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（平成１０年法律第１１４号）の規

定に基づく医療とは、同法第３７条の規定に基づく医療をいうものであること。

(13) 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律（平成１５年法

律第１１０号）の規定に基づく医療とは、同法第８１条の規定に基づく医療をいうものであるこ

と。

(14) 介護保険法（平成９年法律第１２３号）の規定により居宅介護サービス費を支給することとさ

れる被保険者に係る指定居宅サービスとは、同法第４１条の規定に基づき居宅介護サービス費を

支給することとされる被保険者に係る指定居宅サービス（訪問看護、訪問リハビリテーション、

居宅療養管理指導、通所リハビリテーション又は短期入所療養介護に限る。）をいい、同法の規

定により介護予防サービス費を支給することとされる被保険者に係る指定介護予防サービスとは、

同法第５３条の規定により介護予防サービス費を支給することとされる被保険者に係る指定介護

予防サービス（介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防居宅療養管理指

導、介護予防通所リハビリテーション又は介護予防短期入所療養介護に限る。）をいい、同法の

規定により施設介護サービス費を支給することとされる被保険者に係る介護保健施設サービス若

しくは介護医療院サービスとは、同法第４８条の規定に基づき施設介護サービス費を支給するこ

ととされる被保険者に係る介護保健施設サービス若しくは介護医療院サービスをいい、健康保険

法等の一部を改正する法律（平成１８年法律第８３号）附則第１３０条の２第１項の規定により

なおその効力を有するものとされる同法第２６条の規定による改正前の介護保険法の規定により

施設介護サービス費を支給することとされる被保険者に係る指定介護療養施設サービスとは、同

法第４８条の規定に基づき施設介護サービス費を支給することとされる被保険者に係る指定介護

療養施設サービスをいう。この場合において、当該指定居宅サービス、指定介護予防サービス、

介護保健施設サービス又は指定介護療養施設サービスに要する費用については、居宅介護サービ

ス費又は施設介護サービス費として市町村が支給し、又は支払うべきものに限らず、当該指定居
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宅サービス、指定介護予防サービス、介護保健施設サービス又は指定介護療養施設サービスに要

する費用の額としてこれらの規定により定める金額のうち、当該被保険者が負担する額を加えた

金額が課税標準算定上の特例の適用を受けるものであること。

(15) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号。

以下「障害者総合支援法」という。）の規定によって自立支援医療費を支給することとされる指

定自立支援医療とは、同法第５８条の規定に基づき自立支援医療費を支給することとされる支給

認定に係る障害者等が指定自立支援医療機関から受けた指定自立支援医療をいい、同法の規定に

よって療養介護医療費を支給することとされる指定療養介護医療とは、同法第７０条の規定に基

づき療養介護医療費を支給することとされる支給決定に係る障害者等が受けた指定療養介護医療

をいい、児童福祉法の規定によって肢体不自由児通所医療費を支給することとされる肢体不自由

児通所医療とは、同法第２１条の５の２９の規定に基づき肢体不自由児通所医療費を支給するこ

ととされる通所給付決定に係る障害児に係る肢体不自由児通所医療をいい、同法の規定によって

障害児入所医療費を支給することとされる障害児入所医療とは、同法第２４条の２０の規定に基

づき障害児入所医療費を支給することとされる入所給付決定に係る障害児に係る障害児入所医療

をいう。この場合において、当該指定自立支援医療、指定療養介護医療、肢体不自由児通所医療

又は障害児入所医療に要する費用の額とは、自立支援医療費、療養介護医療費、肢体不自由児通

所医療費又は障害児入所医療費として市町村が支給し、又は支払うべきものに限らず、当該指定

自立支援医療、指定療養介護医療、肢体不自由児通所医療又は障害児入所医療に要する費用の額

として障害者総合支援法又は児童福祉法の規定により定める金額のうち、当該支給認定障害者等

が負担する額を加えた金額が課税標準算定上の特例の適用を受けるものであること。

(16) 難病の患者に対する医療等に関する法律（平成２６年法律第５０号）の規定によって特定医療

費を支給することとされる指定特定医療とは、同法第５条の規定に基づき特定医療費を支給するこ

ととされる支給認定に係る指定難病の患者が指定医療機関から受けた指定特定医療をいい、児童福

祉法の規定によって小児慢性特定疾病医療費を支給することとされる指定小児慢性特定疾病医療支

援とは、同法第１９条の２の規定に基づき小児慢性特定疾病医療費を支給することとされる医療費

支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等が指定小児慢性特定疾病医療機関から受けた指定小児慢性

特定疾病医療支援をいう。この場合において、当該指定特定医療又は指定小児慢性特定疾病医療支

援に要する費用の額とは、特定医療費又は小児慢性特定疾病医療費として都道府県等が支給し、又

は支払うべきものに限らず、当該指定特定医療又は指定小児慢性特定疾病医療支援に要する費用の

額として難病の患者に対する医療等に関する法律又は児童福祉法の規定により定める金額のうち、

指定難病の患者等又は当該小児慢性特定疾病児童等の保護者が負担する額を加えた金額が課税標準

上の特例の適用を受けるものであること。

８ 非課税事業を行う法人の付加価値額及び所得の算定

４の８の１ 鉱物の掘採事業と精錬事業とを一貫して行う法人が他社から鉱物を購入してこれを精錬し

ている場合においては、その法人の納付すべき事業税の課税標準とすべき付加価値額又は所得は、

生産品について 鉱産物の課税標準 他社から購入した
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－ ＋

付加価値額 収入すべき金額 である鉱物の価格 鉱物の価格

の総額又は ×

所得の総額 生産品について収入すべき金額 － 他社から購入した鉱物の価格

の算式によって算定するものとすること。（法７２の２４の５①）

なお、他社から購入した「鉱物」とは、原料である鉱物をいう。「原料である鉱物」とは、生産品

の原材料となる鉱物（鉱さい、スクラップ等を含む。）をいい、燃料、溶剤等（例えば石炭、コーク

ス等）は含まないものであること。

４の８の２ 鉱物の掘採事業と精錬事業とを一貫して行う法人が鉱物の掘採事業に係る付加価値額又は

所得と精錬事業に係る付加価値額又は所得とを区分することができる場合は、法定の方式によらず区

分計算することができるが、この方法によるには特に区分計算ができる旨を申し出て道府県知事の承

認を受けたものに限るものであること。区分計算をすることができる場合とは、各事業部門が独立採

算制を行っている場合、製品の原価計算が適確に行われている場合等一定の方式が確立し、その計算

の方法がおおむね妥当と認められる場合をいうものであること。 なお、本社経費等の共通経費につ

いては、妥当と認められる方法で配分されていれば足りるものであること。（法７２の２４の５②・

③）

４の８の３ 石灰石の採掘事業と加工（製造）事業とを一貫して行う法人が納付すべき事業税の課税標

準とすべき付加価値額又は所得は、採掘部門と加工部門とに分離して算定するものであること。

この場合における一貫作業に係る加工部門の単年度損益又は所得の計算については、自己採掘の石

灰石の原料代金を損金の額又は個別帰属損金額として算入せず、課税標準の算定期間中において申告

納付すべき鉱産税の課税標準である鉱物の価格を損金の額又は個別帰属損金額に算入して行うもので

あること。

４の８の４ 非課税事業、所得等課税事業又は収入金額等課税事業のうち複数の事業を併せて行う法人

で共通経費等の区分の困難なものについては、便宜上これをそれぞれの事業の売上金額等最も妥当と

認められる基準によって按分して算定するものとすること。また、その経理を区分することが困難で

あるものについては、それぞれの事業を通じて算定した付加価値額の総額又は所得の総額若しくは欠

損金額若しくは個別欠損金額をそれぞれの事業の売上金額等最も妥当と認められる基準によって按分

してそれぞれの事業に係る付加価値額又は所得を算定することが適当であること。

９ 収入金額の算定

４の９の１ 電気供給業及びガス供給業（法第７２条の２第１項第２号に規定するガス供給業をいう。

４の９の４及び４の９の７において同じ。）（以下「電気供給業等」という。）を行う法人が収入す

べき金額とは、各事業年度において収入することが確定した金額でその事業年度の収入として経理さ

れるべきその事業年度に対応する収入をいうものであること。この場合において、貸倒れが生じたと

き又は値引きが行われたときは、その貸倒れとなった金額又は値引きされた金額をその貸倒れの生じ

た日又は値引きが行われた日の属する事業年度の収入金額から控除するものであること。（法７２の

２４の２①）
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４の９の２ 電気供給業の課税標準とすべき収入金額とは、原則として、電気事業会計規則による収入

（電気事業会計規則の適用がない場合には、これに準ずる方法により計算した収入）とし、電気事業

法（昭和３９年法律第１７０号）第２条第１項第１７号に規定する電気事業者であるか否かにかかわ

らず、定額電灯、従量電灯、大口電灯及びその他の電灯に係る電灯料収入、業務用電力、小口電力、

大口電力、その他の電力及び他の電気事業者への供給料金に係る電力料収入（新エネルギー等電気相

当量（電気事業会計規則別表第１に規定する新エネルギー等電気相当量をいう。４の９の６において

同じ。）に係るものを含む。）、遅収加算料金、せん用料金、電球引換料、配線貸付料、諸機器貸付

料及び受託運転収入、諸工料、水力又はかんがい用水販売代等の供給雑益に係る収入及び設備貸付料

収入並びに事業税相当分の加算料金等原則として電気供給業の事業収入に係るすべての収入を含むも

のとすること。

４の９の３ 電気供給業を行う法人で自ら電源開発等の事業を行うため建設仮勘定を設け、これを別個

に経理している場合において、当該建設仮勘定に供給した電力に係る収入金額はいわゆる自家消費で

あることにかんがみ収入金額に含めないものであること。

４の９の４ ガス供給業の課税標準とすべき収入金額とは、ガス売上収入、供給雑収入（計器具の損料

及び賃貸料収入を含む。）及び事業税相当分の加算料金等原則としてガス供給業（導管によるものに

限る。）の事業収入に係るすべての収入を含むものとすること。

この場合において、ガス小売事業（ガス事業法第２条第２項に規定するガス小売事業をいい、収入

金額課税事業でないものに限る。）及び一般ガス導管事業又は特定ガス導管事業を併せて行う法人の

一般ガス導管事業又は特定ガス導管事業の課税標準とすべき収入金額とは、託送供給収益、自社託送

収益、事業者間精算収益及び最終保障供給収益等原則としてガス事業託送供給収支計算規則（平成２

９年経済産業省令第２３号）様式第１に整理されるすべての収益に相当する収入を含むものとするこ

と。

なお、ガス供給業においてその製造過程中に副産物として生ずるコークス又はコールタール等の副

産物の製造販売は、所得等課税事業であるからそれらの売上収入は収入金額課税であるガス供給業の

収入額に含めないものであること。

４の９の５ 収入金額課税事業（電気供給業等に限る。以下４の９の５において同じ。）、収入金額等

課税事業又は所得等課税事業のうち複数の事業を併せて行っている場合においては、もとより、課税

標準の分割計算に基づく課税をなすべきであるが、この場合において各事業部門に共通する収入金額

又は経費があるときは、これらの共通収入金額又は共通経費を各事業部門の売上金額等最も妥当と認

められる基準によって按分した額をもって各事業の収入金額、付加価値額又は所得を算定するもので

あること。

４の９の６ 電気供給業を行う法人の事業によって収入すべき金額から控除される購入電力の料金に相

当する収入金額は、他の電気供給業を行う法人から供給されたもの（新エネルギー等電気相当量に係

るものを含み、電気事業法第２条第１項第９号に規定する一般送配電事業者間の地帯間販売電力に係

るものを含む。）に限るのであって、地方団体、自家発電を行う者、個人の供給業者等収入割を課さ

れないものから供給を受けたものについては控除の対象とならないものであること。（令２２Ⅶ）

４の９の７ ガス供給業を行う法人の事業について収入すべき金額から控除される金額には、次に掲げ

る金額が含まれるので留意すること。
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(１) 収入割を課される他のガス供給業を行う法人からガスの供給を受けて供給を行う場合その供給

を受けたガスの料金として当該法人が支払うべき金額に相当する額

(２) 可燃性天然ガスの掘採事業を行う法人から可燃性天然ガスを購入して供給を行う場合その購入

した可燃性天然ガスに対して課された鉱産税の課税標準額に相当する金額

(３) 当該法人が可燃性天然ガスの掘採事業を併せて行う場合その掘採した可燃性天然ガスに対して

課された鉱産税の課税標準額に相当する金額

４の９の８ 電気供給業等を行う法人が、需用者その他の注文によりその事業に関連する施設の工事を

行う場合においては、当該工事を行う事業は所得等課税事業となるものであること。ただし、その事

業の規模及び所得が主たる事業に比して些少であり、付加価値額又は所得を区分して算定することが

かえってはんさである等の場合においては、当該工事により収納した金額から当該工事のため下請業

者等に支出した金額を控除した金額を主たる事業の課税標準である収入金額に含めて課税することと

しても差し支えないものであること。

４の９の９ 一般に所得等課税事業、収入金額課税事業又は収入金額等課税事業のうち複数の部門の事

業を併せて行う法人の納付すべき事業税額は、原則として事業部門毎にそれぞれ課税標準額及び税額

を算定し、その税額の合算額によるべきものであるが、従たる事業が主たる事業に比して社会通念上

独立した事業部門とは認められない程度の軽微なものであり、したがって従たる事業が主たる事業と

兼ね併せて行われているというよりもむしろ主たる事業の附帯事業として行われていると認められる

場合においては、事業部門毎に別々に課税標準額及び税額を算定しないで従たる事業を主たる事業の

うちに含めて主たる事業に対する課税方式によって課税して差し支えないものであること。

この場合において従たる事業のうち「軽微なもの」とは、一般に、従たる事業の売上金額が主たる

事業の売上金額の１割程度以下であり、かつ、売上金額など事業の経営規模の比較において従たる事

業と同種の事業を行う他の事業者と課税の公平性を欠くことにならないものをいい、この点、特に従

たる事業が収入金額によって課税されている事業である場合には、当該事業を取り巻く環境変化に十

分留意しつつ、その実態に即して厳に慎重に判断すべきであること。

なお、「附帯事業」とは、主たる事業の有する性格等によって必然的にそれに関連して考えられる

事業をいうのであるが、それ以外に主たる事業の目的を遂行するため、又は顧客の便宜に資する等の

理由によって当該事業に伴って行われる事業をも含めて解することが適当であること。

４の９の１０ 生命保険会社又は外国生命保険会社等の収入金額の算定については、次の諸点に留意す

ること。（法７２の２４の２②）

(１) 保険料は、現実に収入された事業年度の収入金額に算入するものであること。したがって、法

人が未収保険料として経理しているものについても、もとよりこれが収入された場合においてこ

れを収入金額に算入するものであること。

なお、法人が未経過保険料として経理しているものについてもこれが収入された事業年度の収入

金額に算入するものであること。

(２) 個人保険、貯蓄保険、団体保険及び団体年金保険の区分については、具体的には、保険業法第

３条及び第１８５条の規定により免許を受ける際の免許申請書に添付されるべき普通保険約款に

定められた区分に基づいて行うものであること。

４の９の１１ 損害保険会社又は外国損害保険会社等が契約した保険の種類については、次によるもの
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であること。

(１) 船舶保険とは、船舶自体（属具目録に記載され従物と推定されるもの（商法６８５条）を含

む。）につき航海に関して生ずべき損害をてん補することを目的とする海上保険をいう。

(２) 運送保険とは、陸上、湖川又は港湾における運送品（商法５６９条参照）につき運送中に生ず

ることあるべき損害のてん補を目的とする損害保険をいい、運送品の所有者としての利益、運送

品の到達によって得べき利益（希望利益保険）及び運送品についての運賃の取得に関する利益

（運送賃利益）等を保険契約の目的とするものであるが、運送の用具についての保険（例えば自

動車保険）を含まないものであること。

(３) 貨物保険とは、貨物について生ずべき航海上の事故による損害の塡補を目的とする海上保険を

いい、貨物の価額、運送賃及び保険に関する費用の合計額を保険価額とするもの（商法８１９

条）をいうものであること。

(４) 自動車損害賠償責任保険とは、自動車損害賠償保障法（昭和３０年法律第９７号）第３章に規

定する保険をいうものであり、自己のために自動車を運行の用に供する者は、同法第３条の規定

によりその運行によって他人の生命又は身体を害したときにこれによって生じた損害を賠償する

責任を負うべきものとされているが、これによる保有者及び運転者の損害をてん補することを目

的とする保険をいうものであること。

(５) 地震保険とは、その保険契約が地震保険に関する法律（昭和４１年法律第７３号）第２条第２

項各号に掲げる要件を備える保険をいい、特定の損害保険契約に附帯して締結される保険をいう

ものであること。

(６) 船舶保険、運送保険、貨物保険、自動車損害賠償保険及び地震保険以外の保険とは、火災、傷

害、自動車、盗難、信用、硝子、風水害、競走馬、機関、航空機等の保険をいうものであること。

なお、具体的には保険業法第３条及び第１８５条の規定により免許を受ける際の免許申請書に添

付されるべき普通保険約款に定められた区分に基づいて行うものであること。（法７２の２４の

２③）

４の９の１２ 損害保険会社又は外国損害保険会社等の正味収入保険料は

元受及び受 保険料か 再保 再保 解約

再保険の総 － ら控除す ＋ 険返 － 険料 ＋ 返戻

保険料 べき金額 戻金 金

の算式によって算定されるものであるが、次の諸点に留意すること。

(１) 保険料から控除すべき金額とは、簡易火災保険の満期返戻金、海上保険の期末払戻金等で、解

約 以外の事由による保険料の払戻金をいうのであって、海上保険の利益払戻金のようなものは

含まないものであること。この場合において元受保険者が再保険者から返戻されたこれらに対応

する金額は、保険料から控除すべき金額から控除するものであること。

(２) 解約返戻金とは、中途解約、更新契約等による返戻金で保険契約が解除された場合既に収入し

た保険料のうちから契約者へ払い戻されるものであること。

４の９の１３ 少額短期保険業者の収入金額は、当該少額短期保険業者が契約した保険の正味収入保険
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料により算定し、当該正味収入保険料の算定については、４の９の１２の取扱いの例によるものとす

ること。（法７２の２４の２④）

なお、保険業法等の一部を改正する法律（平成１７年法律第３８号）附則第２条に規定する特定保

険業についての法第７２条の２第１項の規定の適用については、当分の間、当該特定保険業は、同項

第２号の規定にかかわらず、同項第１号に掲げる事業とみなすこと。（法７２の２、平成１８年改正

法附則７②）

１０ 外国において事業を行う内国法人の課税標準の算定

４の１０ 内国法人が外国に恒久的施設に相当するものを有する場合には、当該内国法人の事業の付加

価値額、資本金等の額、所得又は収入金額の総額から外国の事業に帰属する付加価値額、資本金等の

額、所得又は収入金額を控除して得た額が当該内国法人の付加価値割、資本割、所得割又は収入割の

課税標準となるものであるが、その取扱いの細部については別途「事業税における国外所得等の取扱

いについて」（平成１６年４月１日総税都第１６号）により通知するところによるものであること。

（法７２の１９・７２の２２・７２の２４・７２の２４の３）

なお、従業者数按分により控除すべき外国の事業に帰属する付加価値額、資本金等の額、所得又は

収入金額を算定する場合の按分の基準となる従業者数については、４の６の１０の取扱いに準じるも

のであること。（令２０の２の２０・２０の２の２４・２０の２の２５・２１の９・２３）

４の１１ 外国法人の資本金等の額から従業者数按分により控除すべき外国の事業に帰属する資本金等

の額を算定する場合の按分の基準となる従業者数について、当該外国法人の恒久的施設と他の法人の

事務所等に兼務している者については、原則として当該外国法人の恒久的施設及び当該他の法人の事

務所等それぞれの従業者として取り扱うものであるが、関係法令の規定があるため国内においてのみ

多数の従業者が兼務している等の理由により、この取扱いによることが不合理であると認められる場

合には、当該兼務している者の合計数を、当該外国法人の恒久的施設及び当該他の法人の事務所等に

係る当該兼務している者の勤務時間の合計数等の最も妥当と認められる基準により按分することとし

ても差し支えないものであること。（令２０の２の２５）

この場合において、次に掲げる事項に留意すること。

(１) 従業者数についてその数に１人に満たない端数を生じた場合には、これを１人とするものであ

ること。

(２) 当該外国法人の外国の事務所等の従業者が他の法人の事務所等に兼務している場合には、当該

兼務している者の合計数についても、同様の基準により按分すること。

第５ 仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う事業税額の控除等

５の１ 各事業年度の開始の日前に開始した内国法人の付加価値割額、資本割額、所得割額又は収入割

額について減額更正をした場合において、当該更正により減少する部分の金額のうち事実を仮装して

経理したところに基づくもの（以下５の１において「仮装経理事業税額」という。）については当該

各事業年度（当該更正の日以後に終了する事業年度に限る。）の付加価値割額、資本割額、所得割額

又は収入割額から(５)に掲げる場合に還付又は充当すべきこととなった金額を除いて控除することと

されているが、次の諸点に留意すること。（法７２の２４の１０）
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(１) 控除は、更正の日以後に終了する事業年度の確定申告に係る事業税額（当該確定申告に係る申

告書を提出すべき事業年度の確定申告書を提出すべき事業年度分の修正申告及び更正又は決定に

係る事業税額を含む。）から行うものであり、事業税額全体から行うものであることに留意する

こと。なお、控除を付加価値割、資本割、所得割又は収入割から行う場合には、所得割、付加価

値割、資本割、収入割の順に行うことに留意すること。（法７２の２４の１０①）

(２) 法第７２条の３９第１項若しくは第３項、第７２条の４１第１項若しくは第３項又は第７２条

の４１の２第１項若しくは第３項の規定による更正をした場合において、仮装経理事業税額があ

るときは、法第７２条の４２の規定による通知の際に当該金額を併せて通知すること。（法人税

法１２９②参照）

(３) 法人税においては、仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴って、前１年以内の法人税額

を限度とする還付の制度があるが、法人事業税については、この制度をとっていないものである

こと。（法人税法１３５②）

(４) 各事業年度の終了の日以前に行われた適格合併に係る被合併法人の当該適格合併の日前に開始

した事業年度の付加価値割、資本割、所得割又は収入割につき更正を受けた場合の仮装経理事業

税額についても、合併法人の付加価値割額、資本割額、所得割額又は収入割額から控除されるも

のであること。（法７２の２４の１０①）

(５) 仮装経理事業税額の還付又は充当については次の場合について行うものとすること。

ア 更正の日の属する事業年度開始の日から５年を経過する日の属する事業年度の法第７２条の２

５、第７２条の２８又は第７２条の２９の規定による申告書の提出期限が到来した場合（法７

２条の２４の１０③）

イ 残余財産が確定したときは、その残余財産の確定の日の属する事業年度の法第７２条の２９の

規定による申告書の提出期限が到来した場合（法７２条の２４の１０③）

ウ 合併による解散（適格合併による解散を除く。）をしたときは、その合併の日の前日の属する

事業年度の法第７２条の２５又は第７２条の２８の規定による申告書の提出期限が到来した場

合（法７２条の２４の１０③）

エ 破産手続開始の決定による解散をしたときは、その破産手続開始の決定の日の属する事業年度

の法第７２条の２５又は第７２条の２８の規定による申告書の提出期限が到来した場合（法７

２条の２４の１０③）

オ 普通法人又は協同組合等が法人税法第２条第６号に規定する公益法人等に該当することとなっ

たときは、その該当することとなった日の前日の属する事業年度の法第７２条の２５、第７２

条の２８又は第７２条の２９の規定による申告書の提出期限が到来した場合（法７２条の２４

の１０③）

カ アからオまでの場合において、法第７２条の２５、第７２条の２８又は第７２条の２９の規定

による申告書の提出期限後に当該申告書の提出があった場合、又は当該申告書に係る事業年度

の付加価値割、資本割、所得割若しくは収入割について法第７２条の３９第２項、第７２条の

４１第２項若しくは第７２条の４１の２第２項の規定による決定があった場合（法７２条の２

４の１０③）

キ 法第７２条の２４の１０第４項各号に掲げる事実が生じたときに、その事実が生じた日以後１
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年以内に法人から還付の請求があり、その請求に理由がある場合（法第７２条の２４の１０

⑦）

５の２ 道府県は、租税条約の実施に係る還付すべき金額が生ずるときは、当該金額を更正の日の属す

る事業年度の開始の日から１年以内に開始する各事業年度の事業税額から順次控除することとされて

いるが、その運用に当たっては、次の諸点に留意すること。（法７２の２４の１１）

(１) 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第７条第１項

に規定する合意に基づき国税通則法第２４条又は第２６条の規定による更正が行われた場合とは、

同項の規定により税務署長が国税通則法第２４条又は第２６条の規定により更正をした場合をい

うものであること。（法７２の２４の１１①）

(２) 更正の請求があった日の翌日から起算して３月を経過した日以後に更正を行った場合には、法

第７２条の２４の１１第１項の規定は適用されないものであること。

なお、更正の請求がなく更正を行った場合には、常に同項の規定は適用されるものであること。

（法７２の２４の１１①）

(３) 法第７２条の３９第１項若しくは第３項、第７２条の４１第１項若しくは第３項又は第７２条

の４１の２第１項若しくは第３項の規定による更正をした場合において、法第７２条の２４の１

１第１項の規定の適用を受ける金額があるときは、法第７２条の４２の通知の際に法第７２条の

２４の１１第１項の規定の適用がある旨及び同項の規定により繰越控除の対象となる金額を併せ

て通知するものであること。

(４) 繰越控除は、各事業年度の法第７２条の２５、第７２条の２８又は第７２条の２９の確定申告

に係る事業税額から行うものであり、事業税額全体から行うものであることに留意すること。な

お、繰越控除を付加価値割、資本割、所得割又は収入割から行う場合には、所得割、付加価値割、

資本割、収入割の順に行うことに留意すること。

また、事業税額からの税額控除としては、まず仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う事

業税額の控除をし、既に納付すべきことが確定している事業税額がある場合にはこれを控除した後

に、租税条約の実施に係る還付すべき金額を控除するものであること。（法７２の２４の１１⑤）

５の３ 道府県は、地域再生法の一部を改正する法律（平成２８年法律第３０号）の施行の日から令和

７年３月３１日までの間に、青色申告書の提出の承認を受けている法人又は青色申告書の提出の承認

を受けていない法人で連結申告法人に該当するものが、地域再生法第８条第１項に規定する認定地方

公共団体（以下５の３において「認定地方公共団体」という。）に対して当該認定地方公共団体が行

うまち・ひと・しごと創生寄附活用事業（当該認定地方公共団体の作成した同項に規定する認定地域

再生計画に記載されている同法第５条第４項第２号に規定するまち・ひと・しごと創生寄附活用事業

をいう。）に関連する寄附金（その寄附をした者がその寄附によって設けられた設備を専属的に利用

することその他特別の利益がその寄附をした者に及ぶと認められるものを除く。以下５の３において

「特定寄附金」という。）を支出した場合には、法附則第９条の２の２の規定による控除（以下５の

３において「特定寄附金税額控除」という。）を行うこととされているが、その運用に当たっては、

次の諸点に留意すること。

(１) 特定寄附金税額控除は、法第７２条の２５、第７２条の２６第１項ただし書、第７２条の２８

又は第７２条の３１第２項若しくは第３項の申告に係る事業税額から行うものであり、事業税額全
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体から行うものであることに留意すること。なお、当該控除を付加価値割、資本割、所得割又は収

入割から行う場合には、所得割、付加価値割、資本割、収入割の順に行うことに留意すること。

（法附則９の２の２①）

また、事業税額からの税額控除としては、まず特定寄附金税額控除をし、次に仮装経理に基づく

過大申告の場合の更正に伴う事業税額の控除をし、既に納付すべきことが確定している事業税額が

ある場合にはこれを控除した後に、租税条約の実施に係る還付すべき金額を控除するものであるこ

と。（法附則９の２の２③）

(２) 特定寄附金税額控除による控除額は、特定寄附金の額の合計額（２以上の道府県において事務

所又は事業所を有する法人にあっては、当該合計額を法第７２条の４８第３項に規定する事業税の

分割基準により按分して計算した金額）の１００分の２０に相当する金額とすること。ただし、当

該控除額が当該法人の当該寄附金支出事業年度の法第７２条の２４の７第１項から第４項までの規

定により計算した事業税額の１００分の２０に相当する金額を超えるときは、その控除する金額は

当該１００分の２０に相当する金額とすること。（法附則９の２の２①）

(３) 特定寄附金税額控除の適用を受けられるのは、仮決算に係る中間申告書、確定申告書（控除を

受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正

請求書を含む。）に控除の対象となる特定寄附金の額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関

する明細を記載した規則第７号の３様式及び当該書類に記載された寄附金が特定寄附金に該当する

ことを証する書類として認定地方公共団体が当該寄附金の受領について地域再生法施行規則第１４

条第１項の規定により交付する書類の写しの添付がある場合に限ること。また、(２)の控除額の計

算の基礎となる特定寄附金の額は、仮決算に係る中間申告書又は確定申告書に添付されたこれらの

書類に記載された特定寄附金の額を限度とすること。（法附則９の２の２②）

第６ 申告納付並びに更正及び決定

６の１ 法第７２条の２５第１項、第７２条の２８第１項又は第７２条の２９第１項に規定する確定し

た決算とは、その事業年度の決算について株主総会の承認又は総社員の同意等があったことをいうも

のであること。したがって、法人でない社団又は財団にあっては、上記に準じてこれを構成する会員

等の明示又は黙示の同意があることを要するものであること。（法７２の２５①・７２の２８①・７

２の２９①）

６の２ 確定した決算に基づかない申告書を提出した場合には、国の税務官署が確定した決算に基づい

て申告書の提出があったものとみなして取り扱う場合に限り、これを確定した決算に基づく申告書と

して取り扱うものであること。

６の３ 決算確定の日とは、その事業年度の決算を承認した株主総会終結の日、又は総社員の同意の日

等をいうものであること。

６の４ 法人の事業年度終了の日から４５日を経過した日後災害その他やむを得ない事由の発生により

当該法人又は当該法人との間に連結完全支配関係がある連結法人の決算が確定しないため、申告書の

提出期限までに申告書を提出することができない場合においては、法第７２条の２５第２項又は第４

項を準用して取り扱うこと。

この場合においては、申告書の提出期限延長の申請書は、当該事由の発生後直ちに提出しなければ
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ならないものであること。

６の５ 災害その他やむを得ない理由（法第７２条の２５第３項及び第５項の規定の適用を受けること

ができる理由を除く。）とは、風水害、地震、火災、法令違反の嫌疑等による帳簿書類の押収及びこ

れらに準ずるもののみをいうのであって、単に計算書類の作成の遅延により事業年度終了の日から２

月以内に決算が確定しないような場合は含まないものであること。（法７２の２５②・④）

６の６ 削除

６の７ 法第７２条の２６第１項本文及び第２項の６月を経過した日の前日までに納付すべき事業税額

が確定しているかどうかは、同条第７項の規定が適用される場合を除き、法人が同日までに申告書を

提出したか又は更正若しくは決定を受けたかにより判定すること。

６の８ 清算中の法人については、清算中の各事業年度の期間が６月を超えている場合においても、中

間申告書を提出する必要はないものであること。

６の９ 法人税法第７１条第１項ただし書若しくは第１４４条の３第１項ただし書の規定により法人税

の中間申告書の提出を要しない法人は、外形対象法人（法第７２条の２第１項第１号イに掲げる法人

をいう。以下この章において同じ。）及び収入金額課税法人（法第７２条の２第１項第２号に掲げる

事業を行う法人並びに同項第３号イ及びロに掲げる法人をいう。以下この章において同じ。）を除き、

事業税においても中間申告書の提出を要しないものであること。この結果、当該法人税の中間申告書

の提出を要しない法人は、外形対象法人及び収入金額課税法人を除き、住民税及び事業税のいずれに

ついても中間申告書の提出を要しないこととなるものであること。（法７２の２６⑧・⑨）

６の１０ 連結法人については、外形対象法人及び収入金額課税法人を除き、次に掲げる場合には、中

間申告書の提出を要しないものであること。（法７２の２６⑧・⑨）

(１) 連結法人の当該事業年度開始の日の前日の属する連結事業年度の連結法人税個別帰属支払額で

当該事業年度開始の日から６月を経過した日の前日までに確定した当該連結事業年度の連結確定

申告書に記載すべき法人税法第８１条の２２第１項第２号に掲げる金額に係るもの（当該連結法

人税個別帰属支払額のうちに租税特別措置法第６８条の１１第５項、第６８条の１３第４項、第

６８条の１５の５第５項、第６８条の６７第１項、第６８条の６８第１項若しくは第９項又は第

６８条の６９第１項の規定により加算された金額のうち当該法人に係る金額に相当する金額があ

る場合には、当該相当する金額を控除した金額）を当該連結事業年度の月数で除して得た金額の

６倍の金額が１０万円以下である場合又は当該金額がない場合（令２４の６）

(２) 連結法人の当該事業年度の前事業年度の確定申告書に記載すべき法人税法第７４条第１項第２

号に掲げる金額で当該事業年度開始の日から６月を経過した日の前日までに確定したもの（当該

金額のうちに租税特別措置法第４２条の６第５項、第４２条の９第４項、第４２条の１２の４第

５項、第６２条第１項、第６２条の３第１項若しくは第９項又は第６３条第１項の規定により加

算された金額がある場合には、当該加算された金額を控除した金額）を当該前事業年度の月数で

除して得た金額の６倍の金額が１０万円以下である場合又は当該金額がない場合（令２４の７）

６の１１ 法第７２条の２６に規定する予定申告については、次の諸点に留意すること。

(１) 前事業年度の６月の期間に中間申告書を提出し、これに対し更正を受け、前事業年度の確定申

告は当該更正を受けた課税標準額より少ない申告をしたときでも確定申告に対する更正がなされ

ていないときは、当該予定申告により納付すべき事業税額は前事業年度の確定申告により申告し
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た税額を基礎として計算するものであること。（法７２の２６①）

(２) 法人税法に規定する適格合併（法人を設立するものを除く。）に係る合併法人の事業年度の期

間が６月を超え、前事業年度中又は当該事業年度開始の日から６月を経過した日の前日までの期

間内にその適格合併がなされた場合における当該合併法人の予定申告により納付すべき事業税額

は、次により計算するものであること。（法７２の２６②）

ア 当該合併法人の前事業年度中に適格合併がなされた場合

合併法人の確定事業税額

×６＋

合併法人の前事業年度の月数

合併法人の前事業年度開始の日から

その適格合併の日の前日までの月数 被合併法人の確定事業税額

×６×

合併法人の前事業年度の月数 被合併法人の確定事業税額

の計算の基礎となった事業

年度の月数

イ 当該合併法人の当該事業年度開始の日から６月を経過した日の前日までの期間内に適格合併が

なされた場合

合併法人の確定事業税額

×６＋

合併法人の前事業年度の月数

合併法人の前事業年度開始の日から

６月の期間のうちその適格合併の日 被合併法人の確定事業税額

以後の期間の月数 ×

被合併法人の確定事業税額

の計算の基礎となった事業

年度の月数

(３) 適格合併（法人を設立するものに限る。）に係る合併法人の事業年度の期間が６月を超える場

合におけるその設立後最初の事業年度につき当該法人が予定申告により納付すべき事業税額は、

各被合併法人の確定事業税額をその計算の基礎となった当該被合併法人の事業年度の月数で除し、

これに６を乗じて計算した金額の合計額とするものであること。（法７２の２６③）

(４) ６の１１(２)及び(３)において、合併法人の確定事業税額とは、合併法人の当該事業年度開始

の日から６月を経過した日の前日までに前事業年度の事業税として納付した税額及び納付すべき
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ことが確定した税額の合計額をいい、被合併法人の確定事業税額とは、当該合併法人の当該事業

年度開始の日の１年前の日以後に終了した被合併法人の各事業年度に係る事業税額として当該合

併法人の当該事業年度開始の日以後６月を経過した日の前日までに確定したもので、その計算の

基礎となった各事業年度（その月数が６月に満たないものを除く。）のうち最も新しい事業年度

に係る事業税額をいうものであること。

６の１２ 連結法人以外の法人（外形対象法人及び収入金額課税法人を除く。）にあっては、法人税に

ついて前事業年度に係る確定申告書を提出せず、かつ、確定申告に係る決定がなされていない場合等

には、法人税について当該事業年度に係る中間申告書の提出を要しないこととなるので、事業税につ

いても中間申告書の提出を要しないこととなるものであること。

連結法人（外形対象法人及び収入金額課税法人を除く。）にあっては、法人税について前連結事業

年度に係る連結確定申告書を当該連結法人との間に連結完全支配関係がある連結親法人（当該連結法

人が連結親法人の場合にあっては、当該連結法人）が提出せず、かつ、連結確定申告に係る決定がな

されていない場合等には、予定申告に係る基準額が計算されないこととなるので、事業税について中

間申告書の提出を要しないこととなるものであること。

６の１３ 事業税の中間申告書の提出を要する法人が、事業税について前事業年度に係る中間申告書を

提出したが、確定申告書を提出せず、かつ、確定申告に係る決定がなされていない場合には、当該予

定申告により納付すべき事業税額は、前事業年度の中間申告により納付した税額又は納付すべきこと

が確定した税額を基礎として計算するものであること。

６の１４ 災害その他やむを得ない理由により決算が確定しないため又は定款、寄附行為、規則、規約

その他これらに準ずるもの（７において「定款等」という。）の定めにより、若しくは特別の事情が

あることにより、当該事業年度以後の各事業年度終了の日から２月以内に決算についての定時総会が

招集されない常況にあると認められるため又は当該法人との間に連結完全支配関係がある連結親法人

が連結子法人が多数に上ることその他これに類する理由により各連結事業年度の連結所得の金額の計

算を了することができないために当該法人が申告納付期限の延長の承認を受けた場合には、不申告加

算金は徴収できないものであるが、当該事業年度以後の各事業年度終了の日から２月以内に決算につ

いての定時総会が招集されない常況にあると認められる場合又は連結親法人が連結子法人が多数に上

ることその他これに類する理由に係る場合には、他の法人との均衡等を考慮して、延滞金を徴収する

ものであること。（法７２の２５②～⑤・７２の４５の２）

６の１５ 清算中の外形対象法人及び法第７２条の２第１項第３号イに掲げる法人の申告納付について

は、次の諸点に留意すること。

(１) 清算中の外形対象法人及び法第７２条の２第１項第３号イに掲げる法人については、法第７２

条の２１第１項の規定により資本金等の額はないものとみなされることから、資本割を申告納付

することは要しないものであること。（法７２の２１①ただし書・７２の２９①）

ただし、連結子法人が事業年度の中途において解散した場合（破産手続開始の決定を受けた場

合を除く。）については、当該解散の日において事業年度が区切れないことから、連結事業年度

開始の日から解散の日までの期間については、資本割を課すものであること。

(２) 残余財産の確定の日の属する事業年度については、付加価値割を申告納付することは要しない

ものであること。（法７２の２９③・④）
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６の１６ 削除

６の１７ 法人が申告納付する場合における申告期限については、次の事項に留意すること。

(１) 各事業年度の申告については、事業年度終了の日の翌日又は事業年度開始の日から６月を経過

した日から起算すること。

(２) 申告期限が民法第１４２条に規定する休日、土曜日又は１２月２９日、同月３０日若しくは同

月３１日に該当する場合は、これらの日の翌日をその期限とみなすこととされているが、ここに

いう休日とは次に掲げるものをいうものであること。（法２０の５②）

ア 国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日及び日曜日

イ その他の休日（例えば１月２日及び１月３日（昭和３３年６月２日最高裁判所判例））

(３) 申告書が郵便又は信書便により提出されたときは、その郵便物又は信書便物の通信日付印によ

り表示された日にその提出がされたものとみなされるものであること。（法２０の５の３）

６の１８ 主たる事務所等の判定に当たっては、原則として法人税の納税地又は法人税に係る連結子法

人の本店若しくは主たる事務所等の所在地と一致させるようにすること。

なお、法人税の納税地又は法人税に係る連結子法人の本店若しくは主たる事務所等の所在地と法人

事業税の主たる事務所等とが異なる場合において、法人税の納税地又は法人税に係る連結子法人の本

店若しくは主たる事務所の所在地が実質上の主たる事務所等に該当するものと認められたときは、関

係道府県間で協議のうえ主たる事務所等の変更を行うこと。

６の１９ 主たる事務所等所在地の道府県知事が申告納付期限の延長の承認を与えたときは、速やかに

その旨を関係道府県知事に通知するものであること。

６の２０ ２以上の道府県において事務所等を設けて事業を行う法人が申告書又は修正申告書を提出し

た場合において主たる事務所等所在地の道府県知事がその申告又は修正申告に係る課税標準を是認す

るときは、その旨を速やかに関係道府県知事に通知すること。

６の２１ ２以上の道府県において事務所等を設けて事業を行う法人が法第７２条の４８第２項ただし

書の規定に基づいて申告納付する場合において適用すべき税率は、その法人の事業年度開始の日から

６月の期間の末日現在における税率によるものであること。（法７２の２４の８）

６の２２ ２以上の道府県において事務所等を設けて事業を行う法人に対する法第７２条の４４第５項

又は第７２条の４５第４項の規定に基づく延滞金の減免、法第７２条の４６第１項ただし書の規定に

基づく過少申告加算金額の不徴収及び同条第３項の規定に基づく不申告加算金額の軽減を行う場合に

おいては、特にその必要を認めない場合を除くほか、主たる事務所等所在地の道府県知事は関係道府

県知事と協議して行うことが適当であること。

６の２３ 国の税務官署の更正又は決定に係る課税標準を基準として修正申告書を提出する場合におい

ても、その修正申告書が国の税務官署において当該更正又は決定の通知をした日から１月以内に提出

されないときは、法第７２条の３１第２項の規定による修正申告書として取り扱われることとなるの

であって、過少申告加算金及び不申告加算金の取扱いが異なるものであるから留意すること。（法７

２の４６①・③）

６の２４ 法第７２条の３２第１項に規定する申告書又は同項に規定する修正申告書（収入割のみを申

告納付すべきものを除く。）を提出した法人が課税標準の計算の基礎となった法人税の課税標準につ

いて国の税務官署の更正又は決定を受けた場合（当該法人が、当該申告に係る計算の基礎となった事
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業年度において連結申告法人（各連結事業年度の連結所得に対する法人税を課される連結事業年度の

連結法人をいう。以下この章において同じ。）（連結子法人に限る。）である場合には、当該事業年

度終了の日の属する連結事業年度において当該法人との間に連結完全支配関係がある連結親法人が当

該連結事業年度に係る法人税の課税標準について国の税務官署の更正又は決定を受けた場合）には、

法定納期限の翌日から起算して５年を経過した日以後においても、国の税務官署が当該更正又は決定

の通知をした日から２月以内に限って、法第２０条の９の３第１項の規定による更正の請求をするこ

とができるものであること。この場合においては、同条第３項に規定する更正請求書には、同項に規

定する事項のほか、国の税務官署が当該更正の通知をした日を記載しなければならないものであるこ

と。（法７２の３３②）

６の２５ 道府県知事は、法人事業税の決定を行う場合、外形対象法人に対しては、付加価値割、資本

割及び所得割の決定を、法第７２条の２第１項第３号イに掲げる法人に対しては、収入割、付加価値

割及び資本割の決定を、同号ロに掲げる法人に対しては、収入割及び所得割の決定を併せて行う必要

があること。

なお、法人事業税の更正を行う場合、外形対象法人に対しては、付加価値割、資本割及び所得割の

更正を、同号イに掲げる法人に対しては、収入割、付加価値割及び資本割の更正を、同号ロに掲げる

法人に対しては、収入割及び所得割の更正を併せて行うことを要しないものであること。（法７２の

４１の３）

６の２６ 法第７２条の４６第１項ただし書及び第３項（法第７２条の４７第４項の場合を含む。）の

更正又は決定があるべきことを予知してなされたものであるかどうかについては、外形対象法人、収

入金額課税法人及び連結申告法人以外の法人に関しては、原則として法人税において更正又は決定が

あるべきことを予知してなされたものとされたかどうかによって判定すべきものであること。

６の２７ 外形対象法人、収入金額課税法人及び連結申告法人以外の法人から法第７２条の４７の規定

によって重加算金を徴収する場合において、課税標準の基礎となるべき事実について仮装隠ぺいが行

われたかどうかについては、原則として法人税において仮装隠ぺいの事実があるものとされたかどう

かによって判定すべきものであること。

６の２７の２ 外形対象法人、収入金額課税法人（法第７２条の２第１項第２号に掲げる事業を行う法

人を除く。）及び連結申告法人から法第７２条の４７の規定によって重加算金を徴収する場合におい

ても、課税標準（所得及び付加価値額（単年度損益に限る。））の基礎となるべき事実について仮装

隠ぺいが行われたかどうかについては、おおむね、法人税において仮装隠ぺいの事実があるものとさ

れたかどうかに準じて判定するものであること。

６の２８ 道府県知事は、税務官署が法人税の更正をした場合においては、その額を基礎として所得割

の更正を行うべきであるが、その更正を行わないでいる間に税務官署が更に更正をした場合において

は、その額を基準として更正して差し支えないものであること。

第７ 徴収猶予

７ 法第７２条の３８の２に規定する法人の事業税の徴収猶予の取扱いに当たっては、次の諸点に留意

すること。

(１) 徴収猶予の適用があるのは、外形対象法人が確定申告納付する付加価値割及び資本割、並びに
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中間申告納付する付加価値割、資本割及び所得割であること。

なお、徴収猶予を受けた法人が、徴収猶予を受けた後に外形対象法人でなくなった場合であって

も、当該徴収猶予は有効であり、また、徴収猶予の延長が可能であること。（法７２の３８の２

①・⑥）

(２) 徴収猶予ができるのは、中間申告及び確定申告のときに限られるものであり、修正申告のとき

にはできないものであること。（法７２の３８の２①・⑥）

(３) 令第３１条に規定する著しい新規性を有する技術又は高度な技術とは、科学技術、工業技術等

に限られるものではなく、商品の生産又は販売方法、役務の提供方法等のノウハウやアイデアが

著しい新規性を有する場合又は高度である場合を含めるものであること。（令３１）

(４) 徴収の猶予を受けようとする事業税の申告書をその提出期限までに提出したときに限り、徴収

の猶予が受けられるのであるが、この場合の提出期限は、定款等の定めにより、若しくは特別の

事情があることにより、当該事業年度以後の各事業年度終了の日から２月以内に決算についての

定時総会が招集されない常況にあると認められるとき又は災害その他やむを得ない理由等により

提出期限が延長されている場合には、当該延長された提出期限になるものであること。（法７２

の３８の２④、法７２の２５②～⑦参照）

(５) 徴収を猶予した場合において、猶予期間内に猶予した金額を納付することができないやむを得

ない理由があると認められるときは、徴収猶予期間を延長することができることとされているが、

徴収猶予期間が合わせて６年以内であれば、何度でも延長することができるものであること。

（法７２の３８の２⑤）

(６) 中間申告で徴収の猶予を受けた法人が確定申告書をその提出期限までに提出しなかったとき又

は当該事業年度において所得があるときは、当該徴収の猶予が取り消されるのであるが、この場

合には、その猶予をした事業税に係る延滞金額のうち２分の１に相当する金額に限り、免除する

ことができるものであること。（法７２の３８の２⑨・⑪）

(７) 徴収の猶予を取り消す場合には、原則として徴収の猶予を受けた者の弁明を聴かなければなら

ないものであること。（法７２の３８の２⑫、法１５の３参照）

(８) 徴収を猶予した事業税に係る延滞金額のうち、２分の１に相当する金額は免除されるものであ

るが、特別の事情が認められる場合には、残りの延滞金額についても免除することができるもの

であること。（法７２の３８の２⑫、法１５の９②参照）

第８ 同族会社の行為又は計算の否認等

８ 法第７２条の４１の規定による更正又は決定をする場合において、同族会社でその行為又は計算に

ついて法第７２条の４３第１項から第３項までの規定に基づいて否認する場合の取扱いは、国の税務

官署の取扱いに準ずること。

なお、同条第４項に規定する合併、分割、現物出資若しくは現物分配（法人税法第２条第１２号の

５の２に規定する現物分配をいう。）又は株式交換等（同法第２条第１２号の１６に規定する株式交

換等をいう。）若しくは株式移転をした一方の法人若しくは他方の法人又はこれらの法人の株主等で

ある法人の行為又は計算についても、同様であること。（法７２の４３）



- 116 -

第９ ２以上の道府県において行う事業に係る課税標準の分割

９の１ 法第７２条の４８第３項の事業所等（同項第１号に規定する事業所等をいう。以下この節にお

いて同じ。）の従業者とは、当該事業所等に勤務すべき者で、俸給、給料、賃金、手当、賞与その他

これらの性質を有する給与の支払いを受けるべき者をいうものであるが、事業を経営する個人及びそ

の親族又は同居人のうち当該事業に従事している者で給与の支払いを受けていないものは給与の支払

いを受けるべき者とみなされるものであるから留意すること。この場合において、給与には、退職給

与金、年金、恩給及びこれらの性質を有する給与は含まれないものであり、これらの給与以外の給与

で所得税法第１８３条の規定による源泉徴収の対象となるもののみが、規則第６条の２の２第１項に

規定する給与に該当するものであること。（法７２の４８③、則６の２の２①）

なお、その運営に当たっては、次に掲げるところにより取り扱うものであること。

(１) 納税義務者から給与の支払いを受け、かつ、当該納税義務者の事業所等に勤務すべき者のうち、

当該勤務すべき事業所等の判定が困難なものについては、それぞれ次に掲げる事業所等の従業者

として取り扱うものとすること。

ア 給与の支払いを受けるべき事業所等と勤務すべき事業所等とが異なる者（例えば主たる事業所

等で一括して給与を支払っている場合等) 当該勤務すべき事業所等

イ 転任等の理由により勤務すべき事業所等が１月のうちに２以上となった者 当該月の末日現在

において勤務すべき事業所等

ウ 各事業所等の技術指導等に従事している者で主として勤務すべき事業所等がないもののうち、

９の１(１)エ以外の者 給与の支払いを受けるべき事業所等

エ 技術指導、実地研修等何らの名義をもってするを問わず、連続して１月以上の期間にわたって

同一の事業所等に出張している者 当該出張先の事業所等

オ ２以上の事業所等に兼務すべき者 主として勤務すべき事業所等（主として勤務すべき事業所

等の判定が困難なものにあっては、当該給与の支払いを受けるべき事業所等）

(２) 次に掲げる者（例えば親会社又は子会社の事業所等の従業者のうち、その従業者がいずれの会

社の従業者であるか判定の困難なもの等）については、９の１(１)にかかわらず、それぞれ次に

掲げる事業所等の従業者として取り扱うものとすること。

ア 一の納税義務者から給与の支払いを受け、かつ、当該納税義務者以外の納税義務者の事業所等

で勤務すべき者（当該者が２以上の納税義務者から給与の支払いを受け、かつ、当該納税義務

者のいずれか一の事業所等に勤務すべき場合を含む。） 当該勤務すべき事業所等

イ ２以上の納税義務者の事業所等の技術指導等に従事している者で主として勤務すべき事業所等

がないもののうち、９の１(２)ウ以外の者 給与の支払いを受けるべき事業所等

ウ 事業所等を設置する納税義務者の事業に従事するため、当該納税義務者以外の納税義務者から

技術指導、実地研修、出向、出張等何らの名義をもってするを問わず、当該事業所等に派遣さ

れたもので連続して１月以上の期間にわたって当該事業所等に勤務すべき者 当該勤務すべき

事業所等

エ ２以上の納税義務者の事業所等に兼務すべき者 当該兼務すべきそれぞれの事業所等

(３) 次に掲げる者については、当該事業所等又は施設の従業者として取り扱わないものとすること。

ア 従業者を専ら教育するために設けられた施設において研修を受ける者
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イ 給与の支払いを受けるべき者であっても、その勤務すべき事業所等が課税標準額の分割の対象

となる事業所等から除外される場合（例えば非課税事業を営む事業所等）の当該事業所等の従

業者

ウ 給与の支払いを受けるべき者であっても、その勤務すべき施設が事業所等に該当しない場合の

当該施設の従業者（例えば常時船舶の乗組員である者、現場作業所等の従業者）

エ 病気欠勤者又は組合専従者等連続して１月以上の期間にわたってその本来勤務すべき事業所等

に勤務しない者（当該勤務していない期間に限る。）

(４) ９の１(１)から(３)までに掲げるもののほか、従業者については、次の取扱いによるものであ

ること。

ア 非課税事業、収入金額課税事業又は鉄軌道事業とその他の事業とを併せて行う納税義務者の従

業者のうち、それぞれの事業に区分することが困難なものの数については、それぞれの事業の

従事者として区分されたものの数により按分するものとすること。

イ 従業者は、常勤、非常勤の別を問わないものであるから、非常勤のもの例えば、重役、顧問等

であっても従業者に含まれるものであること。

ウ 連続して１月以上の期間にわたるかどうかの判定は、課税標準の算定期間の末日現在によるも

のとすること。この場合において、課税標準の算定期間の末日現在においては１月に満たない

が、当該期間の翌期を通じて判定すれば１月以上の期間にわたると認められるときは、連続し

て１月以上の期間にわたるものとし、また、日曜日、祝祭日等当該事業所等の休日については、

当該休日である期間は、勤務していた日数に算入すること。

エ 事業所等の構内・区画が２以上の道府県の区域にまたがる場合には、家屋の延床面積等合理的

な方法により按分した数（その数に１人に満たない端数を生じたときは、これを１人とす

る。）をそれぞれの道府県の従業者数とするものであること。

９の２ 法第７２条の４８第５項に規定する事業所等の従業者については、９の１に定めるもののほか、

次の諸点に留意すること。

(１) 事業年度の中途において、新設された事業所等にあっては事業年度終了の日の末日、廃止され

た事業所等にあっては廃止の月の直前の月の末日現在の従業者の数に基づいて月割により算定し

た従業者の数値によるものであるが、この場合の新設された事業所等には、営業の譲受又は合併

により設置される事業所等も含まれるものであること。

(２) 一の事業年度の中途において、新設され、かつ、廃止された事業所等については、廃止された

事業所等として従業者の数を算定するものであること。

(３) 事業年度に属する各月の末日現在における従業者の数のうち最大であるものの数値が、その従

業者の数のうち最小であるものの数値に２を乗じて得た数値を超える事業所等については、

その事業年度に属する各月の末日の従業者の数の合計数

その事業年度の月数
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により従業者の数を算定することとなるが、この適用があるのは、当該事業所等に限るものであっ

て、他の事業所等については適用がないものであること。

また、事業年度の中途において新設又は廃止された事業所等であっても事業所等の所在する期間

を通じてその従業者の数に著しい変動があるものは従業者の数に著しい変動がある事業所等に該

当するものであるので留意すること。

なお、各月の末日現在における従業者の数の算定については、次の取扱いによるものであること。

ア 各月の末日において勤務すべき者のみが分割基準の対象となる従業者となるものであること。

したがって、例えば、月の初日から引き続き日雇労働者として雇用されていたものであっても、

当該月の末日の前日までの間に解雇されたものは分割基準の対象となる従業者とはならないも

のであること。

なお、各月の末日が日曜日、祝祭日等により当該事業所等が休日である場合の分割基準の対象

となる日雇労働者については、当該休日の前日現在における状況によるものであること。

イ 月の中途で課税標準の算定期間が終了した場合においては、その終了の日の属する月の末日現

在における従業者の数は、分割基準には含まれないものであること。

９の３ 資本金の額又は出資金の額が１億円以上の製造業を行う法人の分割基準となる事業年度終了の

日現在における従業者の数のうち、その工場に勤務するものについては、当該従業者数の数値に当該

数値の２分の１を加えた数値によることとされているが、この場合において、製造業を行う法人とは、

その法人の行う主たる事業が規則第６条の２の２第２項各号に掲げる事業に該当するものをいい、工

場とは、物品の製造、加工又は組立て等生産に関する業務が行われている事業所等をいうものである

こと。

なお、細部の取扱いについては、別途「資本金の額又は出資金の額が１億円以上の製造業を行う法

人の事業税の分割基準である工場の従業者の取扱いについて」（昭和３７年５月４日自治丙府発第３

９号）によること。（法７２の４８④）

９の４ 電気供給業を行う法第７２条の４８第１項に規定する分割法人の分割基準に関し、同条第３項

第２号ロ(１)の電線路とは、事業所等の所在する道府県において発電所（他の者が維持し、及び運用

する発電所を含む。以下９の４において同じ。）の発電用の電気工作物（電気事業法第２条第１項第

１８号に規定する電気工作物をいう。）と電気的に接続している電線路（専ら通信の用に供するもの

を除く。以下９の４及び９の５において同じ。）であって、当該分割法人が維持し、及び運用するも

ののうち、電気学会電気規格調査会標準規格ＪＥＣ－０２２２に定める電線路の公称電圧が６６キロ

ボルト以上のものであり、かつ、当該発電所が発電を行う場合においてその発電した電気を基幹系統

側（基幹系統を通じて送電ネットワークへ向けて送電する側）に送電するために設けられた電線路を

いうものであること。（法７２の４８③Ⅱロ(１)、則６の２②）

９の５ 法第７２条の４８第３項第２号ロ(１)の電線路の電力の容量については、次により取り扱うも

のであること。（法７２の４８③Ⅱロ(１)）

(１) 電線路の性能を示した容量を用いるものであり、運用上の容量を用いるものではないこと。

(２) 連続的に送電できる電力の容量とするものであること。なお、同一の電線路について、その電

力の容量が時期により異なるものとされている場合には、電力の容量が最大となる時期における電

力の容量とするものであること。
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(３) 電力の容量が異なる区間がある電線路については、発電所から受電する部分における電力の容

量とするものであること。

９の６ 削除

９の６の２ ガス供給業のうち、一般ガス導管事業及び特定ガス導管事業以外のもののうちガス事業法

第２条第１０項に規定するガス製造事業者及び電気事業法等の一部を改正する等の法律（平成２７

年法律第４７号）附則第２２条第１項に規定する旧一般ガスみなしガス小売事業者（同項の義務を

負う者に限る。）以外の者が行うものは、法第７２条の２第１項第２号に規定するガス供給業に該

当しないが、法第７２条の４８第３項第３号に規定するガス供給業には該当するため、その分割基

準は固定資産の価額となることに留意すること。（法７２の４８③Ⅲ）

９の７ 法第７２条の４８第４項第３号に規定する事業年度終了の日現在における固定資産の価額とは、

当該事業年度終了の日において貸借対照表に記載されている土地、家屋及び家屋以外の減価償却が可

能な有形固定資産の価額をいうものであること。したがって、建設仮勘定により経理されている固定

資産であっても、当該事業年度終了の日において事業の用に供されているものは含まれるものであり、

無形固定資産及び貸借対照表に記載されていないものについては分割基準に含まないものであること

に留意すること。（法７２の４８④、則６の２の２④）

９の８ 法第７２条の４８第３項第４号に規定する軌道の延長キロメートル数は、次により取り扱うも

のであること。（法７２の４８③）

(１) 単線換算キロメートル数によるものであること。

(２) 鉄道事業を行う法人が、自らが敷設する鉄道線路（他人が敷設した鉄道線路であって譲渡を受

けたものを含む。）以外の鉄道線路を使用して鉄道による旅客又は貨物の運送を行う場合におい

ては、当該使用に係る軌道の延長キロメートル数を当該法人の分割基準である軌道の延長キロメ

ートル数とするものであること。

(３) 引込線及び遊休線並びに敷設線を含むものであるが、他の法人等の所有に係る専用線は含まな

いものであること。

９の９ ２以上の道府県に事業所等を設けて鉄道事業又は軌道事業とその他の事業とを併せて行う場合

の割合については、次の諸点に留意すること。（法７２の４８⑪、令３５の２）

(１) 当該法人の事業税の課税標準額のそれぞれの総額をそれぞれの事業の売上金額によって按分し

た額をそれぞれの事業の分割基準によって分割するのであるが、百貨店業のみについては、売上

金額に代えて売上総利益金額が按分の基準とされていること。

なお、この場合における百貨店業とは、物品販売業（物品加工修理業を含む。）であって、これ

を営むための店舗のうちに、同一の店舗で床面積の合計が１，５００平方メ―トル（都の特別区

及び地方自治法第２５２条の１９第１項の指定都市の区域内においては、３千平方メートル）以

上の店舗を含むものをいうものであること。

(２) 売上金額とは、本来の事業及びこれに付随する事業の収入金額をいうものであるが、固定資産

の売却収入その他受取利息、有価証券利息、受取配当金、有価証券売却益等の事業外収入は含ま

れないものであること。したがって、鉄道事業又は軌道事業における売上金額とは、原則として

鉄道事業会計規則にいう営業収益をいうものであること。

(３) 売上総利益金額とは、売上高（総売上高から売上値引及び戻り高を控除した額）から売上原価
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（期首たな卸高と仕入高を加えた額から期末たな卸高を控除した額）を控除した金額をいうもの

であること。

９の１０ 法第７２条の４８第３項第５号に規定する事業所等の数は、次により取り扱うものであるこ

と。

(１) 事業所等に該当するか否かの判定は、第１章第１節６によること。

(２) 事業所等の数の算定に当たっては、原則として、同一構内・区画にある店舗等の事業の用に供

する建物（以下９の１０において「建物」という。）について一の事業所等として取り扱うこと。

(３) 近接した構内・区画にそれぞれ建物がある場合については、原則として、構内・区画ごとに一

の事業所等として取り扱うこととなるが、この場合において、２以上の構内・区画の建物につい

て、経理・帳簿等が同一で分離できない場合、同一の管理者等により管理・運営されている場合

など、経済活動・事業活動が一体とみなされる場合には、同一の構内・区画とみなして一の事業

所等として取り扱うことに留意すること。

(４) 事業所等の構内・区画が２以上の道府県の区域にまたがる場合には、次に掲げる道府県の事業

所等として取り扱うものであること。

ア 事業所等の建物が、一の道府県の区域のみに所在する場合 当該建物の所在する道府県

イ 事業所等の建物が、２以上の道府県の区域にまたがる場合 当該建物の所在するそれぞれの道

府県

９の１１ 法第７２条の４８第８項の主たる事業の判定に当たっては、それぞれの事業のうち、売上金

額の最も大きいものを主たる事業とし、これによりがたい場合には、従業者の配置、施設の状況等に

より企業活動の実態を総合的に判断するものであること。

９の１２ 外国法人の恒久的施設とみなされた代理人の事務所等が２以上の道府県に所在する場合につ

いては、その事務所等のうち当該外国法人のための業務を行う事務所等のみが当該外国法人の事業所

等とみなされるものであること。この場合において、同一の事業所等において代理人の本来の業務と

外国法人の代理に関する業務を併せて行っている場合の分割の基準となる従業者数は、専ら当該外国

法人の代理業務のみを行う者のみとするものであること。

９の１３ ２以上の道府県において事務所等を設けて事業を行う法人が分割基準に誤りがあったこと

（課税標準額についてすべき分割をしなかった場合を含む。）により関係道府県の分割課税標準額又

は事業税額に過不足がある場合においては、不足額の生じた道府県に対しては速やかに申告又は修正

申告をしなければならないのであるが、過大となった道府県に対しては当該分割課税標準額又は事業

税額の減額の更正の請求をすることができるものとされているものであること。この場合において、

減額の更正の請求はあらかじめ主たる事務所等所在地の道府県知事に届け出た旨を証する文書を添え

て行うべきものとされていることにかんがみ、その主たる事務所等所在地の道府県知事は速やかにそ

の処理をすべきものであること。（法７２の４８の２④）

９の１４ 主たる事務所等所在地の道府県知事が課税標準の総額の更正若しくは決定又は分割基準の修

正若しくは決定を行った場合においては、その旨を関係道府県知事に通知するものであるが、次の諸

点に留意すること。

ア 通知には、延滞金、過少申告加算金、不申告加算金及び重加算金の計算と減免又は不徴収につい

ての簡明な理由を付して行うものとすること。この場合において、関係道府県知事は、これらの
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減免又は不徴収等の理由及び内容について、特に異議のない場合には、これによることとし、各

道府県間の取扱いが不一致にならないようにすること。

イ 外形対象法人、収入金額課税法人及び連結申告法人以外の法人に係る通知の内容である計算及び

減免又は不徴収の取扱いは、原則として法人税の計算及び減免又は不徴収の取扱いに準じて行う

ものであること。

ウ 外形対象法人、収入金額課税法人（法第７２条の２第１項第２号に掲げる事業を行う法人を除

く。）及び連結申告法人の所得及び付加価値額（単年度損益に限る。）に係る通知の内容である

計算及び減免又は不徴収の取扱いについても、おおむね、法人税の計算及び減免又は不徴収の取

扱いに準じて行うものであること。

第１０ 法人の事業税の市町村に対する交付

１０ 法人の行う事業に対する事業税に係る交付金（以下「法人事業税交付金」という。以下この項に

おいて同じ。）の交付額の算定及びその市町村に対する交付に当たっては、次の諸点に留意すること。

(１) 道府県は、当該道府県内の市町村に対し、当該道府県に納付された法人の行う事業に対する事

業税の額に相当する額に１００分の７．７を乗じて得た額を、各市町村の従業者数（統計法（平成

１９年法律第５３号）第２条第４項に規定する基幹統計である事業所統計の最近に公表された結果

によるものをいう。）で按分して得た額を交付すること。都は、都内の市町村（特別区を除く。以

下この項において同じ。）に対し、都に納付された法人の行う事業に対する事業税の額に相当する

額に１００分の７．７を乗じて得た額を、各市町村及び特別区の従業者数で按分して得た額を交付

すること。ただし、都道府県が、標準税率を超える税率で事業税を課する場合には、当該都道府県

に納付された法人の行う事業に対する事業税の額に相当する額から標準税率を超えて課する部分に

相当する部分を控除して算定すること。（法７２の７６、７３４④、令３５の４の５、３５の４の

６、３５の４の７、５７の２の６、５７の２の７）

(２) 令第３５条の４の６及び第５７条の２の６で規定する基準事業税額及び標準税率相当額を算出

する場合において、法第７２条の２６の規定による申告書（同条第５項に規定する提出があったも

のとみなされる申告書も含む。）に記載された事業税額は算定対象に加えないこと及び法第７２条

の３３第１項の規定による提出期限後の法第７２条の２５、第７２条の２８及び第７２条の２９の

規定による申告書に記載された事業税額は算定対象に加えることに留意すること。（令３５の４の

６、５７の２の６）

(３) 都においては、法人の行う事業に対する事業税の収入額（標準税率を超える税率で事業税を課

する場合は、標準税率を超えて課する部分に相当する部分を控除した額）に１００分の７．７を乗

じて得た額を各市町村及び特別区の従業者数で按分して得た額のうち特別区に係る額を、特別区財

政調整交付金の原資とすること。（法７３４④、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）２８２②、

地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）２１０の１０）

(４) 法人事業税交付金は、毎年度８月、１２月、３月に交付することとする。（それぞれの交付時

期における交付すべき額の算定期間は、前年度３月から当該年度７月、当該年度の８月から１１月、

当該年度の１２月から２月とすること。）（令３５の４の７、５７の２の７）

(５) 法第７２条の７６及び第７３４条第４項に規定する「納付された法人の行う事業に対する事業
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税の額」は、当該算定期間中に実際に納付された金額とする。

(６) 令和元年度から令和４年度において、次のとおり経過措置が講じられていることに留意するこ

と。

ア 令和元年度に限り、法人事業税交付金は、(１)の規定にかかわらず、同年度内に交付しないで、

令和２年度に交付すべき法人事業税交付金に加算して交付すること。（平成２８年改正法附則６

①）

イ 令和２年度における法人事業税交付金は、(１)の規定にかかわらず、その交付率は１００分の

３．４とし、各市町村の法人税割額又は都民税の法人税割額により按分して得た額を交付するこ

と。なお、令和２年度に限り、８月に交付すべき額は当該年度の前年度１０月から当該年度７月

までを算定期間とすること。（平成２８年改正法附則６②、平成３１年改正令附則３①）

ウ 令和３年度における法人事業税交付金は、(１)の規定にかかわらず、納付された法人事業税の

額に１００分の７．７を乗じて得た額の３分の２を法人税割額で、他の３分の１を各市町村又は

特別区の従業者数で按分して得た額を交付すること。（平成２８年改正法附則６③、平成３１年

改正令附則３②）

エ 令和４年度における法人事業税交付金は、(１)の規定にかかわらず、納付された法人事業税の

額に１００分の７．７を乗じて得た額の３分の１を法人税割額で、他の３分の２を各市町村又は

特別区の従業者数で按分して得た額を交付すること。（平成２８年改正法附則６③、平成３１年

改正令附則３③）

第３節 個人の事業税

第１１ 課税標準の算定

１１の１ 総収入金額とは、事業を行う個人がその事業に関し収入すべき一切の金額をいい、収入すべ

き金額とは、収入する権利の確定した金額をいうものであること。（法７２の４９の１２①）

１１の２ 収入する権利の確定する時期は、原則として収入する金額の基礎となった契約の効力発生の

時によること。ただし、請負契約による収入については、引渡しを要するものについてはその目的物

を注文者に提供する時により、引渡しを要しないものについては仕事完成の時により、また委任契約

による収入については、受任事務の履行完了の時によるが、次に掲げるような特約又は慣習がある場

合においては、次に掲げる時によること。（法７２の４９の１２①）

(１) 同種の物品を多量に製作することを請負う場合で、その引渡量に従い代金を支払う特約又は慣

習のあるときにおけるその引渡量に対応する請負代金については、それぞれの引渡しの時

(２) 一個の工事であっても、その工事の竣功割合に応じて代金を支払う特約又は慣習のある場合に

おける当該竣功割合に対応する工事の請負代金については、その部分の竣功の時

(３) 受任事務の履行による報酬を期間により支払う特約又は慣習がある委任契約のその期間に対応

する報酬については、その期間の経過した時

１１の３ 必要な経費とは、仕入品の原価、原料品の代価、土地、家屋その他事業を行うために必要な

物件の修繕費又は借入料、事業用固定資産の減価償却費、土地、家屋その他の物件又は事業に係る公

租公課、使用人の給料等でその総収入金額を得るために必要なものの一切をいうものであること。し

たがって、必要な経費として認められるものは、原則として、総収入金額に対応するものに限られる
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こととなるが、事業を行うために必要な設備で一部遊休しているものの管理費、減価償却費等は、必

要な経費とみなすべきであること。（法７２の４９の１２①）

１１の４ 個人事業税の課税標準である所得は、法令に特別の定めがある場合を除くほか、その個人の

前年分の所得税の課税標準である所得のうち不動産所得及び事業所得の計算の例により算定すること

となるが、その取扱いについては、４の７の３に準ずること。なお、この場合における不動産所得及

び事業所得の計算に係る規定には、租税特別措置法第２５条の２の規定は、含まれないものであるの

で留意すること。（法７２の４９の１２①）

１１の５ 個人事業税の課税標準である所得を計算する場合において、所得税においては租税特別措置

法第４１条の４第１項及び第４１条の４の２第１項の規定により不動産所得に係る損益通算の特例が

定められているが、事業税においては、もとよりこの規定の例によらないものであることに留意する

こと。（法７２の４９の１２⑤）

１１の６ 所得税において青色申告の承認を受けている個人の繰越損失、所得税において青色申告の承

認を受けている個人以外の個人の被災事業用資産に係る部分の繰越損失の繰越控除の取扱いについて

は、次の諸点に留意すること。（法７２の４９の１２⑥・⑦）

(１) 所得税において青色申告の承認を受けている個人の前年前３年間の損失の繰越控除は、事業所

得の算定上生じた損失であって、前年前に控除されなかった部分の金額に限るものであるが、当該

損失の生じた年分につき事業税の申告をし、かつ、その後の年分につき連続して事業税の申告をし

ている場合で、当該損失の生じた年分につき所得税において青色申告の承認を受けているときに限

り、認められるものであること。

なお、事業税においては、損失の繰戻しによる還付は行われないものであるから留意すること。

(２) 個人の前年前２年間において(１)の取扱いを受けた金額がある場合の「控除した金額」は、被

災事業用資産の損失に相当する部分以外の部分から順次控除したものとして計算するものであるこ

と。

(３) (１)及び(２)の繰越控除の適用に当たっては、損失の生じた年分の後の年分につき提出する事

業税の申告書には、損失の繰越控除に関する事項の記載はされないものであるから、損失の生じた

年分の事業税の申告書その他の資料に基づいて控除を行うものであること。

(４) 課税事業と非課税事業とを併せて行う個人の事業の所得の算定上生じた損失で、事業の所得か

ら控除する金額は、課税事業について生じた損失の金額に限るものであること。

１１の７ 個人の直接事業の用に供する資産で令第３５条の３の７に規定するものを譲渡したため生じ

た損失の金額については、事業税の申告をしている場合に限り、その損失の金額を所得の計算上控除

することができるのであるが、その取扱いについては、別途「個人事業税に係る事業用資産の譲渡損

失の取扱いについて」（昭和３７年４月７日自治丙府発第３１号）によるほか、次の諸点に留意する

こと。（法７２の４９の１２⑨、令３５の３の７）

(１) 譲渡損失の控除対象となる資産は、令第３５条の３の７に規定する固定資産、牛馬、果樹等

で事業の用に供しなくなった日の翌日から１年を経過した日の前日までに譲渡が行われたものに限

り認められるものであること。したがって、土地、家屋及び構築物並びに商品、原材料、製品、半

製品及び仕掛品の棚卸資産は含まれないものであること。

(２) 事業の廃止に伴い、その事業の廃止の日以後において令第３５条の３の７に規定する資産を譲
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渡したことによって生じた損失の金額についても、その事業の廃止の日の翌日から１年を経過した

日の前日までに譲渡が行われたときは、譲渡損失の控除の適用があるものであること。

１１の８ 事業専従者控除の取扱いについては、別途「個人の住民税及び事業税における青色事業専従

者及び事業専従者に関する取扱いについて」（昭和４４年６月２７日自治府第６５号）により通知す

るところによるものであること。（法７２の４９の１２②～④）

１１の９ 医業、歯科医業及びあん摩、マッサージ又は指圧、はり、きゅう、柔道整復その他の医業に

類する事業を行う個人の所得の算定については、４の７の５の取扱いに準ずるものとすること。（法

７２の４９の１２①）

１１の１０ 国内に主たる事務所等を有する個人が外国に恒久的施設に相当するものを有する場合には、

当該個人の事業の所得の総額から外国の事業に帰属する所得を控除して得た額が当該個人の事業税の

課税標準となるものであるが、その取扱いの細部については別途「事業税における国外所得等の取扱

いについて」（平成１６年４月１日総税都第１６号）により通知するところによるものであること。

（法７２の４９の１３、令３５の３の９）

１１の１１ 鉱物の掘採事業と精錬事業とを一貫して行う個人の所得の算定については４の８の１、石

灰石の採掘事業と加工（製造）事業とを一貫して行う個人の所得の算定については４の８の３、課税

事業と非課税事業とを併せて行う個人の所得の算定については４の８の４の取扱いにそれぞれ準ずる

ものとすること。

１１の１２ ２の１(４)によるさいかん部門とせんごう部門とを一貫して行っている製塩業の所得を算

定する場合においては、さいかん部門の所得を控除することが適当であること。

１１の１３ 事業主控除額の控除については、次の諸点に留意すること。（法７２の４９の１４）

(１) ２人以上の個人が共同して事業を行う場合の事業主控除額は、その事業を行う個人ごとにこれ

を控除するものとすること。

(２) 事業主控除額は年を通じて算定するものであるから、年の中途において事業を休止する場合に

おいても、その事業が継続して行われるものと認められる限り、その休止期間もこれを事業を行っ

た月数に算入するものであること。また、いわゆる季節営業についてもこれに準じて取り扱うこと

が適当であること。

(３) 月割計算による事業主控除額については、課税標準額について千円未満の端数を切り捨ててい

ることにかんがみ、千円未満の端数があるときは、その端数金額を千円として計算するものとして

差し支えないこと。

１１の１４ 損失の繰越控除、被災事業用資産の損失の繰越控除、譲渡損失の控除、譲渡損失の繰越控

除及び事業主控除の順序は法第７２条の４９の１２第１１項の規定の順序にしたがってそれぞれ控除

するものであるが、事業専従者控除については所得金額の計算に当たって必要な経費に算入するもの

であるからこの控除の順序には関係はないものであること。

１１の１５ 異なる税率が適用される２以上の事業を併せて行う個人のそれぞれの税率を適用すべき所

得は、損失の繰越控除又は被災事業用資産の損失の繰越控除、譲渡損失の控除、譲渡損失の繰越控除

及び事業主控除額の金額を控除した後の総所得金額（以下１１の１５において「総所得金額」とい

う。）をこれらの控除をする前のそれぞれの事業の所得金額により按分して算出するものであること。

この場合において、それぞれの事業の所得金額の区分が明らかでない場合においては、総所得金額を
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売上金額等最も妥当な基準により按分して、それぞれの税率を適用すべき所得を算定すること。（法

７２の４９の１７②）

なお、事業専従者控除額は、それぞれの事業の所得金額の計算に当たって必要な経費に算入すべき

ものであることに留意すること。

１１の１６ 本来不動産所得又は事業所得であるべき所得について他の種類の所得として所得税の申告

をしている者については、その申告した内容にかかわらず道府県知事の調査によって事業税の課税標

準である所得を決定することができるものとされているのであるが、この規定は、このような手段に

より事業税負担を不当に回避する等の事態を防止し、租税負担の公平を図るために設けられているも

のであって、単に所得区分について税務官署の取扱いと見解が異なるような場合まで含める趣旨では

ないものであること。したがって、税務官署において更正がなされている者についてはこの規定の適

用はないものであり、また、その適用についてはあらかじめ税務官署と連絡のうえ行うことが適当で

あること。

第１２ 申告

１２の１ 個人事業税の納税義務者は、規則第１４号の２様式により前年中の事業の所得（年の中途に

おいて事業を廃止した場合においては当該年の１月１日から当該事業の廃止の日までの事業の所得）

その他必要な事項を３月１５日までに（年の中途で事業を廃止した場合においては、当該事業の廃止

の日から１月以内（当該事業の廃止が納税義務者の死亡によるときは、４月以内）に）、事務所等所

在地の道府県知事に申告し、又は報告しなければならないものであるが、この場合において損失の繰

越控除、被災事業用資産の損失の繰越控除、譲渡損失の控除及び譲渡損失の繰越控除は、これらの損

失の生じた年分の申告書にこれらの事項の記載がある場合に限り認められるものであること。また、

所得税法第５７条第２項の書類を提出していない個人に係る青色事業専従者又は事業専従者につき、

法第７２条の４９の１２第２項又は第３項の規定の適用を受けようとする場合には、当該控除を受け

ようとする年分の申告書にこれらの事項の記載がある場合に限り認められるものであること。（法７

２の５５①）

１２の２ 事業税の納税義務者が前年分の所得税につき所得税法第２条第１項第３７号の確定申告書

（死亡以外の理由により事業を廃止した個人が提出した確定申告書を除く。）を提出した場合又は道

府県民税につき法第４５条の２第１項の申告書（事業を廃止した個人が提出した申告書を除く。）を

提出した場合には、当該確定申告書又は申告書の提出前に事業税の申告をしたときを除き、当該確定

申告書又は申告書が提出された日に事業税の申告がなされたものとみなし、当該確定申告書又は申告

書に記載された事項のうち事業税の申告に必要な事項に相当するものは、法第７２条の５５第１項か

ら第３項までの規定により申告されたものとみなすものであること。（法７２の５５の２）

なお、この場合における国と地方公共団体との税務運営上の協力については、別途「所得税の確定

申告書を提出した者について個人事業税及び個人住民税の申告書を提出したものとみなすこととされ

たことに伴う国と地方公共団体との税務行政運営上の協力について」（昭和４１年１２月２日自治市

第７１号）により行うものであること。

１２の３ 削除

１２の４ ２以上の道府県において事務所等を設けて事業を行う個人に課する事業税の所得の総額を主
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たる事務所等所在地の道府県知事が決定した場合における関係道府県知事に対する通知には、次に掲

げる事項を併せて行うものとすること。（法７２の５４③）

ア 事業の種類

イ 当該道府県内における事務所等の名称及び所在地

ウ 年別区分

エ 所得の総額及びその決定のあった年月日

オ 関係道府県内に所在する事務所等の従業者の数及び当該従業者数により按分された所得

１２の５ 法第７２条の５９第２項の書類の閲覧又は記録については、第２章２２と同様の趣旨によっ

て運用すべきものであること。（法７２の５９②）

第１３ ２以上の道府県において行う事業に係る課税標準の分割

１３ ９の１及び９の２は、２以上の道府県において事務所等を設けて事業を行う個人の場合にこれを

準用する。（法７２の５４②、則６の２の２①）

第４章 地方消費税

第１ 納税義務者等

１ 譲渡割の納税義務者は、課税資産の譲渡等（消費税法（昭和６３年法律第１０８号）第２条第１項

第９号に規定する課税資産の譲渡等のうち、特定資産の譲渡等（同項第８号の２に規定する特定資産

の譲渡等をいう。）並びに同法その他の法律又は条約の規定により消費税を課さないこととされるも

の及び免除されるもの以外のものをいう。）及び特定課税仕入れ（消費税法第５条第１項に規定する

特定課税仕入れのうち、同法その他の法律又は条約の規定により消費税を課さないこととされるもの

及び免除されるもの以外のものをいう。）を行った事業者であり、消費税法第５条第１項に規定する

消費税の納税義務者の範囲と一致するものであること。（法７２の７８①）

２ 貨物割の納税義務者は、課税貨物（消費税法第２条第１項第１１号に規定する課税貨物（輸入品に

対する内国消費税の徴収等に関する法律（昭和３０年法律第３７号）その他の法律又は条約の規定に

より消費税を課さないこととされるもの及び免除されるものを除く。））を保税地域から引き取る者

であり、消費税法第５条第２項に規定する消費税の納税義務者の範囲と一致するものであること。

（法７２の７８①）

第２ 課税標準及び税率等

３ 地方消費税については、法第６条及び第７条の規定は適用しないこととされていることから、条例

により地方消費税の課税免除及び不均一課税の扱いをすることはできないものであることに留意する

こと。（法７２の８１）

４ 譲渡割の課税標準は、消費税法第４５条第１項第４号に掲げる消費税額であり、その端数計算につ

いては、法第２０条の４の２第１項の規定にかかわらず、当該消費税額そのものが課税標準額である

こと。（法７２の７７Ⅱ・７２の８２）

５ 貨物割の課税標準は、消費税法第４７条第１項第２号に掲げる課税標準額に対する消費税額又は同

法第５０条第２項の規定により徴収すべき消費税額（消費税に係る延滞税の額を含まないものとす



- 127 -

る。）であり、その端数計算については、法第２０条の４の２第１項の規定にかかわらず、当該消費

税額そのものが課税標準額であること。（法７２の７７Ⅲ・７２の８２）

第３ 徴税吏員の質問検査権

６ 譲渡割に係る徴税吏員の質問検査権については、当分の間、譲渡割の賦課徴収は国が消費税の賦課

徴収の例により、消費税の賦課徴収と併せて行うことに伴い、法第７２条の８４の規定は適用されな

いので留意すること。

７ 貨物割に係る徴税吏員の質問検査権については、貨物割の賦課徴収は国が消費税の賦課徴収の例に

より、消費税の賦課徴収と併せて行うこととされているために、これを想定していないものであるこ

と。

第４ 国から道府県への地方消費税の払込み

８ 国は、地方消費税の納付があった場合においては、当該納付があった月の翌々月の末日までに、道

府県に払い込むこととされていること。この場合において、貨物割については当該貨物割の課税団体

たる道府県に払い込むこととされているが、譲渡割については必ずしも当該譲渡割の課税団体たる道

府県に払い込まれず、当該譲渡割に併せて納付された消費税の納税地所在の道府県に払い込むことと

されていることに留意すること。（法７２の１０３③、法附則９の６③前段）ただし、道府県が払込

みを受けた金額のうち他の道府県の譲渡割に係るものについては、当分の間、当該他の道府県が払込

みを受けた金額のうち当該道府県の譲渡割に係るものと同額とみなすこととされていることから、こ

れを当該他の道府県に支払う必要がないことに留意すること。（法附則９の６③後段、地方税法等の

一部を改正する法律（平成６年法律第１１１号）附則７）

第５ 徴収取扱費

９ 地方消費税に係る徴収取扱費の支払については、次の諸点に留意すること。

(１) 貨物割にあっては国から通知された令第３５条の１７第１項に規定する徴収取扱費基礎額（同

項に規定する徴収取扱費算定期間内に法第７２条の１０３第３項の規定により道府県に払い込むべ

き貨物割として納付された額の総額（当該各徴収取扱費算定期間内に法第７２条の１０４の規定に

より貨物割に係る還付金等が還付された場合にあっては当該還付金等に相当する額を控除し、法第

７２条の１０５第２項の規定により加算されるべき額がある場合にあっては当該加算されるべき額

を加算した額とする。）の２２分の１０に相当する額）に１００分の０．６５を乗じて得た金額を、

国からの通知があった日から３０日以内に支払うものであること。（法７２の１１３）

(２) 譲渡割にあっては国から通知された令附則第６条の１１第１項に規定する徴収取扱費基礎額

（同項に規定する徴収取扱費算定期間内に法附則第９条の６第３項の規定により道府県に払い込む

べき譲渡割として納付された額の総額（当該各徴収取扱費算定期間内に法附則第９条の７の規定に

より譲渡割に係る還付金等が還付された場合にあっては当該還付金等に相当する額を控除し法附則

第９条の８第２項の規定により加算されるべき額がある場合にあっては当該加算されるべき額を加

算した額とする。）の２２分の１０に相当する額）に１００分の０．５５を乗じて得た金額を、国

からの通知があった日から３０日以内に支払うものであること。（法附則９の１４）
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(３) なお、令和２年１２月から令和３年２月までの徴収取扱費算定期間においては、「２２分の１

０」とあるのを「２１分の１０」として９(１)及び(２)の算定方法を適用し、令和３年３月から５

月までの徴収取扱費算定期間においては、３月分については「２２分の１０」とあるのを「２１分

の１０」として９(１)及び(２)の算定方法、４月から５月分については「２２分の１０」のまま９

(１)及び(２)の算定方法を適用し、それぞれの算定方法により算定した額の合算額を徴収取扱費と

することに留意すること。（地方税法施行令の一部を改正する政令（令和２年政令第１０９号）附

則５）

第６ 地方消費税の清算

１０ 地方消費税の清算については、次の諸点に留意すること。

(１) 道府県は、当該道府県に法第７２条の１０３第３項の規定により払い込まれた貨物割の納付額

及び法附則第９条の６第３項前段の規定により払い込まれた譲渡割の納付額の合算額の２２分の１

０に相当する額（法第７２条の１１３第１項及び法附則第９条の１４第１項に規定する徴収取扱費

を国に支払った場合には、その支払った金額に相当する額を減額した額）を、各道府県ごとの消費

に相当する額（法第７２条の１１４第４項に規定する額をいう。）に応じて按分し、当該按分した

額のうち他の道府県に係る額に相当する額を他の道府県に対し、それぞれ支払うものであること。

この場合において、他の道府県に支払うべき金額と当該他の道府県から支払を受けるべき金額は、

それぞれ相殺するものであること。（法７２の１１４①・③・④、法附則９の１５）

(２) 道府県は、当該道府県に法第７２条の１０３第３項の規定により払い込まれた貨物割の納付額

及び法附則第９条の６第３項前段の規定により払い込まれた譲渡割の納付額の合算額の２２分の１

２に相当する額を、各道府県ごとの消費に相当する額（法第７２条の１１４第４項に規定する額を

いう。）に応じて按分し、当該按分した額のうち他の道府県に係る額に相当する額を他の道府県に

対し、それぞれ支払うものであること。この場合において、他の道府県に支払うべき金額と当該他

の道府県から支払を受けるべき金額は、それぞれ相殺するものであること。（法７２の１１４②・

③・④、法附則９の１５）

(３) 消費に相当する額については、小売年間販売額とサービス業対個人事業収入額並びに小売年間

販売額の総額及びサービス業対個事業収入額の総額の合算額を人口で按分して得られる額とを合計

して得た額を用いるものであること。（法７２の１１４④、令３５の２０②、則７の２の１０）

第７ 地方消費税の市町村に対する交付

１１ 地方消費税の市町村に対する交付については、次の諸点に留意すること。

(１) 道府県は、当該道府県に法第７２条の１０３第３項の規定により払い込まれた貨物割の納付額

及び法附則第９条の６第３項前段の規定により払い込まれた譲渡割の納付額の合算額の２２分の１

０に相当する額（法第７２条の１１３第１項及び法附則第９条の１４第１項に規定する徴収取扱費

を国に支払った場合には、その支払った金額に相当する額を減額した額）に、１０(１)の清算によ

り他の道府県から支払を受けた金額に相当する額を加算し、他の道府県に支払った金額に相当する

額を減額して得た合計額の２分の１に相当する額を、当該道府県内の市町村（特別区を含む。）に

対し、その額の２分の１の額を人口で、他の２分の１の額を従業者数で按分して交付するものであ
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ること。（法７２の１１５①・③、法附則９の１５）

(２) 道府県は、当該道府県に法第７２条の１０３第３項の規定により払い込まれた貨物割の納付額

及び法附則第９条の６第３項前段の規定により払い込まれた譲渡割の納付額の合算額の２２分の１

２に相当する額に、１０(２)の清算により他の道府県から支払を受けた金額に相当する額を加算し、

他の道府県に支払った金額に相当する額を減額して得た合計額の２分の１に相当する額を、当該道

府県内の市町村（特別区を含む。）に対し、人口で按分して交付するものであること。（法７２の

１１５②、法附則９の１５）

第８ 地方消費税の使途

１２ 地方消費税の使途については、次の諸点に留意すること。

(１) 道府県は、当該道府県に法第７２条の１０３第３項の規定により払い込まれた貨物割の納付額

及び法附則第９条の６第３項前段の規定により払い込まれた譲渡割の納付額の合算額の２２分の１

２に相当する額に、１０(２)の清算により他の道府県から支払を受けた金額に相当する額を加算し、

他の道府県に支払った金額に相当する額を減額して得た合計額から１１(２)により当該道府県内の

市町村に交付した額を控除した額に相当する額を、消費税法第１条第２項に規定する経費その他社

会保障施策（社会福祉、社会保険及び保健衛生に関する施策をいう。）に要する経費に充てるもの

であること。（法７２の１１６①）

(２) 市町村（特別区を含む。）は、１１(２)により道府県から交付を受けた額に相当する額を、消

費税法第１条第２項に規定する経費その他社会保障施策（社会福祉、社会保険及び保健衛生に関す

る施策をいう。）に要する経費に充てるものであること。（法７２の１１６②）

(３) 法第７２条の１１６に規定する引上げ分に係る地方消費税の上記社会保障施策に要する経費へ

の充当については、予算書及び決算書の説明資料等において明示することにより議会に対しその使

途を明らかにするとともに、住民に対しても周知することが適当であること。 使途の明確化に当

たっては、「引上げ分に係る地方消費税の使途の明確化について」（平成２６年１月２４日付総税

都第２号）を参照すること。

第５章 不動産取得税

第１ 納税義務者及び課税客体

１ 不動産取得税の納税義務者は、不動産の取得者であって、個人たると法人たるとを問わないもので

あること。（法７３の２）

２ 不動産取得税の課税客体は不動産の取得であるが、「不動産」の意義については、次の諸点に留意

すること。（法７３）

(１) 不動産とは、土地及び家屋を総称するものであるが、土地には立木その他土地の定着物は含ま

れないものであること。（法７３Ⅰ）

(２) 家屋の範囲については、固定資産税にいう家屋又は不動産登記法（平成１６年法律第１２３

号）上の建物（ただし、不動産登記法の一部を改正する等の法律（昭和３５年法律第１４号）附

則第３条第３号の規定により各登記所について法務大臣が指定する登記用紙の表題部の改製及び

新設を完了すべき期日までは家屋台帳法にいう家屋）の意義と同一であり、屋根及び周壁を有し、
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土地に定着した建造物であって、その目的とする用途に供しうる状態にあるものをいうものであ

るが、次の事項に留意すること。（法７３Ⅲ）

ア 電気設備、運搬設備等家屋と一体となって効用を果たす設備については、法第３８８条第１項

の規定に基づき総務大臣が告示した固定資産評価基準における取扱いによって家屋に含まれる

ものであるか否かを判定するものであること。

イ 土地の定着物であっても、いわゆる構築物は家屋ではないこと。家屋であるか構築物であるか

の判定は、その構造、用途等を総合的に判断して行う必要があるが、いわゆる工業用サイロに

ついては概ね家屋と解されること。

ウ 建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第８５条の規定による許可を受けた建築物について

は、当該許可から２年を超えて使用されている場合その他の一般家屋との均衡を失する場合を

除き、家屋に該当しないものとして取り扱うことが適当であること。

エ 鶏舎、豚舎等の畜舎、堆肥舎等は、一般に社会通念上家屋とは認められないと考えられるので、

特に構造その他からみて一般家屋との均衡上課税客体とせざるを得ないものを除き、課税しな

いことが適当であること。

(３) 住宅を「人の居住の用に供する家屋又は家屋のうち人の居住の用に供する部分で、政令で定め

るものをいう」としているのは、別荘を住宅の範囲に含めないこととするとともに、家屋の全体

が居住の用に供するものである場合はもちろん、家屋の一部が人の居住の用に供するものである

場合においても、人の居住の用に供される部分で別荘以外のものの価格については法第７３条の

１４第１項又は第３項の控除の規定を適用しようとする趣旨であること。（法７３Ⅳ）

この場合の「別荘」とは、日常生活の用に供しない家屋又はその部分（毎月１日以上の居住（こ

れと同程度の居住を含む。）の用に供するもの以外のもの）のうち専ら保養の用に供するものを

いい、例えば週末に居住するため郊外等に取得する家屋、遠距離通勤者が平日に居住するため職

場の近くに取得する家屋等については、住宅の範囲に含めるのが適当であること。

(４) 改築については、通常の修繕は含まれない趣旨であるが、その認定に当たっては、次の事項に

留意すること。（法７３Ⅷ）

ア 家屋の「壁、柱、床、はり、屋根、天井、基礎、昇降の設備」には、間仕切壁、間柱、附け柱、

揚げ床、最下階の床、廻り舞台の床、小ばり、ひさし、局部的な小階段、屋外階段その他これ

らに類する家屋の部分も含まれるものであること。

イ 改築に含まれる家屋と一体となって効用を果たす設備については、令第３６条の２に定められ

ているが、具体的判定については、法第３８８条第１項の規定に基づき総務大臣が告示した固

定資産評価基準における取扱いによって家屋に含まれるものであるか否かを判定するものであ

ること。

ウ 「取替え又は取付けのための支出が資本的支出」とは、所得税及び法人税の所得の計算に用い

られる場合と概ね同様な観念であって、家屋の本来の耐用年数を延長させるようなものとか、

あるいは価額を増加させるようなものであること。

(５) 家屋を原型のまま他の場所に移転することは不動産の取得には含まれないものであること。こ

れに反して、家屋を解体し、これを材料として他の場所に同一の構造で再建するいわゆる移築は、

新築に該当するものであるが、負担の均衡上改築の場合に準じてその移築により増加した価格を



- 131 -

課税標準として課税することが適当であること。

(６) 取り壊すことを条件として家屋を取得し、取得後使用することなく、直ちに取り壊した場合に

は、不動産としてではなく、動産を取得したとみられるときに限り、課税対象とはならないもの

であること。

(７) 市町村が、法第３４３条第１０項に規定する特定附帯設備のうち家屋に属する部分を、同項の

規定により家屋以外の資産とみなして固定資産税を課する場合であっても、不動産取得税につい

ては、従前のとおり当該部分は家屋として課税すること。

なお、この場合における固定資産課税台帳に固定資産の価格が登録されている不動産の価格の決

定については、道府県は、法第７３条の２１第１項に規定するその他特別の事情があるものとし

て価格を決定するものとすること。

３ 不動産の「取得」の認定については、次の諸点に留意すること。（法７３の２）

(１) 不動産の取得とは、有償であると無償であるとを問わず、またその原因が売買、交換、贈与、

寄附、法人に対する現物出資、建築、公有水面の埋立、干拓による土地の造成等原始取得、承継

取得の別を問わないものであること。（法７３の２①）

(２) 法人が組織変更し、又は人格なき社団が法人格を取得した場合には、不動産について実質的な

所有権の移転があったものとは認められないことから、課税対象とはならないものであること。

(３) 不動産の取得の時期は、契約内容その他から総合的に判断して現実に所有権を取得したと認め

られるときによるものであり、所有権の取得に関する登記の有無は問わないものであること。た

だし、農地法（昭和２７年法律第２２９号）の適用を受ける農地又は採草放牧地を承継取得した

場合は、同法第３条第１項又は第５条第１項の規定による許可があった日又は同項第６号の規定

による届出の効力が生じた日前においては、その取得はないものであること。（法７３の２①）

なお、農地法の適用を受ける農地等であるか否かについては、登記簿の地目によるものではなく、

現況主義によることとされているものであること。

おって、その認定につき疑義がある場合には、農地関係部局と連絡をとられたいこと。

(４) 法第７３条の２第２項に規定する家屋が「新築された」とは、事実上家屋の新築が完了したと

きをいうものであり、新築されたか否かの判定は一般社会通念によるものであるが、次の事項に

留意すること。

ア 一般的には、その家屋について当初の新築計画に基づいてその新築が完了した場合をいうもの

であること。

イ その判定が困難な場合は、建築基準法の適用がある家屋については、同法第７条第５項又は第

７条の２第５項の規定による検査済証の交付を受けうる程度であるかどうかで認定することも

できるが、一般的には主要構造部について概ね工事を終了し、最低限度の附帯設備の取付けを

終わり、家屋として使用しうる状態になったときをいうものであること。

ウ この判定は原則として家屋全体について行うのであるが、工事の段階を設けて長期間にわたっ

て工事を行っている場合には各工事部分について行うことができるものであること。

(５) 増築又は改築による不動産取得税の納税義務者とは、当該増築又は改築部分が社会経済上独立

性を失わないもの（即ち家屋に附属したまま当該家屋と別に所有権の対象となりうるもの）で、

増築又は改築をした者の権原により附属せしめたものである場合以外には、当該家屋の所有者を
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いうものであること。（法７３の２③）

(６) 建物の区分所有等に関する法律（昭和３７年法律第６９号）第２条第３項に規定する専有部分

（以下（６）及び(７)において「専有部分」という。）の取得があった場合には、当該専有部分

の属する家屋（同法第４条第２項の規定により同法第２条第４項に規定する共用部分（(７)にお

いて「共用部分」という。）とされた附属の建物を含む。）の価格を同法第１４条第１項から第

３項までの規定の例により算定した専有部分の床面積の割合（専有部分の天井の高さ、附帯設備

の程度その他総務省令で定める事項（仕上部分の程度）について著しい差違がある場合には、そ

の差違に応じて総務省令で定めるところにより当該割合を補正した割合）により按分して得た額

に相当する価格の家屋の取得があったものとみなして、不動産取得税を課するものであること。

（法７３の２④）

(７) 建築基準法第２０条第１項第１号に規定する建築物（高さが６０メートルを超える建築物）で

あって、複数の階に人の居住の用に供する専有部分を有し、かつ、当該専有部分の個数が２個以

上のもの（以下(７)において「居住用超高層建築物」という。）において、専有部分の取得があ

った場合には、(６)の規定にかかわらず、当該専有部分の属する居住用超高層建築物（建物の区

分所有等に関する法律第４条第２項の規定により共用部分とされた附属の建物を含む。）の価格

を、次に掲げる専有部分の区分に応じ、それぞれ次に定める専有部分の床面積の当該居住用超高

層建築物の全ての専有部分の床面積の合計に対する割合（専有部分の天井の高さ、附帯設備の程

度その他総務省令で定める事項（仕上部分の程度）について著しい差違がある場合には、その差

違に応じて総務省令で定めるところにより当該割合を補正した割合）により按分して得た額に相

当する価格の家屋の取得があったものとみなして、不動産取得税を課するものであること。

ア 人の居住の用に供する専有部分 当該専有部分の床面積（当該専有部分に係る区分所有者が建

物の区分所有等に関する法律第３条に規定する一部共用部分（附属の建物であるものを除く。）

で床面積を有するものを所有する場合には、当該一部共用部分の床面積を同法第１４条第２項及

び第３項の規定の例により算入した当該専有部分の床面積。イにおいて同じ。）を全国における

居住用超高層建築物の各階ごとの取引価格の動向を勘案して総務省令で定めるところにより補正

した当該専有部分の床面積

イ アに掲げるもの以外の専有部分 当該専有部分の床面積（法７３の２⑤）

(８) 共用部分のみの建築があった場合には、当該建築に係る共用部分を管理者等が所有する場合で

あっても、管理者等に課税するものでないことに留意すること。（法７３の２⑥）

４ 非課税の範囲には、国等に対する非課税、用途による非課税、形式的な所有権の移転等に対する非

課税等があるが、いずれも限定列挙したものであるから、拡張解釈して非課税としないように留意す

ること。（法７３の３・７３の４・７３の５・７３の６・７３の７）

５ 法人の合併又は政令で定める分割による不動産の取得は非課税とされているが、その取扱いに当た

っては、次の諸点に留意すること。（法７３の７Ⅱ）

(１) 法人である労働組合の合同については合併と同様な効果が認められているので、不動産取得税

の課税に当たっては、法人の合併と同様に取り扱うことが適当であること。

(２) 令第３７条の１４第３号の「当該分割の直前の分割事業に係る従業者」には、分割法人の役員

や使用人だけではなく、他の法人から出向して分割法人の事業に従事している者など、現に分割
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法人の事業に従事している者が含まれること。

５の２ 共有物の分割による不動産の取得のうち、分割前において有していた持分の割合を超えない取

得であれば非課税とされているが、その取扱いに当たっては、次の諸点に留意すること。（法第７３

の７ⅡのⅢ）

(１) 持分の割合とは、原則として、不動産の価格の割合と解すべきものであるが、意図的に租税回

避を図ろうとする意思が認められない場合については、不動産の面積の割合によっても差し支え

ないこと。

(２) 複数の共有地で互いに隣接し、その共有者が同一で、かつ、持分割合が同じである場合におい

て、合筆することなく当該隣接する複数の共有地を一体としてとらえて当該持分に応じた分割を

したと認められるときは、一の共有物を分割した場合に準じて非課税として取り扱って差し支え

ないこと。

６ 法第７３条の７第４号の信託契約の終了時における非課税規定が適用されるのは、同条第３号の適

用を受けた不動産を信託した場合に限らず、委託者が当初金銭を信託した場合において、受託者が当

該金銭により不動産を取得し、信託の終了時に当該委託者に不動産を移転する場合も含まれるもので

あること。（法７３の７Ⅳ）

第２ 課税標準

７ 一定の要件を満たす住宅の建築（新築建売住宅の購入を含む。８及び２２(６)において同じ。）を

した場合には、価格から一戸につき１，２００万円を控除するものとされているが、一定の要件を満

たす住宅の建築であるかどうかは、当該建築が住宅と一構となるべき住宅の新築である場合にあって

は一構をなすこれらの住宅により、当該建築が住宅の増築又は改築である場合にあっては当該増築又

は改築がされた後の住宅により判断するものであること。この場合、「一構となるべき住宅」とは、

母屋と附属家屋との関係にあるもので、その建築の順序を問わず、不動産登記法上一個の建物（２

(２)中かっこ書参照）とみられるべきものをいうものであること。（法７３の１４①、令３７の１６

・３７の１７）

８ 共同住宅等以外の住宅の建築をした者が、当該住宅の建築後１年以内にその住宅と一構となるべき

住宅を新築し、又はその住宅に増築した場合には、前後の住宅の建築をもって一戸の住宅の建築とみ

なすこととされているが、この規定は、取得の時期を区分して課税を免れようとする脱法的行為を防

止する趣旨であること。

なお、この規定が適用される結果、前の建築に係る住宅についても、法第７３条の１４第１項の規

定に基づく控除が受けられなくなる場合があり、この場合においては、不足税額を直ちに追徴しなけ

ればならないものであること。（法７３の１４②）

９ 新築住宅又は法第７３条の１４第３項に規定する耐震基準適合既存住宅（２３において「耐震基準

適合既存住宅」という。）に係る課税標準の特例措置は、これらの住宅の取得者が当該道府県の条例

で定めるところにより申告をした場合に限り適用されるものであるが、これは課税上の事務処理の円

滑化を図る等の趣旨によるものであること。（法７３の１４④）

１０ 公営住宅及びこれに準ずる住宅とは、公営住宅法（昭和２６年法律第１９３号）にいう公営住宅

及び地方団体が国の補助を受けないで建設し、その住民に賃貸する住宅若しくはいわゆる引揚者住宅
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又は戦災者住宅をいうものであること。（法７３の１４⑤）

１１ 法第７３条の１４第６項から第８項まで又は第１０項の規定が適用される家屋が一定の要件を満

たす住宅であるときは、別に同条第１項又は第３項に基づく控除を受けることができるものであるこ

と。

この場合における課税標準の算定方法は、当該家屋の価格から同条第６項から第８項まで又は第１

０項の規定に基づく控除額を控除し、次に同条第１項又は第３項の規定に基づく控除をすることとし、

当該家屋（同条第６項から第８項まで又は第１０項に規定する被収用不動産等、従前の宅地等又は従

前の不動産に代わるものに限る。）のうちに住宅部分とそれ以外の部分とがある場合においては、前

者の控除をした後の額を住宅部分とそれ以外の部分の価格によりあん分したうえ、住宅部分に相当す

る額から同条第１項又は第３項の規定に基づく控除額を控除するものであること。

１２ 土地収用法（昭和２６年法律第２１９号）等の規定により土地若しくは家屋を収用することがで

きる公共事業の用に供するため不動産を収用され補償金を受けた者、公共事業の用に供するため不動

産を譲渡した者若しくは公共事業の用に供するため収用され、若しくは譲渡した土地の上に建築され

ていた家屋について移転補償金を受けた者又は地方公共団体、土地開発公社若しくは独立行政法人都

市再生機構に、これらの者が公共事業を行う者に代わって取得する不動産で、その者によりその譲渡

を受けてこれを当該公共事業の用に供する旨の証明がされたものを譲渡した者若しくは当該譲渡に係

る土地の上に建築されていた家屋について移転補償金を受けた者が、当該収用され、譲渡し、又は移

転補償金に係る契約をした日から２年以内に、当該収用され、譲渡し、又は移転補償金を受けた不動

産に代わるものと道府県知事が認める不動産を取得した場合には、当該不動産の価格から被収用不動

産等の価格を控除するものとされているが、「代わるもの」であるかどうかの認定に当たっては、必

ずしも土地には土地、家屋には家屋というように物理的な代替性のみにとらわれることなく、被収用

者の生業等の実態に即して判断すべきものであること。

なお、「公共事業」とは、土地収用法第３条各号に掲げる事業又は他の法律の規定によって土地若

しくは家屋を収用することができる事業をいい、必ずしも土地収用法又は他の法律の規定において収

用することができる事業として認定を受けた事業であることを要しないものであること。また、「公

共事業の用に供するため収用され、若しくは譲渡した土地の上に建築されていた家屋について移転補

償金を受けた者」及び「当該譲渡に係る土地の上に建築されていた家屋について移転補償金を受けた

者」とは、収用され又は譲渡した土地の上に建築されていた家屋の所有者であって、当該家屋の立退

きを余儀なくされたことによって当該家屋に係る移転の補償金を受けた者であり、したがって、当該

家屋の借家人等についてはこの特例規定は適用されないものであることに留意すること。（法７３の

１４⑥、令３８）

１３ 令第３９条の２第１項の「施設建築物の構造、配置設計、用途構成、環境又は利用状況等につき、

都市再開発法（昭和４４年法律第３８号）第７１条第１項の申出をした者の従前の生活又は事業を継

続することを困難又は不適当とする事情があること」とは、具体的には例えば次に掲げるような事情

がある場合をいうものであること。

(１) 都市再開発法第７１条第１項の申出をした者（以下この項において「申出人」という。）の当

該権利変換に係る建築物が、都市計画法（昭和４３年法律第１００号）の地域地区における建築

基準法の用途の制限に触れることにより同法第３条第２項の適用を受けていたものであるため、
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新たに建築する場合には、同法及び同法に基づく条例の規定により、従前の建築物と同じ用途に

供する建築物を建築することができなくなること。

(２) 申出人が当該権利変換に係る市街地再開発事業の施行地区（以下この項において「施行地区」

という。）内において施設建築物の保安上危険であり、又は衛生上有害である事業を営んでいる

こと。

(３) 申出人が施行地区内において施設建築物に居住する者の生活又は施設建築物内における事業に

対し著しい支障を与える事業（騒音、振動、悪臭等を生ずるもの）を営んでいること。

(４) 施行地区内において住居を有し若しくは事業を営む申出人又はその者と住居及び生計を一にし

ている者が老齢又は身体上の障害のため施設建築物において生活し又は事業を営むことが困難と

なること。

なお、申出人に上記の事情があるかどうかの認定は、市街地再開発事業の施行者が行うものとさ

れているので、申出人が法第７３条の１８の申告等をする際に、施行者のその旨を証する書類を添

付させるものであること。（法７３の１４⑧）

１４ 法附則第１１条第１項に規定する「農用地区域内にある土地」とは、農用地区域内にある農地、

採草放牧地、混牧林地及び農道、かんがい排水施設等の農地保全利用施設の敷地のほかに、農業振興

地域の整備に関する法律（昭和４４年法律第５８号）第８条第４項の農用地利用計画において今後こ

れらの農用地等として開発されることが予定されている山林、原野等が含まれるものであること。

（法附則１１①）

１５ 法附則第１１条第１０項の課税標準の特例規定が適用されるのは、農業協同組合等特定の者が取

得する保管、生産又は加工の用に供する家屋及び共同計算センターに限られるものであるが、その取

扱いに当たっては、次の諸点に留意すること。（法附則１１⑩、令附則７⑫・⑬）

(１) 農業協同組合等が、生産の用に供する家屋の中には、直接生産の用に供する家屋のみならず、

生産資材の生産及び生産管理の用に供する家屋例えば家畜診療施設、装蹄施設、農林漁業用機械

器具修理施設、農林漁業用通信施設、集出荷所及び荷さばき所等の用に供する家屋も含まれるも

のであること。

(２) 農業協同組合等が株式会社日本政策金融公庫法（平成１９年法律第５７号）別表第１第９号の

下欄に掲げる資金又は沖縄振興開発金融公庫法（昭和４７年法律第３１号）第１９条第１項第４

号の資金のうち沖縄振興開発金融公庫法施行令（昭和４７年政令第１８６号）第２条第５号若し

くは第６号に掲げるものの貸付けを受けて取得する保管又は加工の用に供する家屋をいうもので

あり、卸売場建物、仲買売場建物等の施設の用に供する家屋を含まないものであること。

１６ 法附則第１１条第１１項及び第１１条の４第３項に規定する「サービス付き高齢者向け住宅であ

る貸家住宅」については、契約方式が賃貸借契約であるものに限るものであること。（法附則１１⑪、

法附則１１の４③）

１６の２ 「地域決定型地方税制特例措置（通称：わがまち特例）」については、次の事項に留意する

こと。

(１) わがまち特例の対象が区域内に存在する地方団体にあっては、当該対象に係る不動産取得税を

賦課徴収するために、参酌基準による場合も含め、特例割合を定める条例を制定することが必要で

あること。
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(２) 特例割合を定める条例については、地域の実情に応じた政策を展開するというわがまち特例導

入の趣旨に沿って、十分な検討・議論のための期間、納税義務者等への周知期間等を総合的に勘案

した上で、可能な限り速やかに制定することが望ましいこと。

１７ 家屋のうちに住宅部分とそれ以外の部分とがある場合における家屋の価格の算定については、住

宅部分とそれ以外の部分とに区分してそれぞれ算定するものとし、区分の困難な共用部分については、

住宅部分とそれ以外の部分とのそれぞれの床面積等により按分して算定するのが適当であること。こ

の場合において、住宅部分とそれ以外の部分とに区分して価格を算定することが困難である家屋につ

いては、当該家屋の価格をそれぞれの床面積等により按分して算定することが適当であること。

１８ 免税点の適用に当たっては、次の諸点に留意すること。（法７３の１５の２）

(１) 土地の取得の場合、取得した個々の土地ごとに免税点を適用するものであるが、隣接する２以

上の土地を同時に取得した場合には、その契約の態様の如何にかかわらず、当該隣接する２以上

の土地全体を一の土地として免税点を適用するものであること。これに対して、隣接しない２以

上の土地を同時に取得した場合には、たとえ契約が一の場合であっても、それぞれの土地に対し

て別個に免税点を適用するものであること。

(２) 不動産を共同取得した場合においては、各人の持分ごとに免税点を適用するものであること。

(３) 家屋を取得した場合、一戸について免税点を適用するものとされているが、主体構造部の取得

者と附帯設備の取得者とが異なるため、法第７３条の２第７項後段の規定の適用を受ける場合には、

それぞれの取得ごとに免税点を適用するよう取り扱うこと。

第３ 賦課徴収

１９ 賦課徴収は、不動産の取得の事実があった後なるべく早期に行うべきものであるが、情状によっ

ては、納税者の申請により分割納付の方法等を認めることも差し支えないものであること。

２０ 固定資産課税台帳に固定資産の価格が登録されていない不動産及び増築、改築、損壊、地目の変

換その他特別の事情がある不動産については、道府県知事が自ら不動産の価格を決定することができ

るが、次の諸点に留意するものであること。（法７３の２１①・②）

(１) 法第７３条の２１第１項ただし書に規定する「その他特別の事情」とは、増築、改築、損壊、

地目の変換等当該家屋又は土地自体の物理的変動があった場合はもとより、都市的諸施設の整備

等地帯として環境に著しい変動があった場合、さらに固定資産税の賦課期日後に生じた地価の著

しい変動といった事情も含まれ得るものであること。

ただし、固定資産税の賦課期日後に生じた地価の著しい変動によって同項ただし書を適用するこ

とができるのは、当該地価変動により固定資産課税台帳に登録されている価格が当該不動産の適

正な時価を示しているといえない程度に達した場合に限られるものであること。

また、農地について農地法第５条第１項の規定による道府県知事の許可を受けた場合も特別の事

情に該当するものであること。

(２) 道府県知事が自ら不動産の価格を決定する場合において必要があるときは、市町村長の評価見

込額その他当該不動産の価格の決定について参考となるべき事項を市町村長から徴するものとす

ること。

２１ 道府県知事が自ら価格を決定した場合において当該価格の決定を通じ、市町村間に評価の不均衡
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を認めたときは関係市町村の長に対し、固定資産税の課税標準となるべき価格の決定について助言を

するものとされているのであるが、この助言を行うに当たっては相当多数の実例を通じて慎重に検討

して行うべきものであること。（法７３の２１④）

２２ 新築の特例適用住宅の用に供する土地の取得に対する不動産取得税の減額措置の運用については、

次の諸点に留意すべきものであること。（法７３の２４、法附則１０の２②、令附則６の１７②）

(１) 法第７３条の２４第１項に規定する「特例適用住宅が新築された場合」又は「特例適用住宅を

新築していた場合」には、建築会社等に請け負わせて特例適用住宅を新築させた場合も含まれる

ものであること。

(２) 共同取得した土地の共有者のうち一部の者が特例適用住宅の新築の時まで当該土地を引き続き

所有していた場合又はその土地の上に特例適用住宅を新築していた場合若しくは単独で土地を取

得した者がそれ以外の者と共同してその土地の上に特例適用住宅を新築していた場合にも減額の

取扱いを受けられるものであること。

(３) 法第７３条の２４第１項第３号の規定は特例適用住宅及び当該特例適用住宅に係る土地を同時

に取得した場合に限らず、これらの取得の時期が異なった場合にも適用して差し支えないもので

あること。

(４) 土地を取得した日から２年以内（土地の取得が平成１６年４月１日から令和４年３月３１日ま

での間に行われたときに限り、３年（土地の取得の日から３年以内に特例適用住宅が新築される

ことが困難である場合として政令で定める場合においては、４年）以内）に特例適用住宅が新築

されたかどうか又は土地を取得した日前１年の期間内に特例適用住宅が新築されていたかどうか

の認定については、その実態に応じて判断すること。

(５) 土地を取得してから、当該土地を駐車場など住宅以外のものの用に一度供した後に、特例適用

住宅が新築された場合、令附則第６条の１７第２項に規定するやむを得ない事情があるとはいえ

ないものであること。

(６) 次に掲げる場合にあっては、法第７３条の２４第１項の規定に基づく減額の取扱いを受けられ

なくなる場合があり、この場合においては不足税額を直ちに追徴しなければならないものである

こと。（令３９の３）

ア 共同住宅等以外の住宅の新築がされたことにより法第７３条の２４第１項第１号の規定が適用

された場合において、当該住宅の新築をした者が当該住宅の新築後１年以内にその住宅と一構

となるべき住宅を新築し、又はその住宅に増築した場合

イ 共同住宅等以外の住宅の建築をして法第７３条の２４第１項第２号又は第３号の規定の適用を

受けた者が、当該住宅の建築後１年以内にその住宅と一構となるべき住宅を新築し、又はその

住宅に増築した場合

(７) 更地について減額されるべき部分について徴収猶予の申請があった場合においては、特に疑わ

しいものを除き原則としてこれを容認すること。

２３ 新築の特例適用住宅、耐震基準適合既存住宅又は法第７３条の２４第３項に規定する耐震基準不

適合既存住宅（２４において「耐震基準不適合既存住宅」という。）の用に供する土地に係る不動産

取得税の減額措置は、当該土地の取得者が当該道府県の条例で定めるところにより申告をした場合に

限り適用されるものであるが、この申告制度の趣旨については、９と同様であること。



- 138 -

２４ 法第７３条の２７の２第１項の規定の適用に当たっては、次の諸点に留意すること。（法７３の

２７の２、則７の７）

(１) この規定の適用を受けようとする個人が、耐震基準不適合既存住宅を取得した日から６月以内

に、次に掲げる全てを完了させること。

ア 当該耐震基準不適合既存住宅に法第７３条の２７の２第１項に規定する耐震改修（(２)におい

て「耐震改修」という。）を行うこと。

イ 当該住宅が法第７３条の２７の２第１項に規定する耐震基準に適合することにつき規則第７条

の７で定めるところにより証明を受けること。

ウ 当該住宅をその者の居住の用に供すること。

(２) 耐震基準不適合既存住宅について行う耐震改修は、この規定の適用を受けようとする個人が当

該住宅を自己の居住の用に供する前に完了させること。

２５ 法第７３条の７第８号及び第７３条の２７の４第１項に規定する「譲渡担保財産」については、

法第１４条の１８第１項に規定する譲渡担保財産の意義と同一であること。（法７３の７Ⅷ・７３の

２７の４①）

２６ 法第７３条の２８の規定の適用に当たっては、次の諸点に留意すること。

(１) 賃貸住宅及びその用に供する土地については、この特例規定の適用はないものであること。

(２) 第２項に規定する「最初に譲渡が行われた場合」とは、独立行政法人都市再生機構がその譲渡

した不動産を譲渡契約の解除又は買い戻し特約により、再び取得し、更にその不動産を譲渡する

場合を除く意味であること。

(３) 独立行政法人都市再生機構が取得した土地について土地区画整理事業等による仮換地の指定が

あった場合に当該仮換地の上に住宅を建築したときにおいても法第７３条の２８の規定の適用が

あるものであること。（法７３の２９、令３９の８）

２７ 減免については、天災その他の災害により滅失又は損壊した不動産に代わるものと道府県知事が

認める不動産を取得した場合などが考えられるのであるが、その他の場合にあっても十分実情を調査

したうえ、負担の均衡又はその能力等をも考慮して、減免を必要と認められるものには適宜減免の措

置を講ずるなど実態に即した運用に努められたいこと。（法７３の３１）

２８ 法附則第１１条の２に規定する住宅の取得に対する不動産取得税の税率の特例の適用に当たって

は、次の諸点に留意すること。（法附則１１の２）

(１) 規模の大小、価格の高低等にかかわらず、また、新築住宅、中古住宅を問わず、すべて３パー

セントの税率が適用されるものであること。

(２) 家屋のうちに住宅部分とそれ以外の部分とがある場合においては、それぞれ異なる税率が適用

されることとなるが、この場合における住宅部分とそれ以外の部分の価格の算定については、１

７に準じて取り扱うものであること。

２９ 法附則第１１条の４第４項及び第６項の規定の適用にあたっては、次の諸点について留意するこ

と。（法附則１１の４④・⑥、令附則９の３）

(１) この規定の適用を受けようとする宅地建物取引業法（昭和２７年法律第１７６号）第２条第３

号に規定する宅地建物取引業者（(２)において「宅地建物取引業者」という。）が、法附則第１１

条の４第４項に規定する改修工事対象住宅（ア及び(２)において「改修工事対象住宅」という。）
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を取得した日から２年以内に、次に掲げる全てを完了させること。

ア 当該改修工事対象住宅について法附則第１１条の４第４項に規定する安全性、耐久性、快適性、

エネルギーの使用の効率性その他の品質又は性能の向上に資する改修工事で政令で定めるものを

行うこと。

イ 法附則第１１条の４第４項に規定する住宅性能向上改修住宅を個人に対し譲渡すること。

ウ 当該個人が当該住宅性能向上改修住宅をその者の居住の用に供すること。

(２) 宅地建物取引業者が取得する改修工事対象住宅については、その取得の時点において新築され

た日から１０年以上経過していること。

第４ 宅地評価土地の取得に対する特例

３０ 令和３年度の固定資産税の評価替えに関連し、宅地評価土地の取得に対して課する不動産取得税

の課税標準は、法第７３条の１３第１項の規定にかかわらず、当該取得が平成１８年１月１日から令

和６年３月３１日までの間に行われた場合に限り、当該土地の価格の２分の１の額としているが、宅

地評価土地とは、地目が宅地であるもの及び地目が宅地以外となっている土地でその価格がその土地

と状況が類似する宅地に比準して求められるものをいうものであり、固定資産税にいう宅地評価土地

の意義と同一であること。（法附則１１の５）

第６章 道府県たばこ税

第１ 納税義務者

１ 道府県たばこ税（以下この章において「たばこ税」という。）の納税義務者は、製造たばこについ

て、小売販売業者若しくは消費者等（法第７４条の２第２項に規定する消費者等をいう。以下この章

において同じ。）に売渡しをし、又は消費等（同項に規定する消費等をいう。以下この章において同

じ。）をする卸売販売業者等（同条第１項に規定する卸売販売業者等をいう。以下この章において同

じ。）であること。（法７４の２①・②）

第２ 課税客体等

２ 課税客体

(１) たばこ税の課税客体は、卸売販売業者等が行う小売販売業者若しくは消費者等への売渡し又は

消費等（以下この章において「売渡し等」という。）に係る製造たばこであること。（法７４の

２①・②）

(２) 卸売販売業者等が小売販売業者に売り渡す製造たばこについては、その営業所ごとの当該売渡

しに係る製造たばこの数量等を記載した書類を徴するとともに、これを５年間保存しなければな

らないものであること。この場合においてたばこ事業法（昭和５９年法律第６８号）第２６条第

１項の規定により許可を受けた出張販売先に係る製造たばこの数量等については、当該小売販売

業者のいずれかの営業所に係る製造たばこの数量等に含めて記載するものであること。（法７４

の２③、則８）

３ 製造たばこ

製造たばことは、次に掲げるものをいうものであること。
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(１) 喫煙用の製造たばこ

ア 紙巻たばこ 紙その他たばこ（たばこ事業法第２条第１号に規定するたばこをいう。以下この

章において同じ。）を含まないものによって巻かれた製造たばこをいう。

イ 葉巻たばこ たばこ又はたばこを含むものによって巻かれた製造たばこをいう。

ウ パイプたばこ たばこ又はたばこを含むものを刻み、パイプ用として製造された製造たばこを

いう（紙巻たばこ、葉巻たばこ、刻みたばこ及び加熱式たばこ以外の製造たばこを含むものとす

る。）。

エ 刻みたばこ 葉たばこ（たばこ事業法第２条第２号に規定する葉たばこをいう。以下この章に

おいて同じ。）を刻み幅０．３ミリメートル以下に刻んだもので、香料等が添加されていないき

せる用の製造たばこをいう（紙巻たばこ、葉巻たばこ及び加熱式たばこに該当するものを除

く。）。

オ 加熱式たばこ たばこ又はたばこを含むものを燃焼せず、加熱（水その他の物品を加熱す

ることによる加熱を含む。）して、たばこの成分を吸引により喫煙し得る状態に製造された

製造たばこをいう（水パイプで喫煙するための製造たばこを除く。）。

(２) かみ用の製造たばこ 葉たばこをうすく刻み、かみ用として製造された製造たばこをいう。

(３) かぎ用の製造たばこ 乾燥した葉たばこを粉にして、かぎ用として製造された製造たばこをい

う。

なお、製造たばこには製造たばこ代用品も含まれるものであるが、この場合における製造たばこ

代用品とは、たばこ事業法第２条第３号に規定する製造たばこ以外のものであって、喫煙用に供

されるもの（大麻取締法（昭和２３年法律第１２４号）第１条に規定する大麻、麻薬及び向精神

薬取締法（昭和２８年法律第１４号）第２条第１号に規定する麻薬、あへん法（昭和２９年法律

第７１号）第３条第２号に規定するあへん並びに薬事法（昭和３５年法律第１４５号）第２条第

１項に規定する医薬品及び同条第２項に規定する医薬部外品を除く。）をいい、かみ用及びかぎ

用のものは含まれないものであることに留意すること。

４ 製造たばこの売渡し及び製造たばこの消費等

「製造たばこの売渡し」とは、製造たばこの売買契約に基づく相手方への引渡しをいうものである

こと。この場合において、引渡しには、現実の占有の移転のほか、簡易引渡し、占有改定及び指図に

よる占有移転が含まれるものであること。また、「製造たばこの消費等」とは、製造たばこの消費、

廃棄その他これに事実上の変更を加えることをいうものであり、亡失はこれに当たらないものである

こと。

なお、製造たばこの製造場において製造たばこにつき消費等が行われた場合であっても、製造たば

この試験検査の用に供されたものであることが明らかであるときには、消費等には当たらないもので

あること。（法７４の２①・②・７４の３）

５ 小売販売業者の営業所

「小売販売業者の営業所」とは、たばこ事業法第２２条第１項の規定により許可を受けた営業所を

いい、同法第２６条第１項の規定により許可を受けた出張販売先はこれに当たらないものであること。

（法７４Ⅴ）

６ 卸売販売業者等の事務所又は事業所で製造たばこを直接管理するもの
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「卸売販売業者等の事務所又は事業所で製造たばこを直接管理するもの」とは、卸売販売業者等の

事務所又は事業所のうち、消費者等への売渡し又は消費等に係る製造たばこの管理の業務を第一次的

に行う事務所又は事業所をいい、単に製造たばこの貯蔵又は保管をしているにすぎない事務所又は事

業所で他の事務所又は事業所の指図等に基づいて受払い又は消費等を行う場所は含まれないものであ

ること。（法７４の２②）

７ 製造たばこの売渡し又は消費等とみなす場合の取扱い

(１) 卸売販売業者等が、代物弁済、贈与、負担附贈与又は交換に係る財産権の移転として製造たば

こを引き渡した場合には、引渡しの時に売渡しをしたものとみなしてたばこ税が課されるもので

あるが、この場合において、「贈与」とは、例えば見本用の製造たばこの無償配布がこれに該当

し、「交換」とは、例えば販売に適しない製造たばこと新しい製造たばこの引換えがこれに該当

するものであること。（法７４の３②）

(２) 特定販売業者又は卸売販売業者がその営業を廃止し又はその登録を取り消された場合において

は、当該廃止又は取消しの時に、その所有に係る製造たばこについて消費者等に対する売渡し又

は消費等をしたものとみなしてたばこ税が課されるものであるが、営業を廃止した時とは、事実

上営業を廃止した時のほか、営業を譲渡した時等も含まれるものであること。

なお、特定販売業者又は卸売販売業者について相続又は合併があった場合には、相続人又は合併

後存続する法人若しくは合併により設立された法人がその地位を承継するものであるが、これら

の者がたばこ事業法第１３条に規定する登録の拒否事由に該当する場合には、その地位を承継し

ないものであり、営業を廃止したものとして取り扱うべきものであるので留意すること。（法７

４の３③）

(３) 卸売販売業者等が所有している製造たばこにつき、当該卸売販売業者等以外の者が売渡し又は

消費等をした場合において、当該売渡し又は消費等がされたことについて当該卸売販売業者等の

責めに帰することができない場合には、当該売渡し又は消費等をした者を卸売販売業者等とみな

してたばこ税が課されるものであるが、卸売販売業者等の責めに帰することができない場合とは、

例えば当該卸売販売業者等が通常の管理を行っていたにもかかわらず、製造たばこを他人（当該

卸売販売業者等の使用人その他の従業員等も含む。）に窃取された場合等をいうものであり、そ

の具体的認定は、当該卸売販売業者等の提出した証拠その他の資料等により客観的に行うよう留

意すること。（法７４の３④）

第３ 課税標準

８ 課税標準

たばこ税の課税標準は、売渡し等に係る製造たばこの本数であること。（法７４の４①）

９ パイプたばこ等の本数への換算方法

たばこ税の課税標準は紙巻たばこの本数によるものとされており、パイプたばこ等の紙巻たばこ以

外の製造たばこ（葉巻たばこ及び加熱式たばこを除く。以下９において同じ。）については、その重

量を紙巻たばこの本数に換算することとされているものであるが、その換算方法は次によること。

（法７４の４②・④、令３９の９の２①・③）

(１) 紙巻たばこ以外の製造たばこの品目ごとに１個当たりの重量（包装又は容器の重量を除く。）
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を計量すること。ただし、当該品目の個装等に重量が表示されている場合で、当該表示重量が適正

であると認められるときは、当該表示重量を当該品目１個当たりの計量した重量として取り扱って

差し支えないものであること。

この場合、計量した重量にグラム位未満の端数がある場合は、グラム位未満２位以下を切り捨て

グラム位未満１位にとどめるものであること。

なお、卸売販売業者等が、国たばこ税に関して計量された重量を当該製造たばこの重量として提

示した場合で、当該提示に係る重量が適正であると認められるときは、当該提示に係る重量を当該

製造たばこの重量として取り扱って差し支えないものであること。

(２) (１)により計量した品目１個当たりの重量に、売渡し等に係る当該品目の数量を乗じて、品目

ごとの総重量を計算すること。

(３) (２)により計算した品目ごとの総重量を区分ごとに合計し、その合計数量を紙巻たばこの本数

に換算し、製造たばこの区分ごとの本数を計算すること。

なお、紙巻たばこの本数に換算する場合において、１本未満の端数があるときは、その端数を切

り捨てるものであること。

(４) (２)及び(３)の計算は、１月分をまとめて行っても差し支えないものであること。

９の２ 葉巻たばこの本数への換算方法

葉巻たばこを紙巻たばこの本数に換算する方法は次によること。（法７４の４②・④、令３９の９

の２①・③）

(１) 葉巻たばこの重量計算

ア 葉巻たばこの重量（包装又は容器の重量を除き、吸口部分として装着されたマウスピース等の

重量を含む。）は、原則として１本ごとに計量するものとする。ただし、製造たばこ製造者又は

特定販売業者において、標準的な重量としているものがある場合で、当該重量が適正であると認

められるときは、当該重量を当該葉巻たばこの計量した重量として取り扱って差し支えないもの

であること。

この場合、計量した重量にグラム位未満の端数がある場合は、グラム位未満２位以下を切り捨

てグラム位未満１位にとどめるものであること。

なお、卸売販売業者等が、国たばこ税に関して計量された重量を当該製造たばこの重量として

提示した場合で、当該提示に係る重量が適正であると認められるときは、当該提示に係る重量を

当該製造たばこの重量として取り扱って差し支えないものであること。

イ アにより計量した１本当たりの重量が１グラム未満の葉巻たばこ（令和２年１０月１日から令

和３年９月３０日までの期間における売渡し等に係る葉巻たばこについては、１本当たりの重量

が０．７グラム未満のもの）を「軽量な葉巻たばこ」とすること。

(２) 軽量な葉巻たばこの本数換算

ア 売渡し等に係る軽量な葉巻たばこの品目ごとの本数を計算すること。

この場合、数本の軽量な葉巻たばこが個装等に収容されている場合には、品目ごとの個装等の

収容本数に、売渡し等に係る当該個装等の数量を乗じて、品目ごとの本数を計算すること。

イ アにより計算した品目ごとの本数を合計し、その１本を紙巻たばこの１本（令和２年１０月１

日から令和３年９月３０日までの期間における売渡し等に係るものについては、紙巻たばこの０．
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７本）に換算して計算すること。

この場合、計算した本数に本未満の端数がある場合には、当該端数を切り捨てるものであるこ

と。

(３) 軽量な葉巻たばこ以外の葉巻たばこの本数換算

ア (１)により計量した品目ごとの１本当たりの重量に、売渡し等に係る本数を乗じて、品目ごと

の総重量を計算すること。

また、数本の葉巻たばこが収容された個装等ごとの重量を、収容された１本ごとの重量（(１)

アによりグラム位未満１位にとどめた重量）に収容本数を乗じて得た重量とし、個装等ごとの重

量に、売渡し等に係る個装等の数量を乗じて、品目ごとの総重量を計算することとして差し支え

ないものであること。

イ アにより計算した品目ごとの総重量を区分ごとに合計し、その合計数量を紙巻たばこの本数に

換算し、製造たばこの区分ごとの本数を計算すること。

なお、紙巻たばこの本数に換算する場合において、１本未満の端数があるときは、その端数を

切り捨てるものであること。

(４) (２)により計算した軽量な葉巻たばこの本数と(３)により計算したそれ以外の葉巻たばこの本

数を合計すること。

(５) (２)及び(３)の計算は、１月分をまとめて行っても差し支えないものであること。

１０ 加熱式たばこの本数への換算方法等

(１) 加熱式たばこを紙巻たばこの本数に換算する方法は次によること。（法７４の４③、令３９の

９②・③・⑤～⑧）

ア 重量換算

(ア) 加熱式たばこの重量（包装及び規則第８条の２の３に規定するものに係る部分の重量を除

く。）は、原則として、品目ごとの個装等ごとに計量するものとする。ただし、当該個装等に

重量が表示されている場合で、当該表示重量が適正であると認められるときは、当該表示重量

を当該製造たばこの計量した重量として取り扱って差し支えないものであること。

なお、計量した重量にグラム位未満の端数があるときは、グラム位未満２位以下を切り捨て、

グラム位未満１位にとどめるものであること。

(イ) (ア)により計量した品目ごとの個装等ごとの重量に、売渡し等に係る当該個装等の数量を

乗じて、品目ごとの総重量を計算すること。

(ウ) (イ)により計算した品目ごとの総重量を合計した加熱式たばこの総重量を、法第７４条の

４第３項第２号に規定する換算割合で換算すること。

この場合、計算した本数に本未満の端数がある場合には、当該端数を切り捨てるものである

こと。

イ 小売定価等換算

(ア) 加熱式たばこの品目ごとの個装等ごとの法第７４条の４第３項第３号イ又はロに定める金

額に、売渡し等に係る当該個装等の数量を乗じて、品目ごとの総金額を計算すること。

この場合、同号イ又はロに定める当該個装等ごとの金額に１銭未満の端数がある場合には、

当該端数を切り捨てるものであること。
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(イ) (ア)により計算した品目ごとの総金額を合計した加熱式たばこの総金額を法第７４条の４

第３項第３号に規定する換算割合で換算すること。

この場合、計算した本数に本未満の端数がある場合には、当該端数を切り捨てるものである

こと。

ウ ア及びイの計算は、１月分をまとめて行っても差し支えないものであること。

(２) 次に掲げる期間における売渡し等に係る加熱式たばこの課税標準は、法第７４条の４第３項第

１号の規定により換算した紙巻たばこの本数（以下この項において「旧重量換算本数」という。）、

同項第２号の規定により換算した紙巻たばこの本数（以下この項において「新重量換算本数」とい

う。）及び同項第３号の規定により換算した紙巻たばこの本数（以下この項において「小売定価等

換算本数」という。）のそれぞれに、次に掲げる期間に応じそれぞれ次に掲げる一定の率を乗じて

計算した本数の合計数となることに留意すること。

この場合、当該一定の率を乗じて計算した本数に本未満の端数がある場合には、当該端数を切り

捨てるものとすること。

なお、旧重量換算本数は、９により算出し、新重量換算本数及び小売定価等換算本数は、この項

により算出することに留意すること。

ア 平成３０年１０月１日から令和元年９月３０日までの間

旧重量換算本数×０．８

新重量換算本数×０．２

小売定価等換算本数×０．２

イ 令和元年１０月１日から令和２年９月３０日までの間

旧重量換算本数×０．６

新重量換算本数×０．４

小売定価等換算本数×０．４

ウ 令和２年１０月１日から令和３年９月３０日までの間

旧重量換算本数×０．４

新重量換算本数×０．６

小売定価等換算本数×０．６

エ 令和３年１０月１日から令和４年９月３０日までの間

旧重量換算本数×０．２

新重量換算本数×０．８

小売定価等換算本数×０．８

第４ 課税免除

１１ 輸出

「輸出」とは、関税法（昭和２９年法律第６１号）第２条第１項第２号に規定する輸出をいい、輸

出先となる地域には、同法第１０８条の規定により外国とみなされる地域が含まれるものであること。

１２ 輸出業者

(１) 「輸出業者」とは、他から購入した製造たばこを輸出取引であると国内取引であるとを問わず
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販売することを業とする者で、輸出のための商取引がその者の日常の取引において一般的な取引

形態となっているものをいい、必ずしもその者が製造たばこの輸出を主たる業務としているかど

うかは問わないものであること。

(２) 輸出業者が輸出の目的で売渡しを受けた製造たばこを輸出した場合における当該輸出は、法第

７４条の６第３項の消費等に該当するものであり、当該輸出業者は、当該輸出に係る製造たばこ

について卸売販売業者等とみなされることにより、たばこ税の申告書を提出しなければならない

ものであること。

なお、当該輸出に係る製造たばこについては、課税免除の対象となるものであること。

１３ 課税免除事由に該当することを証するに足りる書類

法第７４条の６第１項第１号から第４号までに掲げる製造たばこの売渡し又は消費等に該当するこ

とを証するに足りる書類は、それぞれ次に掲げる書類とするものであること。ただし、たばこ税の適

正な課税に支障がないと認められる場合には、(１)、(２)及び(３)中アに掲げる事項の記載を簡略化

して差し支えないものであること。

(１) 輸出する場合にあっては、輸出港の所在地を所轄する税関長が積込みを証明した書類等に基づ

き作成された書類で次に掲げる事項が記載されたもの

ア 当該製造たばこの品目及び品目ごとの数量

イ 輸出の年月日及び仕向地

ウ 輸出港の所在地

エ その他参考となるべき事項

(２) 輸出の目的で輸出業者に売り渡す場合にあっては、輸出業者が輸出の目的等の事項を証明した

書類に基づき作成された書類で次に掲げる事項が記載されたもの

ア 当該製造たばこの品目及び品目ごとの数量

イ 売渡しの理由又は目的

ウ 売渡しの年月日

エ 輸出業者の住所及び氏名又は名称

オ その他参考となるべき事項

(３) 本邦と外国との間を往来する本邦の船舶又は航空機に船用品又は機用品として積み込むために

売り渡す場合にあっては、次に掲げる事項が記載された書類

ア 当該製造たばこの品目及び品目ごとの数量

イ 売渡しの理由又は目的

ウ 売渡しの年月日

エ 売渡しを受けた者、積み込む者等の住所及び氏名又は名称

オ その他参考となるべき事項

(４) 廃棄する場合にあっては、次に掲げる事項が記載された書類

ア 当該製造たばこの品目及び品目ごとの数量

イ 廃棄の理由

ウ 廃棄の年月日及び場所

エ その他参考となるべき事項
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(５) 既にたばこ税を課された製造たばこにつき、売渡しをし、又は消費等をする場合にあっては、

次に掲げる事項が記載された書類

ア 当該製造たばこの品目及び品目ごとの数量

イ 先にたばこ税を課された状況（関係道府県の名称、課税年月、納税義務者の住所及び氏名又は

名称等）及びその後の事情

ウ その他参考となるべき事項

１４ 特定販売業者以外の者が輸入した製造たばこ

たばこ税は、特定販売業者が業として輸入した製造たばこに対してだけ課されるものであり、外国

旅行者の携帯輸入、郵便物輸入その他の個人輸入に係る製造たばこに対しては、原則として課されな

いものであること。ただし、個人輸入に係る製造たばこにつき卸売販売業者等が売渡し等をした場合

には、たばこ税が課されるものであること。

第５ 徴税吏員の質問検査権

１５ 法第７４条の７に規定する徴税吏員の質問検査権の行使に当たっては、次の諸点に留意すること。

（法７４の７）

(１) 「金銭若しくは物品を給付する義務があると認められる者又は金銭若しくは物品を受け取る権

利があると認められる者」には、納税義務者又は納税義務があると認められる者と取引のある卸

売販売業者等はもとより、その他次に掲げる者もこれに含まれるものであること。

ア 金銭又は土地建物等の貸借関係を有する者

イ 卸売販売業者等の事業経営に必要とする物品を供給する者

ウ 金融上の取引先

エ 委託を受けて製造たばこの運送等の業務を行う者

(２) 「賦課徴収に関し直接関係があると認められるもの」とは、例えば、かつて取引関係があった

者、従業員又は家人等課税について直接的な関係を有する一切の者をいうものであること。

第６ 徴収

１６ たばこ税の徴収については、法第７４条の３第４項ただし書の規定によって卸売販売業者等とみ

なされた者に対して普通徴収の方法により行う場合のほか、申告納付の方法によるものであること。

（法７４の９・７４の１０①・②）

１７ 提出期限の特例の指定

総務大臣が申告書の提出期限の特例の適用を受ける者を指定する場合においては、総務省告示をも

って指定するものであること。

なお、当該特例の適用を受けている者について、その指定を取り消すべき事由が生じたと認められ

る場合には、道府県知事は、次に掲げる事項を記載した文書を総務大臣に提出することができること。

(１) 当該特例が認められている者の住所及び氏名又は名称

(２) 指定を取り消すべき理由

(３) その他参考となるべき事項

１８ 製造たばこの返還があった場合における控除等



- 147 -

卸売販売業者等が、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、小売販売業者に売り渡した製

造たばこの返還を受けた場合には、当該返還を受けた日の属する月の翌月以後に申告すべき申告書に

係る課税標準数量に対するたばこ税額から当該返還に係る製造たばこにつき納付された、又は納付さ

れるべきたばこ税額に相当する金額を控除するものであり、控除してなお不足額がある場合又は控除

を受けるべき月において申告すべき課税標準数量に対するたばこ税額がない場合には、当該不足額又

は当該控除を受けるべき金額を還付するものであるが、その運用に当たっては次の諸点に留意するこ

と。（法７４の１４①・②）

(１) 卸売販売業者等が、小売販売業者に売り渡した製造たばこで品質悪変等の理由により販売に適

しないと認められるものの返還を受けた場合には、「その他やむを得ない理由」により製造たば

この返還を受けたものとして取り扱うのが適当であること。

(２) 法第７４条の１０第５項に規定する「還付請求申告書」は、同条第１項から第３項までの規定

による申告書を提出すべき月において、課税標準数量がない場合に提出することができるもので

あること。

なお、提出期限の特例の適用を受けている卸売販売業者等にあっては、同条第３項の規定による

申告書を提出すべき月以外の月において、控除又は還付請求のための申告書を提出することはで

きないものであること。

(３) 法第７４条の１４第２項の規定による還付金を未納に係る地方団体の徴収金に充当する場合に

おいて、当該還付金に係るたばこ税が未納であるときには、まず当該還付金に係るたばこ税に充

当すべきものであること。

１９ 小売販売業者が販売のために所持する製造たばこが災害にあった場合における措置

小売販売業者が販売のために所持する製造たばこが、震災、風水害、落雷、火災その他これらに類

する災害により亡失し、又はその本来の用に供することができない状態になった場合において、当該

被災製造たばこに係る納税義務者たる卸売販売業者等がその負担により当該小売販売業者に対し当該

被災製造たばこに係る損失の補償をしたときは、当該卸売販売業者等については、当該被災製造たば

こを当該小売販売業者から返還されたものとして、控除又は還付することとするのが適当であること。

ただし、その控除すべき金額については、当該被災製造たばこにつき保険金、損害賠償金等により損

失を補てんされた場合はその金額を考慮するとともに、当該卸売販売業者等がその負担により当該小

売販売業者に対し損失の補償をした金額を限度とするものであること。

なお、この場合においては、被災製造たばこの品目及び品目ごとの数量等並びに被災に係る情況等

の事項が記載された「返還に係る製造たばこの明細書」を別途提出させるのが適当であること。

２０ 営業の開廃等の報告

(１) 営業の開廃等の報告は、製造たばこを直接管理する事務所又は事業所ごとに行うべきものであ

ること。（法７４の１６①）

(２) 営業の休止については、その期間が１月を超えないと認められるような場合には、報告を省略

させて差し支えないものであること。（法７４の１６①）

２１ 帳簿記載義務

小売販売業者の記帳すべき事項のうち、売渡し又は消費等をした製造たばこの「数量」及び「売渡

し又は消費等の年月日」については、売渡し又は消費等をした製造たばこの品目ごとに１月を超えな
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い期間中の合計数量により一括して記帳させることとして差し支えないものであること。（法７４の

１７）

２２ 関係道府県知事への通知

たばこ税の申告書の提出を受けた道府県知事は、卸売販売業者等間で売買された製造たばこの数量、

申告に係る製造たばこの数量その他の事項を関係道府県知事に通知するものとされているが、当該通

知に係る事務の実施に当たっては、極力事務処理の簡素効率化に努め、その円滑な運営を図るよう留

意すること。（法７４の１９②）

第７章 ゴルフ場利用税

第１ 課税客体及び非課税の範囲等

１ ゴルフ場利用税の課税客体は、ゴルフ場の利用行為であるが、この場合における「ゴルフ場」とは、

ホールの数が１８ホール以上であり、かつ、コースの総延長をホールの数で除して得た数値（以下

「ホールの平均距離」という。）が１００メートル以上の施設（当該施設の総面積が１０万平方メー

トル未満のものを除く。）及びホールの数が１８ホール未満のものであっても、ホールの数が９ホー

ル以上であり、かつホールの平均距離がおおむね１５０メートル以上の施設をいうものであること。

（法７５）

２ ゴルフ場利用税の非課税の範囲及び取扱いについては、次の諸点に留意すること。

(１) ゴルフ場の利用者が非課税措置の適用対象者であるか否かの本人確認については、当該利用者

からの申請書のほか、運転免許証、旅券、行政手続における特定の個人を識別するための番号の

利用等に関する法律（平成２５年法律第２７号。以下「番号利用法」という。）第２条第７項に

規定する個人番号カードその他これらと同等の証明力を有する本人確認のための書類により確認

するものであること。

(２) 法第７５条の２第３号に掲げる法第２３条第１項第１０号に規定する障害者は、具体的には令

第７条各号に掲げられているものであるが、当該障害者である旨の証明については、申請書のほか、

精神障害者保健福祉手帳、身体障害者手帳等により確認するものであること。

(３) 法第７５条の３には、「前条に定めるもののほか」と規定されていることから、法第７５条の

２と法第７５条の３の重畳適用はなく、まず法第７５条の２が先に適用されるものであること。

(４) 法第７５条の３第１号に規定する「国民体育大会」には、開催地道府県における本大会のみな

らず、各道府県において開催される予選会（公式練習を含む。）が含まれるものとして取り扱う

ものであること。

(５) 道府県知事又は道府県の教育委員会が発行する証明書には、国民体育大会のゴルフ競技（公式

練習を含む。）に参加する選手の氏名、住所、当該選手が利用するゴルフ場の名称、所在地、競

技日程その他この規定の適用に当たって必要となる事項を記載すべきものであること。

(６) 法第７５条の３第２号に規定する学校からは幼稚園が除かれているが、これは、１８歳以上の

園児が法令上想定されないことによるものであること。

(７) 「体育の授業その他法令の規定により学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第１条に規定す

る学校が編成した教育課程に基づく授業」とは、具体的には保健体育科目の実技をいうものであ

ること。
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(８) 学校の教員は、当該学校の教育活動として法第７５条の３第２号に規定する学生等（以下本章

において「学生等」という。）を引率する場合にのみ非課税措置が講じられるものであり、当該

学生等を引率しない場合には、当該学校の教育活動の場合であっても、非課税措置は講じられな

いものであること。

(９) 学校の学長又は校長が発行する証明書には、当該学校の教育活動としてゴルフ場を利用する学

生等の氏名、住所、当該学生等が利用するゴルフ場の名称、所在地その他この規定の適用に当た

って必要となる事項を記載すべきものであること。なお、規則第８条の１２第２号に掲げる教育

活動については、同号に規定する学長又は校長の承認の内容が明らかとなるものでなければなら

ないこと。

(10) 法附則第１２条の２に規定する「国際競技大会」とは、スポーツ基本法（平成２３年法律第７

８号）第２７条第１項の規定による措置その他の我が国への招致又は開催の支援のための措置を

講ずることが閣議において決定され、又は了解されたものをいうこと。

なお、令和２年４月１日現在においては、２０２０年東京オリンピック競技大会、ワールドマス

ターズゲームズ２０２１関西及び２０２６年第２０回アジア競技大会が該当するものであること。

また、今後新たに該当する国際競技大会がある場合は、おって通知するものであること。

(11) 国際競技大会のゴルフ競技の準備及び運営を行う者が発行する証明書には、国際競技大会のゴ

ルフ競技（公式練習を含む。）に参加する選手の氏名、当該選手が利用するゴルフ場の名称、所

在地、競技日程その他この規定の適用に当たって必要となる事項を記載すべきものであること。

(12) (４)、(５)及び(11)にいう「公式練習」とは、一般に、各競技会において主催者等が定める競

技規定等であらかじめ示される期間における練習をいうこと。

第２ 税率

３ ゴルフ場利用税は、利用の日ごとに定額によって課税するものであるが、その税率の決定に当たっ

ては、次の諸点に留意すること。（法７６）

(１) ゴルフ場のうち８００円の標準税率が適用されるものは、ホールの数が１８ホール以上であり、

かつ、施設の整備の状況等が標準的であるゴルフ場であること。

(２) 標準税率の適用されるゴルフ場以外のゴルフ場については、標準税率の適用されるゴルフ場と

の利用料金の相違によるほか、ホールの数、施設の整備の状況等の相違を勘案して数段階の税率

区分を設けることができるものであること。

(３) パブリックコースのゴルフ場についてはその特殊性にかんがみ、施設が同程度であるメンバー

コースのゴルフ場に比べ一段階程度下位の税率が適用されることとなるよう留意すること。

(４) ゴルフ場で、セルフプレー以外のプレーを認めていないゴルフ場（以下「セルフプレーゴルフ

場」という。）のうち、(１)から(３)までにより標準税率以下の税率が適用されるゴルフ場であ

って、当該ゴルフ場に係るカートフィー等がキャディー付きのゴルフ場に係るキャディーフィー

と同程度又はそれ以下であるものについては、その特殊性にかんがみ、施設の整備の状況等が同

程度であるセルフプレーゴルフ場以外のゴルフ場に比べ一段階程度下位の税率が適用されること

となるよう留意すること。
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第３ 徴収

４ ゴルフ場利用税の徴収については、特別徴収の方法によるものとされていること。（法８２）

(１) ゴルフ場利用税の徴収については、特別徴収の方法によるものとされているが、特別徴収義務

者の指定に当たっては、次の諸点に留意すること。（法８３①）

ア 特別徴収の方法によって徴収する場合においては、法第８３条第１項に規定するゴルフ場の経

営者その他徴収の便宜を有する者を道府県の条例により特別徴収義務者と指定し、その指定し

た特別徴収義務者にゴルフ場利用税を徴収させなければならないものであること。

イ 「経営者」とは、もとより社会通念によって判定すべきであるが、名義上の経営者のみならず、

実質上の経営者がこれと異なる場合においては、その実質上の経営者も「経営者」の概念に含

まれるものであること。したがって、ゴルフ場の実質上の経営者であるにもかかわらず、使用

人等を名義上の経営者とし、表面上は自己は単にゴルフ場の建物等施設の所有者となっている

ような場合においては、条例、規則等において経営者を特別徴収義務者として包括指定をすれ

ば、実質上の経営者及び名義上の経営者は、ともにゴルフ場利用税の特別徴収義務者として指

定されるものであること。

(２) 特別徴収義務者が特別徴収すべきゴルフ場利用税に係る納入金の申告納入については、次の諸

点に留意すること。（法８３②）

ア 道府県の条例で定める納期限は、毎月１５日までに前月１日から同月末日までの期間において

徴収すべきゴルフ場利用税について申告納入すべきものとすることが適当であること。ただし、

当該ゴルフ場の事業を廃止した場合においては、その廃止した日から５日以内に廃止した日ま

でに徴収すべきゴルフ場利用税について申告納入するものとすること。

イ 条例で定める納期限までに徴収して納入すべきゴルフ場利用税に係る納入金の全部又は一部を

納入しなかった場合には、法第８６条の規定の適用があることはもとより、併せて滞納処分に

着手することができるものであること。

ウ 特別徴収義務者が納入すべき納入金は、その徴収すべきゴルフ場利用税に係る納入金であるか

ら、特別徴収義務者が現実にゴルフ場利用税を徴収すると否とにかかわらず、その者が徴収す

べき税額について納入義務を負うものであること。

エ 特別徴収義務者の交替は、相続又は法人の合併によるものであって、法第９条又は第９条の３

の規定の適用がある場合を除いては納付又は納入の義務の承継を生じないものであるから留意

すること。

(３) 特別徴収義務者としての登録手続等は条例で定めることとされているのであるが、条例の制定

に当たっては、次の諸点に留意すること。（法８４）

ア 登録申請の期限は、原則としてゴルフ場の経営を開始しようとする日前５日までに、当該ゴル

フ場ごとに特別徴収義務者としての登録を道府県知事に申請しなければならないものであるこ

と。登録の申請事項に異動を生じた場合においては、当該事項についてその異動を生じた日か

ら５日以内にその登録の変更を申請せしめることとすること。

イ 登録を申請する場合において提出すべき申請書には、おおむね次に掲げる事項を記載させるこ

とが必要であること。

(ア) 特別徴収義務者の住所及び氏名又は名称
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(イ) 経営ゴルフ場又は借り受けたゴルフ場の所在地及び名称

(ウ) 利用料金

(エ) 経営ゴルフ場又は借り受けたゴルフ場の構造、その他設備の概要

(オ) 経営期間

(カ) 経営開始の年月日

(キ) その他必要な事項

ウ 当該ゴルフ場の経営を継承した特別徴収義務者は、提出すべき登録申請書に被継承者の連署を

必要とする旨を規定することが適当であること。

第８章 削除

第９章 軽油引取税

第１節 通則

第１ 課税客体等

１ 一般的事項

軽油引取税の税務運営に当たっては、特に次の諸点に留意するものであること。

(１) 軽油引取税の制度を適正かつ効率的に運営するため、元売業者、特約業者及び仮特約業者の指

定、製造等の承認並びに軽油の引取り等に係る報告等の制度の運用を厳正に行うとともに、課税

の適正な執行を確保し、軽油の流通経路の複雑さを利用した脱税や軽油と軽油以外の炭化水素油

を混和することによる脱税等を防止するための有効適切な措置をとるものであること。

(２) 本税については、特定の用途に供される軽油の引取りに対して免税の措置がとられているので

あるが、免税の手続等については、法律、政令、総務省令及び通知において詳細に規定されてい

るものであること。

なお、本税の免税手続は、免税証の交付と密接不可分のものであり、法定の免税証のみが全国的

流通の効力を有するものとされているが、その免税証交付の範囲も法律に規定されているところ

に限定され、道府県の条例でこれを拡げることはできないものであること。

(３) 免税軽油の引取り及び使用については、免税証の不正受給、不正行使若しくは譲渡又は免税軽

油の横流れ等の事態が生ずることのないよう、常時広報活動を通じて、本税の趣旨、免税の手続

等について一般住民への周知徹底を図るため有効適切な措置をとるべきこと。

２ 軽油

軽油引取税の課税対象である軽油については、一般に軽油として市販されているものを捉えようと

する趣旨から、法律及び政令において、比重、分留性状９０パーセント留出温度、残留炭素分又は引

火点によって、一定範囲の炭化水素油を規定したのであるが、具体的には、元売業者又は特約業者が

通常軽油として取引しているものを課税対象として取り扱うことが適当であること。

なお、その認定に当たっては、次の諸点に留意するものであること。（法１４４①Ⅰ、令４３①・

②）

(１) 燃料油は、その性状及び用途の相違によって、揮発油、灯油、軽油、重油の４種類に大別する

ことができ、これらのうち、揮発油は最も比重が軽く、かつ、沸騰点が低く、以下灯油、軽油、
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重油の順に沸騰点が高い留分であること。軽油は、灯油と重油との中間の性状を有するもので、

比重は、通常０．８４０前後で、また沸騰点の範囲は、おおむね、温度２００度から４００度程

度までであり、淡黄色又は淡褐色を呈し、原油蒸留の際の留出油を比較的簡単な精製を行って製

品とするが、その用途は、石油発動機燃料、高速ディーゼル機関燃料、洗油等であり、その他瓦、

スレート瓦製造の際の型抜油、切削油原料として用いられること。

(２) 炭化水素油とは、炭素と水素のみからなる各種の炭化水素化合物を主成分とする混合物で、常

温（温度１５度）、常圧（水銀柱７６０ミリメートル）において油状をなしているものをいい、

単一の炭化水素化合物（ベンゾール等）、常温、常圧において気状（プロパンを主成分とする液

化ガス）、固状又は半固状（パラフィン、ワセリン等）を呈する炭化水素の混合物はこれに含ま

れないこと。

なお、燃料炭化水素油、混和軽油等の販売又は消費に対する課税の規定（法１４４の２③・④・

⑤）における「炭化水素油」は、炭化水素とその他の物との混合物又は単一の炭化水素で、１気

圧において温度１５度で液状であるものを含むものであること。

(３) ０．８０１７及び０．８７６２の比重は、常温における比重であるから、温度差による比重換

算に当たっては、産業標準化法（昭和２４年法律第１８５号）第２０条に規定する日本産業規格

（以下「日本産業規格」という。）による「燃料油の温度に対する密度換算表」を参照すること。

(４) 法律において規定する範囲の比重を有する炭化水素油には、軽油のほかに一般に灯油及び重油

と称せられるものの相当部分が含まれることとなるので、政令において、分留性状９０パーセン

ト留出温度、残留炭素分又は引火点によって、これらの灯油及び重油を課税対象とならないよう

に規定しているのであるが、この場合において次の諸点に留意すること。

(ア) 分留性状９０パーセント留出温度、残留炭素分又は引火点の試験の方法は、日本産業規格に

よる分留試験、残留炭素分試験及び引火点試験をいうのであるが、現実に課税対象から除外さ

れるものであるか否かについて問題が生じた場合においては、その最終的認定については、専

門的技術的な知識を必要とするので、分析機関に委託する等、適切な措置を講ずること。

(イ) 「分留性状９０パーセント留出温度が２６７度を超えないこと」によって灯油を除外し、

「分留性状９０パーセント留出温度が４００度を超えること」又は「残留炭素分が０．２パー

セントを超えること」によって重油を除外するものであるが、これらの規格によっては、特殊

の用途に供する潤滑油が除外されないので、これを除外するため、「引火点が温度１３０度を

超えること」の規格を加えたものであること。

３ 元売業者

(１) 元売業者の指定を申請しようとする者は、申請書をその者の主たる事務所又は事業所所在地の

道府県知事を経由して総務大臣に提出しなければならないものであるが、この場合については、

次の諸点に留意するものであること。（法１４４の７①・③）

ア 法第１４４条の７第１項各号に規定する資格要件

(ア) 規則第８条の２９第１項第２号イ、第８条の３０第１項第２号イ及び第８条の３１第１項

第１号イに規定する「最近の３年」には、元売業者の指定の申請の日の属する年を含まない

こと。

(イ) 規則第８条の２９第１項第２号ロに規定する「前年」は元売業者の指定の申請の日の属す



- 153 -

る年の前年をいうものであること。

(ウ) 規則第８条の３１第１項第１号イに規定する「現実の納入を伴う販売」とは、「自己が所

有し、かつ、直接的支配下にある軽油を他に納入する方法により行う販売」及び「販売の相

手方に当該販売に係る軽油が現実に納入される方法により行う販売」をいうものであること。

ただし、法第１４４条の２第２項の規定により「軽油の引取りを行つたもの」とみなされる

者がある場合においては、同項の特約業者又は元売業者の当該引取りに係る販売は「現実の

納入を伴う販売」であり、当該「軽油の引取りを行つたもの」とみなされる者に当該軽油の

販売を行った者の当該販売は「現実の納入を伴う販売」ではないものであること。

(エ) 規則第８条の３１第１項第１号ロ及びハ並びに第８条の３２第１項第３号に規定する「系

列販売業者」とは、元売業者の指定を申請しようとする者から継続的に軽油の供給を受け、

これを販売することを内容とする販売契約を締結している石油製品の販売業者（以下この章

において「石油製品販売業者」という。）で、他にこれと同様の販売契約を締結していない

ものをいうものであり、継続的に軽油の供給を受け、これを販売することを内容とする販売

契約を２以上の者と締結している者は、「系列販売業者」に含まれないこと。

(オ) 規則第８条の３１第１項第１号ニに規定する「主として元売業者以外の者に対し軽油を販

売するもの」とは、その者に係る軽油の総販売量のうちに占める元売業者以外の者に対する

販売量の割合が、２分の１を超えるものをいうこと。

イ 令第４３条の７各号に規定する指定要件

(ア) 令第４３条の７第１号に規定する「経理的基礎を有することその他の事情」とは、軽油引

取税の特別徴収義務の履行及び元売業者としての報告義務等の履行に支障がないと認められ

る財務的能力の状況及び事業経営のために必要な資金、経済的信用、貯蔵設備、販売設備等

の財産の状況をいうものであること。

(イ) 令第４３条の７第２号ロに規定する「その取消しの原因となった事実があった日」とは、

例えば、次に掲げる日をいうものであること。

ａ 偽りその他不正の行為により元売業者の指定を受けた場合には、その指定を受けた日

ｂ 偽りその他不正の手段により法第１４４条の３２第１項の承認を受けた場合には、その承

認の日

ｃ 法第２章第７節の規定により罰金以上の刑に処せられ、又は法第２２条の２８第１項の規

定により通告処分を受けた場合には、その違反した事実のあった日

(ウ) 令第４３条の７第２号ハに規定する「滞納処分の日」とは、国税徴収法又は法の規定によ

る滞納処分により財産を差し押さえられ、又は交付要求がなされた日のうちもっとも遅い日

をいうものであること。

ウ 元売業者の指定の申請

(ア) 「主たる事務所又は事業所」とは、申請者の実質上の主たる事務所又は事業所をいい、必

ずしも、登記上の本店に限られないこと。

(イ) 申請書の提出を受けた道府県知事は、提出書類に不備がないかを確認したうえ、当該申請

書を受け付けること。

(ウ) 令第４３条の７に規定する要件のうち、同条第２号ハからホまで（ホにあつては、ハ及び
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ニに係る部分に限る。）に係る事実について調査すること。

エ 元売業者の指定の公示

総務大臣は元売業者の指定を行った場合においては、次の事項を総務省告示により公示するも

のであること。

ａ 元売業者の氏名又は名称

ｂ 主たる事務所又は事業所の所在地

ｃ 指定の年月日

(２) 元売業者が令第４３条の７各号に規定する指定要件に該当しなくなったとき又は令第４３条の

８各号に規定する元売業者の指定の取消要件に該当することとなったときは、元売業者の指定を

取り消すことができることとされているが、この場合については、次の諸点に留意すること。

（法１４４の７②・③）

ア 令第４３条の８各号に規定する元売業者の指定の取消要件

(ア) 令第４３条の８第３号に規定する「１年以上引き続き軽油の製造、輸入又は販売をしてい

ないこと」とは、１年以上の期間にわたって一度も軽油の製造、輸入又は販売をした事実が

ない場合をいい、この場合には、元売業者の指定を取り消すことができること。

(イ) 令第４３条の８第４号に規定する「代理人」とは、委任代理人のほか、法定代理人をも含

むものであること。また、「使用人その他の従業者」とは、直接又は間接に、業務主の統制、

監督の下に当該事業に従事している者をいうものであること。

イ 道府県知事の報告

元売業者の取消要件に該当する事実が発生した場合には、当該事実を了知した道府県知事は、

速やかに次の事項を総務大臣に報告すること。

ａ 元売業者の氏名又は名称（法人にあっては代表者の氏名を含む。）

ｂ 主たる事務所又は事業所の所在地

ｃ 取消要件に該当する事実の概要

ｄ その他参考となる事項

(３) 元売業者は、当該元売業者の主たる事務所又は事業所が他の道府県に移転したときは、その旨

を速やかに移転前の主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事に報告するものであることに留

意すること。

なお、報告を受けた道府県知事は、その旨を速やかに移転後の主たる事務所又は事業所所在地の

道府県知事に通知するものであること。

４ 特約業者等

(１) 道府県知事は、元売業者との間に締結された販売契約に基づいて当該元売業者から継続的に軽

油の供給を受け、これを販売することを業とする者（令第４３条の９各号に定める要件に該当す

る者を除く。）を、その者の申請により仮特約業者として指定することとされているが、この仮

特約業者の指定制度については、特約業者の指定に当たり、特約業者としての要件を満たすもの

であるかどうかの調査を行うための十分な期間を確保し、軽油引取税のほ脱を図るおそれのある

者が特約業者の指定を受けることを未然に防止するために設けられたものであるので、次の諸点

に留意し、その運営の適正を期するものであること。（法１４４の８）



- 155 -

ア 法第１４４条の８第１項の規定により仮特約業者としての指定があったときは、当該仮特約業

者の指定の効果は、すべての道府県に及ぶものであること。

イ 令第４３条の９第１号に規定する「経営の基礎が薄弱であると認められる者」とは、事業経営

のために必要な資金の欠乏、経済的信用の薄弱、販売設備の不十分、経営能力の貧困等、経営

の基礎となる人的、物的要素に欠陥があって、事業の経営が適切に行われるとは認められない

者をいうものであること。

ウ 仮特約業者の指定を行った道府県知事は、当該仮特約業者が令第４３条の９各号に定める要件

に該当することとなったとき又は令第４３条の１０に定める場合には、仮特約業者の指定を取

り消すことができることとされているが、当該仮特約業者の指定を取り消すべき事実が発生し

た場合には、当該事実を了知した道府県知事は、当該仮特約業者の指定に係る道府県知事に対

し、当該事実を通知するものであること。

エ 仮特約業者は、当該仮特約業者の主たる事務所又は事業所が他の道府県に移転したときは、そ

の旨を速やかに移転前の主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事に報告するものであるこ

と。

なお、報告を受けた道府県知事は、その旨を、速やかに移転後の主たる事務所又は事業所所在

地の道府県知事に通知するものであること。

オ 仮特約業者の指定又は指定の取消しを行った場合については、おおむね次の事項を関係道府県

知事に通知するものであること。

ａ 仮特約業者の氏名又は名称（法人にあっては代表者の氏名を含む。）

ｂ 主たる事務所又は事業所の所在地

ｃ 仮特約業者の指定又は指定の取消しの年月日

ｄ 当該道府県に係る事務所又は事業所について、その事務所又は事業所ごとの名称及び所在地

ｅ 取消しの理由その他参考となるべき事項

(２) 道府県知事は、当該道府県内に主たる事務所又は事業所を有する仮特約業者（法第１４４条の

８第１項の規定により道府県知事の指定を受けた者をいう。）のうち一定の要件に該当するもの

を、その者の申請により特約業者として指定することとされているが、その指定に当たっては、

令第４３条の１１に規定する要件について十分精査のうえ行うことが軽油引取税の特別徴収制度

の適正な運営のため不可欠であるので、これを踏まえ指定制度の厳格な運用を期すること。

なお、その運用に当たっては、次の諸点に留意すること。（法１４４の９）

ア 法第１４４条の９第１項の規定により道府県知事が特約業者を指定したときは、当該特約業者

の指定の効果は、すべての道府県に及ぶものであること。

イ 仮特約業者が、当該仮特約業者の指定に係る道府県以外の道府県に主たる事務所又は事業所を

移転した場合における仮特約業者である期間の計算については、それぞれの道府県に所在して

いた期間を通算するものであること。

ウ 規則第８条の３５に規定する「当該道府県知事が指定する金額及び期間」の取扱いについては、

令第４３条の１１第４号イの規定により特約業者の指定を受ける者との均衝を考慮して、仮特

約業者である期間の短縮を受ける期間及び当該期間における軽油引取税の額に相当する額を指

定することが適当であること。
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エ 特約業者の指定又は指定の取消しを行った場合については、おおむね次の事項を関係道府県知

事に通知するものであること。

ａ 特約業者の氏名又は名称（法人にあっては代表者の氏名を含む。）

ｂ 主たる事務所又は事業所の所在地

ｃ 特約業者の指定又は指定の取消しの年月日

ｄ 関係道府県に係る事務所又は事業所について、その事務所又は事業所ごとの名称及び所在地

ｅ 取消しの理由その他参考となるべき事項

オ 特約業者の指定又は指定の取消しに係る総務大臣への報告については、エａからｃに掲げる事

項のほか、指定の取消しについてはその理由について報告するものであること。

カ 道府県知事は、特約業者の指定若しくは指定の取消しを行った場合又は特約業者の指定若しく

は指定の取消しのあった旨の通知があった場合は、次の事項を道府県の公報に登載するもので

あること。

ａ 特約業者の氏名又は名称

ｂ 主たる事務所又は事業所の所在地

ｃ 特約業者の指定又は指定の取消しの年月日

キ 特約業者は、当該特約業者の主たる事務所又は事業所が他の道府県に移転したときは、その旨

を速やかに移転前の主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事に報告するものであること。

なお、報告を受けた道府県知事は、その旨を、速やかに移転後の主たる事務所又は事業所所在

地の道府県知事に通知するものであること。

５ 混和

軽油引取税が課されていない軽油に炭化水素油以外のものを混和した場合においては、その混和に

より生じたものが課税対象となる軽油とみなされるのであるが、これは、軽油にセタン価を向上する

ため、硝酸又は亜硝酸アルキル、ニトロ化合物などが添加剤として用いられる場合又は軽油に環境対

策の観点などから脂肪酸メチルエステル等が混合される場合において、適用されるものであること。

（法１４４②）

６ 軽油の引取り等

軽油引取税は、特約業者又は元売業者からの軽油の引取りで当該引取りに係る軽油の現実の納入を

伴うものに対して課されるのであるが、これらの課税客体の把握に当たっては、次の諸点に留意する

ものであること。（法１４４の２①・②）

(１) 「軽油の引取り」とは、一般に軽油の取引において、軽油を所有し、使用し、又は譲渡する目

的をもって一の人格者から他の人格者に当該軽油の実力的支配権が移転することをいうのである

が、この場合においては、次の諸点に留意すること。

ア 軽油引取税にいう「軽油の引取り」は、民法に規定する「引渡」に対応する観念であって単な

る「庫出」ではないこと。したがって、軽油の引取り形態は、民法上の現実の引渡しのみなら

ず、簡易の引渡し、占有改定又は指図による占有の移転が含まれるものであること。

イ 軽油の引取りを行う場合においては、軽油を所有し、使用し、又は譲渡する目的をもって締結

された私法上の売買、交換等の契約が存在することが前提とされているので、相続等による軽

油の取得、運送業者が他の者の委託を受けて運送のために行う軽油の引取り、倉庫業者が保管
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のために行う軽油の引取り等は、軽油引取税にいう軽油の引取りとはならないこと。

ウ 特約業者又は元売業者において、本店と支店又は支店相互の間において軽油の引取り（通常

「社内転送」という。）が行われても、これらの場合は、特約業者又は元売業者の同一の人格

者の内部における移動であるから、軽油引取税にいう軽油の引取りとはならないこと。

エ 軽油について販売契約等が成立した場合においても、必ずしも同時に当該軽油の引取りが行わ

れるとは限らないものであること。したがって、軽油の引取りが行われたか否かについては、

個々具体的な取引について事実に即して検討すべきものであり、通常は、特約業者又は元売業

者の営業所の帳簿上の仕切等によって判断することが適当と考えられるものであること。

(２) 特約業者又は元売業者からの軽油の引取りであっても、次に掲げる軽油の引取りは、課税の対

象である軽油の引取りから除外されていることに留意すること。

ア 特約業者が元売業者から軽油の引取りを行う場合における当該軽油の引取り

イ 元売業者が他の元売業者から軽油の引取りを行う場合（通称「ジョイント」という。）におけ

る当該軽油の引取り

(３) 「現実の納入」とは、一般に、軽油の取引において、軽油が一の人格者から他の人格者の直接

的支配下に移転することをいうものであること。

なお、次に掲げる場合にあっては、その段階では現実の納入には該当しないことに留意すること。

ア 占有改定の方法によった場合

イ 指図による占有移転の方法によった場合

ウ 倉庫業者若しくは他の者に寄託している軽油又は運送中の軽油について倉庫証券又は貨物引換

証が発行された場合において、これら証券の裏書交付の方法によった場合

(４) 軽油の現実の納入の時期について例示をすれば、次に掲げるところによるべきものと解される

こと。

ア 現実の引渡しの方法によった場合においては、その現実の引渡しが行われたとき。

イ 着地渡し又は庭先渡しの方法によった場合においては、現実の引渡しが行われたとき。

ウ 簡易の引渡しの方法によった場合においては、当事者間においてその旨の意思表示が行われた

とき。

７ 課税団体

軽油引取税については、軽油の引取りで当該引取りに係る軽油の現実の納入を伴うものに係る当該

軽油の納入地所在の道府県が課税権を有するものであるが、この場合の「納入地」とは、特約業者又

は元売業者からの引取りに係る軽油の現実の納入があったときの当該納入に係る場所、すなわち、当

該軽油が引取者の直接的支配下に移転した際の当該場所をいうものであること。

なお、石油製品販売業者が当該引取りを行った場合の当該軽油の「納入地」については、当該納入

に係る軽油を現実に納入した当該石油製品販売業者の事業所とされているので留意すること。（法１

４４の２①）

８ 燃料炭化水素油、混和軽油等の販売又は消費に対する課税

軽油引取税は、特約業者又は元売業者からの軽油の引取りで当該引取りに係る軽油の現実の納入を

伴うものに対して課されるほか、法第１４４条の２第３項から第５項までの規定により燃料炭化水素

油、混和軽油等の販売又は消費に対して課税されるものであること。
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(１) 法第１４４条の２第３項に規定する「炭化水素とその他の物との混合物」とは、炭化水素に炭

化水素化合物以外の物、例えば、メタノール等を混和して生じたものをいい、「単一の炭化水素」

とは、炭素と水素のみからなる１種類の炭化水素化合物をいうものであること。

また、「自動車」とは、道路運送車両法（昭和２６年法律第１８５号）第４条に規定する登録を

受けた自動車をいうものであること。（法１４４の２③・④、法附則１２の２の６）

(２) 法第１４４条の２第４項に規定する「軽油に軽油以外の炭化水素油を混和し又は軽油以外の炭

化水素油と軽油以外の炭化水素油を混和して製造された軽油」とは、例えば、軽油に灯油を混和

して軽油となった炭化水素油、重油と灯油を混和して軽油となった炭化水素油等をいうものであ

ること。また、「製造された軽油を販売した場合」には、石油製品販売業者自身が混和軽油を製

造し販売した場合はもとより、石油製品販売業者が他から混和軽油を購入して販売した場合もこ

れに含まれるものであること。（法１４４の２④）

(３) 法第１４４条の２第５項に規定する「自動車の保有者」とは、自動車の所有者その他自動車を

使用する権利を有する者で自己のために自動車を運行の用に供するものをいい、自動車損害賠償

保障法第２条第３項に規定するものと同意義であるが、この場合において、「使用する権利」と

は、所有権に基づくものたると否とを問わないものであり、また、「自己のために」とは、その

使用により享受する利益が自己のために帰属することをいうものであること。したがって、例え

ば自己の自動車を自動車運送会社に貸与し、自己が自動車運送会社の従業員として勤務する場合

には、当該従業員は自動車の保有者には該当せず、当該自動車運送会社が「自動車の保有者」に

なるものであること。（法１４４の２⑤）

９ 特別徴収の義務が消滅した者の所有に係る軽油に対する課税

(１) 法第１４４条の２第６項に規定する「特別徴収の義務が消滅した時」とは、特別徴収の義務の

消滅の原因となる元売業者又は特約業者の指定の取消し、死亡等があった時をいうものであるこ

と。

(２) 令第４３条の２第１号に規定する「他の元売業者が引取りを行つたとき」とは、特別徴収の義

務が消滅した時後において、当該特別徴収の義務が消滅した元売業者の所有していた軽油を当該

元売業者又はその相続人等から、最初に他の元売業者が引取りを行った場合をいうものであるこ

と。

(３) 「軽油を直接管理するもの」とは、当該特別徴収の義務が消滅した時に軽油を直接管理してい

た事務所又は事業所をいうものであり、この場合の「直接管理する」とは、当該管理の業務を第

一次的に行うことをいうものであること。

１０ みなす課税

(１) 法第１４４条の３第１項各号に掲げる軽油の消費、譲渡又は輸入が行われる場合においては、

当該軽油の消費、譲渡又は輸入を軽油の引取りとみなして、軽油引取税が課されるのであるが、

同条の「消費」とは、通常の消費のみならず、原料としての消費をも含むものであり、「譲渡」

とは、有償たると無償たるとを問わず、当事者間の契約によって所有権を他人に移転することを

いうものであり、「輸入」とは関税法第２条に規定する輸入と同義であること（同法第６７条の

輸入の許可を受ける場合には、当該許可を受けることをいうものであること。）。

なお、法第１４４条の３第１項第３号の「他の者」とは、当該者以外の者をいうものであって、
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他の免税軽油使用者も含まれるものであること。また、同項第５号の「製造」とは、混和して製

造するもののみならず、廃油の再生又は原油の精製によるものも含まれるものであること。

(２) 特約業者又は元売業者が軽油を使用して軽油以外の炭化水素油を製造する場合とは、通常「ブ

レンド」と呼ばれているもので軽油と重油とを混合してより良質の重油を製造する場合をいうも

のであるから、単なる混合によるもので分離されるような場合は含まれないこと。この場合にお

ける当該軽油の使用は、軽油引取税の課税客体とはならないものであるが、軽油以外の炭化水素

油でも自動車の内燃機関の用に供することができると認められる炭化水素油を製造する場合の軽

油の消費については、当該消費した軽油についてみなす課税をすることができることとされてい

ること。

なお、軽油以外の炭化水素油で自動車の内燃機関の用に供することができると認められる炭化水

素油とは、揮発油税の課税対象となる炭化水素油と軽油引取税の課税対象となる炭化水素油との

間に位する規格の炭化水素油をいうものであり、これは一般に灯油に該当する炭化水素油である

が、この範囲には、自動車の内燃機関の用に供することのできないと認められる炭化水素油が含

まれることもあるので、かかるものについては別途総務省告示によって指定するものであること。

（法１４４の３②、令４３の３）

(３) 免税軽油の譲渡をしようとする者は、あらかじめ、当該軽油に係る免税証を交付した道府県知

事に届出をしなければならないものであること。ただし、法附則第１２条の２の７第５項又は第

６項の規定の適用がある譲渡をしようとする場合においては、当該軽油に係る免税証を交付した

道府県知事に対する届出及び道府県知事の承認は要しないものであること。（法１４４の３③、

法附則１２の２の７⑤・⑥、令４３の４）

なお、何人も当該道府県知事の承認のなかった軽油を譲り受けてはならないもの（法附則第１２

条の２の７第５項又は第６項の規定の適用がある譲渡を除く。）とされており、承認なくして免税

軽油の譲渡を行った者及びその者から軽油を譲り受けた者については罰則の適用があるものである

こと。（法１４４の３④・１４４の２６）

１１ 補完的納税義務

(１) 法第１４４条の４第１項に規定する「軽油の製造を行つた者」とは、他の者の委託を受けて軽

油を製造した者等、物理的に軽油の製造を行った者をいうものであること。また、「特定できな

いとき」には、軽油の製造を行った者のほかに同項に規定する納税義務者が存在することが明ら

かではあるが当該納税義務者が特定できないときはもとより、軽油の製造を行った者のほかに同

項に規定する納税義務者が存在するかどうか明らかでないときもこれに含まれるものであること。

（法１４４の４①）

(２) 令第４３条の５に規定する「施設等を貸し付け、又は使用させた者」には、民法でいう賃貸借

若しくは使用貸借による貸付けを行った者、又は民法が典型契約として規定する賃貸借契約以外

の契約（非典型契約）により施設等を使用させた者のほか、次に掲げる者もこれに含まれるもの

であること。（法１４４の４①、令４３の５）

ア 施設等を貸し付け又は使用させた相手が、法第１４４条の４第１項に規定する納税義務者又は

同項に規定する軽油の製造を行った者に、当該施設等を更に貸し付け又は使用させた場合にお

いて、これを承諾し又は容認した者
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イ アに掲げる者のほか、法第１４４条の４第１項に規定する納税義務者又は同項に規定する軽油

の製造を行った者が施設等を使用した場合において、これを承諾し又は容認した者

(３) 法第１４４条の４第１項に規定する納税義務者の所在が明らかでないときであって第２項に規

定する事業所等が明らかなときは、法第１４４条の２第４項又は第１４４条の３第１項に規定す

るとおり、当該事業所等所在の道府県が課税団体となること。（法１４４の４②）

第２ 課税標準等

１２ 課税免除

(１) 次に掲げる軽油の引取りに対しては、第１４４条の１４第４項の規定による道府県知事の承認

があった場合に限り、軽油引取税を課さないこととされていることに留意すること。（法１４４

の５）

ア 軽油の引取りで本邦からの輸出として行われたもの 特約業者又は元売業者からの軽油の引取

りが本邦からの輸出に該当するものをいい、特約業者又は元売業者から引き取られた軽油が流

通した後に輸出されたものはこれに該当しないものであり、「輸出」とは、関税法第２条に規

定する輸出と同義であること（同法第６７条の輸出の許可を受ける場合には、当該許可を受け

ることをいうものであること。）。

なお、外国船籍の船舶の当該船舶の船用品として使用するものについても輸出として取り扱っ

ても差し支えないものであること。

イ 軽油引取税を課された軽油に係る引取り

(２) 石油化学製品を製造する事業を営む者が行う一定の石油化学製品の原料の用途その他一定の用

途に供する軽油の引取り及び令和６年３月３１日までに行われる一定の軽油の引取りについては

軽油引取税を課さないこととされているが、これらの取扱いについては、別途「軽油引取税の課

税免除について」（平成２１年４月１日総税都第２０号）により了知されたいこと。（法１４４

の６、附則１２の２の７、令４３の６、令附則１０の２の２）

１３ 課税標準

(１) 軽油引取税の課税標準は、軽油の引取りで当該引取りに係る軽油の現実の納入を伴うものに係

る軽油の数量であるが、特別徴収が行われる場合の課税標準たる数量（当該数量にリットル位未

満４位以下の端数があるときは、その端数を切り捨てた後の数量。以下「課税標準量」とい

う。）は、当該軽油の引取数量について法第１４４条の１４第３項に規定する減少すべき軽油の

数量として令第４３条の１３に規定する率を乗じて得た数量を控除した数量であるから留意する

こと。（法１４４の１４、令４３の１３）

(２) 特約業者若しくは元売業者が燃料炭化水素油を自動車の内燃機関の燃料として販売した場合又

は石油製品販売業者が混和軽油を販売し若しくは燃料炭化水素油を自動車の内燃機関の燃料とし

て販売した場合には、当該燃料炭化水素油又は混和軽油の販売量が課税標準となるものであるが、

この場合において、当該販売量に既に軽油引取税又は揮発油税が課され、又は課されるべき軽油

又は揮発油が含まれているときは、当該燃料炭化水素油の譲渡又は当該混和軽油の製造について、

法第１４４条の３２第１項第１号、第２号又は第３号の規定により道府県知事の承認を受けた場

合に限り、当該課され又は課されるべき軽油又は揮発油に相当する部分の数量を当該販売量から
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控除するものであること。（法１４４の２③・④）

(３) 自動車の保有者が炭化水素油を自動車の内燃機関の燃料として消費した場合には、当該炭化水

素油の消費量が課税標準となるものであるが、この場合において、当該消費量に既に軽油引取税

又は揮発油税が課され、又は課されるべき軽油若しくは燃料炭化水素油又は揮発油が含まれてい

るときは、当該課され又は課されるべき軽油若しくは燃料炭化水素油又は揮発油に相当する部分

の数量を当該消費量から控除するものであること。

なお、燃料炭化水素油にあっては、法第１４４条の３２第１項第４号の規定により道府県知事の

承認を受け、又は同条第６項の規定により自動車用炭化水素油譲渡証の交付を受けたものに限り、

当該消費量から当該課され又は課されるべき軽油若しくは燃料炭化水素油又は揮発油に相当する

部分の数量が控除されることに留意すること。（法１４４の２⑤）

(４) 特別徴収の義務が消滅した者が所有している軽油（特別徴収義務者が引渡しを行った軽油につ

き現実の納入が行われていない場合の当該軽油を含む。）に対する軽油引取税の課税標準となる

軽油の数量は、当該特別徴収の義務が消滅した時に所有する軽油（引渡しの後現実の納入が行わ

れていない軽油を含む。）の数量を基礎として、令第４３条の２の定めるところによって算定す

るものであるが、その軽油の数量のうちに当該特別徴収の義務が消滅した時に既に軽油引取税が

課され、又は課されるべきこととなっていた軽油（以下「課税済軽油」という。）が含まれてい

るときは、その軽油に相当する部分の数量を控除して得た数量によるものであること。また、令

第４３条の２第１号及び第２号に規定する数量についても同様であること。したがって、同条第

１号又は第２号の軽油の数量のうち課税済軽油の数量が物理的に識別しうる場合には当該課税済

軽油の数量を控除するものであるが、課税済軽油の数量が物理的に識別しえない場合には特別徴

収の義務が消滅した時に所有している軽油の総数量に占める課税済軽油の数量の割合を当該第１

号又は第２号の軽油の数量にそれぞれ乗じて得た数量を控除することとして差し支えないこと。

（法１４４の２⑥、令４３の２）

１４ 税率

軽油引取税の税率は、法第１４４条の１０の規定にかかわらず、当分の間、１キロリットルにつ

き３２，１００円とされているが、揮発油価格高騰時には軽油引取税の税率の特例規定の適用が停止

されること。この場合における軽油引取税の課税事務の取扱いについては、別途「揮発油価格高騰時

における軽油引取税の税率の特例規定の適用停止等に伴う課税の取扱いについて」（平成２２年４月

１日総税都第１９号）を参考にされたいこと。なお、この特例規定の適用の停止については、東日本

大震災の復旧及び復興の状況等を勘案し別に法律で定める日までの間、その適用を停止することとさ

れていること。（法１４４の１０、法附則１２の２の８・１２の２の９・５３条）

１５ 徴税吏員の質問検査権

法第１４４条の１１に規定する徴税吏員の質問検査権の行使に当たっては、次の諸点に留意するこ

と。（法１４４の１１）

(１) 「金銭又は物品を給付する義務があると認められる者」には、いわゆる特別徴収義務者以外の

石油製品販売業者はもとより、その他次に掲げる者もこれに含まれるものであること。

ア 金銭又は土地建物等の貸借関係を有する者

イ 特別徴収義務者の事業経営に必要とする物品を供給する者、例えば、元売業者その他の特約業
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者

ウ 金融上の取引先

(２) 「賦課徴収に関し直接関係があると認められる者」とは、例えば、かつて取引関係があった者、

従業員又は家人等課税について直接的な関係を有する一切の者をいうものであること。

(３) 必要最少限度の数量を見本品として採取する場合においては、小さなドラム缶、たる及びブリ

キ缶については単純な汲み取り等によっても比重は大差ないが、タンク車又は油槽所タンク等に

ついては、上部と下部において比重の相異が大きいので特に留意すること。

なお、採取に当たっては、日本産業規格の「原油及び石油製品試料採取方法Ｋ２２５１」に定め

られた方法によることが適当であること。（法１４４の１１③）

第２節 徴収

第３ 特別徴収等

１６ 特別徴収

軽油引取税の徴収については、法第１４４条の２第３項から第６項まで及び法第１４４条の３の規

定によってみなす課税を行う場合その他特別の必要がある場合を除くほか、特別徴収の方法によるも

のとされているものであること。（法１４４の１３）

(１) すべての「元売業者及び特約業者」は各道府県の条例により特別徴収義務者として包括指定さ

れるものであること。

(２) 特別徴収義務者が特別徴収すべき軽油引取税に係る納入金の申告納入については、次の諸点に

留意すること。（法１４４の１４②）

ア 納期限までに徴収して納入すべき軽油引取税に係る納入金の全部又は一部を納入しなかった場

合には、法第１４４条の４１（軽油引取税に係る脱税に関する罪）の規定の適用があることは

もとより、併せて滞納処分に着手することができるものであること。

イ 特別徴収義務者が納入すべき納入金は、その徴収すべき軽油引取税に係る納入金であるから、

特別徴収義務者が現実に軽油引取税を徴収すると否とにかかわらず、その者が徴収すべき税額

について納入の義務を負うものであること。

(３) 特別徴収義務者としての登録手続等は、条例で定めることとされているのであるが、条例の制

定に当たっては、次の諸点に留意すること。（法１４４の１５①・③）

ア 特別徴収義務者については、事務所又は事業所の営業を開始しようとする場合にはその５日前

までに、事務所又は事業所の営業を開始した後において特別徴収義務者として指定された場合

にはその指定された日の５日後までに、その引渡しに係る軽油の納入が行われることとなった

場合にはその納入の日の属する月の翌月の末日までに、登録特別徴収義務者としての登録を当

該道府県知事に必ず申請させなければならないこと。

イ 登録を申請する場合において提出すべき申請書には、次の(ア)から(ウ)に掲げる場合の区分に

応じ、それぞれ次に掲げる事項を記載させる旨の規定を設けることが適当であること。

(ア) 事務所又は事業所の営業を開始しようとする場合

ａ 特別徴収義務者の氏名又は名称、住所又は所在地及び個人番号（番号利用法第２条第５項

に規定する個人番号をいう。以下(３)において同じ。）又は法人番号（同条第１５項に規定
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する法人番号をいう。以下(３)において同じ。）（個人番号又は法人番号を有しない者にあ

っては、氏名又は名称及び住所又は所在地）並びに法人にあっては代表者の氏名

ｂ 事務所又は事業所の名称及び所在地並びに事務所又は事業所の代表者の氏名

ｃ 軽油の貯蔵設備がある場合には、その概要

ｄ 事務所又は事業所の営業開始年月日

ｅ ａからｄに掲げるもののほか、道府県知事において必要があると認める事項

(イ) 事務所又は事業所の営業を開始した後において特別徴収義務者として指定された場合

ａ (ア)ａからｃまでに掲げる事項

ｂ 特別徴収義務者として指定された年月日

ｃ ａ及びｂに掲げるもののほか、道府県知事において必要があると認める事項

(ウ) 引渡しに係る軽油の納入が行われることとなった場合

ａ 特別徴収義務者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号（個人番号又は法人番号

を有しない者にあっては、氏名又は名称及び住所）並びに法人にあっては代表者の氏名

ｂ 軽油の納入地

ｃ 当該納入を受ける者の氏名又は名称及び住所

ｄ ａからｃまでに掲げるもののほか、道府県知事において必要があると認める事項

ウ 道府県知事は登録特別徴収義務者から登録の消除の申請があったとき又は当該登録特別徴収義

務者が特別徴収義務者でなくなったときには、遅滞なく当該登録特別徴収義務者の登録を消除

するほか、登録特別徴収義務者が次のいずれにも該当するときは、その登録を消除することが

できるものとすること。

(ア) 当該道府県内に当該登録特別徴収義務者の事務所又は事業所が所在しないこと。

(イ) 当該道府県内において１年以上軽油の納入を行わないこと。

(４) 法第１４４条の１４第２項の納入申告書の提出があった場合においては、次の諸点に留意する

こと。（法１４４の１４②・③）

ア 課税対象とならない数量については、規則第８条の３７に規定するこれらの数量を証する書面

並びに免税証を添付せしめることとしているが、単に本人の覚書程度のものによって承認する

ことなく輸出港所轄税関の交付する輸出の許可書又は船積証明書等及び当該月における引取り

を行った者の受領書又は特別徴収義務者の提出書類並びに関係業者の関係帳簿等によって承認

するものとすること。

なお、免税証その他の書面は法第１４４条の１４第４項の規定によって、納入申告書に添付し

て承認を受けることとなっているが、この規定は事前に承認を受けることを排除しているもの

でないので、免税証以外のその他の書面については、納入申告書の提出時における税務行政の

混乱及び承認について摩擦をさけるため、事前に承認を受けるよう指導することが望ましいも

のであること。

イ 法第１４４条の１４第３項に規定する欠減量は、令第４３条の１３の規定により、特約業者か

らの引取りに係る軽油については１００分の１、元売業者からの引取りに係る軽油については

１００分の０．３を当該月における課税対象となるそれぞれの引渡しを行った数量に乗じて算

定するものであるが、当該月における課税対象となる軽油の引渡数量の合計数量にそれぞれ１
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００分の１又は１００分の０．３を乗じて算定することとしても差し支えないものであること。

この場合において、算定した欠減量にリットル位未満４位以下の端数があるときは、その端数

を切り上げるものであること。また、軽油引取税額に１円未満の端数が生じたときは、その端

数を切り捨てるものであること。

１７ 保全担保

保全担保制度の運用に当たっては、次の諸点に留意するものであること。（法１４４の２０、令４

３の１４）

(１) 法第１４４条の２０第１項に規定する「納税者」とは、法第１４４条の１８第１項に規定する

納税者をいうものであること。

(２) 保全のため必要があると認めるときとは、およそ次のようなときをいうものであること。

ア 新たに開業した特別徴収義務者については、資力が乏しいと認められるとき又は資力より多く

の引取りを行っていると認められるとき。

イ 既に営業を行っている特別徴収義務者については、アに該当する場合のほか、法第２章第７節

の規定に違反して通告処分を受け、又は告発されたものであってその犯則の手段、方法等を考慮

して、特に担保の提供を命ずる必要があると認められるとき。

ウ 納税者については、イに該当する場合のほか、資力が乏しいと認められるとき又は資力より多

くの軽油の消費若しくは譲渡をしていると認められるとき。

(３) 担保の提供を求めるに当たっては、必要に応じ、特約業者が販売契約を締結している相手方の

元売業者の保証を担保として徴することが適当であること。

なお、土地又は建物を担保として求める場合にあっては、あらかじめ、不動産鑑定士その他適当

と認められる者の当該土地又は建物に係る評価の証明等を求めることが適当であること。

１８ 故意不申告の罪

(１) 軽油引取税に係る故意不申告の罪（法第１４４条の１９）は、偽りその他の不正の行為を伴わ

ない単純な不申告の場合について成立するものであり、偽り等の不正行為により不申告で税を免

れた場合には脱税に関する規定が適用されるものであること。

(２) 法第１４４条の１９の「正当な理由」とは、社会通念に従って個々の具体的事情に照らして判

断されるものであるが、例えば、天災等何らかの物理的障害によって申告書の提出が阻まれた場

合ややむを得ない納税者の錯誤により申告書の提出がなされなかった場合等をいうものであるこ

と。

また、「情状により、その刑を免除」とは、故意不申告の罪が適正な申告を促すために設けられ

た規定であることにかんがみ、例えば、申告期限後ではあるが、自発的に正当な申告がなされた

場合等、強いて刑事責任を追求する必要性が認められない場合において、その刑を免除し得る旨

を規定したものであること。

第４ 免税の手続

１９ 免税の手続

軽油引取税の免税の手続については、免税制度の適正円滑な運営を期するため詳細に規定されてい

るのであるが、免税用途に使用する数量が免税軽油使用者による正確な申請と道府県知事の適切な承
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認によって所要の充足をみることがその運営上最も要請されるところである。したがって、免税制度

の運営に当たっては次の諸点に留意するものであること。（法１４４の２１、法附則１２の２の７）

(１) 免税軽油使用者は、あらかじめ、免税証の交付を受けようとする道府県知事から免税軽油使用

者であることを証する書面（以下「免税軽油使用者証」という。）の交付を受けなければならな

いものとされているが、これは、免税軽油使用者が免税軽油使用者証に記載された免税機械等の

用に供する免税軽油の引取りを行うため必要とされる免税証の交付を申請する場合において、そ

の都度、申請書に免税機械等の種類、型式等を詳細に記載させることのないよう、免税の手続の

簡素化を図る趣旨に出ずるものであること。（法１４４の２１②）

(２) 免税軽油使用者証の交付に当たっては、次の諸点に留意すること。（法１４４の２１③、令４

３の１５①～⑥・⑮）

ア 免税軽油使用者証は、免税軽油使用者が引取りを行おうとする免税軽油の用途が法第１４４条

の６及び附則第１２条の２の７第１項各号に掲げる用途のいずれにも該当しないときその他令

第４３条の１５第１５項各号に定めるときを除き交付するものであり、その審査に当たっては、

当該各号に係る事実の調査等を十分に行うこと。

イ 免税軽油使用者証交付申請書の「用途」欄には法第１４４条の６及び法附則第１２条の２の７

第１項各号に掲げる用途について具体的に記載させるものであること。

ウ 免税機械等の明細については、これらに係る事項の正確な把握が免税制度の適正な運営にとっ

て必要不可欠なものであることにかんがみ、その認定に当たっては、免税機械等が免税軽油使

用者証交付申請書に記載された所在地に現存するものであることを現地調査等を通じて確認す

ること。また、免税機械等の使用者が当該免税機械等の所有者でなく、他人の所有に係る免税

機械等を使用している場合においては、その内容を十分調査し、事実使用しているものである

ことを確認すること。

エ 免税軽油使用者証交付申請書の「型式」欄には、免税機械等の製作所名及び通常称されている

型の名称を記載させるものであるが、単にディーゼルエンジンと称されているものであっても、

種類によっては重油を使用するものもあるので、仕様書等によって当該免税機械等が軽油を使

用するものであることを確認すること。また、ケロシーンエンジンと称する５馬力前後の石油

発動機は、主に灯油を使用するものであるから注意すること。

(３) 免税軽油使用者のうち、道府県知事が認める者にあっては、２人以上の免税軽油使用者が代表

者を定めて免税軽油使用者証の交付を受ける途が開かれているのであるが、これは、免税軽油使

用者の所要数量が少量である場合における免税の手続の簡素化を図る趣旨に出ずるものであるこ

と。（法１４４の２１②後段）

(４) 免税証の交付に当たっては、次の諸点に留意すること。（法１４４の２１⑥、令４３の１５⑦

～⑫・⑯）

ア 免税証は、免税軽油使用者が引取りを行おうとする軽油の数量がその用途及び使用期間に照ら

し適当でないと認めるときその他令第４３条の１５第１６項各号に定めるときを除き交付する

ものであり、その審査に当たっては、免税機械等の確認、所要数量の精査、当該各号に係る事

実の調査等を十分に行うこと。

イ 免税証交付申請書の「所要数量の計算期間」については、業種、所要数量等に応じた合理的な
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期間を設定すべきものであり、所要数量計算期間が長期にわたり、かつ、当該期間における所

要数量が多量であると認められる場合には、適宜これを短縮し、改めて免税証交付申請書を提

出させること。また、免税証の有効期間は、道府県知事が免税軽油使用者ごとに、免税証を交

付した日から起算して１年を超えない範囲内において免税軽油使用者ごとに当該道府県知事が

定める期間を経過する日までとすることとされているが、当該期間についても、上記と同様の

趣旨から、免税証の交付事務に支障のない範囲で、できる限り短い期間を設定することが望ま

しいものであること。

ウ 所要数量の計算基礎については、最近の実績、生産量、稼動日数、稼動時間等により明細に記

載した計算書を添付させることとなっているのであるが、所要数量の認定に当たっては、稼動

実態について調査するとともに、経済調査報告その他の統計資料等を有効に活用することによ

り、別個に標準的な所要数量を算定し、これらを基に検討することが必要であること。

エ 免税証には免税軽油使用者が申請書に記載した販売業者の氏名又は名称及び事務所又は事業所

の所在地を記載することとされているが、これは、免税証が不正に流通することを防止する趣

旨に出ずるものであり、道府県知事が一方的に販売業者を指定するがごときことは法律上許さ

れないものであること。

オ 免税証の交付申請は、原則として免税軽油使用者ごとに単独申請を行わせるものであること。

ただし、免税証の交付申請数量が１８リットルを超える場合においてもその数量の認定等につ

いて支障のない限り、共同申請の方法によって差し支えないものであること。

カ 法第１４４条の２１第２項後段の規定により２人以上の免税軽油使用者が代表者を定めて免税

軽油使用者証の交付を受けた場合においては、当該代表者から免税証の交付を申請させるもの

であること。

(５) 免税軽油使用者が主たる事務所若しくは事業所所在地の道府県知事又は当該免税軽油の使用に

係る事務所若しくは事業所を管理する事務所若しくは事業所所在地の道府県知事に免税証の交付

を申請する場合において、それぞれその道府県知事に提出すべき届出書の写しには、必ず当該免

税軽油の使用に係る事務所又は事業所所在地の道府県知事の受付印が押印されていることが必要

であること。（法１４４の２１①ただし書、令４３の１５⑬・⑭）

(６) 免税軽油使用者が免税軽油の引取りを行う場合においては、免税証を免税軽油の引取りと引換

えに当該免税軽油の引渡しを行った販売業者に提出しなければならないものであること。ただし、

免税軽油使用者が代金決済時に免税証を提出することとしている場合には、当該免税証がいずれ

の免税軽油の引取りに対応するものであるかが明らかであり、かつ、第１４４条の１４第４項の

規定による免税証の添付に支障を来さないと認められる場合に限り、例外的にそのような取扱い

を認めて差し支えないものであること。

(７) 免税軽油使用者は、免税証の有効期間の末日までに当該免税証の交付を行った道府県に係る登

録特別徴収義務者（以下「免税取扱特別徴収義務者」という。）から免税証に記載された数量の

軽油の引取りを行わなければならないものであること。したがって、免税取扱特別徴収義務者以

外の販売業者が、免税軽油使用者に代わって免税軽油の引取りを行う場合においても同様である

こと。

(８) 法第１４４条の２１第７項に規定する「その他やむを得ない理由」とは、軽油を必要とすると
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きにたまたま希望した販売業者が軽油を所有していなかったことにより販売業者を変更する必要

があること等を予想しているものであること。この場合においては、全国的な免税秩序の確保を

期するため、条例において、免税証に他の販売業者から軽油の引取りを行ったことについての免

税軽油使用者の氏名又は名称を記載しなければならない旨の規定を必ず設けるものとすること。

（法１４４の２１⑦）

２０ 免税軽油の引取り等に係る報告義務

免税軽油の引取り等に係る報告制度は、道府県知事から交付を受けた免税証により販売業者から引

取りを行った免税軽油について、その引取り及び使用の状況を事後的に確認し、免税制度の適正な運

営を担保するために設けられたものであるから、その運用に当たっては、次の諸点に留意すること。

（法１４４の２７・１４４の２８）

(１) 法第１４４条の２１第２項後段の規定により２人以上の免税軽油使用者が代表者を定めて免税

軽油使用者証の交付を受けた場合においては、当該免税軽油使用者証に記載された免税軽油使用

者ごとに免税軽油の引取り等に係る報告書（以下「報告書」という。）を作成し、当該免税軽油

使用者証を交付した道府県知事に提出するものであること。

(２) (１)の場合を含め、令第４３条の１５第９項の規定により２人以上の免税軽油使用者が引取り

を行おうとする免税軽油の数量を取りまとめ、その代表者を定めて免税証の交付を受けた場合に

おいては、それぞれの免税軽油使用者に係る報告書について、当該免税軽油使用者以外の者が代

わって作成し、又は取りまとめて提出して差し支えないものであるが、その場合であっても、当

該報告書の作成及び提出に関する一切の事項についての責任はそれぞれの免税軽油使用者が負う

ものであること。

(３) 免税軽油使用者証の交付を受けた者は、当該免税軽油使用者証を提示して交付を受けた免税証

を有せず、かつ、当該免税軽油使用者証に係る報告対象免税軽油（免税軽油使用者証を提示して

交付を受けた免税証により引取りを行った免税軽油をいう。以下同じ。）を保有していない場合

を除き、報告書を提出しなければならないものであり、これは、免税軽油使用者証の有効期間に

はかかわらないものであること。

(４) (３)の場合において、「免税証を有」し、又は「報告対象免税軽油を保有」する場合とは、免

税軽油使用者証の交付を受けた者が、当該免税軽油使用者証を提示して交付を受けた免税証を所

有し、又は当該免税証により引取りを行った免税軽油を所有している場合をいい、これは、当該

免税軽油使用者が免税証又は免税軽油を現に所持している場合に限らないものであること。した

がって、例えば、免税軽油使用者が引取りを行った免税軽油を請負人に現物支給している場合や

当該免税軽油の保管を他の者に委託している場合は、法第１４４条の２７第１項ただし書に規定

する報告書の提出を要しない場合には該当しないものであること。

(５) 報告書の記載内容の確認に当たっては、免税軽油使用者証交付申請書、免税証交付申請書、特

別徴収義務者から提出を受けた納入申告書等における記載事項との照合を行うとともに、免税軽

油が免税証交付申請書に記載された内容に沿って使用されているものであるかを適宜調査すべき

ものであること。

なお、必要に応じて、当該免税軽油の用途に係る機械、車両又は設備についての詳細な使用実績

等を徴することにより必要な確認を行うこと。
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(６) 報告書に記載する免税軽油の使用数量とは、当該免税軽油の用途に係る免税機械等に装着され

た計量器等によって計測される実際の使用数量（消費数量）をいい、報告の対象となる期間（以

下「報告対象期間」という。）の末日において、免税機械等に残っている免税軽油の数量はこれ

に含まれないものであること。ただし、免税軽油の使用の実態等にかんがみ、報告対象期間にお

いて使用した免税軽油の数量の正確な把握が困難であると認められる場合には、当該免税機械等

への給油数量をもって、その使用数量として報告させて差し支えないものであること。

(７) 報告書に記載する滅失等による免税軽油の欠減量とは、報告対象期間の初日の前日において保

有する免税軽油の数量及び当該報告対象期間に引取りを行つた免税軽油の数量の合計から当該報

告対象期間に使用した免税軽油の数量を控除して算出される計算上の保有数量と当該報告対象期

間の末日において現に保有する数量との差に相当する数量をいうものであること。

(８) 報告書の提出期限について毎月末日までとしているのは、１月ごとの報告を求めることにより、

従来免税証の交付申請時にのみ行っていた免税軽油の所要数量等に係る審査を制度上補完し、よ

り短い期間を区切って免税軽油の引取り及び使用等に関する実績を把握しようとするものである

から、当該期限については、業務に差し支えない限り毎月とするのが適当であること。したがっ

て報告期限の特例を設ける場合にあっても本制度の趣旨にかんがみ、安易に長期にわたる期限を

定めることのないよう厳格に運用すべきものであり、例えば、免税証の有効期間を超えた期間に

係る報告期限を設けることは、通常予定されていないものであること。

(９) 道府県は、報告対象免税軽油の数量が少量であることその他の特別の事情があると認められる

免税軽油使用者について報告書の提出期限の特例を条例で定めることができることとされている

が、これは、免税軽油の使用数量が少量であること、その使用が特定の時期に集中していること

等により毎月の報告が過重な事務負担となると考えられる場合、免税軽油使用者が国の行政機関

の長その他これに準ずる者等であって免税証の不正譲渡や免税軽油の用途外使用が通常想定し難

い場合、当該免税軽油使用者の営む業務の特殊性等により毎月の報告が困難であると認められる

場合等において、免税軽油使用者の便宜を図る観点から例外的措置として設けるものであるから、

提出期限の特例を定めるに当たっては、次の諸点に留意すること。（法１４４の２７②）

ア 提出期限の特例は、当該免税軽油使用者に係る免税軽油の用途、当該用途に係る免税軽油の使

用数量、業務の内容及び実態等を勘案して定めるべきものであり、おおむね免税軽油使用者の

業種ごとに同一の期限を定めることが適当であること。ただし、同一業種の免税軽油使用者間

において、その免税軽油の使用数量に相当の格差がある場合には、それぞれについて異なる報

告期限を定めて差し支えないものであること。

イ 免税軽油の数量が少量であることとは、当該免税軽油使用者に係る免税軽油の用途、業務の内

容及び実態、それぞれの地域における実情等を踏まえて判断すべき事項であり、必ずしも何リ

ットルという一律の基準をもって判断する必要はないものであること。

(10) 報告書に添付することとされている報告対象免税軽油の引取りを行った日及びその数量並びに

当該報告対象免税軽油の引渡しを行った販売業者の氏名又は名称を証するに足りる書類とは、当

該販売業者から軽油を納入した際に受け取った領収書、納品書その他これらに類する書面の写し

等をいうものであること。

(11) 法附則第１２条の２の７第６項の規定の適用がある場合においては、譲渡を行った日及びその
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数量並びに譲渡先の名称を記載した報告書を提出するものであること。この場合において、報告

書に添付することとされている譲渡を行った数量及び譲渡先の名称を証するに足りる書類とは、

受領書その他これに類する書面の写し等をいうものであること。（法附則１２の２の７⑦、則附

則４の７⑫）

第５ 徴収猶予等

２１ 徴収猶予

軽油引取税の徴収猶予の制度は、軽油引取税の特別徴収義務者である特約業者又は元売業者が石油

製品を販売する場合における取引の実情にかんがみ、特別徴収義務者が軽油の引取りを行う者から徴

収することができなかった税金相当額の納入について、特別徴収義務者の負担を緩和するために設け

られたものであるから、その運用に当たっては次の諸点に留意するものであること。（法１４４の２

９、令４３の１６）

(１) 徴収猶予の具体的な取扱いは、次によるものであること。

ア 特別徴収義務者が軽油の代金及び軽油引取税の全部又は一部を受け取ることができなかったか

どうかは、売掛となった売上金額の明細が帳簿等に記載されているかどうかにより認定するも

のであること。

イ 特別徴収義務者が客から軽油の代金及び軽油引取税を受け取った場合におけるその代金及び軽

油引取税は常に不離一体のものと観念すべきであるから、たとえ、特別徴収義務者が現実に受

け取った金額が代金分に相当する金額である等代金及び軽油引取税額の全額を受け取らなかっ

た場合においても、代金及び軽油引取税をそれぞれの割合により受け取ったものとみなされる

ものであること。

ウ 徴収猶予は、特別徴収義務者の申請があった場合においてはじめて行われるのであるが、その

申請は条例で定める様式の申請書によって行わなければならないものであること。この場合に

おいては、１月間における売掛金の計算書を添付させるとともに、その裏付けとして帳簿等の

証拠書類を提示させるものとすること。

エ 徴収猶予は２月以内の期間を限って行われるのであるから、当該特別徴収義務者が通常売掛金

を回収しうる期間及び徴収猶予をしようとする税額の金高等に応じて適宜その期間を定めるも

のとし、また、徴収猶予の期間を定める場合において、納期限までになされた徴収猶予の申請

に係るものにあっては納期限から２月以内の期間を限って定めるものとし、納期限を過ぎてな

された徴収猶予の申請に係るものにあっては納期限までになされた徴収猶予の申請との均衡上、

納期限から２月以内の期間を超えることとならないように定めるものであること。

なお、納期限を過ぎた後になされた徴収猶予の申請を認めた場合にあっては、納期限の翌日か

ら徴収猶予の始期の前日までは、当然に法第１４４条の４６に定める延滞金の計算期間に算入

されるものであるから、徴収猶予の申請は、納期限までに行うよう指導するものとすること。

(２) 軽油引取税の徴収猶予においては政令で定める要件に該当して担保を徴する必要がないと認め

るときを除き、その徴収猶予に係る全額に相当する担保を徴するものであるが、この場合の担保

の種類及び限度額等については、特に次の諸点に留意すること。

ア 担保の種類は、法第１６条第１項各号に掲げるものであるが、そのうちで「地方団体の長が確
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実と認める保証人の保証」としては、銀行、信用金庫等の金融機関の保証その他特別徴収義務

者が特約業者である場合には当該特約業者が販売契約を締結している元売業者の保証が適当で

あること。

イ 担保を徴する場合において、徴収猶予額の合計額が毎月おおむね一定することが予想されると

きには、毎月担保を徴することは煩雑であるので、あらかじめ、２月分の徴収猶予額に相当す

る担保を徴することが適当であること。

(３) 道府県知事は、徴収猶予の申請をした特別徴収義務者が令第４３条の１６第１項に規定する要

件に該当することにより担保を徴する必要がないと認めるときは、その担保の提供を免除するこ

とができるものとされているが、これは当該特別徴収義務者について、担保を徴さなくても、そ

の徴収猶予された期間の末日までに当該徴収猶予に係る軽油引取税を納入することが確実と認め

られるものについて適用しようとするものであること。したがって、担保の提供を免除するか否

かは、最近における軽油引取税の納入状況及び最近において軽油引取税について更正又は決定を

受けたことがあるか否か等を参酌して決定することが適当であり、また、新たに事業を開始した

者については、相当期間の軽油引取税の納入実績をみたうえで決定することが適当であること。

(４) 徴収猶予をした税額に係る延滞金額は免除されることとなるが、これは徴収猶予をした期間に

対応する部分に限られるものであるから、当該期間を超える部分については、当然延滞金が徴収

されるものであること。

２２ 徴収不能額等の還付又は納入義務の免除

法第１４４条の３０の規定により、軽油引取税について徴収不能額等の還付又は納入義務の免除の

制度が認められたのであるが、これは軽油引取税については発生主義の建前をとっているために、軽

油の代金及び軽油引取税の全部又は一部が正当な理由で貸倒れになった場合又は特別徴収義務者が一

旦徴収した軽油引取税を災害等の理由で亡失した場合においても特別徴収義務者は納税者が負担して

納めるべき軽油引取税を立て替えて納入しなければならないこととされているが、軽油引取税の円滑

な運営を期するため、徴収猶予の場合と同様の理由により特別徴収義務者の負担を緩和するために設

けられたものであるから、その運用に当たっては次の諸点に留意すること。（法１４４の３０）

(１) 軽油引取税の徴収不能額等の還付又は納入義務の免除の具体的な認定に当たっては次の諸点に

留意すること。

ア 「正当な理由があると認める場合」とは、特約業者又は元売業者からの軽油の引取り（特約業

者の元売業者からの引取り及び元売業者の他の元売業者からの引取りを除く。）を行った者に、

例えば次に掲げるような事情があるため、特別徴収義務者が軽油の代金及び軽油引取税の全部

又は一部を徴収することが不可能となった場合をいうものであること。

(ア) 破産、強制執行若しくは整理の手続に入り、又は解散若しくは事業閉鎖を行うに至ったた

め、又はこれらに準ずる状態に陥ったため、特別徴収義務者が軽油の代金及び軽油引取税の

全部又は一部を徴収することができないと認められること。

(イ) 死亡、失踪、行方不明又は刑の執行その他これらに準ずる事情により、特別徴収義務者が

軽油の代金及び軽油引取税の全部又は一部を徴収することができないと認められること。

(ウ) 天災その他避けることのできない理由により、特別徴収義務者が軽油の代金及び軽油引取

税の全部又は一部を徴収することができないと認められること。
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(エ) その他(ア)から(ウ)に類する理由で道府県知事が正当であると認めた理由が生じたこと。

イ 「天災その他避けることのできない理由」のうち「天災」とは、震災、風水害、落雷等をいい、

「その他避けることのできない理由」とは、火災、爆発物等による破壊、盗難等をいうもので

あるが、いずれの場合もその事実があったこと及びそれによって既収の軽油引取税額を亡失し

たことを明確に立証するに足りるものでなければならないこと。

(２) (１)に該当すると認める場合においては、特別徴収義務者の申請により、その軽油引取税が既

に納入されているときはこれを還付し、徴収猶予をしているときその他軽油引取税額が未だ納入

されていないときは、その納入の義務を免除することになるのであるが、その取扱いに当たって

は次の諸点に留意すること。

ア 特別徴収義務者の申請があった場合において、道府県知事は、それが(１)ア及びイの理由に該

当すると認めるときは、徴収不能額等の還付又は納入義務の免除をしなければならないもので

あること。この場合における申請は、徴収猶予の場合に準じ、申請書によって行うように指導

すること。

イ アの申請書の提出があった場合においては、道府県知事は、その申請書を受理した日から６０

日以内に、その特別徴収義務者に対して、還付又は免除をするかどうかについての通知をしな

ければならないこととされていること。

なお、この場合において６０日を経過してもその通知がない場合においてはその期間を経過し

た日から異議の申立てをすることができることとなっているから注意すること。

(３) 法第１４４条の３０第１項の規定によって軽油引取税を還付する場合における還付金は、法第

１７条に規定する過誤納金に該当しないものであるが、特別徴収義務者の未納に係る地方団体の

徴収金がある場合においては、法第１４４条の３０第２項の規定により、当該還付すべき額を充

当することができるものであること。

なお、当該還付すべき金額は、法第１７条の４第１項の規定による還付加算金は付されないもの

であること。

２３ 軽油を返還した場合及び引取り後において免税用途に供した場合における措置

(１) 軽油引取税の特別徴収義務者から軽油の引取りが行われた後において販売契約の解除によって

軽油の全部又は一部が当該特別徴収義務者に返還された場合における措置については、次の諸点

に留意するものであること。（法１４４の３１①・②・③）

ア 軽油引取税額の全部又は一部が既に道府県に納入されているときは、道府県知事は、その納入

に係る軽油引取税額のうち、その返還された軽油に対応する部分の税額及びこれに係る地方団

体の徴収金を特別徴収義務者の申請があった日から起算して１０日を経過した日に納入があっ

たものとみなして還付するものであること。

イ 軽油引取税額がまだ納入されていない場合においては申請書を提出する際に、アの場合におい

ては還付申請書を提出する際に、それぞれ軽油の返還があったこと及び返還された軽油の数量

を証するに足りる書類（例えば、戻入伝票、契約解除の一件書類）を併せて提出しなければな

らないものであること。

(２) 免税軽油使用者が免税証の交付を受けた後、当該免税証の交付申請書に記載された免税機械等

について、免税軽油以外の軽油の引取りを行い当該軽油を当該免税用途に供した場合において、
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特別徴収義務者の申請により軽油引取税について納入の免除又は還付の措置が認められたのは、

免税軽油使用者が緊急やむを得ないこと等により、事前に免税証の交付を申請する暇がない場合

において、免税軽油以外の軽油の引取りを行い、当該軽油を免税用途に供したときは、その事実

及び数量が証明される限り、当該軽油の引取りに対する軽油引取税を負担させるべきではないと

の趣旨に出ずるものであるが、その運用に当たっては、次の諸点に留意すべきものであること。

（法１４４の３１④・⑤）

ア 軽油引取税の免除については、事前に免税軽油使用者に免税証の交付を申請させ、その申請に

基づいて適当と認められる数量の軽油の引取りを行うために必要な免税証を交付し、免税軽油

使用者は、交付を受けた免税証によって、免税軽油の引取りを行う建前をとっているのである

から、本措置によって免除又は還付をするのは例外的に認められるものであること。

イ 免税軽油使用者が免税証の交付を受けた後において、免税証に記載された軽油の数量を超えて

軽油を免税用途に供する必要が生じた場合においても、免除又は還付の措置によらず、できる

だけ、免税証の追加交付の申請をさせるよう指導するものであること。

ウ 免除又は還付の措置は、特別徴収義務者の申請により行うものであるが、この場合においては、

免税証を交付した道府県知事の承認書を提出するものとされているものであること。（令４３

の１７）

なお、承認書の交付申請書には少なくとも次に掲げる事項が記載されていることが必要である

こと。

(ア) 免税軽油使用者が免税証の交付を申請している軽油の数量

(イ) (ア)に掲げる軽油の数量のうち、道府県知事が交付した免税証に係る数量

(ウ) 免税軽油以外の軽油を免税用途に供する必要が生じた理由

(エ) (ウ)に掲げる軽油を免税用途に供した年月日及びその数量

(オ) 免税証の交付を申請することができなかった理由

第６ 製造等の承認を受ける義務等

２４ 製造等の承認を受ける義務

元売業者、特約業者、石油製品販売業者、軽油製造者等（軽油の製造又は輸入をする者で元売業者

以外のものをいう。）及び自動車の保有者は、法第１４４条の３２第１項各号に掲げる製造、譲渡又

は消費（以下「製造等」という。）を行う場合（法第１４４条の７第１項第１号に掲げる者で、同項

の規定により元売業者としての指定を受けた者が、法第１４４条の３２第１項第１号又は第２号に掲

げる製造を行う場合を除く。）は、あらかじめ、製造等を行う場所（同項第４号に掲げる場合にあっ

ては、当該自動車の主たる定置場）の所在地の道府県知事の承認を受けなければならないこととされ

ているが、これは、製造等に係る数量等の一定の事項を道府県知事の承認事項とすることにより、道

府県知事が製造等の実態を把握できるものとし、もって軽油引取税の課税の適正化を図るために設け

られたものであるので、この趣旨を踏まえ、次の諸点に留意してその運営の適正を期するものである

こと。

(１) 法第１４４条の３２第１項第２号に規定する「軽油を製造するとき」には、軽油以外の炭化水

素油と軽油以外の炭化水素油を混和して軽油を製造するときはもとより、廃油の再生又は原油の
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精製により軽油を製造するときも含まれるものであること。（法１４４の３２①）

(２) 元売業者（法第１４４条の７第１項第１号に掲げる者で、同項の規定により元売業者としての

指定を受けたものを除く。）に係る製造の承認については、製造に係る行為ごとの承認に替え、

３月間の製造について道府県知事が３月ごとに承認することとされているが、軽油引取税の取締

り又は保全上支障がある事実が生じた場合については、直ちに製造等に係る行為ごとの承認に切

り替えるものであること。（則８の４２②）

(３) 製造等について道府県知事の承認を受けた者が当該承認に係る製造等を行うとき又は当該製造

等に係る炭化水素油を保有しているときは、製造等承認証を所持していなければならないもので

あること。この場合の「所持」については、必ずしもその者が携帯することを要しないものであ

るが、徴税吏員の請求があったときは、これを速やかに提示することができる状態になければな

らないものであること。ただし、法第１４４条の３２第１項第４号に係る承認を受けた者が、燃

料炭化水素油を自動車の内燃機関の燃料として消費する場合には、製造等承認証を携帯させるよ

う指導すること。（法１４４の３２⑤）

２５ 製造等の承認を受ける義務等に関する罪

(１) 法第１４４条の３３第２項に規定する「情を知つて」とは、提供し又は運搬する資金、土地、

建物、艦船、車両、設備、機械、器具、原材料又は薬品が同条第１項の罪の用に供されるもので

あることを知りながらという意味であること。（法１４４の３３②）

(２) 法第１４４条の３３第３項に規定する「第１項の犯罪に係る炭化水素油」とは、次に掲げる炭

化水素油をいうものであること。（法１４４の３３③）

ア 法第１４４条の３２第１項の規定に違反して道府県知事の承認を受けないで軽油と軽油以外の

炭化水素油を混和して製造された炭化水素油

イ 法第１４４条の３２第１項の規定に違反して道府県知事の承認を受けないで製造された軽油

ウ 偽りその他不正の手段により法第１４４条の３２第１項の承認を受けて軽油と軽油以外の炭化

水素油を混和して製造された炭化水素油

エ 偽りその他不正の手段により法第１４４条の３２第１項の承認を受けて製造された軽油

(３) 法第１４４条の３３第３項に規定する「情を知つて」とは、同項に規定する炭化水素油が法第

１４４条の３２第１項の規定に違反して道府県知事の承認を受けないで製造されたものであるこ

と、又は偽りその他不正の手段により同項の承認を受けて製造されたものであることを知ってい

ることをいうものであること。（法１４４の３３③）

２６ 製造等に係る帳簿記載義務

製造等について道府県知事の承認を受けた元売業者、特約業者、石油製品販売業者、軽油製造者等

及び自動車の保有者は、その事務所又は事業所（法第１４４条の３２第１項第４号の承認を受けた者

にあっては、当該自動車の主たる定置場）ごとに、当該承認に係る規則第８条の４４各項に定める事

項を帳簿に記載しなければならないのであるが、その運用に当たっては、次の諸点に留意すること。

（法１４４の３２③）

(１) 帳簿の記載に当たっては、当該事項を日計によって記載するものであること。

(２) 法第１４４条の３２第１項第３号に係る承認を受けた者が、その者の事務所又は事業所におい

て当該承認に係る燃料炭化水素油を自動車の保有者に譲渡し、当該譲渡に係る自動車用炭化水素
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油譲渡証の交付を行った場合の帳簿の記載に当たっては、当該事項のうち「譲渡した相手方の氏

名又は名称及び住所又は所在地」に係る事項の記載について省略することができるものであるが、

自動車の自動車登録番号についてはその記載を要するものであること。（則８の４４④）

２７ 自動車用炭化水素油譲渡証の交付等

燃料炭化水素油を自動車の内燃機関の燃料として譲渡することにつき道府県知事の承認を受けた者

が、当該燃料炭化水素油を自動車の内燃機関の燃料として自動車の保有者に譲渡する場合においては、

法第１４４条の３２第６項の規定により自動車用炭化水素油譲渡証（以下「譲渡証」という。）を交

付しなければならないこととされているが、これは譲渡証の交付及びその写しの作成を義務付けるこ

とによって、(ア)当該燃料炭化水素油を消費する者の事務手続に対して配慮するとともに、(イ)自動

車の保有者に当該譲渡証の携帯を義務付けることにより、税務調査の際に、道府県知事の承認を受け

ないで、燃料炭化水素油を自動車の内燃機関の燃料として消費している者が容易に判別でき、(ウ)ま

た、当該譲渡を行う者が石油製品販売業者である場合に、その者の納付する軽油引取税額がそれぞれ

の譲渡証の交付に係る数量に対応することとなり、これらにより軽油引取税の課税の適正化が図られ

ることから設けられたものであるので、その運用に当たっては次の諸点に留意するものであること。

(１) 譲渡証の交付制度は、軽油引取税の取締り又は保全のため設けられたものであり、制度の実効

性を担保するための罰則等の措置が講じられていることから、本制度の運営をめぐる摩擦を避け

るため、常時広報活動を通じて、本制度の趣旨について自動車の保有者への周知徹底を図るため

有効適切な措置をとるべきこと。

(２) 譲渡証については、道府県知事が交付する用紙により作成されたもののみがその効力を有する

ものであること。また、当該交付に当たっては、道府県知事の譲渡の承認を受けた者からの申請

により行うこと。

なお、道府県知事の承認を受けた者が、当該承認に係る燃料炭化水素油の譲渡が完了した際に当

該用紙を所持しているときは、譲渡証の不正譲渡等を防止する観点から、遅滞なくこれを返納さ

せるものであること。（則８の４３①・⑤）

(３) 譲渡証に付ける一連番号については、道府県知事が交付の際これを付けるものであること。

（則８の４３②）

(４) 法第１４４条の３２第６項の規定により自動車の保有者に譲渡証を交付するときは、当該燃料

炭化水素油の消費に係る自動車ごとに行うものであること。

第７ 事業の開廃等の届出等

２８ 事業の開廃等の届出

事業の開廃等の届出については、次の諸点に留意すること。（法１４４の３４）

(１) 事業の開廃等の届出は、元売業者、特約業者、石油製品販売業者及び軽油製造業者等の事務所

又は事業所ごとに行うものであること。

なお、「事務所又は事業所」とは、軽油を管理する事務所又は事業所をいうものであり、単に軽

油を貯蔵又は保管しているにすぎない場所であっても、人的、物的設備を有し継続的に事業活動

が行われる場所である限り、当該場所も「事務所又は事業所」に含まれるものであること。

(２) 事業の休止については、その期間が１月を超えないと認められるような場合には、届出を省略
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させて差し支えないものであること。

(３) 元売業者については、主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事を経由して総務大臣に届け

出なければならないものであるが、その取扱いについては、次の諸点に留意すること。

ア 主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事は、当該届出があった場合、届出書について確認

のうえ、遅滞なくこれを総務大臣に提出すること。

イ 届出書は、事業を開始し、廃止し、又は休止しようとするときは、その５日前までに主たる事

務所又は事業所所在地の道府県知事を経由して総務大臣に提出しなければならないこととされ

ているが、期限内に当該道府県知事に当該届出書の提出があった場合には、当該期限内に総務

大臣に対する届出があったものとして取り扱うものであること。（則８の４５①）

ウ 元売業者の氏名又は名称の異動や元売業者の主たる事務所又は事業所の所在地の異動について

は、総務省告示により公示する事項である。このため、異動の届出があった場合、主たる事務

所又は事業所所在地の道府県知事は、当該届出が前記事項に係る届出に該当するかどうかを厳

正に確認のうえ、当該届出に係る届出書を直ちに総務大臣に提出すること。

２９ 軽油の引取りの報告等

軽油の引取りの報告等については、次の諸点に留意すること。（法１４４の３５）

(１) 元売業者、特約業者及び軽油製造業者等が軽油の引取り、引渡し、納入、製造又は輸入を行っ

た場合については、その取引形態、取引数量等にかかわらず法第１４４条の３５第１項の規定に

基づき報告を行うものであること。

(２) 元売業者、特約業者及び軽油製造業者等以外の者が軽油の製造又は輸入を行った場合について

は、その取引数量等にかかわらず法第１４４条の３５第２項の規定に基づき報告を行うものであ

ること。

(３) 法第１４４条の３５第４項に規定する「当該報告に係る事項」とは、規則第８条の４７の表の

中欄に掲げる事項及び第８条の４８各号に規定する事項をいうものであること。

３０ 帳簿記載の義務

(１) 元売業者、特約業者、石油製品販売業者及び軽油製造業者等は、その事務所又は事業所ごとに、

規則第８条の５３第１項に規定されている事項を帳簿に記載しなければならないのであるが、記

載に当たっては、日計によって記載するものであること。（法１４４の３６）

(２) 帳簿に記載する場合において、当該記載に係る軽油が法第１４４条の５、第１４４条の６又は

附則第１２条の２の７第１項の規定によって軽油引取税を課さないこととされる引取りに係るも

のであるときは、その旨を付記しなければならないものであるが、免税証に係る軽油の引取り又

は引渡しが行われたときは、当該免税証の交付に係る道府県名及び当該免税証の番号を付記する

ものであること。（法１４４の３６、則８の５３②）

(３) 元売業者、特約業者、石油製品販売業者及び軽油製造業者等がその事務所又は事業所において、

自動車の保有者に対し現実の納入を伴う軽油の引渡しを行った場合については、帳簿に記載すべ

き事項のうち一定の事項の記載を省略することができることとしているものであるが、これは、

事業者の事務の繁雑さに配慮する趣旨に出たものであること。この場合において、「現実の納入

を伴う軽油の引渡し」とは、例えば、給油設備から直接自動車の燃料タンクに軽油を給油する場

合をいうものであること。（法１４４の３６、則８の５３⑥）
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第８ 道府県間の協力

３１ 道府県間の協力

道府県は、軽油引取税の取締り又は保全に関し、他の道府県と緊密な連絡を保ち、相互に協力しな

ければならないこととされているが（法第１４４条の４０）、これは、軽油の取引の広域化の進展等

により、税のほ脱をめぐる動きも広域化、複雑化している現状にかんがみ、道府県においても、広域

的な調査体制を確立することにより、計画的な税のほ脱を防止するとともにその早期摘発を図る必要

があること等から規定されたものであるので、道府県は法の趣旨を十分に踏まえ、個々の調査におい

て必要な協力を行うことはもちろんのこと、次の諸点に留意してその協力体制の確立に万全を期する

ものであること。

(１) 法第１４４条の３５に規定する軽油の引取りの報告等に係る関係道府県知事への通知について

は、同条第１項から第３項までの規定によるすべての報告事項を関係道府県知事に通知するもの

であること。

(２) 軽油の輸入等に係る課税の適性化を図るため、関税等に関する書類の供覧等に関する規定が設

けられたところであるが、本制度の運用に当たっても、閲覧事項についての関係道府県知事への

通知等について、十分に配意するものであること。

(３) 特約業者の主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事が特約業者の指定及び指定の取消しを

行う場合においても、関係道府県知事は十分に協力を行うものであること。

第３節 その他

３２ その他

合衆国軍隊、合衆国軍隊の公認調達機関又は契約者が行う軽油の引取りについては、特定の場合に

おいて免税の措置がとられているものであること。（地方税法の一部を改正する法律（昭和３１年法

律第８１号）附則１８）

なお、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第６条に基く施設及び区域並び

に日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う地方税法の臨時特例に関する法律（昭

和２７年法律第１１９号）第３条の規定は、日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実

施に伴う地方税法の臨時特例に関する法律（昭和２９年法律第１８８号）第３条の規定によって国際

連合の軍隊等に対して準用されるから注意されたいこと。免税の手続等については、アメリカ合衆国

軍隊等が行う免税軽油の引取りの手続に関する省令（昭和３１年総理府令第４７号）、また「日本国

とアメリカ合衆国との安全保障条約第３条の規定に基く行政協定の実施に伴う地方税法の臨時特例に

関する法律の実施についての通達」（昭和２７年地財委税第５８６号）及び「アメリカ合衆国軍隊等

が特約業者又は元売業者以外の者から引取りを行う一定の軽油に係る軽油引取税の取扱いについて」

（平成２６年３月２８日総税都第１１号）によって了知されたいこと。

第１０章 自動車税

第１節 通則

１ 自動車税の課税客体である自動車とは、道路運送車両法第３条に規定する普通自動車及び小型自動
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車（３輪以上のものに限る。）をいい、通常道路において運行する自動車をいうのであるから、その

具体的認定に当たっては、道路運送車両法第４条の規定による登録の有無によっても差し支えないも

のであること。（法１４５Ⅲ）

２ 自動車の種別又は用途の認定に当たっては、次によること。

(１) 種別については、自動車登録番号の分類番号により、次のとおり認定すること。

ア 乗用車 分類番号が３、３０から３９まで、３００から３９９まで、３０Ａから３９Ｚまで、

３Ａ０から３Ｚ９まで及び３ＡＡから３ＺＺまでのもの又は分類番号が５、７、５０から５９ま

で、７０から７９まで、５００から５９９まで、７００から７９９まで、５０Ａから５９Ｚまで、

７０Ａから７９Ｚまで、５Ａ０から５Ｚ９まで、７Ａ０から７Ｚ９まで、５ＡＡから５ＺＺまで

及び７ＡＡから７ＺＺまでのものであって、その乗車定員が１０人以下のもの（ただし、三輪の

小型自動車を除く。）

イ トラック 分類番号が１、１０から１９まで、１００から１９９まで、１０Ａから１９Ｚまで、

１Ａ０から１Ｚ９まで及び１ＡＡから１ＺＺまで又は４、６、４０から４９まで、６０から６９

まで、４００から４９９まで、６００から６９９まで、４０Ａから４９Ｚまで、６０Ａから６９

Ｚまで、４Ａ０から４Ｚ９まで、６Ａ０から６Ｚ９まで、４ＡＡから４ＺＺまで及び６ＡＡから

６ＺＺまでのもの（ただし、三輪の小型自動車を除く。）

ウ バス 分類番号が２、２０から２９まで、２００から２９９まで、２０Ａから２９Ｚまで、２

Ａ０から２Ｚ９まで及び２ＡＡから２ＺＺまでのもの又は分類番号が５、７、５０から５９まで、

７０から７９まで、５００から５９９まで、７００から７９９まで、５０Ａから５９Ｚまで、７

０Ａから７９Ｚまで、５Ａ０から５Ｚ９まで、７Ａ０から７Ｚ９まで、５ＡＡから５ＺＺまで及

び７ＡＡから７ＺＺまでのものであって、その乗車定員が１１人以上のもの（ただし、三輪の小

型自動車を除く。）

エ 三輪の小型自動車 分類番号が５、７、５０から５９まで、７０から７９まで、５００から５

９９まで、７００から７９９まで、５０Ａから５９Ｚまで、７０Ａから７９Ｚまで、５Ａ０から

５Ｚ９まで、７Ａ０から７Ｚ９まで、５ＡＡから５ＺＺまで及び７ＡＡから７ＺＺまで又は４、

６、４０から４９まで、６０から６９まで、４００から４９９まで、６００から６９９まで、４

０Ａから４９Ｚまで、６０Ａから６９Ｚまで、４Ａ０から４Ｚ９まで、６Ａ０から６Ｚ９まで、

４ＡＡから４ＺＺまで及び６ＡＡから６ＺＺまでのものであって、三輪のもの

オ 特種用途車 分類番号が８、８０から８９まで、８００から８９９まで、８０Ａから８９Ｚま

で、８Ａ０から８Ｚ９まで及び８ＡＡから８ＺＺまでのもの

(２) 用途については、次のとおり認定すること。

ア 営業用の自動車とは、道路運送法（昭和２６年法律第１８３号）第２条第２項に規定する自動

車運送事業の用に供する自動車をいい、その具体的判定に当たっては、自動車検査証に事業用と

記載されたものをいうこと。

イ 自家用の自動車とは、営業用の自動車以外のすべての自動車をいうものであること。

３ 令第４４条第１号に規定する「自動車に取り付けられる自動車の附属物」には、自動車の付属用品

のうち通常自動車の取付用品といわれているものがこれに該当するものであること。また、同条第２

号に規定する「特殊の用途にのみ用いられる自動車」とは、いわゆる特種用途自動車（自動車登録番
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号の分類番号が８、８０から８９まで、８００から８９９まで、８０Ａから８９Ｚまで、８Ａ０から

８Ｚ９まで及び８ＡＡから８ＺＺまでの自動車）をいい、当該自動車に装備されている特別な機械又

は装置については、人又は物を運送するために用いられる物のみが自動車に含まれるものであること。

４ 法第１４６条第１項に規定する「主たる定置場」とは、自動車を使用しない場合において、主とし

て自動車を止めて置く場所をいうのであるが、その認定に当たっては、道路運送車両法第６条第１項

に規定する自動車登録ファイルに登録された使用の本拠の位置をもって主たる定置場とすること。

（法１４６①）

５ 自動車の取得者

(１) 環境性能割における自動車の取得者とは、自動車の所有権を取得した者をいうが、製造により

自動車製造業者が取得した自動車及び自動車販売業者等が販売のために取得した自動車については、

これに含まないこととされているものであること。（法１４６②、令４４の２）

なお、これについては次の諸点に留意すること。

ア 自動車販売業者（以下「販売業者」という。）とは、自動車を販売することを業とする者をい

い、自動車製造業者又は自動車修理業者が自動車を販売することを業とする場合には、これらの

者もここにいう販売業者に含まれるものであること。

なお、中古車の販売をすることを業とする者は、すべて古物営業法第３条の許可を受けなけれ

ばならないものとされていること。

イ 販売業者が販売のために取得した自動車とは、販売業者が商品として取得した自動車のことを

いうものであること。したがって、販売業者が自己の使用に供するために取得した自動車は、販

売のために取得した自動車に含まれないこと。

なお、販売業者が販売のために取得した自動車であっても、後日、自己の使用に供することと

なったときは、自動車の取得者として環境性能割が課されるものであること。

ウ いわゆる下取りによって取得された中古車は、通常、販売業者が販売のために取得した自動車

に該当するものであること。

エ 令第４４条の２における運行の用に供されない自動車を例示すれば、次のような自動車である

が、これらの自動車に該当するかどうかは原則として登録の有無によって判定するよう取り扱う

こと。

(ア) 自動車教習所の敷地内でのみ用いられる教習用自動車

(イ) 工場等の敷地内でのみ用いられる自動車

(ウ) 展示用に、又は店舗として用いられる自動車

(エ) スクラップにされる自動車

(２) 自動車の新規登録又は移転登録（販売業者の商品自動車の取得に係る移転登録を除く。）がさ

れた場合には、自動車が取得されたものと推定されるが、当該自動車の抹消登録をした者が同一の

自動車について新規登録をしたような場合には、新たに自動車が取得されたものではないことから、

環境性能割は課税できないものであること。

６ みなす課税については、次の点に留意すること。

(１) 法第１４７条第１項に規定する「自動車の売買契約において売主が当該自動車の所有権を留保

している場合」とは、例えば所有権留保付割賦販売の場合をいい、この場合には、当該自動車につ



- 179 -

いて現実に使用又は収益をしている買主を取得者及び所有者とみなして、自動車税を課するものと

されていること。（法１４７①）

(２) 法第１４７条第２項に規定する「前項の規定の適用を受ける売買契約に係る自動車について、

買主の変更があつたとき」とは、所有権留保付で売買され、買主への所有権の移転がなお完了して

いない自動車について、①代金の残金は新買主が支払う、②代金の支払いの後の自動車の使用収益

は新買主が行う、③代金の残金の支払いが完了すれば、売主から新買主に所有権が移転する形態等

の契約によって買主の変更が行われる場合をいうものであること。

第２節 環境性能割

第１ 課税標準

７ 環境性能割の課税標準である自動車の通常の取得価額とは、自動車の取得のために通常要する価額

をいうものであるが、次の点に留意すること。（法１５６）

(１) 最初の新規登録（以下「初回新規登録」という。）を受ける自動車（いわゆる新車をいう。）

については、当該自動車を通常の取引の条件に従って販売業者等から取得するとした場合における

対価として支払うべき金額をいうものであり、その算定に当たっては、下取り車の有無や契約の方

法（割賦販売契約等）にかかわらないものであること。

なお、いわゆる公表小売価格のある自動車については、現実の取引価額（実勢価額）が、公表小

売価格を若干下回っていることが通例であることに留意すること。

(２) 初回新規登録を受ける自動車以外の自動車（いわゆる中古車をいう。）については、初回新規

登録からの経過年数や使用状況等により同種の自動車であっても現実の取引価額が異なることから、

(１)に基づき算定した当該自動車が初回新規登録を受けたときにおける通常の取得価額に、初回新

規登録からの経過年数に応じて別に総務大臣が定める割合を乗じることとしていること。

(３) 取得された自動車について、令第４４条に規定する「自動車の付加物」に該当しない付属物が

あるときは、当該付属物の価額は課税標準には算入されないものであること。

第２ 申告納付及び納付義務の免除等

８ 環境性能割の徴収方法が申告納付とされているのは、地方運輸局運輸支局（運輸監理部を含む。）

における登録等の手続の際に原則として本税の課税関係の事務をすべて終了させることによって、徴

収の簡素化及び納税者の便宜を図るためであること。（法１６０）

９ 自動車の取得がされる場合には通常自動車の登録等がされるものであるから、環境性能割の申告納

付期限は原則として登録を基準として定められているのであるが、次の点に留意すること。（法１６

０）

(１) 次に掲げる場合は、いずれも法第１６０条第１項第１号に該当し、新規登録が申告納付期限と

なるものであること。

ア 新規登録のされていない自動車について所有権留保付売買契約の締結があった場合

イ 新規登録のされていない自動車について販売業者等が新規登録をした場合

ウ 自動車を国内に持ち込んで運行の用に供する場合

(２) 次に掲げる場合は、法第１６０条第１項第３号に該当し、自動車検査証の記入の時が申告納付
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期限となるものであること。

ア 既に登録のされている自動車について所有権留保付売買契約の締結があった場合

イ 所有権留保付売買に係る自動車について買主の変更があった場合

(３) 販売業者等が既に取得し、移転登録をしている商品自動車等を運行の用に供する場合は、法第

１６０条第１項第４号に該当し、当該運行の用に供した日から１５日を経過する日が申告納付期限

となるものであること。

１０ 環境性能割の徴収

(１) 環境性能割の証紙徴収の取扱方法としては、環境性能割の申告書に証紙を貼付する方法と、こ

れに代えて環境性能割の申告書に証紙の額面金額に相当する金額を証紙代金収納計器で表示する方

法又は証紙の額面金額に相当する現金の納付を受けた後環境性能割の申告書に納税済印を押す方法

とあるが、申告窓口における納付の便宜の観点から、原則として申告書に証紙を貼付する方法によ

ることとしていることに留意すること。

なお、証紙代金収納計器による払込みの方法は、納税義務者が証紙代金収納計器の取扱人に証紙

の額面金額に相当する現金を支払って環境性能割の申告書に当該金額の表示を受けることにより、

環境性能割を払い込むものであること。この場合、証紙代金収納計器の取扱人は、証紙代金収納計

器の取扱いにつき道府県知事の承認を受けた者とし、証紙代金収納計器により表示することができ

る金額を道府県に納付するとともに、当該金額を限度として証紙代金収納計器を取り扱うものであ

ること。

(２) 証紙徴収の方法による場合の経理その他の手続については次によること。

ア 納税義務者の租税債務は、証紙が道府県の印で消されたとき、証紙代金収納計器によって金額

を表示させた申告書が受理されたとき又は納税済印の押印を受けたときに履行されたものとする

ものであること。

イ 証紙による払込み又は証紙代金収納計器による払込みに代えて現金で納付する場合に小切手に

よる納付を受けるときは、地方自治法施行令第１５６条第１項第１号に掲げる小切手に該当し、

その支払地が地方運輸局運輸支局（運輸監理部を含む。）の所在地であり、その提示期間の到来

しているものであって、かつ、支払いが確実であると認められるものに限り納付を認めるものと

すること。

ウ 証紙による払込み又は証紙代金収納計器による払込みに過誤納があった場合は、当該過誤納に

係る現年度の還付金は、一般会計より歳入戻出するものとし、還付加算金は一般会計の歳出から

支出するものとすること。

１１ 報告

自動車の取得者で納税義務者以外の者についても、法第１６０条第２項で定めるところにより報告

書を提出しなければならないこととされているが、これは、通常の取得価額が免税点以下である自動

車を取得した者及び非課税とされる自動車を取得した者についてその旨の確認をするためのものであ

ること。（法１６０②）

１２ 納付義務の免除

自動車の返還があった場合の環境性能割の還付又は納付義務の免除については、次の諸点に留意す

ること。
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(１) 法第１６５条の規定による納付義務の免除等は、同条第１項の規定に該当する自動車の返還が

あった場合にはすべて適用されるものであり、それが売買契約の解除によるものであると、単なる

自動車の取換えであるとを問わないものであること。

なお、自動車の売買契約が解除された場合であっても、同条第１項に規定する場合に該当しない

限り、同条の課税免除の適用はないものであること。

(２) 課税免除されるのは、返還の理由が専ら販売業者の責めに帰すべき場合であり、買主の使用が

適正でないことにより性能が良好でなくなったような場合は、これに含まれないものであること。

(３) 既に納付されている税額を還付する場合は、その還付する金額に還付加算金を加算しないもの

であること。

第３ 市町村に対する交付

１３ 環境性能割の市町村（特別区を含む。）に対する交付については、次の点に留意すること。

(１) 交付の対象となるのは、環境性能割の本税額のみであり、延滞金及び各種加算金等は含まれな

いものであること。（法１７７条の６、令４４の８・４４の９）

(２) 交付は、毎年度８月、１２月、３月において行うものであるが、このうち３月において交付す

べき額の一部となる３月中の収入見込額の算定については、前年同月における収入額、当該年度に

おいて既に収入した額の対前年度伸び率等を勘案して適正に行うこと。（令４４の８・４４の９）

第４ 軽自動車税の環境性能割の取扱い

１４ 軽自動車税の環境性能割については、当分の間、定置場所在道府県が賦課徴収等を行うこととし

ているが、次の諸点に留意すること。

(１) 軽自動車税の環境性能割の賦課徴収については、徴収の便宜や納税者の利便性、市町村の事務

負担等を考慮し、当分の間、定置場所在道府県が自動車税の環境性能割の賦課徴収の例により行う

こととしていること。（法附則２９の９①）

(２) 軽自動車税の環境性能割は、他の市町村税と同様、法律の定めるところによって、税目、課税

客体、課税標準、税率、その他賦課徴収について当該市町村の条例で定めることにより課する市町

村税であることから、当該市町村の税条例等において、納税義務者や課税標準、税率などの規定を

設けることにより、納税義務者が負うこととなる税負担を明確にする必要があること。

１５ 軽自動車税の環境性能割に係る減免については、定置場所在市町村が減免に関する条例又は規則

を定めた場合には、減免に関する事務については、当分の間、定置場所在道府県の知事が行うことと

していること。この場合においては、次の諸点に留意すること。（法附則２９の１０、平成２８年改

正法附則２０②）

(１) 道府県が行う減免に関する事務への影響や、納税者の混乱を招かないようにする観点から、減

免の対象となる３輪以上の軽自動車の範囲については、当分の間、道府県内の市町村で同一のもの

とすることが望ましいと考えられること。

(２) 市町村が軽自動車税の環境性能割の減免について規定する条例又は規則を制定し、又は改廃す

る場合には、定置場所在市町村の長は、あらかじめ、定置場所在道府県の知事に協議しなければな

らないこと。
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(３) 軽自動車税の環境性能割の減免の対象となる３輪以上の軽自動車の範囲については、道府県が

自動車税の環境性能割において行う減免の対象となる登録車の範囲との整合性にも留意し、協議す

ること。

(４) 法附則第２９条の１０の施行日前においても、定置場所在市町村が軽自動車税の環境性能割の

減免について規定する条例又は規則を制定する場合には、定置場所在道府県の知事への協議等必要

な手続その他の行為を行うことができるものとする経過措置を設けていること。

第３節 種別割

第１ 税率等

１６ 総排気量とは、シリンダーの内部の断面積に行程を乗じたそれぞれの気筒容積の総計をいうもの

であること。（法１７７の７①Ⅰ、法附則１２の４①）

１７ 電気自動車である乗用車に係る税率については、総排気量１リットル以下の区分の税率によるこ

とが適当であること。また、ロータリーエンジンを搭載する乗用車に係る税率については、単室容積

にローター数を乗じて得た値に１．５を乗じて得た値を総排気量とみなして税率区分を適用すること

が適当であること。（法１７７の７①Ⅰ、法附則１２の４①）

１８ 法１７７条の７第１項第３号に規定する「一般乗合用バス」とは、道路運送法第３条第１号イに

規定する一般乗合旅客自動車運送事業（乗合旅客を運送する一般旅客自動車運送事業）の用に供する

バスのうち、路線を定めて定期に運行するものをいい、一般に路線バスと呼ばれるものがこれに該当

するものであること。

なお、定期観光バス及び廃止路線代替バスと呼ばれているものもこれに含まれるものであること。

（法１７７の７①Ⅲ）

１９ 道府県は、法第１７７条の７第５項及び法附則第１２条の４第２項の規定により別に区分を設け

て税率を定める場合には、次に掲げる事項について留意すること。

(１) 法第１７７条の７第５項にいう「第１項各号に掲げる自動車以外の自動車」とは、霊きゅう車、

放送宣伝カー等の特種用途車をいうものであること。

(２) 法第１７７条の７第５項にいう「同項各号に掲げる自動車で当該各号の区分により難いもの」

とは、電気自動車又はロータリーエンジン搭載車その他の同項各号に掲げる区分により難い自動車

をいうものであること。

(３) 自動車の諸元とは、用途、総排気量、定格出力、最大積載量、乗車定員のほか、自動車の構造

（長さ、幅、高さ等）、装置等自動車を構成している諸要素をいうものであり、具体的には、自動

車型式認証実施要領（平成１０年１１月１２日付自審第１２５２号）に掲げる諸元表の項目がこれ

に該当するものであること。

２０ 法附則第１２条の３第１項に規定する「専らメタノールを内燃機関の燃料として用いる自動車」

とは、メタノールのみを燃料とする内燃機関（当該内燃機関を始動させるに当たり補助的にメタノー

ル以外のものを燃料とするものを含む。）により走行するものをいう。（法附則１２の３①・１２の

４③、則附則５①）

２１ 令和元年９月３０日までに初回新規登録を受けた自家用の乗用車又は同日までに地方税法の施行

地外において運行に相当するものの用に供されたことがある自家用の乗用車であって令和元年１０月
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１日以後に初回新規登録を受けたものに対して課する自動車税の種別割の標準税率は、法第１７７条

の７第１項の規定にかかわらず、法附則第１２条の４第１項の規定を適用すること。（法１７７の７

①、法附則１２の４①）

第２ 徴収等

２２ 普通徴収

(１) 種別割の「賦課期日後」とは、月割課税の制度が設けられている趣旨にかんがみ、４月１日午

前０時後をいうものであること。（法１７７の１０①）

(２) 法第１７７条の１０第４項ただし書の「法令の規定に基づき当該自動車に対して種別割を課さ

れないとき」とは、条約、法律、命令又は条例の規定に基づき種別割が課されない場合をいうもの

であって、種別割が減免されている場合は含まれないものであること。（法１７７の１０④）

(３) 無登録自動車について普通徴収の方法により納税通知書が交付された後において当該自動車に

つき道路運送車両法第７条の規定による登録の申請があった場合は、証紙徴収の方法によらず、既

に交付した納税通知書の定めるところにより、普通徴収するものであること。

(４) 種別割の証紙徴収の取扱方法は、環境性能割における取扱いと同様であり、１０に規定すると

おりとすること。

２３ 所有権留保付自動車については、当該自動車の買主を所有者とみなして種別割を課することとさ

れているが、買主の住所又は居所が不明である場合には、道府県知事は、売主に対して当該道府県の

条例の定めるところにより、当該買主の住所又は居所その他当該自動車に対して課する種別割の賦課

徴収に関し必要な事項の報告を求めることができるものであるが、この報告は売主に対して現に知り

えている事実の報告義務を課しているものであり、新たな調査義務を課しているものではないことに

留意すること。（法１７７の１３②）

なお、円滑な運営を図るため、売主等と緊密な連絡を保つことが望ましいこと。

２４ 種別割の徴収を確保するため、道路運送車両法及び同法施行令の規定に基づき、継続検査及び構

造等変更検査において自動車検査証の返付を受けようとする際、当該自動車の使用者は、当該自動車

について現に自動車税の滞納（天災その他やむを得ない事由によるものを除く。）がないことを証す

るに足る書面を地方運輸局運輸支局長（運輸監理部長を含む。）に提示しなければならないものとさ

れ、提示がない場合においては、地方運輸局運輸支局長（運輸監理部長を含む。）が自動車検査証の

返付をしないものとされている。この場合において、自動車検査証の返付を受けようとする使用者及

び所有者に必要以上の手数を強いないよう考慮すること。

なお、当該自動車について現に自動車税の滞納があるかどうかは、継続検査及び構造等変更検査に

おいて自動車検査証の返付を受けようとする際に当該自動車に係る種別割を負担すべき者についてい

うものであるから、法第１７７条の１０第４項本文の規定の適用を受ける場合には、前の所有者につ

いての証明を要するものであることに留意すること。ただし、一の道府県から他の道府県に移転登録

したことにより、前の所有者についての証明が困難と判断される相当な理由のある場合については、

現在の所有者が当該自動車に係る種別割の滞納がないことの証明でも差し支えないものであること。

第１１章 鉱区税
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１ 鉱区税の納税義務者は、鉱業権者であるが、鉱業法（昭和２５年法律第２８９号）第２０条及び第

４２条の規定により試掘権が存続するものとみなされる期間において試掘することができる者を含む

こととされていることに留意すること。

２ 鉱区税の課税標準は、鉱区の面積であるが、鉱業法施行法（昭和２５年法律第２９０号）第１条第

２項の規定により鉱業法による採掘権となったものとみなされ、又は鉱業法施行法第１７条第１項の

規定により鉱業法による採掘権の設定の出願とみなされて設定された砂鉱を目的とする鉱業権の鉱区

で河床に存するものについては、河床の延長とされていること（法附則１３）、また当該河床の延長

を課税標準とする鉱区については、税率についても読み替えることとされていることに留意すること。

３ 試掘鉱区に係る鉱区税の徴収を確保するため鉱業法第１９条、第２９条第１項及び第４１条第３項

の規定が設けられているが、その運営に当たっては、次の諸点に留意すること。

(１) 試掘権者が試掘権の延長の許可又は試掘権から採掘権への転願の許可を申請したときは、経済

産業大臣又は経済産業局長は、当該申請に係る試掘権について、現に鉱区税を滞納している場合

（ただし、天災その他やむを得ない事由によるものを除く。）においては、許可をしてはならな

いものとされていること。ここに「天災その他やむを得ない事由」とは、天災その他これに類す

る事由をいうものであること。

(２) 次に掲げる願書又は申請書には、試掘鉱区につき現に鉱区税を滞納していないことを証明する

書類又は現に鉱区税を滞納していることが天災その他やむを得ない事由によるものであることを

証する書面（以下(２)及び(３)において「納税証明書等」という。）を添付して提出しなければ

ならないこととされていることから、試掘権者が道府県知事に対し納税証明書等を請求した場合

においては遅滞なく納税証明書等を発行すること。

ア 鉱業法施行規則（昭和２６年通商産業省令第２号）に規定する様式第２による願書

イ 鉱業法施行規則に規定する様式第１３による申請書

ウ 鉱業法施行規則に規定する様式第１３の３による申請書

(３) 現に鉱区税を滞納しているか否かの事実は、納税証明書等の請求があったときにおける現況に

より判断すること。ただし、納税証明書等の請求があったときにおいて試掘権者の試掘鉱区に係

る鉱区税の納期が切迫している場合においては、その旨を経済産業大臣又は経済産業局長に通知

し、当該納期を経過した後速やかに滞納の有無を経済産業大臣又は経済産業局長に通知するもの

とすること。

第１２章 固定資産税の特例

１ 大規模の償却資産に対して、道府県が課する固定資産税は、もとより道府県の法定普通税であるが、

これを法第４条第２項の法定普通税の税目中に掲げていないのは、本税の性格上すべての道府県にそ

の課税客体が存するとは限らないこと等によるものであること。

２ 大規模の償却資産に対する固定資産税の課税権の一部を道府県に与えた趣旨は、主として国民の租

税負担の過重を避けるためやむなくとられた税源配分合理化の方針に基づくものであり、併せて大規

模の償却資産と道府県との応益関係を考慮するとともに市町村間における償却資産評価の均衡化の一

助ともする点にあること。

３ 大規模の償却資産に対して道府県が課する固定資産税の税率については、法律上制限税率の定めは
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ないが、市町村が課する固定資産税の税率について制限税率の定めがあること及び課税客体となる償

却資産には市町村の課税する部分もあって道府県の課税のあり方如何が市町村の徴税成績にも影響を

及ぼすことにかんがみ、標準税率を超える率を定めるに当たっては、特に慎重を期すべきものである

こと。（法７４１）

４ 大規模の償却資産に該当するかどうかの認定に当たっては、次の諸点に留意すること。

(１) 同一の市町村内に所在する（法第３８９条第１項の規定による配分の結果当該市町村内に所在

するものとされる場合を含む。）償却資産については、同一人の所有に属する限り、同一の施設

に属するかどうかを問わずこれを合算するものであること。

なお、新設大規模償却資産については新たに新設大規模償却資産となった年度すなわち第一適用

年度から５年度分に限り第一適用年度を異にする他の新設大規模償却資産又は新設大規模償却資

産以外の償却資産と区分され、それぞれ、各別に一の納税義務者が所有するものとみなされるも

のであることに留意すること。

(２) 前項の場合において、同一市町村内に所在する同一人の所有に属する償却資産で、法第３８９

条の規定によって総務大臣又は道府県知事がその価額等を決定すべきものと、当該市町村の長が

その価額等を決定すべきものとがある場合には、その合算額によって判定すべきものであること。

(３) 大規模の償却資産に該当するかどうかの認定は、賦課期日現在により行うべきものであるから、

人口並びに前年度の基準財政収入額及び基準財政需要額の算定に当たって留意すること。

５ 大規模の償却資産の指定は当該償却資産については道府県知事が価格を決定するものであることを

公にする行為であり、その時期については、法律上別段の規定はないのであるが、当該指定に係る償

却資産の価額等の決定は、その指定した日の属する年の翌年以降において行うこととなるので、賦課

期日後に指定を行って当該年度から当該償却資産の評価を道府県知事が行うことはできないものであ

ること。したがって、総務大臣又は道府県知事が指定していない償却資産について市町村長が価格を

決定したもののうち、道府県が固定資産税を課することができるものと認められる償却資産につき法

第７４２条第２項の規定による市町村長からの通知があったときは、道府県知事は当該年度は、当該

市町村長の決定した価格によって賦課するものであること。

なお、一度行われた指定の効果は、その指定が取り消されない限り、翌年度以降にも及ぶものであ

ること。（法７４２）

第１３章 法定外普通税

法定外普通税の新設又は変更に係る同意手続等については、別途「法定外普通税又は法定外目的税の

新設又は変更に対する同意に係る処理基準及び留意事項等について」（平成１５年１１月１１日総税企

第１７９号）を参考にされたいこと。

第１４章及び第１５章 削 除

第１６章 狩猟税

１ 法第７００条の５１に規定する「鳥獣の保護及び狩猟に関する行政」とは、必ずしも鳥獣の保護及

び管理並びに狩猟の適正化に関する法律（平成１４年法律第８８号。以下「鳥獣保護管理法」とい



- 186 -

う。）に基づいて道府県が行う行政に限られるものではなく、道府県が行う鳥獣の保護及び狩猟に関

する行政の一切をいうものであること。（法７００の５１）

２ 法第７００条の５２第１項第２号又は第４号の規定は、納税義務者の担税力等を考慮してその負担

の軽減を図る趣旨によるものであることにかんがみ、狩猟者の登録を受ける者が当該年度の道府県民

税の所得割額の納付を要しない者の同一生計配偶者又は扶養親族に該当する場合には、当該者が、農

業、水産業又は林業以外の事業に従事する者であっても、これらの号の税率を適用することが適当で

あること。（法７００の５２①Ⅱ・Ⅳ）

３ 同一生計配偶者又は扶養親族に該当する者で「農業、水産業又は林業に従事している者」とは、年

を通じて継続的に又は断続的にこれらの事業に従事する者をいい、例えば、農業を営む者の扶養親族

が夏期休暇中にたまたま農作業を行う場合等はこれに含まれないものであること。

なお、「従事している者」であるかどうかの具体的判定に当たっては、特段の事情のない限り、狩

猟者の登録申請書に記載された職業によることとして差し支えないものであること。（法７００の５

２①Ⅱ・Ⅳ）

４ 放鳥獣猟区のみに係る狩猟者の登録に係る狩猟税の税率の軽減については、次の諸点に留意するも

のであること。（法７００の５２②）

(１) 法第７００条の５２第２項第２号に規定する狩猟者の登録は、同項第１号の規定により税率が

軽減された狩猟者の登録に係る狩猟免許に基づくものであること。

(２) 「放鳥獣猟区及び放鳥獣猟区以外の場所に係る狩猟者の登録」とは、登録に係る道府県の狩猟

区域の全部を狩猟の場所とする狩猟者の登録をいうものであること。

５ 特例措置の対象となる次に掲げる狩猟者の登録は、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関す

る法律施行規則（平成１４年環境省令第２８号）の狩猟者登録の区分に対応するものであることに留

意すること。

(１) 平成２７年４月１日から令和６年３月３１日までの間に行われる対象鳥獣捕獲員に係る狩猟

者の登録（法附則３２①）

(２) 平成２７年５月２９日から令和６年３月３１日までの間に行われる認定鳥獣捕獲等事業者の従

事者に係る狩猟者の登録（法附則３２②）

(３) 平成２７年４月１日から令和６年３月３１日までの間において、狩猟者登録の申請書を提出す

る日前１年以内の期間に、鳥獣保護管理法第９条第１項の規定による許可を受け、当該許可に係る

鳥獣の捕獲等（以下「許可捕獲等」という。）を行った者が受ける狩猟者の登録（法附則３２の２

①）

(４) 平成２７年４月１日から令和６年３月３１日までの間において、狩猟者登録の申請書を提出す

る日前１年以内の期間に、鳥獣保護管理法に規定する従事者（鳥獣保護管理法第９条第８項に規定

する法人の監督の下に、許可捕獲等に従事する者をいう。）として従事者証の交付を受けて、当該

従事者証に係る鳥獣の捕獲等を行った者が受ける狩猟者の登録（法附則３２の２②）

６ ５(３)・(４)の要件である鳥獣保護管理法第９条第１項の許可（同項を鳥獣による農林水産業等に

係る被害の防止のための特別措置に関する法律第６条第１項の規定により読み替えて適用する場合に

おける市町村長の許可を含む。）については、鳥獣の管理を目的とするものであること。

７ 法附則第３２条の２第１項ただし書に規定される場合とは、狩猟者登録の申請書を提出する日前１



- 187 -

年以内の期間に許可捕獲等を行っており、直前の狩猟期間における狩猟者の登録として当該許可捕獲

等を要件とする５(３)又は(４)の狩猟者登録の申請書を提出して、既にこの特例措置の適用を受けた

場合をいう。この場合における軽減税率の適用については、「狩猟者登録の申請書を提出する日前１

年以内の期間」ではなく、「直前の狩猟期間における５(３)又は(４)の狩猟者登録の申請書を提出し

た日のいずれか遅い日から今回の狩猟者登録の申請書を提出する日の前日までの間」となることに留

意すること。また、５(４)の対象からは、５(２)の適用を受ける者は除かれることに留意すること。

第１７章 目的税

１ 道府県は目的税として水利地益税を課しうるものとされているが、この場合課税額の限度となる

「受益の限度」とは、当該事業と納税者との間に明白かつ密接な受益関係のあることを条件とするも

のであること。

２ 目的税又は分担金を課しうる事件については、原則として法第７条の規定による一部賦課又は不均

一賦課はこれを避け、目的税制度又は分担金制度を活用することが適当であること。

第１８章 法定外目的税

法定外目的税の新設又は変更に係る同意手続等については、別途「法定外普通税又は法定外目的税の

新設又は変更に対する同意に係る処理基準及び留意事項等について」（平成１５年１１月１１日総税企

第１７９号）を参考にされたいこと。


